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第1節 本 稿 の 目的 と対 象

本稿 は、 「あ らゆる形態 の人種差別 の撤廃 に関す る国際条約」(以 下、 「人種差別撤廃条

約」又は 「条約」 という)が 定める実体規定のうち、特 に日本 と関連する重要な規定 をと

りあげ、そ の主要な解釈問題 を検討するとともに、それ に基づ いて 日本の現行法令や裁判

例な どにつ いて評価 を行お うとす るものである。本章では、 これ を敷衍 しなが ら、本稿の

目的、対象及び条約解釈 の方法、本 稿の構成及び概要 を明 らか にしておきたい。

(1)人 種差別撤廃条約 は、1965年12月21日 に国連総会 によって採択 された。条約 の採択

に直接 っながる動 きがみ られたのは、1960年 である。1959年 か ら1960年 にかけて西欧諸

国 を中心 に反ユダヤ主義及びネオ ・ナチズムの凶暴な運動が各地でみ られた。国連は、 こ

のよ うな動 きに直 ちに反応 し、国連総会は1960年 に 「決議1510(XV)」 を採択 した。総

会は、 この決議 のなかで 「人種的、宗教的及び民族的憎悪のあらゆる表現及び慣行 」 を非

難す る とともに、 この問題 に対処す る方策 を議論 した。

その後、国連総会 は、1962年 の 「決議1780(XVII)」 において人種差別の撤廃 に関す

る国際文書 を作成す ることを決定 し、まず、1963年 に、「あらゆる形態 の人種差別 の撤廃

に関す る国際連合宣言」(以 下、 「人種差別撤廃宣言」 という)が 国連総会 によ り採択 さ

れた。次 いで、国連は、法的拘束力をもつ条約 を作成する作業を開始 した。条約案 の作成

及びそ の審議は、1964年 の 「差別防止及び少数者の保護に関する小委員会」(以 下 、 「人

権小委員会」又は 「小委員会」 という).,、 同年の入権委員会で行われ、次 いで、1965年

に総会第3委 員会 の審議 を経 て、同年の国連総会 によって人種差別撤廃条約が採択 された
・z

人種 差 別 撤廃 条 約 は1969年1月 に発 効 し、条約 第8条 に基 づ いて条 約 の履行 監 視 機 関

*1こ の機 関 は 、現在 で は 「人権 の促進 及 び保 護 に関 す る小委員 会」 と呼 ばれ て い る。 但

し、 この機 関 の 略称 は 、本 稿 を通 じて 「人権 小委 員 会 」又 は 「小委員 会 」 とす る こ とにっ

いて は変 わ りはな い 。

・2条 約 起 草 過 程 の概 要 に つ い て は 、 と りあえ ず以 下 の文 献 を参 照 。E 。Schwelb,The

InternationalConventionontheEliminationofAllFormsofRacialDiscrimination,International

andComparativeLawQuarterly,Vo1.15,1966,pp.996-1000,N.Lerner,TheU.N.Conventionon

theEliminationofallFormsofRacialDiscrimination,2nded.,Sijthoff&Noordhoff,1980,

pp.1.6,金 束 勲 「人権 の国 際的 保護 と人種 差別撤 廃 条 約」 『大 阪経 済法 科大 学 法 学 論集 』

第2号(1978年)34-42頁 。

な お 、条 約起 草 過程 にお い て作成 された 草案や 、提 出 され た修正 案 、そ の審 議 の概 要 は、

次 の各 機 関 の報 告 書 に収 録 され て い る。 ① 人権 小 委 員 会 、EICN.41873.EICN.4!Sub.2!241、

② 人権 委 員会 、E13873、 ③第3委 員会 、A/6181。

各 機 関 の草案 や そ こで提 出 され た修正 案 な どは、 すべ て これ らの報告 書 によ る もの と し、

以下 で は、 そ の 引用 に際 して 出典 を個 別 に明記 す る ことは しな い。
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として設置が予定 されていた 「人種差別 の撤廃 に関す る委員会 」(以 下 、 「人種差別撤廃

委委員会」又は 「委員会」という)も 翌1970年1月 にその活動 を開始 した。条約 の締約

国数は、2002年2月8日 現在で161ヵ 国である。

(2)人 種差別撤廃条約は、本格 的な実施措置 を備えた人権条約 としては最 も早期 に採択 さ

れ、発効 した条約である。また、その履行監視機関 としての人種差別撤廃委員会 も、人権

条約 の実施機関 として最 も早期に設立 され、活動 を開始 した機関である。

他方、 日本による条約加入は遅れ、日本政府 は、条約採択か ら約30年 を経た1gg5年10

月に条約の加入 について国会 に承認を求める閣議決定 を行 った。条約締結 の承認案件は第

134回 国会 に提出 され、同年11月21日 の衆議院外務委員会での審議'3を 経て同 日に衆議

院本会議 において締結承認の議決が行われた。次 いで、11月30日 には参議院外務委員会

で審議がな され4、12月1日 の参議院本会議 にお いて条約 の締結が承認 された。 ここに、

条約締結 に関す る憲法上の承認手続 は完了 し、これを受けて、政府は、同年12月14日 に

条約 の加入書 を国連事務総長 に寄託 し、条約は、条約第19条2項 に従い、翌1996年1月14

日に 日本 について発効 した。

人種差別撤廃条約 の研究 は国の内外 において十分ではな い。特 に、日本 におけるこの条

約 の研究 の蓄積はきわめて不十分であ り、これ を専門的に検討 した論稿 も乏 しい。 日本 に

おいて、人種差別撤廃条約 に関 してはじめて本格的な検討 をくわえた論文が公刊 されたの

は、条約採択か ら10年 以上 を経た1978年 である。この論文 を公表された金 束勲教授は、

当時 の状況 について、 「日本 において は、国際人権規約は最近 国内の各分野 において研究

され、また批准 を求める声も高まってきて いるが、 この人種差別撤廃条約はそ の内容 さえ

知 られて いないのが偽 らざる実情である」 と述べている゜5。

このよ うな状況 を生み出 した1つ の原因は、 日本 においては深刻な人種差別問題 は存在

しない とい う一般的な理解 にあるように思われ る。それを示す ものとして、 日本国憲法第

14条 に関す る憲法学説を参 照 してみよう。 日本 国憲法第14条1項 は、 「すべて国民は、

法 の下 に平等 であって、人種 … によ り、政治的、経済的又は社会的関係 において、差別

されな い」 と規定す る。ある憲法学者 は次 のよ うにいう。 「『人種』 とは、人間の人類 学

的な種類 い う。 …r人 種』を理由とする差別 とは、た とえば、アイヌ人 には選挙権 を与

えない とか、ニグロは公務員になれないとす るとか、ユダヤ人の権利能力を制限す るとか

で あるが 、 日本 国民 のあいだには、『人種』のちが いがす くないか ら、『人種』 にもとつ

く差別 は、実際 には問題 となることはあまりあるまい」・6。

ここにみ られるような、 日本国憲法第14条1項 にいう 「人種」 を人の人類学的種別 を

・3衆 議院の外務委員会における審議状況は、「第134回 国会衆議院外務委員会議録第6

号」 に収 録 されて いる。この文書は、以下 、「衆議院外務委員会議録」 として引用する。

・4参 議院の外務委員会における審議状況 は、「第134回 国会参議 院外務委員会会議録第9

号」に収録 されている。この文書は、以下、 「参議院外務委員会会議録」 として引用する。

・5金 「前掲論文」40頁 。

・6宮 澤 俊義(芦 部 信喜補訂)『 全訂 日本国憲法』(日 本評論社、1978年)208-209頁 。

宮澤 俊義 『憲法II』(有 斐閣、1974年)273-275頁 も参照。
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意味す ると解釈 し、 日本 には深刻な人種対立や人種問題 は存在 しないとす る記述 は、従来

の代表的な憲法の教科書のなかで しばしばみ られる'7。

このよ うな解釈や認識の当否はお くとしても、 このような理解が一般的である限 り、日

本 にお いて人種差別撤廃条約 に対す る関心が薄かった こともある意味では当然で あるかも

しれない。 しか し、条約の適用対象は、人類学的 ・生物学的意 味における 「人種」 に基づ

く差別 にとどまらず、民族や種族 に基づ く差別、さ らには、解釈 によ り門地や社会的身分

による差別 に及ぶ。 日本にお いて、人種差別撤廃条約の適用が 問題 とな る集 団としては、

例 えば、アイ ヌ民族や 、在 日韓国 ・朝鮮人や在 日中国人な どの外国人集団及 び外国人一般、

さ らには被差別部落や沖縄 出身者な どをあげることができる。従 って、人種差別撤廃条約

にいう意味での 「人種差別」は、 日本の社会 において従来か らきわめて深刻な問題 として

存在 してきたのである。その意味で、人種差別撤廃条約は、 日本 とは決 して無縁 のもので

はない。

また、条約が差別 の撤廃 のためにとるべきことを定 める法的 ・政策的措置 の枠組 みは包

括的であ り、 日本 において長期にわたって解消されることなく存在 してきた差別 にとって

も有用で ある。特 に、私的差別 の規制措置(第2条1項(d))や 、社会的 に脆弱な集 団に

対す る積極 的差別是正措置(第2条2項)、 効果的な救済措置(第6条)、 積極 的な啓発

措置(第7条)な どがそ うである。その意味で も人種差別撤廃条約 と日本 との関係 は密接

である。

もっとも、 これ らの法 的 ・政策的措置につ いては種 々の解釈問題があ り、その解釈によ

って は人種差別撤廃条約 の意義が損なわれ るものもある。また、条約の規定 と日本の現行

法制 との間に基本的な立場 の相違がみられ るものもある。そのため、関連する条約規定の

内容 を明 らかに した上で、日本 の現行法制度 の立場について評価 を加 えてお く必要 がある。

本稿では、日本 と関連 が深 い条約規定の例 として、特 に、条約第1条(人 種差別の定義)、

第2条1項(d)(私 的人種差別 の規制義務)及 び第4条(人 種主義的表現 ・団体 の規制義

務)を 中心 にとりあげ、そ の解釈問題 を検討 し、それ を前提として 日本 の現行法制度 の評

価 を行お うとするものである。

*7若 干 の例 をあげれ ば、次のよ うである。 「種々の人種が混在する国家 に比べれば、現在

わが国では国民のなかに人類学的意味の人種 の対立 は比較的少な い」(覚 道 豊治r憲 法

[改訂版]』(ミ ネル ヴァ書房、1973年)235頁)。 「わが国はこれまで人種的には比較的ま

とま りのある国家 であ り、人種差別が大 きな問題 とな ることはなかった。アイヌ人問題 は

その例外 であ り、今後 は帰化人 について 問題 とな りうる」(芦 部 信喜編r憲 法1【 人権

(1)』(有 斐閣、1978年)227頁(種 谷 春洋執筆))・ 「わが国民の中には異人種がきわめて

少 ないか ら、人種差別 が問題 となった事例 はほ とん どない」(橋 本 公亘P日 本国憲法 』

(有斐閣、1980年)206頁)。 「わが国では異人種がきわめて少ないことが関係 してか、人

種差別が大きな社会政治的問題 にされた ことはない」(佐 藤 孝治 『憲法[新 版]』(青 林書

院、1990年)422頁)。
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第2節 条 約解 釈 の方 法

(1)次 に、本稿 にお いて条約解釈 を行 う場合 に用いる方法 を明 らかに してお こう。本稿 に

お いて条約解釈 を行 う場合 には、基本的には、「条約法 に関す るウィー ン条約」(以下、「条

約法条約」 という)の 解釈規 則に従 う。

条 約法条約 によれ ば、 「条約は、文脈 によ りかつそ の趣 旨及び 目的 に照 らして与 え られ

る用語 の通常の意味 に従 い、誠実に解釈す る」もの とされる(第31条 第1項)。 この場合、

「文脈 」 とは、① 「条約文(前 文及び附属書 を含む。)」、② 「条約 の締結 に関連 してすべ

ての当事国 の間でされた条約 の関係合意」、及び③ 「条約 の締 結に関連 して当事国の1又

は2以 上が作成 した文書であって これ らの当事国以外の当事国が条約の関係文書 として認

めた もの」をいう(同 条第2項)。

また、文脈 とともに考慮 されるべきものとして、条約法条約は、① 「条約 の解釈又は適

用 にっき当事国の間で後 にされた合意」、② 「条約 の適用につき後 に生 じた慣行であって、

条約 の解釈 にっいての当事国 の合意 を確立す るもの」、及び③ 「当事 国の間の関係にお い

て適用 され る国際法 の関連規 則」が あげる(同 条第3項)。 但 し、 「用語 は、当事 国が こ

れ に特別 の意味を与 える ことを意図 していたと認め られ る場合 には、当該特別 の意味を有

す る」 もの とされる(同 条第4項)。

以上が、条約解釈 に関す る一般的な規則で あるが、条約法条約 は、さらに、解釈 の補助

的手段に関する規定 をお いて いる。それによれば、以上の解釈規則 に従って導 き出された

文言 の意味 を確認す るため に 「解釈 の補足的な手段 、特に条約 の準備作業及び条約 の締結

の際の事 情に依拠す ることができる」。また、このような解釈の一般的な規則 に従 って行

われた解釈 によって もなお、問題 となる規定の 「意味があいまい又は不明確で ある場合」

や、解釈規則 に従 って導 き出 された解釈が 「明 らかに常識 に反 した又は不合理な結果がも

た らされ る場合」 にも、 「解釈の補足 的な手段」に依拠することができる(第32条)。

(2)以 上のよ うに、条約法条約 は 「用語の通常の意味」 に従って解釈す る ことを基本 とし

つっ、その 「意味」を探求 する際に検討されるべき様々な要素 を規定する。これを人種差

別撤廃条約 の場合 についてあてはめてみれば、その解釈 に関連する要素 に関して次のよう

な諸点 を指摘することができる。

第1に 、条約 の 「文脈」や 「趣 旨及び 目的」、「用語の通常の意味」 との関連で、 まず、

通常 の辞書 にみ られる文言 の意味や学説などを検討することが有益である。い うまでもな

く、条約解釈はその正文 によって行 うのが原則である。本稿では、特 に問題 となる解釈に

あた っては主 として英語正文 に基づいて検討 を行 う。

第2に 、条約法条約 にい う 「文脈」 に含 まれる 「附属書 」、 「条約 の締結 に関連 してす

べての当事国の間でされた条約の関係合意」及び 「条約の締結に関連 して当事国の1又 は

2以 上が作成 した文書であって これ らの当事 国以外の当事 国が条約の関係文書 として認 め

た もの」、また、文脈 とともに考慮 されるべ きもの され る 「条約の解釈又 は適用 にっき当

事国の間で後にされた合意」 は、人種差別撤廃条約の場合 には存在 しない。従 って、 これ

らの ものを検討する必要 はな い。
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第3に 、文脈 ととともに考慮 されるべきもの とされる残 りの2つ のもの、すなわち、「条

約 の適用 につき後 に生 じた慣行であって、条約 の解釈 についての当事国の合意を確立する

もの」及び 「当事国の問の関係 において適用される国際法 の関連規則」については、締約

国の条約解釈や実行、関連する国際法規則 の動向が特 に関連する。また、人種差別撤廃委

員会そ の他 の関連す る国際機構 ・機関の実行 も関連要素 となる。但 し、条約法条約第31

条3項 との関連 において このような実行 を検討する場合には、そ の実行を契機 として締約

国の合意が確立 された といえるか どうか、また、多数の国家の間 に問題 となる条約解釈 に

関 して一定 の理解が共有 されつつあるのかどうか といった点が問題 となる。従 って、 これ

ら機関 の実行に関連する締約国 の対応や見解な ども検討 しておかなければな らない。

第4に 、条約 が定めるある文言に 「特別 の意味 を与える ことを意図して いた と認 め られ

る」か どうかについては、 この文言 が専門的又は特殊な意味をもつように使用 されている

か どうかが問題 とな る。 この点では、 この文言 の辞書的な意味や、 この文言がおかれてい

る文脈が関係す る。 また、当事国の意 図が問題 となるか ら、条約の起草過程 も検討 してお

く必要が ある。

第5に 、解釈 の補足的手段 として特 にあげられている 「条約の準備作業及び条約 の締結

の際 の事情」 については、条約 の起草過程が関連す る。

(3)こ こで 、さ らに検 討 しておかなければな らない ことは、人種差別撤廃委員会 の見解が

条約解釈 においてもつ意義である。委員会 の実行 について は、すでに 「条約の適用 にっき

後に生 じた慣行 」及び 「国際法 の関連規則」 との関係 にお いて触れた。ただ、 これ らの要

素 との関係 において は、委員会 の見解 は、条約解釈 に関す る締約国の合意や関連国際法規

則の成立や発展につ いて触媒的機能 を果た しているか どうか という観点か ら問題 となるに

すぎない。

しか し、 ここでまず確認 してお くべきことは、人種差別撤廃条約における委員会解釈 の

重みである。次の2点 を指摘す ることができる。第1に 、条約上、委員会は条約解釈 を表

明する権 限が認め られている機 関であ り(第9条2項 、第13条1項 及び第14条8項 を参

照)、 「徳望 が高 く、かつ、公平 と認 め られる」 「専門家で構成」 され る機 関である(第8

条1項)。 従 って、条約 によれ ば、委員会は この条約 の解釈 を最 もよくな し得る機 関で あ

る。

第2に 、条約は、締約国 となる国家が 「この条約 によ り設置する機関の活動 を抑制する

ような効果 を有する留保」 を付す ことを禁止 している(条 約第20条2項 第2文)。 この こ

とは、条約 が委員会 の活動 を重要視 して いることを示 して いる。

以上の2点 か らみれ ば、委員会 の解釈 には、それに相応する重みを与 えなければな らな

い。そ して、それは、単に締約国の合意や関連国際法規則 の成立 ・発展 の触媒的機能 をも

っだ けではな く、条約解釈 にあたって直接的に考慮されるべき要素でなければな らない。

もっとも、条約法条約が定める諸要素のなかには人権条約の履行監視機関の意見 は明示

的には含 まれてお らず、また、それが条約法条約が定めるいずれの要素に該当するかも明

らかではな い。 この点 について、 日本の学説及び判例 も次 のように分かれ る。第1は 、条

約機関 の見解 を条約法条約第31条1項 にいう 「誠実 に解釈する」 との関係で理解 するも
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の'8、第2は 、第31条3項(b)に いう 「条約の適用 につ き後 に生 じた慣行 」にあたる とす

るもの.y、第3は 、第32条 にいう 「解釈の補足的な手段」 とみるもの'1°、第4に 、いずれ

の要素にあたるかを留保 しつつ、 これ を条約解釈の指針 とみるもの゜"、である。

これ らの諸説 について検討 してお こう。まず、第4の 見解は、条約法条約起草時に、条

約機関の見解が条約解釈 にもつ意義が十分 に意識されて いなかったこど12か らみれば1っ

の卓見で はある。 しかし、条約解釈 において条約法条約 を用 いる以上、条約機関の見解が

条約法条約が定めるいかなる要素に該当するか を明確 にする一ことなく解釈 を行 うことには

問題がある。

次 に、第3の 見解 には若干の無理があろう。その理由は次の3つ である。第1に 、条約

法条約が 「解釈 の補足的手段」の例 としてあげているものは、国家の合意 に関係するもの

であるが 、条約実施機関の見解は勧告 にとどま り、そのような性質を有さないという こと

である'13。それ故、条約機関の見解 をそ こに含 ましめる ことには若干の疑問がある。第2

に、「解釈の補足的な手段」は、第31条 にいう解釈規則か ら導 き出された解釈が不明確 な

場合や、明 らかに常識 に反する場合 にはじめて用いる ことができる。 しか し、条約機関、

特 に人種差別撤廃委員会の見解 は、条約が委員会に認 めた重要性 に鑑みれ ば、その援用が

許 される場合が限定されるべきものではな く、条約解釈 にあたって常 に考慮 されるべき も

の と考 え られ るべきである。第3に 、第32条 にいう 「解釈の補足的手段 は」は、条約解

釈 を 「決定する」ために援用 し得るものであるが、条約機関の見解にそ こまでの重み をも

たせ ることには疑問がある。条約機関の見解 は重要では あるが、条約機関の見解が常 に正

しいとは限 らない。それ故、それに条約解釈 を決定す るほどの効果を与えることには問題

が ある。

条約機 関の見解を 「後 に生 じた慣行」とみる第2の 見解 にも問題があり、 これをとるこ

*8今 井教授 は、 日本が締約国である人権条約 の場合 には、その実施機関の意見が 「誠実

に解釈する」 との関係で理解 され るべ きことを示唆する。今井 直 「国際人権法の国内裁

判 にお ける適用 と子 どもの権利条約」永井 憲一編著 『子 どもの人権 と裁判』(1gg8年 、

法政大学 出版局)40頁 。

*9植 木 俊哉 「指紋押捺 を拒否 した在 日外国人の逮捕 の違法性 と国家賠償請求」Pジ ュ リ

ス ト』1089号(1996年)347頁 、山下 泰子 「指紋押なつ制度 と国際人権規約B規 約の国

内へ の適用」『国際法判例百選』(『別冊ジュリス ト』156号 、2001年)111頁 。

*10京 都指紋押捺訴訟大 阪高裁1994年10月28日 判決。『判例時報』1513号 、87頁 以下。

今井教授 も、日本が締約国ではない人権条約の実施機関 の見解については、これが解釈 の

補足的手段 にあたる ことを示唆する。今井 「前掲論文」40頁 。

*11受 刑者接見妨害国家賠償請求訴訟 に関する高松高裁1998年11月25日 判決。r判 例 タ

イムズ』977号 、65頁 以下。

*12今 井 「前掲論文」39頁 。

*13も とよ り、 ヨー ロッパ人権裁判所及び米州人権裁判所 の判決は法的拘束力を有する。

しか し、 日本 は、ヨー ロッパ人権条約及び米州 人権条約 のいずれの締約国にもな り得ない

か ら、ここでは裁判制度 をもつ人権条約 については考慮 しない。
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とはできない。その理由は次の通 りである。第1に 、条約法条約 における 「慣行」 とは、

条約締約国の慣行が想定 されているよ うに思われ'14、条約機関の見解 をこれに該当する と

みることには問題が あ り得 る。第2に 、条約機関の見解が 「慣行」に該当するとしても、

その 「慣行」 は 「条約の解釈につ いての当事国の合意 を確立す るもの」であることが必要

である。っま り、条約機関の見解が締約国全体に受諾 されたことが立証 されなければな ら

ないので ある゜15。しか し、条約機関の見解、特 に人種差別撤廃 委員会の見解 は、先 に述べ

たように、締約国による受諾 の有無 にかかわ らず、条約解釈にあたって常 に考慮 され るべ

きものであると考 えることがで きる。そ うであれば、そのような立証 を要す る要素 と、条

約機関の見解 を同列 に取 り扱 うことはできない。

以上のように、第2か ら第4の 見解 にはいずれ も問題が ある。 また、条約法条約 には条

約機関の見解が該 当するその他の要素はない。従って、条約機関の見解 は、条約 を 「誠実

に解釈す る」際に当然に考慮 に入れ るべきものと考 えるのが妥当であ り、前記 の第1の 見

解が正当で ある。よ り具体的にいえば、条約機関の見解 には次のような態度でのぞむべき

で あろ う。すなわち、条約機関の見解が常 に正 しいとは限 らない とい うことか ら、条約機

関の見解 に対す る異論又はあ り得 る異論 をすべてを考慮 してもなお、条約機関の見解 に合

理性があれ ば、その解釈 をとるべきであるということである。

(4)な お、次 の2点 を補足す る。第1に 、本稿にお いて条約解釈 を行 う場合 には、条約法

条約の解釈規則 を用いるが、常 に条約法条約又はそ こで定め られた諸要素 に明示 的に触れ

なが ら検討 を進 めるわけではない。特に、検討 されるべき要素が少数である場合には、そ

うである。

第2に 、入種差別撤廃委員会 の見解 について、本稿では、 「委員会 の見解」や 「委員会

の解 釈」な どといった表現 と、 「委員 の見解」や 「委員の解釈」な どといった表現 とは意

識的に区別 して用い られている。

「委員会 の見解(解 釈)」 といった表現は、文字 どお り、条約の履行監視機関で ある委

員会 自身の解釈 を指す。条約法条約 にいう 「誠実 に解釈す る」際 に検討され るべ きものが

これである。委員会 の解釈 は、主 に次 の5つ 形態で表明される。第1は 、報告制度 の枠 内

で採択 され る委員会の 「一般的な性格 を有する勧告(generalrecommendations)」(第9条

2項 、以下、「一般的勧告」とい う)'16で ある。第2は 、同じく報告制度 の枠 内において 、

締約 国 の報 告書 の審 議 の後 に、 当該 締約 国 に対 して な され る 「最 終所見(concluding

observations)」である。第3は 、個人通報制度の枠内で示 される委員会の 「意見(opinions)」

*14YearbookoftheInternationalLawCommission
,1966,Vo1.II,pp.221-220(para.15).

*151bid .,p.222(para.15).

*16委 員会 の 「一般的勧告」は、原則 として、Co〃apilationofGeneralCo〃Z〃centsandGeneral

RecommendationsadoptedbyHumanRightsTreatyBodies,HRI!GEN111Rev.5(2001.4.26)に よる

もの とし、 この文書は以下では個別 に引用 しない。

なお、規約 人権委員会 の 「一般的な性格 を有する意見」(以 下、 「一般的意見」 という)

もこの文書 に収録 されてお り、 これに触れる場合であって も、この文書 を個別 に引用す る

ことはない。
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(第14条8項)で ある'17。第4は 、委員会が採択す る 「決定(decisions)」 であ り、第5

は、委員会の審議 を経て委員会 の見解を表明するものとして認 め られた文書や声明である。

これに対 して、 「委員 の見解(解 釈)」 とは、委員会 の見解 とは区別 され る個 々の委員

の見 解又は解釈 をいう。そのなか には、委員会の見解 とは異なる見解や、未だ委員会 の見

解が形成 されて いない段階での委員の見解、委員会の一般 的な傾向を代表す る見解な ど、

様々な ものが含 まれる。必要がある場合 には、引用 した委員の見解が、委員会の見解 ・解

釈 とどのように関係があるかを示す。

第3節 本 稿 の 構 成 と概 要

(1)本 稿は2部 構成 をとる。第1部 「人種差別撤廃条約 の概 要 と主要な解釈 問題」(第1

章～第4章)で は、本稿で とりあげる諸条項を中心 として、一般的に条約解釈 を行 い、又

は条約 の内容 を概観す る。

第1章 「条約 の適用対象」 においては、条約が定める 「人種差別」の概念を検討する。

まず 、 「人種差別」の定義の本体である条約第1条1項 に関して、その定義 の主要な構成

要素 と、委員会 の 「一般的勧告」の対象 となった若干 の集団又は人種差別の側面 を概観す

る。次いで、条約 にいう 「人種差別」 の定義 か ら除外される2つ の場合、すなわち、市民

と市 民でないものに関する除外規定(第1条2項)及 び国籍 、市民権又は帰化に関する除

外規定(同 条3項)に 関す る解釈問題 を検討す る。

第2章 「実体規定の構造 と留保」においては、次章以下で行 う条約 の個別条項 の解釈問

題 の検討に先立 ち、条約 の実体規定(第2条 ～第7条)の 全体像 を示す ことを目的 として、

まず、実体規定 の内容 を、条約 が締約国にとる ことを求める法的 ・政策的措置の類型に従

って概観す る。次 いで、締約国による条約の実際の受諾状況 の一端 を示すため、締約国 と

なるべき国家が条約 の批准又は加入 に際 して付 した留保や宣言な ど'18を各条項 ごとに整理

し、概観す る。

第3章 「私人間の人種差別の規制義務」にお いては、私 人間で行われる人種差別を禁止

し、及び終 了させ る義務 を課す条約第2条1項(d)の 解釈 を行 う。まず、 「禁止、終了さ

せる」義務の内容 と意義 を確定 し、次いで、この義務 を履行するための手段の1っ である

立法措置 の要否の基準を検討す る。最後 に、私的人種差別 を禁止する義務 の例外の範囲に

ついて若干の検討 を加える。

第4章 「人種主義的発言 ・団体の規制義務」 においては、人種主義的な発言や、人種差

*17委 員会の 「意見」は、原則 として、2000年6月 までの 「意見」を収録 したCERDIC/390

によるもの とし、 この文書は以下では個別 に引用 しない。

*18条 約 の各規定 に対する留保や宣言などは、UnitedNationsTreatyCollection,Declarations

andReservations(http:/www.unhchr.ch/nenu3/b/treaty2 _asp.htrri)による。2002年2月5月 現在

である。以下、 この文書は個別に引用 しない。
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別 を助長 し、扇動す る団体 の規制義務などを定 める条約第4条 を とりあげ、その主要な解

釈問題 を検討する。 まず 、人種主義的発言 ・団体の処罰や禁止措置 をとることな どを定 め

る条約第4条(a)及 び(b)に ついて検 討する。その解釈問題 の焦点 は、表現の 自由及び結社

の自由と条約上の義務 との関係で ある。次いで、専 ら公権 力による人種差 別の助長 ・扇動

行為の規制義務 を定める第4条(c)を めぐる解釈問題 を検討する。

(2)本 稿 の第2部 「人種差別撤廃 条約 と日本 」(第5章 ～第8章)は 、第1部 で行 った条

約 の実体規定の概観や条約解釈 を踏 まえて、 日本の条約解釈や現行法令、裁判例 な どにっ

いて検討 を行い、条約 をめぐる 日本 の現状 につ いて評価 を行 う。

第5章 「人種差別撤廃委員会 による日本 の報告書 の審議」 において は、2001年 に行わ

れた人種差別撤廃委員会 による 日本 の報告書 の審議 をとりあげ、実体規定 の解釈 にかかわ

る諸論点 を中心 に、委員会の立場 と日本の立場 を整理 し、 コメン トを付す。本章 は、次章

以下の序章 としての意味 をももっ。

第6章 「世系(descent)の 概念」においては、条約第1条1項 が差別禁止事由の1っ と

して規定す る 「世 系(descent)」 の意味を検討する。本章は、第1部 第1章 「条約 の適用

対象」に対応す るもので ある。条約 の適用対象 については、従来か ら、イ ン ド社会 にみ ら

れるカース ト差別、及び 日本社会においてみ られる部落差別 に対 して条約が適用 される と

す る見解 があ り、その根拠 とされてきたのが 「世系」 という文言である。本章では、近時

の動向 を踏 まえたうえで、 この文言 に関 して解釈 を試 み、部落差別への条約の適用 の可否

に関する結論 を示す。

第7章 「私 人間 の人種差別 の規制義務 と日本」 は、条約第2条1項(d)が 定める私 人間

の人種差別 の規制義務か らみた 日本 の現状を検討するものであり、第1部 第3章 「私人間

の人種差別 の規制義務」 に対応するものである。本章では、私人聞の人種差別の規 制に関

す る日本 の現行法令 を概観 した後 に、人種差別撤廃条約 に関連す ると思われる若干 の裁判

例 をとりあげ、日本の裁判所 において条約が定める義務に則 した対応がなされているのか、

また、それがなされる可能性が あるのかを検討す る。次いで、 日本における私的人種差別

の現状の一端 を示 しつつ、人種差別 を禁止するための立法措置の要否 を含 めて結論 を示す。

第8章 「人種主義的表現 ・団体の規制義務 と日本」 は、条約第4条 が定 める入種主義的

表現 ・団体 の規制義務 に関す る日本 の対応 を検討す るもので あり、第1部 第4章 「人種 主

義的発言 ・団体 の規制義務」に対応す るものである。本章では、まず、第4条(a)及 び(b)

対 して付 された 日本の留保 を評価する。そのため、第4条(a)及 び(b)に 関連する 日本の現

行法制度 、 日本 国憲法 と条約第4条 との関係、及び留保の許容性 につ いて検討す る。次い

で、2000年4月 のいわゆる 「石原発言」その関連で、条約第4条(c)に 関 して補足的 に条

約解釈 を行 う。

(3)最 後 に、第9章 「終章」においては、以上の検討か ら得 られた結論 をま とめて示す と

ともに、 日本の現状か らみて最優先で取 り組 まれるべき課題 を示す。
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条 約 第1条 は 、 条 約 が 撤 廃 の 対 象 と す る 「人 種 差 別 」 の 定 義 規 定 で あ る 。 そ の 公 定 訳 及

び 英 語 正 文 は 次 の 通 り で あ る 。

1こ の 条 約 に お い て 、 「人 種 差 別 」 と は 、 人 種 、 皮 膚 の 色 、 世 系 又 は 民 族 的 若 し く は 種

族 的 出 身 に 基 づ く あ ら ゆ る 区 別 、 排 除 、 制 限 又 は 優 先 で あ っ て 、 政 治 的 、 経 済 的 、社 会 的 、

文 化 的 そ の 他 の あ ら ゆ る 公 的 生 活 の 分 野 に お け る 平 等 の 立 場 で の 人 権 及 び 基 本 的 自 由 を 認

識 し 、 享 有 し 又 は 行 使 す る こ と を 妨 げ 又 は 害 す る 目 的 又 は 効 果 を 有 す る も の を い う 。

2こ の 条 約 は 、 締 約 国 が 市 民 と 市 民 で な い 者 と の 間 に 設 け る 区 別 、 排 除 、 制 限 又 は 優 先

に つ い て は 、 適 用 し な い 。

3こ の 条 約 の い か な る 規 定 も 、 国 籍 、 市 民 権 又 は 帰 化 に 関 す る 締 約 国 の 法 規 に 何 ら影 響

を 及 ぼ す も の と 解 し て は な らな い 。 た だ し 、 こ れ ら に 関 す る 法 規 は 、 い か な る 特 定 の 民 族7

に 対 し て も 差 別 を 設 け て い な い こ と を 条 件 と す る 。

4人 権 及 び 基 本 的 自 由 の 平 等 な 享 有 又 は 行 使 を 確 保 す る た め 、 保 護 を 必 要 と し て い る 特

定 の 人 種 若 し く は 種 族 の 集 団 又 は 個 人 の 適 切 な 進 歩 を 確 保 す る こ と の み を 目 的 と し て 、 必

要 に 応 じ て と ら れ る 特 別 措 置 は 、 人 種 差 別 と み な さ な い 。 た だ し 、 こ の 特 別 措 置 は 、 そ の

結 果 と し て 、 異 な る 人 種 の 集 団 に 対 し て 別 個 の 権 利 を 維 持 す る こ と と な っ て は な ら ず 、 ま

た 、 そ の 目 的 が 達 成 さ れ た 後 は 継 続 し て は な らな い 。

1.InthisConvention,theterm"racialdiscrimination"shallmeananydistinction,exclusion,

restrictionorpreferencebasedonrace,colour,descent,ornationalorethnicoriginwhichhasthe

purposeoreffectofnullifyingorimpairingtherecognition,enjoymentorexercise,onanequal

footing,ofhumanrightsandfundamentalfreedomsinthepolitical,economic,social,culturalor

anyotherfieldofpubliclife.

2.ThisConventionshallnotapplytodistinctions,exclusions,restrictionsorpreferencesmadeby

aStatePartytothisConventionbetweencitizensandnon-citizens.

3.NothinginthisConventionmaybeinterpretedasaffectinginanywaythelegalprovisionsof

StatesPartiesconcerningnationality,citizenshipornaturalization,providedthatsuchprovisions

donotdiscriminateagainstanyparticularnationality.

4.Specialmeasurestakenforthesolepurposeofsecuringadequateadvancementofcertainracial

orethnicgroupsorindividualsrequiringsuchprotectionasmaybenecessaryinordertoensure

suchgroupsorindividualsequalenjoymentorexerciseofhumanrightsandfundamentalfreedoms

shallnotbedeemedracialdiscrimination,provided,however,thatsuchmeasuresdonot,asa

consequence,leadtothemaintenanceofseparaterightsfordifferentracialgroupsandthatthey

shallnotbecontinuedaftertheobjectivesforwhichtheyweretakenhavebeenachieved.

-13一



この規定か ら明 らかなように、条約 にいう 「人種差別」の定義の本体は第i条1項 で あ

り、2項 か ら4項 までは、1項 の定義か ら除外 される場合を定めて いる。本章では、まず 、

第1条1項 が定める 「人種差別」の定義を概観 し、次いで、2項 及び3項 が定める除外規

定 について、その解釈上 の問題点を検討す る゜]9。

第1節 「人 種 差 別 」 の概 念

第1条1項 によれば、ある行為が条約 にいう 「人種差別」 となるためには次 の条件を満

たす必要がある。① ある行為が、 「区別、排除、制限又 は優先」 にあたること、② その区

別な どが、「人種(race)」 、「皮膚 の色(colour)」 、「世系(descent)」 、「民族的出身(national

origin)」又は 「種族的出身(ethnicorigin)」 を理 由としてな され るものである こと、③そ

の区別な どが 、「政治 的、経済的、社会的、文化的その他 の公的生活分野 にお ける」、④

人権 ・自由の平等な立場における認識 、享有又は行使 を妨 げ又 は害す る 「目的又は効果」

を有す るものである。

このうち、① の要件、す なわち、問題 となる行為が区別、排除、制限又 は優先に該 当す

るか どうか は、当該行為の外形に注 目すればよ く、特段の問題 を生 じない。そ こで 、以下

では、②か ら④ までの要件 について検討する。

(1)ま ず、問題 となる行為が、 「人種」、 「皮膚 の色」、 「世 系」、 「民族的 出身」又 は 「種 族

的出身」を理由としてなされることが必要である。 日本政府 によれば、 このうち 「人種 」

とは、 「社会通念上、皮膚の色、髪の形状等 身体の生物学的諸特徴 を共有す るとされて い

る人々の集 団を指 し」、厂皮膚の色」 とは、「このような生物学的諸特徴 の うち、最 も代表

的な ものを掲 げた もの」である。 また、 「民族的若 しくは種族的 出身」 とは、 「いずれ も

社会通念上、言語、宗教、慣習等文化的諸特徴 を共有す るとされている人々の集 団の出身

である ことを指す もの」をいうとされる'2°。

このような理解は、一般的 ・抽象 的な定義 としては、一般 に認 め られているもの といえ

る。 また、後 に検討す るように、 「世系」 という文言は、他 の4事 由をも包摂 し得 る広範

な意味をもつか ら、 この4事 由の意 味をこれ以上明確 にする必要 はない。

(2)次 に、問題 となる行為 が、政治的、経済的、社会的、文化的その他 の公 的生活分野 に

お ける、人権 の享有な どを害す るものであることが必要である。

*1g「 人種 差別 」 の概 念 の範 囲 を確定 す る5つ の差 別禁止 事 由 の うち 、特 に 「世 系

(descent)」 という文言 の意味 につ いては、第6章 でと りあげ、 また、第1条4項 につ い

て は、第2章 において触れ るため、ここでは取 り扱わない。

・20「人種差別撤廃条約Q&A」 。 この文書は、人種差別撤廃条約 の主要な規定に関す る日

本 の条約解釈 を示 したものであ り、有用である。外務省のホームページか ら入手す る こと

ができる。http:〃www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/chikyu/jinken/jinshu/top.html.
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「政治的、経済的、社会 的、文化的その他の公的生活分野」 とは、ある行為 が行われる

生活場面 を指す ものである。条約第5条 は、特に差別が行われやす い権利 を列挙 してお り、

多 くの場合 、条約 の実際の適用 にあたっては、そ こに列挙 された権利 との関係で 「人種差

別」の該 当性が判断されることになる。委員会 も、条約第1条1項 にいう政治的、経済的、

社会 的及 び文化的分野 に関連す る権利 ・自由が第5条 において規定 されているとして、第

1条1項 と第5条 との関連性 を指摘する゜21。もっ とも、第5条 が定める諸権利は、その柱

書にいう 「特に次の権利 の享有 に当た り(notablyintheenjoymentofthefollowingrights)」

とい う文言か ら明 らかなように、例示的に列挙 されたものであるか ら、 ここに明記 されて

いな い権利 ・自由の享有 において も差別 は認 められない゜22。

また、問題 となる行為が条約 にいう 「人種差別」に該当するためには、諸権利の認識、

享有又 は行為 を妨げ又は害す る 「目的又は効果」が必要である。 目的又は効果 のいずれか

が存 在すれば足 りる。諸権利 の享有な どを妨 げる目的 をもつ行為は直接的な差別行為 とし

て条 約 の適用がある。 しか し、そのような目的がな く、又はその存在が立証で きない場合

であ って も、行為 の効果か ら 「人種差別」該当性が認定される場合があ り得 る。間接差別

とも呼 ばれる行為である'23。この点 について、委員会は、ある行為が条約 に反する効果 を

有す るか否かを決定す る際には、当該行為が、特定の人種集団に対 して正 当化 されない異

質 の影響(anunjustifiabledisparateimpact)を 有するか否かが検討事項 となるとする'24。

(3)以 上 の諸要素を満たす行為は条約 にいう人種差別行為 として、条約の適用対象 となる。

ただ 、委員会は、特定の類型の人種集団、又は人種差別の特定の側面 について 「一般的勧

告」 を採択 し、締約国の注意 を喚起 している。特 に、難 民及び避難民(displacedpersons)

に関す る 「一般的勧告XXII」(1996年)、 先住 民に関する 「一般的勧告XXIII」(1997年)、

及び ジェンダー と人種差別の関係に関す る 「一般的勧告XXV」(2000年)が 重要である'25。

そのそれぞれの内容 をみてお こう。

まず 、難民及 び避難民につ いてで ある。委員会は、「世界の多 くの地域 において、外国

・21GeneralRecommendationXIV
,para.3を 参照。

・22第5条 が列挙する権利 ・事 由が例示的な ものであることは、委員会 もこれ を認める。

GeneralReco〃emendationXX,para.1を 参照。なお、第1条1項 にみ られる 「公的生活分

野」 とい う文言 は、条約が適用 される生活分野 を限定す る効果をもつか ら、その意味が問

題 となる。この点 につ いては私的人種差別の規制義務 との関連で、第3章 及び第7章 にお

いて検討 を行 う。

・23委 員会は、間接差別が条約 の適用対象 となることは、条約第2条1項(c)か ら確認 さ

れ る としている。('reneralReco〃1〃2θη4α加η皿para1.第2条1項(c)は 、「各締約国は、

政府(国 及び地方)の 政策 を再検討 し及び人種差別 を生 じさせ又は永続化 させ る効果を有

す るいかなる法令 も改正 し、廃止 し又は無効 にす るため に効果的な措置 をとる」 と規定す

る。

*24GeneralRecommendationXIV
,para.2.

・25な お、特 定 の集 団 に関す る 「一般 的勧告 」 として、 ロマ に関す る 「一般 的勧 告

㎜1」(2000年)が ある。
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の軍事的、非軍事的及び(又 は)種 族的紛 争の故 に、種族を基準 とした難民の大量流出及

び人 の避難が生 じている」 と し'26、条約第5条 、及び第5条 に関す る 「一般的勧告XX」

に締約国の注意を喚起す るとともに、条約が人種差別を禁止 し、及び撤廃する義務 を課 し

ていることを強調する・27。

次 いで、委員会 は、特 に次 の ことを強調す る。①すべての難民及び避難 民は、 「安全 を

保障 された状況の下 で出身地 に自由に帰還 する権利 を有する」 こと、② 「締約国は、当該

難 民及び避難民の帰還が 自発的な ものである ことを確保する義務 、並び に難民 の不送還及

び不追放原則 を遵守す る義務 を負 う」 こと、③ 「すべて の当該難 民及び避難 民は、その出

身地 に帰還 した後 に、紛争の過程で奪われた財産 の回復 を受ける権利 、及び回復 が不可能

な当該財産 について適当な補償 を受ける権利 を有す ること」、及び 「強制 ・脅迫 を受 けて

なされた当該財産 に関す るいかなる約束又は陳述 も無効でる」 こと、④ 「すべての当該難

民及 び避難 民は、その出身地に帰還 した後 に、すべての段階の政治 に完全かっ平等 に参与

する権利、公務 に平等 に携わる権利及びリハ ビリテー ションの援助を受ける権利 を有する」

こと、である'ze。

(4)次 に、先住民 について、委員会 は、先住民が条約 の適用対象であ り、それに対す る差

別 が委員会 の関心事項である とす る・29。そ して、先住 民に対する認識 として、「世界の多

くの地域 において、今 日まで先住民が差別 を受け、その人権及び基本的 自由を奪 われ、現

在 もそ うで ある」 とし、 「特 に、その土地及び資源 を入植者、商業会社及び国有企業 に奪

われてきた」 とする。委員 会は、続けて、 「その結果 、今 日まで先住 民の文化及 びその歴

史的アイデ ンテ ィティの維持が脅かされ、現在 もなおそ うである」 とす る゜3°。

委員会は、先住民に対す る 「差別 と闘い、かつ、 これ を撤廃す るためのすべての適当な

措置が とられなければな らない」 としで31、締約国 に対 して、特 に次の ことを要請す る。

① 「国家の文化的アイデンティテ ィを豊か にす るもの として、先住民の異なった文化、歴

史、言語及び生活様式 を認識 し、かつ尊重す ること、並 びにその維持を促進す る こと」、

②先住 民の構成員が自由であ り、かつその尊厳及び権利 において平等であ り、いかなる差

別、特に先住民 の出身であること又は先住民 としてのアイデンティティをもつ ことを理 由

とした差別 を受けない ことを確保する こと」、③ 「先住 民に対 して、その文化的特性 と両

立す る、持続的な経済発展及び社会発展が可能 となる諸条件を提供する こと」、④ 「先住

民の構成員が公的生活 に効果的に参加することについての平等の権利 を有す ることを確保

し、並びに、十分な説明を受けてなされる同意(informedconsent)な しに、先住 民の権利

・26(ieneralReco〃t〃zendationXXII
,preamblepara.1.な お、決定や決議な どの引用 に際 して、

そ の前文のパラグラフを指す場合 には、ここで示 したよ うに"preamblepRA(s).・ … とい う

形式で引用する。 このような引用法を用いない場合 には、本文のパ ラグラフを指す。

*271bid .,para.1.

*281bid .,para.2.

*29GeneralRecommendationXXIII ,paras.1-2.

*301bid .,para.3.

*311bid .,para:1.
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及び利益 に直接 に関係する決定 を行わないことを確保す ること」、⑤ 「先住 民の社会が、

その文化的伝統及び慣習 を実践 し、及び これ らを再活性化する権利並びにその言語を維持

し及び実践す る権利 を行使す ることができるよう確保することJ'32。

また、委員会は、先住民の土地 に関して、特 に、次の ことを締約国に要請 している。①

「先住民の共有 地 ・地域及び資源 を所有 し、開発 し、管理 し及び使用する先住民の権利 を

承認 し及 び確保す る こと」、② 「先住民が伝統的に所有 してきた土地 ・地域が奪われ、又

は当該土地 ・地 域が先住 民の自由かつ十分 に説明を受けてなされる同意な しに他 の者に居

住 され若 しくは使用 されている場合 には、当該土地 ・地域 を返還す るための措置をとるこ

と」、である。特 に、土地 の返還に関連 して、 「実際上の理 由によ りこれが不可能な場合 、

にのみ、原状回復 を受 ける権利 に代 えて、正 当な、公正な、かつ迅速な補償 を受ける権利

が認 められ るべき」であ り、 このような補償 は 「可能 な限 り土地 ・地域の形態 をとるべき

である」 とする'33。

(5)最 後に、ジェンダー と人種差別 について、委員会 は、人種 と性 の双方 を理 由とす る複

合的な形態 の差別(複 合差別)に 注意を喚起す る。委員会によれ ば、人種差別は、女性 と

男性 に等 しく、又 は同じような態様で影響 を及 ぼすわけではない。女性にのみ若 しくは主

として女性 に影響 を及ぼ し、又 は男性 とは異 なる態様で若 しくは異なる程度で女性に影響

を及 ぼす という状況が存在する・34。

委員会 は、そ の例 として次のようなものをあげる。 まず、女性 に対 してのみ向け られる

人種差別の形態 として、①拘禁 中又は武力紛争に際 して特定の人種 ・種族集 団に属する女

性 に対 して行われ る性暴 力、②先住民女性 に対する強制的な不妊措置、及び③イ ンフォー

マル ・セ クター の女性又 は外国で雇用されて いる家事労働者 に対 して、その雇用者が行 う

虐待である。

また、委員会 は、行為 の結果が、主として又は専 ら女性 に影響を及ぼす人種差別の形態

として次の ものをあげて いる。①人種的偏見 を動機 とするレイ プの結果 としての妊娠や、

② いくらかの社会 にみ られる追放(ostracism)で ある。 さらに、ジェンダー に関連する障

害(例 えば、法制度 にお けるジェンダーに基づ く偏見や、私的生活領域 における女性 に対

する差別)の 故 に、人種差別の救済措置や苦情処理手続が利用できないことも、その例 と

される'35。

委員会は、人種差別の ジェンダーの側面 について、今後 これを積極的 に検討す るとし、

また、締約国 にも このような問題 に注 目するよう要請 している゜36。

*321bid .,para.4.

*331bid .,para.5.

*34General 、Reco〃t〃zendation2照para・1・

*351bid .,para.2.

・361bid.,paras.3.6を 参照。
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第2節 除 外 規 定

条約 は、「締約 国が市民 と市 民でないもの との問 に設 ける区別、排除、制限又は優先」

にっいては適用 されな い(2項)。 また、条約 は、 「国籍、市 民権又 は帰化 に関す る締約

国の法規」には影響 を及ぼさない。但 し、 この場合、特定 の 「国籍」 を差別 しな いことが

条件 とされる(第3項)。 両項は共通の背景をもつため、まず、それを明 らかにした後 に、

両項 の解釈上の問題点 を検討する。

1.「 国籍」に関す る除外規定の背景

条約第1条2項 及び3項 の除外規定は共通の背景をもつ。いずれ も条約第1条1項 の「民

族的 出身(nationalorigin)」 という差別禁止事 由の意味が関係する。周知のように、そ の

英語正文 にい うnationalと いう言葉 は多義 的である。national、又はそ の名詞形 のnation

は、民族 という意味 と、国民又は国家 という意味の2つ を含む。 この言葉 を民族 という意

味で理解す る場合 には問題はない。条約が、民族を異 にす ることを理由としてなされる差

別 を禁止す る意図があった ことは明 らかで あるか らである。しか し、 これ を、国家や国民

といった系列 の意 味で理解す る場合 には、過去又は現在 の国籍(nationality)に 基 づ く取

扱いの区別が、条約 の撤廃 の対象 とな る人種差別に該当する可能性が出て くる。 この点を

め ぐって条約起草過程は紛糾 した。

条約起草過程において、第1条1項 にnationaloriginと いう文言 を規定す ることに反対

し、又は疑 問を呈 した国家 は、概ね次の3つ の場合が条約違反 とされてはな らない と主張

した'37。第1は 、国民 と外 国人の取扱 いの区別、特 に、政治的権利や社会保障につ いての

権利 に関す る内外 人の取扱 いの区別である。第2は 、かつて自国民であった者が帰化 によ

って再び 自国籍 を取得する場合 に、そ の帰化要件 を緩和する国内法令である'38。第3は 、

帰化が認 め られた者が、一定の期間に、一定の権利、特 に政治的権利 を行使できな いこと

を定 める国内法令で ある'39。

第1の 場合は、ある者 が有す る 「現在 の国籍」一般に基づ く取扱いの区別 となる。第2

の場合は、かって 自国民であった という事実、つま り、特定の 「以前の国籍」 に基 づ く優

先的取扱 いになる。また、第3の 場合 は、「以前 の国籍」一般 に基づ く権利 の制限 とい う

ことになる。 いずれの場合 にも、nationaloriginに 現在又は過去 の国籍 という意味が含 ま

れると、条約違反の問題を生 じさせるおそれがあるのである。

条約起草過程では、以上のようなケース を条約 の適用か ら除外することについて、初期

の段階か ら概ね合意が あった といえる。問題は、 これをどのよ うに条文化するか とい うこ

・37条約起草過程 にお ける議論 については、とりあえず、E.Schwelb,op.,Cll.,pp.100g.1011、

N.Lemer,op.,Cll.,pp.43-47、 金 束勲 「前掲論文」45,48頁 を参照。

・38例えば、イギ リスの主張を参照。EICN.41786,P.4.

*39例 えば、フランス の主張を参照。Ibid.,pp.3-4.
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とで あった'4°。様 々な条文化 の提案があったが、結局、起草の最終段階で現在のような条

文が採択 された。 このような経緯か らみて、市民ではない者又は外国人の地位に関する問

題 を取扱 うのが2項 であ り、旧自国民の帰化要件 の緩和 と帰化 した者 の権利 の制約 を取扱

うのが3項 であると理解することができよう。

起 草過程 にお いて条約 の適用 か ら除外 すべき ことが主張 された このよ うな例 にっいて

は、各国の法令 の現状か らみてやむを得 ないと考えることができよう。 しか し、問題は、

2項 及び3項 のいずれの規定 も包括的な規定 の仕方 をとってお り、解釈 によっては条約の

適用範 囲を大幅 に限定するおそれがある ことである。すなわち、文言上は、2項 にっいて

は、外国人に対する条約 の適用 をすべて排除するという解釈 も可能であ り、3項 について

は、但書が定め る条件 を満たせ ば、それが どのような法令であっても条約 の適用 はないと

す る解釈 も可能である。次 に、2項 と3項 に分 けて、このよ うな問題を検討 してお こう。

2.外 国人への条約 の適用

(1)第1条2項 解釈 の類型

2項 の解釈は概ね次の3つ に整理す ることができる。第1は 、市民ではない者、又は外

国人 の取扱 いにかかわる問題 は、すべて条約 の適用範囲外で あるとす るものである。 ドイ

ッが これ に近 い立場 をとる。 ドイツは、 「ドイツ連邦共和国政府の見解では、外国人 に関

する立法 に関連す る事項 について報告する明示的な義務は条約か ら導 き出す ことはできな

い」 とし、その根拠 として条約第1条2項 及 び3項 をあげる'41。同国は、 このよ うな了解

の下 で、報告書 のなかで、及び委員会 にお いて、外国人労働 者を含 む外国人の取扱 いに関

して情報 を提供 している。

第2に 、 これ とは対照的に、2項 は 「外国人に対す る差別 的取扱 いを積極的に認めるも

の」 ではなく、 「いわゆる 『合理的』差別 には、例外的に適用 されない というだけ」であ

り、あ くまで も内外 人平等が条約の原則で あるとす る見解がある。この見解 は、その前提

として、第1条1項 が定めるnationaloriginの 語が、民族の意味のみな らず、国籍の意味

をも含む とす る。すなわち、1項 によ り国籍 による差別 も原則的に禁止 されるというので

ある・42。

第3の 見解 は、 この中間に位置する考え方 である。 この見解は次のようにまとめること

がで きる。①条約第1条1項 にいうdescent、nationalorigin及 びethnicoriginと いう3っ

・40こ のような合意が あったにもかかわ らず、起草の最終段階 まで問題が紛糾した事情 と

して、nationalの 語で本文で記 したような問題が生 じる言語 系とそ うではない言語系があ

った こと、nationalityと いう語で民族 を示す言語系があった こと、及び現在の国籍 に基 づ

く取扱いの区別 な どだ けではなく、以前の国籍 に基づ くそれ も問題になっていた ことな ど

をあげる ことができよ う。

*41CERD/C/172/Add .13,para.46.

・42金 「前掲論文」48頁 。
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の文 言 に よ り、民 族 の意 味 とと もに、 あ る個 人又 はそ の祖 先 の 「以前 の」 国籍 の意 味 を含

む 。但 し、② 個 人 の現 在 の 国籍又 は市 民権 の意 味 は含 まれず 、国 籍又 は市 民権 の有 無 に基

づ く取 扱 いの 区別 な どは条 約 の適 用範 囲外 であ る。 しか し、③ 条 約第1条2項 の 目的 は、

外 国 人が 外 国 人で あるが故 に制約 を受 け る こと、つ ま り、 ある個 人 が市 民 で ある とい う事

実 又 は市 民 で はな い とい う事 実 に基づ く区別 を条 約 が禁止 す る もの で はな い、 とい うこ と

を明 らか にす る ことに ある 。従 って 、外 国人 につ いて も、1項 が 定 め る差 別 禁止 事 由 に基

づ く区別 な どは 禁止 され る・43。要す る に、 この見 解 は 、外 国人 に対 す る差 別 は 、そ れ が条

約第1条1項 に い う意 味 で の人種 差別 に該 当す る場合 には、条 約 の保護 の対 象 とな る とす

るので あ る。

(2)評 価

先 に述 べ た よ う に、第1条2項 の文 言 は包括 的 で あ り、文言 そ の ものか らは、 以 上 の解

釈 の いず れ が妥 当で あ るか を決す る こ とはで き ない。 しか し、 あ らゆる形 態 の人 種 差別 を

撤廃 す る とい う条 約 の趣 旨 ・目的か らみて 、第1の 見 解 を とる こ とはで きな い。 外 国人 で

あ る こ とを理 由 とす る取扱 い の区別 と、条 約第1条1項 が 列挙 す る差別 禁 止事 由 に基づ く

取 扱 い の 区別 とは、 時 として明確 に区別 す る こ とは不 可能 で あ る。 も し、 この よ うな見 解

を とる とす るな らば、実 際 には人種 な ど を理 由 とす る取 扱 い の区別 で あ るに もか かわ らず 、

国 籍 によ る 区別 と して 容 易 に これが正 当化 され る こ とにな りかね な い'44。条 約 が この よ う

な 結論 を容 認す る とは思 わ れな い。

また 、委員 会 も この見 解 を明確 に排 除 して い る。委員 会 は、1993年 の 「一般 的 勧告XI」

のな か で 、条 約 第1条2項 が 、 「時 に 、外 国人 に関す る立 法 に 関連 す る事 項 につ い て報 告

す る義務 か ら締 約 国 を免 除 す る もの と解釈 されて き た こ と」 に注 目し、 この点 にっ いて 、

「締約 国 が外 国人 に関す る立 法及 び そ の実施 につ いて 十分 に報 告す る義 務 が あ る こ とを確

認 」 して いる゜45。委員 会 は、実 際 に も、個 人通 報事 例 にお いて 、外 国人 に対 す る措 置 を条

約 違 反 を認 定 して い る'46。このよ うに して 、第1の 見 解 は妥 当で はな い。

第2の 見 解 は 、第1の 見 解 が もつ不 合理 な 結果 を回避す る こ とが で き、 また 、外 国人 に

*43E .Schwelb,op.,cit.,p.1007,M.S.McDougal,H.D.Lasswell&L.C.Chen,HumanRights

andWorldPublicOrder,YaleUniversityPress,1980,p.770,note.124,W.McKean,Equalityand

DiscriminationunderInternationalLaws,ClarendonPress・Oxford,1983,p.157,P.Thornberry,

InternationalLawandtheRightsofMinorities,ClarendonPress・Oxford,1991,p.263.

*44T .Meron,HumanRightsLaw-MakingintheUnitedNations,ClarendonPress・OxfordX1986),

p.44を 参 照 。 ・

*45GeneralRecommendationXI,para.2.

・46外 国 人が 通報 者 で あ り、委員 会 が本案rに お いて 「意見Jを 表 明 した事例 と して は、

例 え ば、 次 の よ うな ものが あ る。A.Yilmaz-Doganv.TheNetherlands,CommunicationNo.

1/1984,DembaTalibeDiopv.France,CommunicationNo.2/1989,L.Kv.TheNetherlands,

CommunicationNo.4/1991,ZiadBenAhmedHabassiaDenmarlyCommunicationNo.10/1997.
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対す る保護を、よ り広範に認める点でメリッ トがある。

委員会の見解 はどうか。委員会が第2及 び第3の いずれの見解 をとっているかは必ず し

も明 らかではない。セネガル国籍 を有する通報者がフランスにお いて弁護士業務 を行 うこ

とが認 め られなかった ことが条約 に違反す るか否かが争われたDembaTalibeDiopv .

France事 件'47に 関す る 「意見」 において、委員会 は、条約第1条2項 について触れてい

る。委員会 によれば、通報者が弁護士業務 を行うことができなか ったのはフランスの弁護

士会への入会が認め られなかった ことによるが、 この入会拒否 は通報者 が 「フランス国籍

を有する者」で はなかった ことによるものであ り、条約第1条1項 が列挙するいかなる事

由に基づ くものではな く、従って、第1条1項 の侵害はない、と結論する'48。この結論は、

外国人で ある通報者の事案について、第1条1項 が定める差別禁止事由に基づ く区別な ど

ではないことを理由として条約違反の存在 を否認 したもの と理解す ることがで る。従って、

この 「意見」か らみる と、委員会が上記の第3の 見解 をとっていると理解することも可能

である。

しか し、委員 会は、「一般的勧告XX」(1996年)の なかで、条約第5条 に関 して、同

条が規定す る 「多 くの権利及び 自由、例えば、裁判所の前でめ平等な取扱 いにつ いての権

利な どは、ある国家 に居住するすべての者 によって享受されなければな らない」 ものであ

るが 、「その他の権利、例 えば、選挙 に投票及び立候補 によって参加する権利な どは市民

の権利」で ある とす る。 これは、権利の性格上自国民に留保 されている権利を除 いて、一

般的 には外国人に対 しても不合理な差別 を認めないとす る立場 を表明 したものとも理解 で

*47DembaTalibeDiopv .France,ibid..

*481bid .,para.6.6.
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きる'49。

このよ うに、委員会 の見解 を参照する ことによっても問題は解決されない。そ こで、条

約起草過程 を参照 しつつ、条約起草過程、及びそれを背景 として採用 された規定の方式か

らみて、第2の 見解 と第3の 見解 のいずれがとられるべきかを検討 しよう。

条約起草過程 において も、第1条2項 をいささかな りとも限定 しようとす る試み はあっ

た。例 えば、人権小委員会 において、小委員会議長は、「この条約のいかなる規定 も、国

民でない者 に対 して政治的権利又は義務 を黙示的 に承認 し又は否認す るものと解釈 しては

な らな い … 」 とす る解釈条項案(EICN.4!Sub.2!L349)を 提案 した。 これ によれば、外国

人に対 して否認 される権利 は、政治的権利又は義務 であり、外国人の権利 の制約は、 この

権利 ・義務 に限定 され ることになる。 しか し、 これについては、各国の国内法制上、外国

人には、政治的権利 のみな らず、社会権な ども認め られていな いことがあ り得るとする意

見が あ り'S°、最終 的に採択 された小委員会案(第8条 案)で は、外国人に対 して 「政治的

権利又はその他の権利」の制約を容認する条文 となった。制約可能な権利 について限定の

ない規定 となったので ある。しかし、 このような規定であって も、そ こで 「政治的権利」

が明記 されていることによって、権利 の性格に従って外国人に保障される権利 とそ うでは

ない権利 とを区別する解釈 を導き出す手がか りは残 されて いた。 しか し、その後の人権委

員会及び第3委 員会では、 このような規定方式が とられることもなかった のである。

また、人権委員会 において は、この人権小委員会第8条 案 にういて、フランス、イン ド

・49従 来の委員会にお ける個々の委員の見解 をみれば、本文でみた3つ の見解 は、すべて

委員会 において各委員 の見解 として表明 されている。 しか し、委員会の議論の傾向をみれ

ば、第3の 見解が従来か ら委員会において優勢であった ことはみてとる ことができる。

例え ば、1977年 の委員会第16会 期 にお いて、アラブ首長国連邦 に在住する外国人労働

者 の状況 について委員 の側 か ら質問がなされた ことに端を発 して、外国人労働者 と、条約

の関係 について若干のP論 がなされた ことがある。そ こでは、発言者11名 のうち、外国

人労働者問題を委員会が取扱 うことに消極的姿勢 を示 したと思われる委員が3名 、積極的

姿勢 を示 したと思われる委員が8名 であった。

この積極的立場 をとる8名 のうち、外国人労働者 に対する人種差別 の問題が生じる場合

には条約 の適用対象になる として、本文で示 した第3の 見解 と同一の立場を とると思われ

る委員 は7名 で ある。また、消極的立場 をとる委員 のうち2名 も、外国人労働者 に関する

問題は条約の適用対象外であるとするが、それが人種差別の問題の様相 を帯びている場合

は別で あるとして、外国人労働者 間題 も人種差別の側面か ら条約 の適用対象なることは認

めている。 この立場 も、ニ ュアンスの違 いはあるが、第3の 見解 と同様である。

このような議論 を受けて、最後 に委員長が討議の要約 を行 っている。それによれ ば、委

員会 の 「一般的な空気」 は、 「外国人労働者問題 は自動的 には条約の適用範囲内に入るわ

けではないが、外国人労働者 の状況が何 らかの人種差別 問題 を生 じさせる場合には、委員

会は、 この問題 を綿密 に審議するべきである」。以上、例 えば、CERDICISR.345に み られ

る各委員 の発言 を参照。

・50例 えば、Saario委 員 の発言 を参照。E/CN.4/Sub.21SR.427,P.5.
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及び フィ リピンが修正案(EICN.41L715)を 提出 している。人権小委員会案 を次のよ うな

規定 に代 えるとす るもので ある。すなわ ち、「この条約 のいかなる規定 も、国民 と国民で

ない者 との問の区別であって、国際法が認めるものにいかなる影響 を及ぼす ものとも解釈

して はな らない… 」 という規定である。 これによれば、区別 の範 囲は国際法 を基準 とし

て判断され ることになるか ら、 この分野における慣習国際法の動向や、他 の人権条約 を参

照す るな どの方法 によって、外国人に対する取扱いの区別が認め られる範 囲を確定す るこ

とも可能 となる。 しか し、人権委員会では、 この修正案 について、外国人 に認 め られ る権

利の 問題 については明確な国際法規則は存在 しない とい うことについて合意 があ り、 「国

際法が認めるもの」 とい う文言 は、 この修正案 の共同提案国によって削除されだ51。その

後の起草 の段階で、 このような規定が復活す ることもなかった。

以 上の経緯か ら次 のよ うな事情があった ことが窺 うことができる。外国人に認め られる

べき権利 の範囲 に関 して、各国の実行は様々であ り、国際法規則 の内容 も明確ではな く、

権利 の性格 に従って、外国人に認め られ る権利 とそ うではない権利を明確 に区分す る規定

を設 ける ことは困難である、 とい うことである。第1条2項 は、 このような背景をもって

現在 のような包括的な規定 にな ったのである。 このような事情を考慮するな らば、原則的

に国籍 に基づく区別が禁止 され るとする第2の 見解は、 このよ うな背景を もっ条約 の規定

方式 か らみて若干 の無理が あろう。

以上 のことか らみて、第3の 見解が条約解釈 として穏当であ り、かつ妥当であると思わ

れる。また、先に述べたように、外国人であることを理由とす る取扱 いの区別 と、条約第

1条1項 が列挙す る差別禁止事由に基づ く取扱いの区別 とは重 な りあうところも多 く、条

約 の適用範 囲を不 当に限定することにもな らないように思われ る。

た だ、 この立場に立つ場合であっても、T.Meronが 述べるところは考慮 に値す る。T.

Meronは 、国籍 を理 由とす る取扱 いの区別 のなか に人種差別的要素が内在 しているか否か

を立証する ことは困難であるか ら、国家が設ける区別が、専 ら外国人であるということに

基づ いているということの挙証責任を国家の側 に負担 させる という趣旨の規定 を設けるべ

きで あった とする'52。実際には、そのような規定 にはなっていない。 しか し、例 えば、個

人通報事例 にお いて、通報者の側が、形式的には国籍の有無による区別ではあるものの、

実際 には人種差別の意図 ・目的をもち、又はそのような効果 をもつ ということをある程度

まで立証す ることができれば、 これに対する締約 国による十分な反論又 は反証がない場合

には、人種差別 の存在 を認定す るといった手法 をとることは可能である。委員会 は、 この

ような手法 をとるべきであろう。

*51以 上、E13873,paras.247-249を 参照。

*52T
.Meron,op.,cit.,p.44.
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3.国 籍、市民権又 は帰化 に関す る除外規定

第1条3項 も同様 に包括的な規定である。同項の解釈問題 については、 日本の公定訳を

手がか りとして検討 してみたい。3項 の公定訳の全文 は次 の通 りで ある。

「この条 約のいかな る規定 も、国籍(nationality)、 市民権又 は帰化 に関す る締約 国の法

規 に何 ら影響 を及 ぼす もの と解 して はな らない。ただ し、 これ らに関す る法規は、いかな

る特定の民族(nationality)に 対 して も差別 を設 けていな いことを条件 とす る」(英 語正享

の追加 は筆者 による)。

この公定訳 で注 目され ることは、その但書 の訳出 に際 して 「民族」 という訳語 を用 いて

いることである。上記 の公定訳の引用か ら明 らかなように、但書の 「民族」という公定訳

と、本文 の 「国籍」 という公定訳の英語正文は ともにnationalityで ある'53。つ まり公定訳

は同一の条項 に含 まれる同じ文言 を一方では 「国籍」 と訳 し、他方では 「民族」 と訳 し分

けて いるのである。

公定訳 おける この訳 し分けの意 図は明 らかではない。ただ、但書 にいうnationalityと い

う文言 をどのよ うに理解するか については従来か ら若干の議論がある。条約起草過程 にお

いてみ られた3項 の挿入意図についてはすでに述べた。以下では、学説及び委員会 の議論

を簡単 にみた後 に、3項 の解釈 を行 いつつ、同時に公定訳 の評価 を行 う。

(1)学 説

E.Schwelbは 、3項 及 びそれに関連する規定 を概ね次のよ うに解釈す る。①第1条3項

但書 にいうnationalityは 、国籍 の意味であるか、民族の意味で あるかは不明確である。 し

か し、同じ条項のなかの同じ文言が異なった意味をもつ とは軽 々しく考 えられるべ きでは

ないか ら、国籍 の意味に理解す るべきである。②条約第5条(d)(iii)は 、 「国籍につ いての

権利」 の享有 における人種差別 を禁止 している。 この条文のみ をみれば、ある国家への帰

化を申請 してい る外国人に対 して人種差別 を行 うことが禁止 されているとも解釈 され る。

しか し、 この解釈 は第1条3項 によ り排除 され る。③但 し、第5条(d)(iii)に 何が しかの

意味を与 えようとするな らば、人種 を理由として 自国民か らそ の国籍又 は市民権 を剥奪す

るよ うな法令は条約違反 と解釈す るべきである'S4。

このよ うに、E.Schwelbは3項 但書を特定の 「国籍」保持者 に対する差別 を禁止す る規

定 と理解 する。そ して、 これ を支持す る学説 もあ り'55、この考 え方は有力な学説 といえよ

う。 また、 日本で も、従来み られた条約の 日本語訳な どにおいて、これ を 「国籍」 と訳 出

す るのが通例で あった。 これ らの学説や訳語に従 うな らば、オース トラリアがかって採用

*53仏 語 、スペイ ン語 の正文 も同様である。

*54E .Schwelb,op.cit.,pp.1008-1009.

*55W .MaCkean,op.cit.,p.157.P.Thornberry,op.,cit.,p.263,
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していた白豪主義政策の下でみ られた、 「有色人種」への国籍付与の制限も、条約 の禁止

の対象 とはされ ない、 とい うことにもなろう。 この国籍付与制限は 「国籍」又は 「帰化」

に関す る法令の中にみ られるものであるか らである。実際にこれが条約違反 とはな らない

とす る学説 もある'56。

た しかに、第1条3項 但書 による禁止 の対象が、専 ら特定 の国籍保持者への差別で ある

と解釈する場合 には、ともに同一の国籍 をもつ者について、ある人種 ・民族 に属する者に

は国籍 を付与 し、他 の人種 ・民族 に属す る者 には これを否定す るという立法も条約違反 と

はな らないということになろう'57。

(2)委 員会及び委員の見解

1993年 の 「一般的勧告XI」 において、委員会は次のように述べている。条約第1条2

項は、同条1項 が定 める人種差別の定義か ら 「市民 と市民でない者 との問に区別 を設ける

締約国の行為 を除外 している。第1条3項 は、市民でない者相互 の問で締約国がいかなる

特定のnationalityに 対 しても差別を設けてはな らな いことを宣言することによって、第1

条2項 に限定 を付 している」 というのである・58。

条約第1条2項 は国籍に基づ く取扱いの差異を容認する規定 であるか ら、3項 が2項 に

限定 を付 して いると理解す るためには、3項 但書 にいうnationalityを 国籍 の意 味に理解す

ることがその前提 となる。このことか ら、まず第1に 、委員会は、3項 但書 にい うnationality

の中 に国籍 の意味が含まれていると解釈 して いると考えることができる。

次 に、nationalityに 別の意味が含 まれている ことを示 唆す る委員会の実行が ある。1974

年の委員会第10会 期では、シエ ラ ・レオネの憲法の規定 をめ ぐって議論があった。シエ

ラ ・,レオネ憲法第13条1項 及び2項 は差別 の禁止 を定 め、同条4項(g)は その例外 を定め

る。4項(g)に よれば、第13条1項 の差別禁止規定は、市民権 の付与を 「ネグロ ・アフリ

カ系の者(personsofnegroAfricandescent)」 に限定す る法令には適用 されない。要す るに、

シエ ラ ・レオネ憲法 は、アフリカ黒人系の者 に対 してのみ市民権 を付与す る趣旨の法令を

容認 しているのである。

委員会では、 この憲法 の規定 と条約第1条3項 との両立性が問題 とされた。議論 に参加

した委員の意見分布 をみると、8名 の委員 はこの憲法規定を条約 に違反するもの とみな し、

3名 の委員 は条約違反はないとした。1名 の委員は、この規定 と条約 との非両立性 は明白

であるとしなが らも、シエ ラ ・レオネの歴史的経験 によって この憲法規定は説明す ること

ができるとする。さ らに、3名 の委員 は追加の情報が必要であ り、そのような情報 を受理

するまでその判 断を留保するとした。結局、委員会 は、シエラ ・レオネの次回の報告書審

*56W .McKean,ibid..

・57な お、NLernerは 、ここでいうnationalityは第1条1項 が差別禁止事由の1つ として

定めるnationaloriginと 同義であるとして、 これを 「民族」の意味で理解 し得 ることを示

唆 して いる。N.Lerner,op.,CZ1.,p.30.も っとも、その理由は不明で ある。

*58GeneralRecommendationXI
,para.1.
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議 の際にこの問題 を再び審議す ることとし、 この段階では結論 を出さない ことを決 定 して

いる'S9。

このように、委員会審議では条約違反であるか否か につ いて委員の見解が分かれ た。 こ

の議論 で注 目されるのは、条約違反 とする見解 とそ うではない とする見解のそれぞ れの根

拠 である。 日本の公定訳 と関連する ものに限って、両者の根拠 をみてお こう。まず 、条約

違 反ではな いとする委員 は、3項 但書 にいうnationalityは 「国籍」の意味であ り、 シエ ラ

・レオネのケースは特定 の国籍保持者 に対す る差別 にはあた らないか ら、条約に違反 しな

いとす る゜6°。 これに対 して、条約違反であるとする委員は、第1条1項 か らみて 「皮膚の

色」や 「世系」 に基づ く市民権 の制約 が条約 にいう 「人種差別 」 となることは明白である

とす る'61。

条約違反ではないとす る立場 の根拠 は明確である。3項 のnationalityを 国籍の意 味 と理

解す る限 り、問題 となる規定は、ア フリカ黒人系という民族 に着 目した制限を認 める規定

で あ り、特定 の国籍保持者 に対す る制限を認めるものではないか らである。

これ に対 して、条約違反であるとす る委員 の根拠 は、おそ らく、条約第1条1項 にいう

意味での差別 の禁止 は、仮 にそれが3項 が定める分野 の法令の中み られる ものであった と

して も、なお条約違反 とみな し得 るとするものであろう。2項 の場合 に正当と考 え られる

*591974CERDReport(A19618) ,para.193.シ エラ ・レオネは・その後新たな報告書 を提出

してお らず、この問題 についての委員会の結論 も下 されていない。もっ とも、1gg1年 、1gg5

年及び2001年 の3度 にわたって、新 たな報告書の提出がないままに、委員会は第10会 期

までに提 出されていた報告書 とその審議の記録 に基づいて同国 による条約の実施状況 を検

討 した。1991年 及び1995年 における審議 においては、従来 の委員会審議 において憲法第13

条4項(g)の 規定が条約第1条3項 と両立 しないもの とみなされてきたことが想起 されて

お り、 この問題 がなお未決着 である こと自体 は確認 されて いる。1991CERDReport

(A!46118),para.280及 び1995CERDReport(A!50118),para.588を 参照・もっとも・2001年

の審議 にお いて は、 このよ うな確認 はなされていない。2001CERDReport(A156118),

Paras・224-226,CERD/C/SR.1460,paras.56-64を 参照。

なお、人種差別撤廃委員会が国連総会に提出する報告書は、ここで示 したように、該当

年度、委員会の略称及び文書番号で引用する。

・60例 えば、Kapteyn委 員の見解(CERDIC!sR.ao4,P.47)を 参照。その他・条約違 反では

な いと考える委員の根拠 としては次の ものがある。①第1条3項 が、市民権 に関す る問題

を締約国が決すべき事項 としていることは明 白であること、② この憲法の規定は、アフ リ

カの植民地化 の所産であ り、数世紀にわたって外国の搾取 を受 けていた国の憲法規定 とし

て理解 し得る こと、③ この憲法の規定の背景 には、アフ リカ系の者が相対的に貧 しく未経

験で あ り、 もし市民権や土地所有権 に制約を課す ことがなければ、よ り強力で豊 かな白人

世界か ら来 る市 民によって、すべての土地が購入 され、最終的には植民地 にされて しまう

おそれが ある ということが ある こと、である。CERDICISR204に みられる各委員の見解 を

参照。

*61例 えば、Soler委 員 の見解(CERDICISR.204,P.48)を 参照。
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解釈 と同様 に、3項 に1項 をおおいかぶせるような解釈 といえよう。

(3)評価

以 上、学説及 び委員会 における議論 を紹介 した。 これ を参照 しつつ、3項 但書 にい う

nationalityの 解釈を行い、あわせて、 これに 「民族」 という訳語 をあてた公定訳 を評価 し

てみ よう。

第1に 、3項 但書 にいうnationalityと いう文言は、ある者が現在保持す る 「国籍」 とい

う意味 を含む もの と解釈する ことができる。学説 及び委員会 もそれ を認める。また、「国

籍」そのものに基づ く取扱 いの区別 を条約の適用範 囲か ら除外 しようとした条約起草過程

及びそれを反映 した条約の規定方式 を考慮するな らば、3項 があえてnationalityと いう言

葉 を用いて いる ことは、 これに 「国籍」 とい う意味が含 まれていることを示 しているとい

えよう。

従 って、特定 の国家の国籍を有す る者のみについて 「国籍、市 民権又は帰化に関する締

約国の法規」のなかで差別する ことは認められない。公定訳が これ を 「民族」 と訳出す る

ことによって 「国籍」の意味を排除す るものであれば賛成できない。

第2に 、有力な学説がいうよ うに、同一の条文のなかに規定 されている同一の文言を異

なった意味で解釈することには問題が ある。 しか し、異なった意味に解釈す るべき合理的

な理 由が あれば、そのような解釈にも問題はないであろう。

それでは、3項 において、同一の文言 を異なった意味で理解す ることに合理性はあるだ

ろうか。 この点 については、第3項 但書 のnationalityが 「国籍 」の意味のみを意味すると

解釈 する ことは、人種主義的政策 を背景 とす る国籍立法 を正当化することにな りかねない

とい うことが指摘できよう。前記のようにオース トラリアがかつて採用 していた白豪政策

は、 白人優越思想 に基づ く入種主義的政策である。白豪主義は、国家が公然 と採用す る組

織的かっ一貫 した人種主義的政策 として、条約第3条 が特 に非難 したアパル トヘイ トと同

様の性格 をもつ ものであ り、条約が容認 し得 ないものであることは明 らかである。それに

もかかわ らず、その一発現形態である国籍立法 を条約違反ではないと解釈する ことには矛

盾がある。前記 のように、3項 にいうnationalityと いう文言を 「国籍」の意味のみに解釈

する場合 には、 白豪主義 に基づ く国籍立法であっても、これが条約 に違反 しないとみる余

地があるか らで ある。従 って、3項 の解釈において、同一文言 を異なった意味で理解する

ことにも理 由が あ り、条約第1条1項 にいう意味での差別 の禁止は3項 にも及ぶ とする委

員の主張 も理解す ることができる゜62。

しかし、第3に 、3項 は、2項 の場合 とは異な り、その但書 において明文 の例外規定 を

置いているか ら、その但書 に該 当す るもののみが3項 の例外で あるとみることが 自然であ

る。 このような ことを考慮するな らば、3項 に1項 をおおいかぶせる解釈 にはやや無理が

あろ う。従 って、3項 但書 のnationalityを 「民族」と訳出する 日本 の公定訳は、国籍や市

・62p .Thomberryも 、1項 が定 める差別禁止事由に基づ く差別 の禁止は3項 に及ぶ と理解

する。P.Thornberry,op.,CLI.,P.263,
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民権、帰化 の分野 における人種差別の禁止の趣 旨(の 少な くともその一部)を 実現するた

めの、よ り自然な解釈 と考 える ことができよう。従って、 この公定訳 は、積極的 に評価す

ることができる。

以上のよ うな ことか ら、3項 の但書 にいうnationalityと いう文言 に 「民族」 という訳語

をあてた公定訳は、一方 において支持する ことができ、他方 において、公定訳が 「国籍」

という意味を排除す るのであれば、それを支持す ることはできない。従 って、3項 の但書

にいうnationalityと いう文言は、正確 には 「国籍及び民族」と訳 出すべきであ り・そのよ

うな意味 をもつ ものと解釈す るべ きである。従 って、特定の国籍 を有す ること、又は特定

の民族 に属す る者である ことを理 由として、国籍や市民権 を付与 し、又 はこれ を付与 しな

いこと、 また、帰化後 の権利の享有 において、特定の国籍 を有 し又 は特定 の民族 に属す る

ことを理 由として区別 な どを設けることは、条約 によって禁止 され る行為 となる。
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第2章

実体規定の構造 と留保
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本章では、条約の実体規定(第2条 か ら第7条 まで)の 内容 を、条約が締約国に対 して

とる ことを求 める法的 ・政策的措置の類型に従 い概観す る。次いで、 これ らの実体規定に

対 して付 された留保や宣言 を条項毎 に概観す る。それによって、条約 の実体規定の各国に

よる受 け止め方や、条約 の実体規定の解釈や問題点 の一端が示 されよ う。但 し、留保や宣

言 にみ られ る条約解釈上 の問題点のなかには、次章以降で詳細に検討するもの もあるため、

ここでは事実状況 を明 らかにす るにとどめる。

第1節 実 体 規 定 の構 造

条約 の究極的な 目標 は、人種差別のない社会 を実現す ることにある。 この 目標 を達成す

るため、条約は様 々な法的 ・政策的措置 をとることを締約国に求 めて いる。 これ らの措置

は概 ね次 の4種 に分ける ことができる。第1は 人種差別 の禁止、第2は 人種差別の犠牲者

の救済 、第3は 人種差別 の防止、第4は 積極的差別是正措置である。本章では、まず、条

約 の実体規定を この分類 に従い、概観す る。

1.人 種差別 の禁止

人種差別 のない社会を築 くために法的にまず考 え られるのは、・人種差別 を違法行為 と し

て禁止する ことである。条約第2条1項 の(a)か ら(d)ま で と第3条 が これ に関係す る条文

である。

(1)条約第2条 は国家の基本的義務 を定 める。同条は大別 して2つ 義務 を締約国に課す。

第1は 国家 が関与す る人種差別 の禁止であ り、第2は 私人間で行 われ る人種差別の禁止で

ある。 まず、第1の 義務 について、第2条1項(a)は 、「各締約国は、個人、集 団又は団体

に対する人権差別 の行為又は慣行に従事 しないこと並びに国及び地方のすべての公 の当局

及び機関が この義務 に従 って行動す るよう確保することを約束す る」 と規 定す る。締約国

が人種差別行為 ・慣行 に従事 しない義務、及び国 ・地方 の当局 ・公的団体 が差別 に従事 し

ないよう確保する義務である。公権力が直接 に差別行為 を行 うことを禁止す る趣 旨である。

また、締約国は間接 的に人種差別行為を行 うことも認め られない。第2条1項(b)に

よれば、「各締約 国は、 いかなる個人又は団体 による人種差別 も後援せず、擁護せず又は

支持」 してはな らない。私人が行 う差別行為へ の国家の加担 を禁止する趣 旨である。

このよ うに、条約 は国家が直接又は間接に差別 を行 うことを禁止する。 しかし、国及び

地方の当局の法令や政策 のなかに人種差別的要素が含まれている場合 には、人種差別 の禁

止 の実現 は期 しがたい。従 って、「各締約 国は、政府(国 及び地方)の 政策 を再検討 し及

び人種差別 を生 じさせ又は永続化 させ る効果 を有す るいかなる法令 も改正 し、廃止 し又は

無効にす るために効果的な措置」 をとらなけれ ばな らない(第2条1項(c))。

これ らの義務 は、いずれも公権力の行為 を問題 とするものである。いうまでもな く、国
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家 自身が差別 を行 い、又 はこれ に加担する場合 には、その社会か ら差別 を一掃す ることは

不可能である。従って、公 の当局 ・機関な どが関与する人種差別 の禁止 の徹底が求められ

ることは当然で ある。

また、締約国が関与する差別行為の禁止 を確保す るためには、公務員が差別禁止義務 の

存在 を熟知 していることが必要で李る。委員会の 「一般的勧告XIII」 は、第2条1項(a)

にい う 「国及び地方 のすべての公の当局及び機関が この義務 に従 って行動す るよ う確保す

る」 義務 の履行 は、 「警察権、特 に拘禁又は逮捕 の権限 を行使する国内の法執行官に、及

びそれ らの者が自国が条約上負っている義務 について適切 に情報を得ているか どうかに、

左右 され るところが大 である」 とする。そのため、同勧告 は、「法執行官がその職務の遂

行 にあたって入間の尊厳 を尊重 し、保護する ことを確保 し、かつ、人種、皮膚 の色又は民

族的若 しくは種族的出身による差別 のないすべての者の人権 を維持 し、擁護す ることを確

保す るため に、法執行官 は徹底的な訓練を受 けるべきである」 とする863。

(2)第2の 私 人間の人種差別行為 の禁止義務 について、第2条1項(d)は 、 「各締約国は、

すべ ての適当な方法(状 況 によ り必要 とされ る ときは、立法を含 む。)に よ り、 いかなる

個人 、集 団又は団体による人種差別も禁止 し、終了させ る」と規定す る。差別 の分野では、

差別 的な法令が撤廃 された後 にも、社会の構成員 の間に差別が根強 く残存す ることがある。

例え ば、就職や婚姻 、住居の分野 における差別である。

差 別を受ける当事者の側か らみれば、差別行為が国家 によるもので はないとしても、耐

え難 い苦痛をもた らす ものであることには変わ りはない。また、経済環境 の悪化や、異な

った 人種 ・民族集 団の大量流入な どを契機 として、私的差別が一般住民の側か ら発生 し、

それ が国家 の公的政策 に反映 していく場合や、国家の抑止 の努力 にもかかわ らず、重大 な

問題 に発展する場合 もある。従って、私的差別 を放置することは、場合 によ り危険でもあ

る。 この規定は、以上のような趣 旨を受けた ものと考えることができる。

(3)条 約第3条 は、 「締約 国は、特に、人種 隔離及びアパル トヘイ トを非難 し、 また、自

国の管轄 の下 にある領域 におけるこの種のすべての慣行 を防止 し、禁止 し及び根絶するこ

とを約束する」 と規定する。条約採択当時において、南アフリカ共和国によって公然 と実

行されて いた特定の差別 の形態 を特 に非難す る規定である。アパル トヘイ トは、一国連加

盟 国の国家 の政策 に基づ く組織的差別であ り、それ故 にそ の悪質性が高いと判 断されたた

めに、別個 の規定が設け られたものである。

第3条 が禁止 の対象 とす る 「人種隔離及びアパル トヘイ ト」は 「人種的優越又は憎悪 に

基づ く政府の政策」 の例 であ り(前 文第9項)、 すでに第2条1項(a)及 び(c)に よって禁

止 されている゜640従って、人種差別の禁止 という観点か らみると、第3条 は第2条 が定 め

る義務 に包摂される。また、周知のように、南 アフ リカ共和国のアパル トヘイ ト体制は、

法制度 としてはすでに消滅 しているか ら、条約 によるアパル トヘイ トの明示的非難 という

*63GeneralRecommendationXIII
,para.2.

*64E .Schwelb,op.,cit.,p.1021.
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意義 も相対的に低下 している・65。

2.人 種 差別 の犠牲者の救済

人種差別 が違法 とされ、禁止 される以上、人種差別 によって被害を受けた個人 に救済が

与え られるべきことは当然である。そ こで、人種差別 の犠牲者 の救済が求 め られ る。条約

第6条 がそれを定める。それによれば、締約国 は、①権限のある自国の裁判所及び他 の国

家機関 を通 じて、人種差別行為 に対す る効果的な保護 と救済措置を確保す ること、②人種

差別 の結果 として被 った損害 に対 して公正かつ適正な賠償 ・救済を裁判所 に求める権利を

確保する ことが求め られ る。

この点 に関して、委員会は、人種差別行為及び入種 を理 由とする侮辱行為 が、そ の被害

者の価値や評判 に関す る当該被害者の 自己認識 を害することを強調 し、裁判所そ の他の権

限 ある機 関が、適切な場合には、常 に、被害者 が被った物質的又 は精神的損害 に対 して金

銭賠償 を与 える ことを考慮す るべきであるとしている'66。

3.人 種差別の防止

・65も っとも、委員会 は次の2点 で第3条 の意義 を強調 している。第1は 、締約 国 と、ア

パル トヘイ トを実行す る国との対外関係において、条約が締約国に課す道義的義務である。

委員会 は、1972年 の 「一般的勧告III」 及び1975年 の 「決定2(XI)」 にお いて、特に南

アフ リカ共和国が実行 して いたアパル トヘイ トを念頭にお いて、締約国の報告書のなかで、

締約 国 と南 アフ リカ共和国との諸関係 に関する情報 を含 めるよう求める際に、第3条 を有

力な根拠 として用いた。委員会は、 「人種主義的諸政権 を支持 し、支援 し又は助長 せ しめ

る効果 を有する政策、実行又は関係」が条約 に一致 しないというのである。委員会 は、 こ

れを理 由として上記 のような情報提供 を強 く要請 したのである。もっ とも、委員会 もこれ

を条約上 の義務 とみな したわ けではな い(村 上 正 直 「人種差別撤廃条約 にお けるアパル

トヘイ ト非難 一条約第3条 について一」、『阪大法学』147号 、1988年 を参照)。

なお、1995年 の 「一般的勧告XIX」 において、委員会 は、同条は旧政権 による この種

の慣行の諸結果 を根絶す る義務 を含む として、南 アフ リカ共和国のアパル トヘイ トの負の

遺産 を清算する ことなども条約上の義務であるとしている。GeneralReco〃emendationxlx,

para.3.

第2は 、私人による意図せざる行為の結果 として生ずる人種隔離 にとって第3条 が もっ

意義である。委員会は、同じく 「一般的勧告XD(」 にお いて、多 くの都市部 において集 団

間の所得格差 に起 因する居住地域 の隔離状況がみ られ、それが条約 にいう人種差別 の要素

と関連する場合があ り得 ることを指摘 し、締約国が この状況に注意 を払 うことな どを要請

す る。いわゆる 「外国人労働者」や難民な どが集住す る地域に関する問題である。General

RecommendationXIX,paras.3-4.

*66GeneralRecommendationXXVI
,paras.1-2.
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差別 の禁止 と被害者 の救済は当然であるとして も、それとともに差別の発生 を防止 し、

又は発生の可能性 をよ り少なくすることも重要である。差別が現実に起 こらな ければ、そ

れに こした ことはな いか らである。

差別 の発生 を防止するためには、短期的及び長期的に様々な措置が考 え られる。差別 の

禁止 や犠牲者の救済 も、加害者 に対 して何 らかの制裁を課す ことを予定 している場合が多

いか ら、差別 の発 生の抑止 に資する面 をももつ。 しか し、条約 は、特 に2つ の側面か ら差

別の防止 にかかわる規定をおいている。

(1)第1は 、人種主義的活動の規制で ある。条約 は、 「人種 的相違 に基づ く優越性 のいか

なる理論 も科学的に誤 りであ り、道徳 的に非難 されるべきであ り及び社会的 に不正かつ危

険で ある こと並 びに理論上又は実際上、い かなる場所 において も、人種差別 を正当化する

ことはできない ことを確信」す る(前 文第6項)。 ここにみ られ る人種主義理論の否認 は、

条約 の基本的な立脚点 の1つ であ り、これ を受けて、第4条 は、 この種の理論 に関係す る

活動 を規制 しようとす る。

第4条 は、まず、次 の行為を犯罪行為 として処罰することを求める。すなわち、①人種

的優越又は憎悪 に基づ く思想の流布、②人種差別 の扇動、③人種集 団に対す る暴力行為、

④人種集 団に対 する暴力行為の扇動、⑤人種主義的活動に対す る、財政 的援助 を含む援助

の供与、である(同 条(a))。

また、違法化 し、禁止すべき もの として、人種差別 を助長 し扇動する団体、組織的宣伝

活動 及びその他 の宣伝活動をあげ、また、犯罪 とするべき行為 として、 このような団体 ・

活動 への参加行為 をあげる(同 条(b))。

さ らに、条約 は、国及び地方 の当局が人種差別 を扇動 し、又 は助長する ことを認めない

(同条(c))。

以上のよ うに、第4条 の諸規定 は、直接 的な暴力行為 とともに、差別や暴力を主当化す

るよ うな思想や雰 囲気が社会 に蔓延することを防ぎ、また、差別や暴 力をあお るような行

為 を禁止 しようとする。条約は、このような義務 を課すことによって、差別 の誘因を取 り

除 こうとしているのである。委員会がいう 「第4条 の予防的側面」である・67。

(2)第2は 、人種間の理解の促進 と偏見の除去である。人種差別 を正 当化す る宣伝がな さ

れ、 また、差別 の実行 の働 きかけがな されて も、人種主義理論が誤 りであ り、差別を正当

化す る根拠 にはな らな いという通念が社会 にあれば、それに同調 した り、応 じた りす る者

は少な くなるであろう。また、実際問題 として、社会に厳 しい人種対立が ある場合、現実

に発生す る差別行為や暴力行為な どを対症療法的に抑制するだけでは、長期的 にみて十分

とはいえない。社会のあ らゆる構成員 の間に、差別や暴力が発生 しないよ うな土壌 を創 り

出す ことが肝要 である。

そ こで、 まず 、人種 間の理解 を促進する ことが重要な課題 となる。それ に関係するのが ・

第2条1項(e)や 第7条 である。第2条1項(e)は 、締約国に対 して、「人種 間の融和 を目

的 とし、かっ、複数の人種で構成 される団体及び運動を支援」す ること、 「人種間の障壁

を撤廃す る他の方法を」奨励す ることを求 めるとともに、 「人種 間の分断 を強化するよ う

*67GeneralRecommendationVII
,preamblepara.6.
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ないなか る動き も抑制す ること」 を求めている。また、第7条 は、教授、教育、文化及 び

情報の分野にお いて、 「諸 国民の問及び人種又は種族の集 団の問の理解 、寛容及び友好 を

促進」す るための迅速 かつ効果的な措置 をとることを求 める。 これ らの規定 は、人種 間の

融和や理解 にとって プラス となる要素を促進 し、それにマイナス となる要素を取 り除 こう

とするのである。

また、差別 はしば しば無知 と偏見か ら生 じる。社会 の構成員の間 に、ある人種集 団に対

す る無知や偏見が存在す る場合 には、これを除去する ことなしに差別行為が根絶 され るこ

とを期待することはできない。第7条 は、教育 ・情報な どの分野で 「人種差別 にっながる

偏見 と戦 う」ための迅速かつ効果的な措置 をとることを求 める。社会構成員 の心 の中に偏

見が発生することを防止 し、 また、すでに心の中にある偏見を積極的 に除去するよう求 め

ているのである。

(3)委 員会は、特 に第4条 及び第7条 について、 自国領域 内において人種差別が存在す る

か否かにかかわ らず、これを実施するべき義務が ある ことを強調 している'68。その根拠 は、

両条が人種差別 の防止 を主たる目的 とする規定であることにある と考 えてよい。

4.積 極 的差別是正措置

条約第2条2項 は、「締約国は、状況 によ り正 当とされ る場合 には、特定の人種 の集 団

又はこれに属す る個人に対 し人権及び基本 的自由の十分かつ平等な享有を保障す るため、

社会的、経済的、文化的その他の分野において、当該人種 の集 団又は個人 の適切な発展及

び保護 を確保す るための特別かつ具体的な措置をとる」 と規定す る。 ここにいう 「特別か

っ具体 的な措置」 とは、ある集 団及びそれ に属す る者 に対 してとられる優遇措置の ことで

あ り、いわゆるアファーマティヴ ・アクシ ョンがその典型例である。

ここにいう措置の 目的は、形式的な機会 の平等 を保障す るだけでは不十分 と考 え られる

場合に、優先的処遇を与えることによって実質的な機会の平等 を確保 しよ うとする ことに

ある。

「特別かっ具体的な措置」は、本来であれば人種な どに基づ く 「優先」措置 として条約

の撤廃 の対象 となる。 しかし、条約 は、 この種 の措置の必要性 と有用性を承認 し、第1条

4項 において、それが第1条1項 にいう 「人種差別」か ら除外されることを規定す るとと

*68第4条 について、GeneralReco〃emendationI,para.1,GeneralRecom〃iendationVII,

preamblepara.7,para。1,GeneralReco〃emendationX[para.2,第7条 についてGeneral

Recom〃aendationV,preamblepara.3を 参照。
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もに、第2条2項 は、さらに、これを締約国の義務 として規定 しているのであ る'69。

この種の措置が必要な理 由として、特 に次の2点 をあげるこ とができよう。 第1は 、過

去の組織的 ・制度的な差別 に起 因する、現在 の不利益 ・不正義 を除去す る必要があるとい

うことである。現在において、公権力に よる差別が組織的 ・制度的に行われていない とい

う場合であっても、ある人種集 団やそれに属する者が、過去の組織的 ・制度的な差別 の結

果 として、社会的 ・経済的に劣悪 な状態におかれている場合 がある。 この ような集団や個

人は、このよ うな客観的な条件 の故た、他 の社会構成員 が利用 し得 る様々な機 会を利用す

ることができないことが ある。例 えば、貧 困のために十分な教育を受けることができず、

それ故 に、雇用の機会 において不利な立場 におかれ るといったことである。 この ような事

態は、その個人の責任 とい うよ りも、従来 の社会のあ り方そのものに原因がある。従って、

その ような条件を取 り除 くことが正義に実現 に資す る。

第2に 、過去の差別 の結果や効果の悪循環 ・永続化を阻止す る とい う側面もあるとい う

ことである。例 えば、貧 困によって十分な教育や雇用の機会を得 られず、それ によってな

お貧 困の状態 におかれて いる者は、 自分の子 どもにも十分な教青 を受 けさせることができ

ず、それ故に、その子 どもも雇用の機会 において不利な立揚におかれ ることがある。 この

よ うなこ とを放置 してお くな らば、過去の差別の結果や効果は悪循環を繰 り返 しなが ら、

永続 してい くことにもなる。人種差別のない社会 を実現 しよ うとする条約の立場か らみれ

ば、 このよ うな事態は容認できるものではない。そこで、この ような悪循環を断 ち切 るた

めに、ある時点において積極 的な差別の是正措置が求 め られ るのである。

もっ とも、この種 の措置 は、いわゆる逆差別を生 じさせる可能性がある。また、ある集

団の別個の取扱いが、他 の国民 との分離や隔離を固定化するよ うな目的や効果 をもっ場合

もあろう。そこで、第1条4項 及び第2条2項 は、 ともに優先措置を とる目的が達成 され

た場 合には、これ をすみやかに終了 させ ることを求めている。す なわち、第1条4項 但書

きに よれば、「この特別措置 は、その結果 として、異なる人種 の集 団に対 して別個 の権利

を維 持す ることとなってはならず、また、その 目的が達成 された後は継続 してはならない」。

同様 に、第2条2項 第2文 によれ ば、「この措置 は、いかな る揚合において も、その目的

が達成 された後、その結 果 として、異な る人種の集団に対 して不平等な又 は別個の権利 を

維持 するこ ととな ってはな らない」と規定す る。異 なる集 団に対 して別個 の権利 を維持 し、

又は 目的達成後 もこのよ うな措置 を継続す ることになれ ば、このよ うな措置は条約第1条

1項 にい う 「人種差別」に該 当し、第2条1項 によって禁止 されることになるのである。

*69ア メ リカは、その第1・2・3回 定期報告書において、第1条4項 及び第2条2項 が、

締約国に対 して人種に基づ くアファーマティヴ ・アクション ・プ ログラムをとることを国

家 に要求 しているのではなく、これを許容 している とす る。CERDIC!351!Add.1,para.249.

これ に対 して、委員会は、アメ リカに対する 「最終所見」において、このよ うな解釈に懸

念 を表明 し、第2条2項 に基づいて、締約 国は、例 えば長期 にわた る不均衡(persistent

disparities)が存在す るよ うな場合 には、特別措置をとる義務があるとして、第2条2項 が

国家 に義務 を課す規定であることを確認 している。2001CERDR釖o紙A/56/18),para.339.

-35一



5.評 価

以上、条約 の実体規定を、人種差別の禁止、人種差別の被害者の救済、人種差別 の防止

及び積極的差別是正措置 とい う4つ の法的 ・政策的措置 に分 けて概観 した。 ここで検討 し

た法的 ・政策的措置の枠組みは包括的であ り、そ こに、現代の国際社会において最 も非難

され るべ き行為 の ・つである人雕 別 の撤廃に向けた・条約の確 固 とした鸚 をみて とる

ことができる。 それ と同時に、条約が定 めるこのよ うな法的 ・政策的措置の枠組みは、単

に人種差別 の撤廃 のみならず、そ の他 の形態の差別、特に長期にわたって解消 され るこ と

なく現在 において も存在 している差別 の解消にとって も有益な示唆を提供す るものと評価

す ることができる。例えば、女性 に対す る差別や 、 日本においてみ られ る部落差別 の解消

策 として も条約が定める措置の枠組みは有用であろ う。

もっ とも、 これ らの法的 ・政策的措置のすべてが、条約 に基づ く具体的な義務 として締

約国に要求 され るものであるか どうかについては争いもある。ここで 「法的 ・政策的措置」

と表現 したのは、そのよ うなことを考慮 したためで ある。

また、条約が定 める法的 ・政治的措置の枠組みが包括的であるが故に、その措置 のなか

には締約 国が受け入れることができないものもあ り得る。それを示すものの1っ が、国家

が条約の批准 ・加入 に際 して付す留保や宣言な どである。主要な条約規定の解釈問題 の検

討は次章以下に委 ね、 ここでは、条約の実体規定に付 された留保や宣言な どを概観 してお

こう。

第2節 実 体 規 定 に対 す る留 保

1.包 括的留保

まず、人種差別撤廃条約 を受諾 した ことが、憲法上の限界を超 える義務 を受諾すること、

憲法上の規定を超 える司法手続 を導入す る義務 を受諾すること、又 は、憲法上の規定と両

立 しない措置を とる義務を受諾す ることを意味 しない とす る留保や宣言な どがある。

ジャマイカの次のよ うな宣言 がこれ にあた る。すなわち、 「ジャマイカ憲法 は、ジャマ

イカにおけるすべ ての者 に、人種又は出身地にかかわ らず個人の基本的権利及び 自由を確

立 し、及び保障 している。憲法は、国家 によるもの と又は個人によるものとを問わず、こ

れ らの権利 のいずれかのものの侵害 があった際に遵守 され るべ き司法手続 を規定 してい

る。ジャマイカによる条約の批准は、憲法上の限界 を超 える義務 を受諾す るこ と、及び憲

法に基づいて定め られている司法手続を超 えるそれ を導入す る義務を受諾することを意味

するものではない」。 同趣 旨の留保や宣言 を付 している締約 国に、アンチグア ・バーブー

ダ、バハマ、バルバ ドス、ガイ アナ、ネパール、及びパプア ・ニューギニアがある。

また、サ ウジアラビアは、イスラム神 法(thepreceptsoftheIslamicShariah)と 抵触 し

ない ことを条件 として、条約の規定を実施する旨の留保 を付 している。
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2.第2条1項 に対する留保

(1)第2条1項 について、モナ コは、「外 国人の労働市場 への参入 に関す る自国の法規定

を適用する権利を留保す る」 とし、スイス も 「外 国人のスイス市揚への参入に関す る自国

の法規定を適用す る権利 を留保す る」 とする。

スイスは、この留保 の理 由として、スイスが ヨー ロッパ諸国の国民の入 国に関 して優先

的取扱いを行 っている諸条約 を締結 していることをあげる。そ して、そのよ うな取扱いが、

緊密 な経済的同盟 関係 の枠内で、相互主義を基礎 として行われる場合には、条約 と両立す

る と解釈 しっっ も、このよ うな留保 を付 しているRi°0

(2)ア メ リカは、条約 を批准するにあたって次のよ うな留保を付 した。

「合衆国の憲法及び法令は、差別 に対す る広範 な保護 を規定 してお り、その範 囲は、非

政府的な活動の相 当の分野にまで及んでいる。 しか しなが ら、個人のプ ライ ヴァシー及び

私的な行動への政府の干渉か らの 自由もまた、我 々の 自由で民主的な社会 を形造 っている

基本的価値 の1っ として認 められ ている。合衆国は、条約 が、その第1条 にお いて 『公 的

生活』分野に言及す るこ とに よって、条約 が保護す る権利 を確認 してお り、 このことは、

公 的行動の分野 と私的行動の分野 との間の同 じよ うな区別 を反映するものであ る、と了解

す る。すなわち、前者は、通常、政府による規制 に服す るのに対 して、後者はそ うではな

いのである。 しか しなが ら、条約 が、私的行動へ のより広い規制 を求める場合 には、その

範囲において、合衆国は、合衆国の憲法及び法令 が要求す る場合 を除き、条約第2条 第1

項、第2条 第1項(c)及 び(d)、 第3条 並びに第5条 に基づ く立法 を制定 し又はその他の措

置を とる条約上のいかな る義務をも受諾 しない」。

この留保 はい くっかの条項 にわたるものであるが、留保 の理 由か らみて、そ の主眼が第

2条1項(d)に あることは明 らかで ある。アメ リカは、 この留保 を付 した理由にっいて、

概 ね次のよ うに説 明す る。①第2条1項(d)が 私人間の人種差別 の禁止 を定め るが、他方

で、条約第1条1項 が定 める 「人種差別」の定義 のなかにみ られ る 「公的生活の分野」 と

い う文言によって、禁止の範囲が、い くらかの程度の政府の関与を伴 う行為及び行動、又

は 「州の行為(stateaction)」 に限定 しているよ うにもみ えるる。② しか し、条約の起草

過程 は、 この点にっいて明確であるとは到底いえず、この文言に よって条約起 草者が想定

していた ものが、合衆困法に基づ いて許 され る政府 の規制の範囲 と同 じであると確言す る

ことはできない。③ さらに、人種差別撤廃委員会は、この点に関 して広範な見解 をとって

いる ように思われ る。④従 って、合衆国法に基づいて現時点において規制 の対 象 となって

*70CERD/C/351/Add .2,para.85を 参照。
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いない行為 も、条約解釈 によっては 「公的生活の分野」 とされ るおそれがあるηユ。

3.第4条 に対する留保

第4条 に対す る留保や宣言は多い。特 に、第4条(a)及 び(b)は 、一定の表現行為 の刑罰

規制や、一定の団体の禁止措置 を要求す るもので あるか ら、表現及び結社の 自由 との関係

が問題 となる。第4条 に対する留保 はすべてこのような理由に基づ くものである。 その趣

旨は、第4条 が定める義務 を履行するにあたって、 自国に同条実施の可否又は要否 に関す

る判断権 を維持す ることにあるが、いくつかの類型に分 けることができる。

(1)条 約第4条(a)の 実施が不可能で ある と宣言す る留保

まず、端 的に、条約第4条(a)が 定める諸行為のす べてを犯罪 とす ることがで きない と

述べ るものがある。オース トラ リアの留保がそれ である。但 し、同国は、適切な ときに、

第4条(a)を 実施す る立法の制定を議会に求めるとしているり2。

(2)第4条 の実施 の要否に関す る判断権 を留保す る留保

第4条 に基づ く締約国の義務 は、 自国が第4条 の 目的を達成す るために必要 と判断 し、

又 は、第4条 を実施す る必要性が生 じた と判断す る場合な どに、立法の追加 ・変更措置 を

とるこ とを内容 とす る、 と解釈す る留保 ・宣言で ある。

イギ リスの留保がその例である。それ によれ ば、イギ リスは、 「第4条 を次の場合にの

み、同条(a)、(b)及 び(c)が カ ヴァーする分野において追加 の立法措置 をとることを条約

締約 国に求 めるもの と解す る。す なわち、世界人権宣言に具現 された原則 と、条約第5条

が明記す る権利(特 に、意見及び表現の自由についての権利、並びに平和的集会及び結社

の自由にっいての権利)に 十分な考慮を払い、これ らの分野にお ける既存の法令 と実行へ

の立法措置 の追加又はその変更が、第4条 のそれ以前の部分[第4条 柱書一筆者]で 明記 さ

れた 目的 を達成す るために必要であるとわが国がみなす限 りにおいてである」。

次 の諸国 も同趣 旨の留保 ・宣言 を付 している。 アンチ グア ・バーブーダ、バハマ、バル

バ ドス、フィジー、マル タ、ネパ ール、パプア ・ニュー ギニア及び トンガ。

*71CERDIC/3511Add .1,para.162.本 文述べたものは、アメリカの第 ユ・2・3回 報告書に

み られ る留保 の理 由であるが、アメ リカ政府は、人種差別撤廃条約の批准の可否を審議 し

た上院において同趣 旨の理 由をあげていた。 この点については、村上 正直 「アメ リカに

よる人種差別撤廃条約 の批准について」(反 差別 国際運動 日本委員会編 『人種差別撤廃条

約 の批准 と国内実施』解放出版社、1995年)を 参照。

*72オ ース トラ リアのこの留保では、「宣言す る」 とい う文言 を用いているが、オース ト

ラ リアはこれ を留保の性格 をもっ としてい る。CERD/C/194/Add.2,para.173,
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(3)自 国の憲法の枠 内で第4条(a)及 び(b)を 実施するとす る留保

自国憲法 にお ける表現 ・結社の 自由の保障を理 由に、 自国の憲法の枠 内において第4条

を実施 し、 自国の憲法 と抵触す る限 りにおいて条約第4条 の実施義務 を免れ る とする趣 旨

の留保が ある。アメ リカの留保がそれである。同国の留保 によれ ば、 「合衆国の憲法及び

法令 は、言論、表現及び結社にっいての個人の自由の広範な保護 を含 んでいる。従って、

合衆 国は、これ らの権利 が合衆国の憲法及び法令 によって保護 され る範囲において、立法

又はその他のいかなる措置の採択 を通 じて も、これ らの権利 を制約す る条約上のいかなる

義務、特 に第4条 及び第7条 に基づく義務 を受諾 しない」。 日本 の留保 もこの類型 に属す

る。

(4)「 世界人権宣言に具現 された原則及び次条 に明示的 に定める権利 に十分 な考慮 を払 っ

て」(第4条 柱書)と い う文言によって、意 見 ・表現の 自由及び平和 的集会 ・結社の 自由

と両立 しない措置 をとる義務か ら免れ る と解釈す る留保

第4条 柱書は、その末尾 において、 「世界 人権宣言 に具現 された原則及び次条 に明示的

に定 める権利に十分な考慮を払って」 とい う文言 を置 く。この文言によって、締約国は、

表現 ・結社の自由 と両立 しない措置を とる義務か ら免れ ると解釈する留保が ある。 フラン

スの留保 がその例である。それ に よれば、 「第4条 にお ける世界人権宣言の諸原則及び条

約第5条 が規定す る諸権利への言及によ り、締約国は、 これ らの条文に より保 障されてい

る意見及び表現の 自由、並びに平和的集会及び結社の 自由と両立 しない非差別 立法を制定

す る義務か ら免れ るもの とフランスは解釈す る」。モナ コの留保 もこの例である。

(5)「 世界人権宣言 に具現 された原則及び次条 に明示的に定 める権利に十分な考慮 を払 っ

て亅(第4条 柱書)と い う文言 を根拠 として、第4条 が定める措置が、表現 ・結社 の自由

を害 してはならない とす る留保

同様に、「世界人権宣言 に具現 された原則及び次条 に明示的に定 める権利 に十分な考慮

を払って」 とい う文言が存在す ることを理 由として、第4条 が定める措置が、表現 ・結社

の自由を害 してはな らない とし、結果的に、 これ らの自由を害す る措置を とる義務はない

とす る趣 旨の留保がある。例 えば、オーズ トリアの留保 は次の ように述べ る。 「あらゆる

形態の人種差別 の撤廃 に関する国際条約 の第4条 は、その(a)、(b)及 び(c)に おいて明示

に規 定されている措置が世界人権宣言に具現 され る原則及び条約第5条 が明記す る諸権利
゜ に十分な考慮を払

って とられ る と規定 している。従 って、オース トリア政府 は、かかる措

置を通 じて、意見及び表現の 自由についての権利並びに平和的集会及び結社の 自由にっい

ての権利 を害す ることがで きないものどみなす。 これ らの権利は、世界人権宣言第19条

及び第20条 に規定 されている。また、これ らの権利 は、国際連合総会が 『市民的及び政

治的権利 に関す る国際規約』第19条 及び第21条 を採択 した ときに総会によ り再確認 され、

また、本条約 の第5条(d)(viii)及 び(ix)に おいて も規定 され てい る」。 アイル ラン ド及び

イタ リアの留保 も同趣 旨である。
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(6)表 現 ・結社の 自由に十分な考慮を払 って第4条 を実施す るために必要な立法を とる権

利 を留保す るとす る留保

スイスの留保がこの類型 に属す る。スイスは、「特 に世界人権宣言 において規定 されて

いる、意見及び表現並びに結社 の 自由に十分な考慮 を払 って、第4条 の実施のために必要

な立法措置を とる権利を留保す る」。

(7)「 世界 人権宣言 に具現 された原則及び次条 に明示 的に定め る権利 に十分な考慮 を払 っ

て」(第4条 柱書)と い う文言 が、条約第4条 が課す義務 と、意見 ・表現の 自由及び平和

的集会 ・結社の 自由との調和 を要請する とす る留保

ベルギーは、 「条約 第4条 は、その(a)、(b)及 び(c)に おいて明示 に規定 されている措置

が、世界人権宣言 に具現 され る原則及び条約第5条 が明記す る諸権利に十分な考慮 を払っ

て とられ るべきである と規定」 していることを根拠 として、 「ベル ギー王国は、条約第4

条が課す義務が意見及び表現の 自由についての権利 、並びに平和的集会及び結社の 自由に

っいての権利 と調和 させ られなければならない もの とみ なす」 とす る。

4.第5条 に対す る留保

第5条 にっいては、い くつかの国が留保 ・宣言を付 している。まず、 フィジー は、 「フ

ィジー にお ける選挙に関連す る法が第5条(。)が 規定す る義務を履行す ることがで きない

場合、先住者による土地の譲渡を禁止 し又は制 限す る、 フィジー における土地 に関連す る

法が第5条(d)(v)が 規定す る義務 を履行す るこ とができない場合、又は、 フィジー の学校

制度が第2条 、第3条 若 しくは第5条(e)(v)が 規定す る義務 を履行す ることができない場

合 には、その範囲において、フィジー政府 は前記の条約規定を実施 しない権利 を留保する」
・73

0

また、 トンガ も先住者の土地 に関 して留保を付 している。それ によれ ば、 「先住者 によ

る土地の譲渡を禁止 し又 は制限す る、 トンガにおける土地に関連す る法が第5条(d)(v)が

規定す る義務を履行す ることがで きない場合 には」、 「その範囲において、 トンガ王国は、

トンガに条約を適用 しない権利 を留保するゴ74。'

*73イ ギ リスは、 自国が条約 を批准す る際にフィジー について同趣 旨の留保を付 していた

が、フィジーのこの留保 は、フ ィジーが条約 に加入す るにあたって、若干の修正 とともに

イ ギ リスが付 した留保を維持 した ものである。

*74ト ンガは、もともとは、フィジー と同趣 旨の留保を付 していたが、1977年 に、選挙及

び教育に関連す る留保 を撤回 し、先住者の土地に関す る部分のみを維持 した。
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5.第6条 に対す る留保

第6条 にもい くつかの留保 ・宣言が付 されている。 まず 、イ ギ リスは、 「賠償又 は救済

(repararionorsatisfaction)」 に関する第6条 の義務 が、 これ らの救済の形態の一又 は他 の

ものが利用可能であれ ば履行 されているもの と解釈 し、また、 「救済」 とい う文言 には差

別的行動 を終了 させるために効果的な、いかなる形態の救済措置 をも含む もの と解釈す る。

フィジー 、マル タ、ネパール及び ドンガ も同趣 旨の留保 ・宣言を付 してい る。

次 に、 フランスは、「裁判所 による救済措置の問題は、フランスに関す る限 り、通常の

法規則 に よって規律 され るもの と宣言す る」。

また、イ タ リアは、「個人の権利及び基本 的 自由を侵害す る人種差別行為に対す る効果

的な救済措置は、条約第6条 に従い、通常の裁判所が、それぞれの管轄権の枠組みのなか

で、すべ ての者 に保障す る。人種差別行為 の結果 として被 った賠償の請求は、 当該損害を

生 じさせ た悪意 のある又 は犯罪的な行為に責任 を有する者 に対 して提起 され なければな ら

ない」 とす る。

6.留 保 に対す る異議

留保 に関す る条約第20条 は、その2項 において、「この条約 の趣 旨及び 目的 と両立 しな

い留保」、及び 「この条約 によ り設置する機 関の活動を抑制す るよ うな効果 を有する留保

は、認 め られない」 と規定する。そ して、留保が 「両立 しないもの又 は抑制的なもの」か

どうかの判断を締約国の集 団的決定に委ね る特異な制度 を設 ける。すなわち、 「留保は、

締約 国の少 なくとも3分 の2が 異議 を申し立てる場合 には、両立 しない もの又は抑制的な

もの とみ な され る」 とす るのである。

最後 に、実体規定に対す る付 され た留保 に対する異議の 申立ての状況 に触れ ておこ う。

現在 まで、実体規定に付 された留保 に対 して、他 の締約国が異議 を申し立てた もの として

は、イエ メンとサ ウジアラビアの留保の例がある。

(1)イ エメ ン ・アラブ共和国の留保 に対する異議

イエメン ・アラブ共和国は、1989年 に条約に加入す る際、「第5条(c)並 びに第5条(d)

(iv)、(vi)及 び(vii)に 関す る留保」 を付 した・75。第5条(c)は 、「政治的権利 、特 に普通か

っ平等 の選挙権 に基づ く選挙に投票及び立候補によって参加 し、国政及びすべての段階に

お ける政治 に参与 し並び に公務 に平等に携わる権利」、第5条(d)(iv)は 「婚姻及び配偶者

の選択 についての権利」、第5条(d)(vii)は 「思想、良心及び宗教の 自由についての権利 」

*75な お、周知 のよ うに、イエメン ・アラブ共和国 とイエ メン人民民主共和国は1990年

に統合 し、その際、イエメン人民民主共和国が条約加入に際 して付 した留保 ・宣言のみを

維持 したた め、イエメン ・アラブ共和国の この留保 は、現在 のイエ メンの留保 のなかには

み られ ない。
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を規定 している。第5条 は、その享有において人種差別 を受 けない権利 ・自由を例示的に

列挙す るものであるか ら、 この留保 は、 これ らの権利 ・自由について人種差別 を行 う余地

を残す結果になる`76。

この留保 に対 しては、オース トラリア、ベル ギー、カナダ、チ ェコス ロヴァキア、デ ン

マー ク、フィンラン ド、フランス、 ドイ ツ、イタ リア、 メキシコ、オランダ、ニュージー

ラン ド、 ノル ウェー、ス ウェーデン及びイギ リスの15か 国が異議 を申し立ててい る。い

ずれ も、それが条約 の趣 旨 ・目的 と両立 しないために、許容 され ない留保であるとする趣

旨の異議 であるが、カナダ及び フィンラン ドが、その異議のなかで、人種差別禁止原則が

慣習国際法であることを指摘 していることが注 目される。

カナダは、 「これ らの留保 の効果は、第5条 が列挙する一定の権利 に関 して人種差別 を

認 めるとい うことにな ろう」 とし、「条約 の 目標 は、その前文に述べ られている とお り、

あ らゆる形態及び表現の人種差別を撤廃す るこ とにあるから、カナダ政府 は、この留保が、

条約 の趣 旨及び 目的 と両立 しない と考 える」。 さらに、「カナ ダ政府 は、非差別原則が国

際法において一般 に受諾 され、承認 されたもので あ り、従 って、すべての国家を拘 束する

と信ずる」 とす る。

また、フィンラン ドは、この留保が条約 における基本的な重要性 をもっ事項 にかかわ り、

留保 が付 された権利 ・自由の付与における人種差別を禁止す る規定は、条約に とって中核

的な重要性 をもつ とした上で、これ らの権利 ・自由に関する人種差別は、世界人権 宣言並

びに国家実行及び 国際組織の実行に反映 されているよ うな、人権法の基本原則に反 し、留

保 を付す ことによって も、国家 は、普遍 的な拘束力 をもつ人権基準を回避す ることはでぎ

ない、 としている申77。

*76第5条 が保障す る権利 については大別 して2つ の見解がある。第1に 、締約国は第5

条が定める権利 を国 内法上保 障する義務があ り、いずれかゐ権利を保障 していない場合に

は、その事実によって直 ちに条約違反の問題が生ず るとする。 これによれ ば、条約 は、一

定の人権 を保障す る義務 を課 した上で、 さらにその享有 にお ける人種差別 を禁止す る文書

とい うことになる。

これ に対 して、第2に 、締約 国は、条約第5条 が列挙する権利 を国内法上認める義務を

負 わず、条約が締約 国に課す唯一の義務は、諸権利 の享有において法の前に平等を確保す

る義務であるとす る。 これ によれ ば、第5条 は、一定の人権 を保障する義務 を課す もので

はなく、ある特定の国家において第5条 が定める権利が認 められている揚合 において、そ

れ らの権利 の享有にお ける人種差別の禁止 を目的 とす るものである。

後者 の立場が文言に適合 的で あ り、通説的見解 といってよい。また、これ が委員会の解

釈でもある。GeneralRecommendationXX,para.1を 参照。なお、第5条 の性質な どの問題

については、特 に、K.J.Partsch,EliminationofRacialDisc血 血ationintheEnjoymentofCivil

andPoliticalRights,TexasInternationalLawJournal,Vo1.14,1979を 参照。

*77委 員会 も、非差別原則 が慣 習国際法であるとす る。GeneralRecommendationXXIV.,para.3

を参照。
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(2)サ ウジアラ ビアの留保 に対する異議

サ ウジアラビアの留保 は、先 にみた ように、イスラム神法に抵触す る条約規定を実施 し

ない旨の ものである。 この留保 には、オース トリア、フィンラン ド、 ドイ ツ、オ ランダ、

ノル ウェー、スペイン及びスウェーデンの7か 国が異議 を申 し立てた。異議の理 由は、概

ね同 じであ り、サ ウジア ラビアの留保が包括的 ・一般的であ り、その留保の範 囲を正確 に

特定 していないた めに、条約の趣 旨 ・目的に合致 しない とい うことである。

例 えば、フィンラン ドは、 「この一般的留保は、サ ウジア ラビアによる条約の趣 旨及び

目的 に対す る誓約 に疑いを生 じさせ る」ものであること、 「サ ウジアラビアが行 った よう

な種類の一般的留保は、留保が適用 され る規定及び条約か らの逸脱の範囲を明確に特定 し

てお らず、国際条約法の基礎 を害す ることになる」な どとしている。

同様の ことは、憲法の規定 を限度 として人種差別撤廃条約が定める義務 を受諾す る旨の

包括的留保 ・宣言 にもあてはまるが、 これについては異議 が申し立て られた ことはない。
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第3章

私人間の人種差別の規制義務
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条約 第2条1項(d)の 公 定訳 及 び英 語正 文 は次 の通 りで あ る。

各締 約 国 は、す べ て の適 当な方 法(状 況 に よ り必 要 と され る とき は、 立法 を含 む。)に

よ り、い か な る個 人、集 団又 は 団体 に よる人種 差別 も禁 止 し、終 了 させ る(EachStateParty

shallprohibitandbringtoanend,byallappropriatemeans,includinglegislationasrequiredby

circumstances,racialdiscriminationbyanypersons,groupororganization)o

一 般 に
、 人権 保護 を 目的 とす る条 約 は 、国 家 に よる人権 侵 害行 為 を禁止 す るこ とを主 た

る 目的 とす る。 しか し、 この規 定 か ら明 らか な よ うに、 人種 差別 撤廃条 約 は 明文規 定 を も

っ て私 人 間 の人種 差 別 の禁 止及 び 終 了 のた め の措 置 を とる べ き義務 を締 約 国 に課 してい

る。 これ は 、人 種差別 撤 廃条 約 の特 徴 の1つ で あ る。

そ の背 景 には 、先 に述 べ た よ うな、 人種差 別 の性 質 、 つ ま り、 法令 上 の差別 が撤 廃 され

た 後 も、な お、 社会 に根 強 く残存 す る偏 見 に基 づ いて私 人間 にお い て差 別 が存 続す る とい

う点 に着 目した規 定 で あ る と考 え る こ とが で き る。 換言 す れ ば、 この よ うな差別 の根 絶 な

く して、条 約 の 目標 とす る人種差 別 の ない社 会 を築 くこ とは で きない とい う判 断 に よる も

ので あ る。 そ して、 実 際 に、第2条1項(d)は 、 「条 約 の す べ ての 実体 規 定 の 中で最 も重

要 で あ り、 かっ 最 も広 範 な」 規 定 で あ りη8、「人 種 主義 的慣 行 との戦 い にお い て 決定 的 た

り得 る」・79と評 価 され て い るの で ある。

しか し、 この規 定 には 明 らか に され るべ きい くつ か の解 釈 問題 が あ る。 そ の解釈 に よっ

て は 、 この規 定 は ほ とん ど効果 のな い規 定 ともな り得 る。 ここで は、 この よ うな解 釈 問題

の うち次 の3っ の問題 を 取 り扱 う。第1は 、 この規定 にい う 「禁 止 し、終 了 させ る」義 務

の 内容 、第2に 、 立法 措 置 の要 否 の基 準 、 第3に 、 「禁 止 し、終 了 させ る」 義務 の例外 で

あ る 「公 的 生活 の分野」(第1条1項)の 意 味で あ る。

第1節 「禁 止 し、 終 了 させ る 」 義 務 の 意 義

(1)私 的 人種 差別 を 「禁止 し、終 了 させ る」 義務(以 下、 前者 を 「禁止義 務」、後 者 を 「終

了義 務」 とい う場合 が あ る)の 意 味 を検 討 す るた め に、 まず 、現在 の よ うな規 定 にな った

人権 委員会 にお ける議 論 をみて お こ う。

人 権委員 会 に提 出 され た小 委員 会案 第2条1項(c)は 次 の よ うに規 定 して いた 。

「各締約 国は 、 いかな る個 人 、集 団又 は 団体 に よる人 種差 別 も禁止 し、す べ て の必要 な

措置(適 当 な とき には、立 法 を含 む。)を とる こ とを約 束す る(EachStatePartyshallprohibit

raoialdisc血iinationbyanyperson,groupororganization,andundertakestoadoptallnecessary

measures,includinglegislation,ifappropriate)Jo

*78E .Schwelb,op.,cit.,p.1017.

*79N .Lerner,op.,cit.,p.38.
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同案 に対 して、イ ギ リスは、次の よ うな修正案(EICN.4!L.689)を 提 出した。 「各締約

国は、いかなる個人、集団又は団体 による人種差別 も終了させ るため、すべての必要な措

置(適 当な ときには、立法を含む。)を とることを約束する」。

小委員会案は私的人種差別 を禁止 し、そのために立法を含む必要 な措置 をとる義務 を課

していた。 これ に対 して、 このイギ リス修正案は、小委員会案にある人種差別 を 「禁止す

る」義務 を当事 国に課す ものではなく、単に人種差別 を終わ らせ る措置 をとることを求め

るに とどまる。

イギ リスがこのような提案を行 った実質的な理 由は、次の4っ にま とめることができる。

①小委員会案第2条1項 の柱書は、人種差別 を非難 し、遅滞な く人種差別 を撤廃す る政策

を追求す ることを約束す る としているが、これは、(c)が 設定す る 目標 に到 達す るために

は必然的に時間がかかる行動を とることが必要で あることを認 めるものである。 しか し、

「禁止す る(shallprohibit)」 とい う文言 は即時的な約束を含意 してお り、(c)を 柱書に一

致 させ る必要がある。②小委員会案のその他の部分では、即時的行為 を要求 していない よ

うに思われ る。すべての国家が即時に人種差別 を禁止することができるか どうかは疑わ し

い。③立法以外の方法(例 えば、教育的措置)も 必要であ り、(c)が 含意す る絶対的な禁

止の約束が必ず しも人種差別 問題 を解決す るものではない。④ コモ ンロー体制 をもっ国家

では、人種差別 は、それ を犯罪 とす ることではな く、人権及び基本的 自由の享有において、

差別な くすべての者 に対 して法律に基づ く保護を付与す ることによって処理 されている。

より多 くの国家が受 け入れ られ るよ うな より一般的な文言を用い るこ とが賢明である勤。

人権委員会においては、イギ リス修正案 に対 して次のような異論が表明 されてい る。①

時間を要す るのは禁止す ることではな く、とられた措置 を適用す ることである。従って、

人種差別の撤廃には時間を要す るか ら、禁止義務 を規定することはできない とい う考え方

には反対す る。②締約 国が人種差別の禁止を行わず、期間を定めることな く人種差別 を終

了 させ ることを約束することを提案するのであれ ば、条約 の 目的は達成 されない。抜 け穴

を提供す ることにな る曖昧な条文 を避 けることが必要である。人種差別 の禁止 の約束 を弱

めることは、条約の基礎及び 目的そのものを害す ることになる`81。

イギ リス修正案は、後に、オランダの口頭提案 を受 けて、禁止 に言及す る規定に改訂 さ

れた。 次のよ うな規定である。 「各締約国は、いかなる個人、集 団又は団体 による人種差

別 も禁止 し、終了させ るた め、すべての必要な措置(適 当な ときには、立法 を含む。)を

とることを約束す る」。 しか し、 このよ うな改定案 に対 して も、同改訂修正案 にい う禁止

は不十分であるとの異議 が表明 されてい る*82。

結局、 トル コが提案 した 「各締約国は、すべての適当な方法(必 要な ときは、立法を含

む。)に よ り、いかな る個人、集団又 は団体 による人種差別 も禁止 し、終了 させる」 とい

う規定が一般に支持 され、 これが採択 された。そのため、イギ リスは 自国修正案を撤回 し

*80E/CN .4/SR787,p.10andE/CN.4/SR.788,pp.4-5.

*81E/3873
,para.121.

*82乃 ノ4
,para.122.
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てい る*83。人権委員会案 を審議 した第3委 員会での議論は、後 にみるように、立法制定義

務をめぐるものであ り、義務 の内容 に関す るものでは必ず しもない。そのため、このよう

な経緯を受 けて現在の規定が採用 されることになった といえよう。

(2)以 上の経緯か ら、次のことがい えるであろう。第1に 、第2条1項(d)は 、小委員会案

に由来す る禁止義務 と、イギ リス修正案 に由来す る終了義務 の2つ の義務を課 しているこ

とで ある。第2に 、 この2つ の義務の うち、終了義務 は、イギ リスの提案理 由か らみて、

立法以外の方法、例えば、教育的措置 な ど、人種差別 の終了に向けた必要な措置を とる義

務 をその内容 とす るものであることである。第3に 、これに対 して、禁止義務は即時に と

られ るべき義務で あり、これが第2条1項(d)の 中心的義務 とみなされていた ことである。

条約起草過程 は、解釈の補助 手段にす ぎないか ら、 これ をもって直ちに第2条1項(d)

の解釈 とす ることはで きない。そ こで、 この第1か ら第3点 までが、条約解釈 として正当

か どうかを さらに検討 してお こう。

第1点 にっいて、第2条1項(d)が 禁止義務 と終了義務 の2つ を課 していることは、条

文か ら無理 なく導き出す ことので きる解釈でもあるか ら、条約起草過程はこれ を確認す る

ものである といえる。また、私的人種差別の禁止 は、人種差別 のない社会 を構築す る上で

重要 な措置であるか ら、条約 の趣 旨 ・目的に照 らして当然 に要請 され ることであると考え

るこ とがで きる。従 って、第1点 は条約解釈 として正当である と考えることができる。

第2点 について、終了義務がいかなる内容 をもつ義務 であるかは、条文上必ず しも明確

ではない。ただ、終了義務 が、字義通 り、人種差別の存在をなくす義務である とす るな ら

ば、そのよ うな義務を遵守す ることは、おそらく不可能である。条約のその他 の実体規定

が定める様 々な法的 ・政策 的措置 をとった として も、人種差別 が発生す る可能性は否定で

きないか らである。従 って、私的人種差別 の発生それ 自体 によって終了義務の違反 とみ る

ことはできない。

そ うだ とすると、ここにい う終了義務 は、人種差別の撤廃に向けた必要なあ らゆる措置

をとる義務 といった、 よ り一般的な義務 であると解釈 されなけれ ばならない。 この点で、

条約起草過程でみ られたイ ギ リスの発言は、このよ うな解釈 を確認す るもの と考えられ る。

従って、終了義務 の内容は、教育 ・啓発 などの措置を含む、可能なあらゆる措置 をとるこ

とによって人種差別の撤廃に努 めるべきことにあると考 えることができる。

最後に第3点 にっいてみてお こ う。まず、禁止義務 の内容が問題 となる。条約起草過程

にお けるイギ リスの発言は、同国が、ここにい う禁止が、人種差別の実行者を処罰す るこ

とを内容 とするものと理解 していた ことを示唆す る。禁止 とは、何 らかの制裁 を背景 とし

て、禁止の対象 となる行為 を抑止す ることであるか ら、処罰はあ り得 る抑止の手段 ではあ

る。 しがし、条約は、ある行為 の実行者を処罰す ることによって当該行為の発生を抑制 し

よ うとす る場合 には、それ を明記 している。第4条(a)及 び(b)が それであ り、そこでは一

定の行為が 「法律で処罰すべき犯罪であることを宣言す ること」及び 「法律で処罰すべ き

犯罪 であることを認 めること」 を求めている。第2条 ユ項(d)に はそのよ うな規定はみ ら

れないか ら、第4条(a)及 び(b)の 規定 との対比か らみて、 こにい う禁止 は、人種差別行為

*83乃 ゴd
,para.123.
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を行った者 を処罰す るこ とまでをも求め るものではない。

、しか し、他方で、条約 は、その第6条 において、人種差別 の結果 として被 った損害に対

す る 「公正かつ適正な賠償又は救済」を裁判所な どに求 める権利 を保障す る。 このことか

ら、少な くとも損害賠償や謝罪広告な どの命令を伴い得 る民事上の制裁が確保 され ること

が必要であ り、かっ、それが確保 される場合 には、条約 にい う禁止義務 は満た され ると考

え られ る。もとよ り、これ を確保する ことを保障 し得 る立法措置又は行政措置、すなわち、

人種差別禁止法 といった法令を制定 し、これが適切 に実施 され ることによって条約第2条

1項(d)の 要請が満たされ ることはい うまでもない。

次に、このよ うなことを内容 とす る禁止義務は、これ を即時に実施す ることが可能であ

る。 また、条文の構造か らみて も、第2条1項(d)に い う禁止義務 は、即時に実施 され る

べき義務で ある と考えることができる。第2条 柱書は、締約 国に人種差別 を撤廃す る政策

を 「遅滞 なく」追求す るこ とを約束 し、1項(d)は 特にそのためにとられ るべ き措置を課

す ものである。 そして、1項(d)が 定める義務 の実現手段、特 に立法措置の要否 にっいて

は締約国に裁量の余地を認 める規定の仕方になっているものの、義務 そのものの規定の仕

方 は、 ユ項(a)～(c)ま での もの と異なる ところはない。仮 に、1項(d)が 即時に実施すべ

き義務 を課すものではない とい うのであれば、1項 の(a)～(c)も そ うでなけれ ばな らない

が、この点は疑われ てはいない。従 って、第2条1項(d)に い う禁止義務 は、条約 の批准

・加入の時点で実現 され てい るべ き即時的な義務 を課す もの と解釈 され るべきであ る。

また、そ うだ とす るな らば、努力義務的な性格 をもつ終了義務 よ りも、即時的実施 を求

める禁止義務の方が、第2条1項(d)に 基づく義務の中核 である と考えることがで きよう。

従 って、条約起草過程か ら指摘 し得 る第3点 は、基本的には、条約解釈 として正当である

と評価す ることができる。

第2節 立 法措 置 の要 否 の 基 準

1.立 法措置の要否に関す る解釈の諸類型

第2条1項(d)が 定める禁止義務 の内容 は前記 の通 りである。 しか し、禁止の手段 とし

て、いかなる場合に立法措置を とるべきであるかについては争いがある。第2条1項(d)

は、 「状況 によ り必要 とされ るときは、立法」措置 をとるこ とを求めている。 問題は、 「状

況によ り必要 とされるとき」 とは、いかなる揚合であるかとい うことである・ これ につい

ては、次の3つ の見解が ある。

第1は 、締約国に立法措置 の採否 に関す る広範な裁量を認める見解である。例えば、阿

部 康 次氏は、 「すべての適 当な方法(状 況 によ り必 要 とされ るときは、立法 も含 む)に

ょり」 とい う文言を根拠 として、第2条1項(d)が 締約国に求 めるこ とは、 「『状況 により

必要 とされ』、かつ、それ が適 当な方法であると締約国が判 断す る揚合 に立法措置 を講ず

ること」であるとい う。そ して、「私人間の活動 に対す る措置 であっても私権の不 当な制
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限に当たると判断 される揚合は、本条にい う 『適 当な方法』 に該 当 しない と考 えられるこ

とか ら、本条は、その ような不当な制限に当た らない範 囲において措置 を講ず るこ とを締

約 国に義務 づけるもの と」解釈する悩。また 、阿部氏は、第2条1項(d)が 私人問の人種

差別 を 「禁止 し、終了 させ る」 と規定す る趣 旨について次のよ うにい う。すなわち、①立

法が状況 により必要 とされ 、かつ、適 当な方法 と締約国が判断す る場合 には、立法措置 に

よる 「禁止 」をもって 「終了させ る」ことを、② そ うでない場合には、立法措置以外のそ

の他 の適 当な措置をもって人種差別を 「終了 させ る」 ことを求 あることにある熔5。

第2は 、立法措置が必要 な場合について何 らかの基準を設 ける見解で ある。例 えば、E.

Schwelbは 、 「ある国家に人種差別が存在 しないか、又 はその国家の法律がす でに人種差

別を禁止 している場合 には、立法、又は少な くとも新たな立法 は必要ではない」 と述べて

い る'86。E.Schwelbは 、立法措置が必要 とされない場合を述べてお り、立法措置が必要 と

される場合 にっ いては直接には述べてはいない。ただ、ESchwelbは 、条約の実体規定の

なかでも、第2条1項(d)を 特に重要視 してい る*87か ら、国内に人種差別が存在 し、それ

を禁止する立法が存在 しない揚合 には、立法措置 をとる義務があると考 えているよ うに思

われ る。そ うだ とす ると、 この見解は1国 内にお ける人種差別 の存否 とい う客観的状況が

立法措置を とるか否かの(少 なくとも1っ の)判 断基準 となるこ とを示唆す るもの と考 え

ることができよ う。

第3は 、原則 として常 に立法措置が必要 で ある とす る見解 で ある。委員会 において

Sayegh委 員は概ね次のよ うにい う。すなわち、第2条1項(d)は 、禁止義務 と終了義務の

2つ の義務 を課 してい る。人種差別の禁止義務は、その予防的性格 において終了義務 とは

異なる。人種差別 を禁止す るためには、政府 は立法を制定 しなければな らない覧

2.評 価

これ らの見解 の うち第1の ものには問題が ある。た しかに、第2条1項(d)に み られ る

「状況によ り必要 とされ るとき」 とい う文言 は、一般的には締約 国に対 して手毀の選択 に

関する広範 な裁量 を認 める場合に用いられ るものである。条約起草過程 において も、立法

措置の要否 は1っ の争点であった。

総会第3委 員会 において、ポー ラン ドは、 「すべての適 当な方法(必 要なときは、立法

*84阿 部 康次 「あらゆる形態の人種差別の撤廃 に関す る国際条約J、 『ジュ リス ト』1086

号(1996年)、76頁 。阿部氏は、この論文の執筆時点において外務省条約局国際協定課課

長補佐で ある。

*85阿 部 「同上論文」75頁 。

*86E .Schwelb,op.cit.;p.1018.

*87既 に本文 で紹介 した ように、E.Schwelbは 、第2条1項(d)を 「条約 のすべての実体

規定の 中で最 も重要なもので あり、かつ最 も適用範 囲の広い」規定である として高 く評価

している。E,Schwelb,op.cit.,p.1017.

*88CERD/C/SR387
,p.10.
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を含む.)」 と規定 していた人権委員会劉 ・対 して異論を唱 えた・ 「人駐 別 を終了 させ る

た めに立法が腰 であるか否かに関す る決定が、締約国 にのみ委ね られるとす る鰍 に道

を開 くものである」'89とい うのである。そのた め洞 国1ま・人綴 員会案 の 「必要 なとき

は」 を 「立法が存在 しない ときは」1・代 えるとす る修正案(A/C.3/L.121・)を 提 出 した・

しか し、この修正案 には反対意見が表 明されている。例 えば、立法の制定が必要 か否か

についての国家 の裁 量を認 めるべ きであるとす るもの・9°、すでに一般的な法律のなかで人

種 差別の問題が処理 され てお り、新たな立法の制定は必要ではない とす るものり1などであ

る。結局、人権委員会案 を現在の条文 に代 える趣 旨のガーナ ロ頭修正案 が採択 され、ポー

ラン ド修正案 は投 票に付 され るこ とはなかった。

この よ うな経緯か らみても、「状況 によ り必要 とされるとき」 とい う文言 によって国家

に一定の判断の余地が認 められてい るこ とは明らかである。 しか し、第1の 見解 は、次の

2つ の点で問題 がある。第1に 、 この見解 によれば、立法措置が 「状況 によ り必要 とされ

る」か否か、そ して、それが 「適 当な方法」であるか否かとい う2段 階にわた る締約国の

判断の余地を認 めるこ とになる。条文上、立法の採否の判断基準は 「状況によ り必要 とさ

れ る」か否かにあ り、条約 は、立法が 「状況 により必要 とされ る」場合には、それ が 「適

当な方法」である と判断 しているもの と考 えられ る。従 って、締約 国に認め られ る裁量 は

「状況によ り必要 とされ る」か否 かの判断に限られ るものと考えるべきであろ う。

第2に 、この見解 によれ ば、立法が不要であると締約国が判断す る場合には、締約 国は、

立法措置以外 のその他の適 当な措置 をもって人種差別を 「終了 させ る」義務のみを負 う。

しか し、第2条1項(d)の 条文上、そこで規定 されてい る義務 は禁止義務及 び終了義務 で

あ り、立法その他の措置はそのた めの手段である。禁止の手段 としての立法措置を用い る

か どうかにっいては締約国の判断の余地が認 められ るとして も、その手段によって禁止義

務 の存否が左右 され るとい う規定方式にはなっていない。

また、禁止の手段には立法以外にも方法があるから、立法措置 と禁止義務 を連動 させ る

必要はない。先 にみた よ うに、第2条1項(d)に い う禁止 は、少な くとも損害賠償 な どの

民事上の制裁 が確保 されていることで足 りるか ら、裁判所がこの義務 を実現す るこ とも可

能で ある。 さらに、1項(d)の 眼 目が禁止義務 にあった ことは先 にみた通 りで あ り、この

義務の存否それ 自体を締約国の判断に委ねることは、この条文の効果をほとん ど失 わせ る

に等 しい結果になる。以上のことから、 この見解 はとることができない。

次に、第3の 見解 につ いては、禁止義務の履行が立法措置によってな され ることが多い

こ と、また、禁止 され る行為をあ らか じめ明示 してお くことが望ま しいことを考 えれば、

締約国は原則 として立法措置をとる義務 があるとす るこの見解 にも理由がある。

しか し、 この見解 には次のような問題 がある。第1に 、条文は明 らかに立法 の採否 に関

して締約 国の判断の余地を認めているか ら、常に立法措置を とることを締約 国に求 めるこ

とには賛成 できない。

*89A/C .3/SR.1306,para.18.

*90例 えば、アイル ラン ド代表の発言 を参照。AIC.3/SR1305,para.20.

*91例 えば、オース トラリア代表の発言 を参照。A/C.3/SR1306,para.8.
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第2に 、条約起草過程か らみて、人種差別が存在 しない国家の場合 には立法措置 をとる

ことを要 しない とみる相 当の根拠がある。総会第3委 員会 に提 出された前記ポーラン ド修

正案 に対 して、 レバノン代表は、同修正案が、人種差別 が実行 されていない ような国家 に

おいて も特別の立法を制定す る義務 を課す趣 旨で あるか どうかを質 している`920ポ ーラン

ドは、これに回答 して、 自国修正案 の 目的が、人種差別 が存在 している国において法律 に

よ りそれが禁止 され ることを確保す る趣 旨であると説明 している'93。ポーラン ド修正案 は、

立法の採用 に関 してもっとも厳格な立場を とるものであ り、その修正案 でさえ、国内にお

い て人種差別 が存在す ることが立法措置 を とる前提 とみ な していたのである。 従って 、

Sayegh委 員がい う予防論は、第2条1項(d)の 文脈では、 これを とるこ とができない。

第3に 、国家によっては、人種差別の禁止を行政命令 によって行 うことがで きる法制度

をもつもの もあ り得 よう。 また、いずれにせ よ、禁止義務は裁判所 による損害賠償命令な

どによって確保 され るものであるか ら、立法以外の方法 によって禁止義務を履行す るこ と

は可能である。以 上のことか ら、この見解に も疑問がある。

これ に対 して、第2の 見解が示唆す るように、人種差別が存在す るとい う客観的状況 を

中心的な基準 として立法措置の要否 を判 断す ることには合理性があるように思われる。 す

なわち、私的人種差別が散発的に孤立 して発生 している状況の下では、あえて立法措置 を

とることな く、啓発や裁判所による個別処理 に委ねるこ とで足 りる場合 もあるだろう。

しかし、私的人種差別が、毎年 、相当の規模を もって 当該国の各地で発生 している場 合

には、これ を立法 によって規制す ることが 「必要」であ り、かつ、その措置を とることが

「適 当」であると考えるべ きである。継続的に私 的人種差別が発生 していることは、啓発

措置が必ず しも有効に機能 していない ことを意味す るか らである。また、相当の規模を も

って発生 していることは、裁判所による救済を受 けるこ とがない、いわゆる 「泣 き寝入 り」

の事例 も多数 にのぼることが考え られること、私的人種差別の禁止が周知 されていない こ

とな どを意味す るか らでもある。

従 って、そのよ うな場合には、すでに必要 な立法措置がある場合を除いて、既存の法律

の改正や新たな法律の制定が必要である と考 えるべきもの と思 われる。

第3節 禁 止 の範 囲

第2条1項(d)の 禁止が及ぶ社会 関係の範 囲については、条約第1条 ユ項 との関係が問

題 となる。人種差別の定義 を定める第1条1項 は、「公的生活の分野(publiclife)」 にお

ける人種差別 を条約の適用対象 としているか らである。

この点について、まず、アメ リカの留保か らみておこ う。先に示 した ように、アメ リカ

は、条約を批准す るにあたって次のよ うな留保を付 した。

*92A/C .3/SR1307,para.32.

*93乃 ノ6武
,para.33.
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「合衆 国 の憲 法 及 び法 令 は、差 別 に対 す る広 範 な保護 を規 定 してお り、そ の範 囲 は、非

政府 的 な活 動 の相 当の分 野 に まで及 ん で い る。 しか しなが ら、個 人の プ ライ ヴ ァシー 及び

私 的 な行 動 へ の政 府 の干 渉 か らの 自由 もまた 、我 々 の 自由で民主 的 な社 会 を形 造 ってい る

基本 的価 値 の1つ として認 め られ てい る。 合衆 国は、条 約 が、 そ の第1条 にお いて 『公 的

生活 』 分野 に言 及 す る こ とに よっ て、条 約 が保 護 す る権 利 を確 認 して お り、 この こ とは 、

公 的行 動 の分 野 と私 的行 動 の分 野 との 間 の 同 じよ うな区別 を反 映す る もので ある、 と了解

す る。 す な わち 、前者 は、 通 常、政 府 に よる規 制 に服す るの に対 して 、 後者 は そ うで はな

いの であ る。 しか しな が ら、条約 が、 私 的行 動へ の よ り広 い規制 を求 め る場 合 には 、そ の

範 囲 にお いて 、合衆 国は 、合 衆 国 の憲 法及 び法 令 が要 求す る場合 を除 き、条約 第2条1項 、

第2条1項(c)及 び(d)、 第3条 並び に第5条 に基 づ く立 法 を制 定 し又 はそ の他 の措 置 を と

る条約 上 の いか な る義務 を も受 諾 しない 」。

ここで 問題 とな る のは 、 この留保 を付 した理 由 のなか で示 され て い る 「公 的 生活 」 とい

う文 言 に関す るア メ リカ の説 明で ある。 ア メ リカ は、条約 第1条1項 にみ られ る 「公 的 生

活 」 とい う文 言 に よって 、条約 の禁止 の範 囲 を 「い く らか の範 囲 の政 府 の関与 を伴 う行為

及 び行動 、又 は 『州 の行為 』 に限定 して い る」 よ うに思 われ る と してい る。 この よ うな解

釈 に は疑 問 が あ る。

私人 の 差別 行 為 に対 す る政府 の 関与 の程 度如 何 は 、第2条1項(c)の 適 用 に あた って 生

ず る問題 で は あ る。 しか し、 ア メ リカが 、第2条1項(d)の 文脈 に お い て 、 「公 的 生 活 」

とい う文 言 を政 府 の 関与 を含 む行 為 で あ る と解釈 してい るので あれ ば、それ は誤 りで ある。

「公 的生活 の分 野 」 とい う文 言 に よ って 、差別 行為 の直接 的 な又 は 間接 的 な主体 が公 の当

局 ・機 関に 限 定 され る こ とにな る わ けで は な い。 この こ とは第2条1項(d)が 私 人 間 の差

別 の規制 義務 を課 して こ とか ら明 らかで ある。 また 、 「公 的生 活(publiclife)」 とい う文

言 が 「政府 の行 為(governmentalacrion)」 と同義 で はない こ とは学説 に よって も認 め られ

て い る'94。っ ま り、 「公 的 生 活 の分 野 」 とい う文 言 は 、差別 行 為 の 主 体 が公 の 当局 又 は機

関 であ るこ とを求 め る趣 旨で はな いの で あ る'95。 一

そ れ で は、 この文 言 は い かな る意 味 を もつ のか。 あ る学説 は、 「公 的生 活 の分野 」 にい

う 「公 的(public)」 とは、プ ライ ヴァ シー の権利 とい った場 合 に用 い られ る 「私 的(private)」

に対 立す る意 味 を もつ とい*96。 ま た 、他 の学 説 は 、 「公 的生 活 の分 野」 とは 「公 衆 生活

ま た は社 会 生活 」 で あ る とす る・97。抽 象 的 に は、 た しか に この よ うにい え よ う。 た だ、 そ

うだ として も、 「公 的生 活 」 と 「私 的生 活 」 の区別 の基 準や 、 「公 衆 生活 また は社会 生活」

*94N .L.NathansonandE.Schwelb,TheUnitedStatesandtheUnitedNationsTreatyonRacial

1)ノ50吻伽 ガo刀,WestPublishingCo.,1975,p.6.

*95条 約 起 草過 程 か ら、これ を論証 しよ うとす る もの として 、J.B.Elkind,Discrimination:A

GuidefortheFactFinder,UniversityofPittsburghLawReview,Vol.32,1971,pp.311-319が ある。

*96N .L.NathansonandE.Schwelb,op.,cit.,p.6.

*97金 束勲 『解 説 人種 差別 撤廃 条約 』(解 放 出版社 、1990年)27頁 。
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の具体 的 内容 は なお 不明確 で ある。

条 約 起草 過程 か ら 「公 的生活 の分野 」 とい う文 言 の意 味や 、 これ が条約 に挿入 され た趣

旨を明 らか にす る こ とは で きない。この点 に関す るま とま った議 論 は なか った か らで あ る。

また 、委 員会 にお いて も十 分 な議 論 は ない*98。

た だ 、締約 国が この文 言 を援用 す る こ ともある。例 え ば、オ ー ス トラ リア がそ うで あ る。

同 国 の 南オ ー 坏 トラ リア州 の 「1976年 人種差 別 法 」 は 、雇 用 にお け る差別 の禁 止 の例外

と して 、私 的 な家庭 内で の雇 用 や 、従 業員数 が3名 を超 えな い事 業所 での雇用 を あげて い

た。 この点 にっ い て、 オー ス トラ リアは、私 的 な環境 で の 労働 は 、労働者 相互 間の友好 的

で 調和 の とれ た関係 が な けれ ば 困難 で あ る と して 、家 内事 業 又 はそれ に準 ず る よ うな揚 合

には 、雇用 者 は 労働者 を選択 的 に雇 用 す るこ とが で き る よ うにす るべ きで あ る とい う
。 そ

して、 この よ うな例外 は 「そ の他 の公 的 生活 の分 野 」 とい う文 言 か らみて条約 の認 め る と

ころで あ る こ とを示 唆す る申99。

また 、同 じ く、 オー ス トラ リア の 「1975年 人種差別 法」 第12条 は 、入 居 に 関 して 、土

地 や住 居 な どの分 野 に 関す る もので あ り、人種 な どを理 由 と して不動 産上 の権益(estateor

interestinland)や 住居 用又 は事 業用 の家屋 ・施 設(residentialorbusuiessaccommodation)

の利 用や 処 分 を拒否 す る こ とが不 法行 為 とす る。 しか し、 自己又 はそ の近 親者 な どが そ の

全 部 又 は一部 を共有 す る住 宅又 は アパ ー トの一室 な どに関 して行 われ る行 為 は不 法行為 と

は され ない(同 条3項)。 この よ うな例外 もまた 、 「公 的 生活 の 分野 」 とい う文言 か らす

る例外 とみ なす こ ともで き よ う。

さ らに、学 説 で は、T.Meronが 、 条約 がい う 「私 的生 活」 と 「公 的生活 」 の区別 の基

準 は、結 社 の 自由にっ い て検 討 す る こ とに よって、 これ を発展 させ る余地 が あ る とす る。

そ して 、 ア メ リカ の一 判例 が 、 合衆 国 憲法 の解釈 との 関連 で 、 「私 的」領 域 と 「公 的J領

域 の 区別 の基 準 と して 、 「あ る 関係又 は結社 の相対 的 な小 規模 性 、行 使 され る選 択 の度 合

い 、及 び他 者 か らの隔離 の度合 い(relativesmallnessofarelationshiporanassociation
,the

degreeofselecrivityexercised,andthedegreeofseclusion1・110thers)」 をあげ てい る こ とが

示 唆 的 であ り、条約 解 釈 にお い て も この よ うな基 準 に よって行 うべ きで ある とす る
。Meron

に よれ ば、 「一 定 の私 的及 び個 人的 、 同士結 合的 関係(privateandinterpersonal
,associational

relations)は 、条約 の適用 範 囲 か ら遮 断 され てい るが 、他 方 、大規 模 な私 的企業 の 活動や 、

基 本 的 に選 択 の余 地 のな い活動 は 、一般 に利 用 可能 な物及 びサー ビス とみな され よ う」 と

して 、 この よ うな物 やサ ー ビス の提 供 にお け る人種 差別 は禁止 され な けれ ばな らない とす

る・1°°。

*98「 公 的 生活 の分 野」 の意 味 につ い ては
、委 員会 第42会 期(1993年)に お いてr一 般

的 勧 告 ゴ を 作 成 す る試 み が な され た が 、 各 委 員 の意 見 の 収 斂 は み られ な い
。 特 に、

CERD/C/SR.969,paras.19-44を 参 照。

*99CERD/C/63/Add .3,paras.20-23.オ ー ス トラ リアの連 邦法 で あ る 「1975年 人 種差別 法」

も、 自己又 は その近 親者 な どが 占有 す る住居 又 はアパ ー トにお け る雇 用又 は雇用 の 申込 に

関 して行 われ る行 為 は不 法行 為 とは され ない(第12条3項) 。
*100T ,Meron,op.,cit.,pp.20-22 .N.L.NathansonandE,Schwelb,op.CII. ,pp。6-7も 参 照。
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このよ うな締約 国の実行や学説 をみれ ば、問題 となっている権 利の性格や社会的影響な

どとい った要素が 「公的生活の分野」 とい う文言を理解す る上で関連 してい ることがわか

る。例 えば、雇用 の揚合 には、た しかに、相当規模の私企業 にお ける雇用の場合 と、家庭

内における雇用や少人数の形態の事業 とは、その性質や社会的影響 などの点で異なるであ

ろ う。従 って、 「労働 、職業の 自由な選択」 についての権利 の享有 にお ける私的人種差別

の禁止(条 約第5条(e)(i)を 参照)に ついては、事業規模や労働形態、事業の性質、社会

的影響 な どの様 々な事項を考慮 して、一定範囲の例外を設 けることができよ う。

また、 同様 のこ とは、不特定多数の一般の人々を対象 として入居を募 る相当規模 の民間

住宅への入居の場合 と、 自宅の一室や 自宅の敷地内の小規模な住 宅を他人 に賃貸す る場合

とについて もい えよう。

このよ うに、条約第1条 ユ項の 「公的生活の分野」 とい う文言 によって正当化 される例

外 の範囲は、問題 となる権利 の性 質や内容、 ある国家 における私的な人種差別 の強度、取

扱いの差異 の社会的影響 などによって国 ごとに異な り得るもので あ り、一律にその基準 を

示す ことは困難 である。例外の範 囲の決定においては、当該国の社会状況か らみて不合理

なものではない限 り、当事国の裁量が認 めらられてい ると考えることができよう。

第4節 結 論

第2条1項(d)に っいて以上に述べてきた ごとを要約す る と次 のよ うになろう。①第2

条1項(d)は 、禁止義務 と終了義務 の2つ の義務 を課 してい る。②終了義務は、教育 ・啓

発 などの方法を含むあ らゆる手段 によって、人種差別 の終了に向けた努力を行 うべき義務

で ある。③禁止義務 は、私的人種差別 の実行者に対 して、少な くとも民事上の制裁 を科 す

ことを内容 とす るものであ り、これは即時に実施 され るべき義務 である。④禁止義務の履

行のために立法措置 をとることが求められ るか否かを決す る主た る基準は、締約国内に継

続的かっ相 当の規模で私的人種差別が存在するか否かである。⑤私的人種差別の規制 にあ

たっては、問題 とな る権利の性質や内容 、国家における私的人種差別の規模、取扱いの差

異の社会的影響 な どに応 じて、一定e囲 の例外を設 けることがで きる。
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第4章

人種主義的発言 ・団体の規制義務



条 約 第4条 の 公 定 訳 及 び そ の 英 文 正 文 は 次 の 通 り で あ る 。

締 約 国 は 、 一 の 人 種 の 優 越 性 若 し く は 一 の 皮 膚 の 色 若 し く は 種 族 的 出 身 の 人 の 集 団 の 優

越 性 の 思 想 若 し く は 理 論 に 基 づ く あ ら ゆ る 宣 伝 及 び 団 体 又 は 人 種 的 憎 悪 及 び 人 種 差 別(形

態 の い か ん を 問 わ な い 。)を 正 当 化 し 若 し く は 助 長 す る こ と を 企 て る あ ら ゆ る 宣 伝 及 び 団

体 を 非 難 し 、 ま た 、 こ の よ う な 差 別 の あ ら ゆ る 扇 動 又 は 行 為 を 根 絶 す る こ と を 目 的 と す る

迅 速 か っ 積 極 的 な 措 置 を と る こ と を 約 束 す る 。 こ の た め 、 締 約 国 は 、 世 界 人 権 宣 言 に 具 現

さ れ た 原 則 及 び 次 条 に 明 示 的 に 定 め る 権 利 に 十 分 な 考 慮 を 払 っ て 、 特 に 次 の こ と を 行 う。

(a)人 種 的 優 越 又 は 憎 悪 に 基 づ く 思 想 の あ ら ゆ る 流 布 、 人 種 差 別 の 扇 動 、 い か な る 人 種

若 し く は 皮 膚 の 色 若 し く は 種 族 的 出 身 を 異 に す る 人 の 集 団 に 対 す る も の で あ る か を 問 わ ず

す べ て の 暴 力 行 為 又 は そ の 行 為 の 扇 動 及 び 人 種 主 義 に 基 づ く 活 動 に 対 す る 資 金 援 助 を 含 む

い か な る 援 助 の 提 供 も 、 法 律 で 処 罰 す べ き 犯 罪 で あ る こ と を 宣 言 す る こ と。

(b)人 種 差 別 を 助 長 し 及 び 扇 動 す る 団 体 及 び 組 織 的 宣 伝 活 動 そ の 他 の す べ て の 宣 伝 活 動

を 違 法 で あ る と し て 禁 止 す る も の と し 、 こ の よ う な 団 体 又 は 活 動 へ の 参 加 が 法 律 で 処 罰 す

べ き 犯 罪 で あ る こ と を 認 め る こ と 。

(c)国 又 は 地 方 の 公 の 当 局 又 は 機 関 が 人 種 差 別 を 助 長 し又 は 扇 動 す る こ と を 認 め な い こ

と 。

StatesPartiescondemnallpropagandaandallorganizationswhicharebasedonideasor

theoriesofsuperiorityofoneraceorgroupofpersonsofonecolourorethnicorigin
,orwhich

attempttojustifyorpromoteracialhatredanddiscriminationinanyform
,andundertaketoadopt

immediateandpositivemeasuresdesignedtoeradicatealluicitementto ,oractsof,such

disc血1inationand,tothisend,withdueregardtotheprinciplesembodiedilltheUniversal

DeclarationofHumanRightsandtherightsexpresslysetforthuiarticlesofthisConvention
,

inter・alias

{a)Shalldeclareanoffencepunishablebylawalldisseminationofideasbasedonracial

superiorityorhatred,incitelnenttoracialdiscrimination,aswellasallactsofviolenceor

incitementtosuchactsagainstanyraceorgroupofpersonsofanothercolourorethnicorigin
,

andalsotheprovisionofanyassistancetoracistactivities,includingthefinancingthereof;

(b)Shalldeclareillegalandprohibitorganizations,andalsoorganizedandallotherpropaganda

activities,whichpromoteandillciteracialdisc血 血ation,andshaUrecognizeparticipationinsuch

organizationsoractivitiesasanoffencepunishablebylaw,

(c)Shallnotpermitpublicauthoritiesorpublicinstitutions,nationalorlocal
,topromoteor

inciteracialdiscrimination.
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第1節 第4条 の 趣 旨 と構 造

第4条 は人種 主義 の否認 とい う条約 の基本 理念 を受 けて 、人種 差別 の防止 のた め に設 け

られ た規 定 で あ る。す なわ ち、第4条 は 人種 差別 行為 そ の もの では な く、 人種 差別 行為 を

生 じさせ又 は人種 的対 立 を惹起 す るよ うな誘 引又 は原 因 とな るもの を除去 しよ うとす る も

ので ある。

も っ とも、 この よ うな 同 じ 目的 を もっ規 定 で あ って も、第4条(a)及 び(b)と 同条(c)と

で は 、類 似 す る側 面 とともに異 な る側 面 があ る。 この点 を明確 にす るため に、 まず 、第4

条 の規 定 を、規 制 され るべ き行為 、規制 のた めに とられ るべ き措 置及 び規 制 の対 象 とな る

行 為 主体 とい う観 点 か ら整理 してお こ う。

第1に 、規 制 され るべ き行為 、及 び規 制 のた め に と られ るべ き措置 とい う観 点 か ら整 理

す る と、 第4条(a)が 「法律 で処罰 す べ き犯罪(anoffencepunishablebylaw)」 とす るこ と

を求 める行 為 は、①人 種 的優 越 に基づ く思想 の流布(disseminationofideasbasedonracial

superiority)、② 人種 的憎悪 に基づ く思想 の流布(disseminationofideasbasedonracialhatred) 、

③ 人種差 別 の扇 動(incitementtoracialdiscrimination)、 ④ 人種 集 団 に対 す る暴力 行為(acts

ofviolence)、 ⑤人種 集 団 に対 す る暴 力行 為 の扇 動(incitementtoactsofviolence)、 そ して

⑥ 人種 主義 に基 づ く活 動 に対す る援 助 の提 供(資 金援 助 を含 む)(theprovisionofany

assistancetoracistactivities,includingthefinancingthereof)で あ る。

ま た、 第4条(b)が 締 約 国 に対 して 「違 法 で あ る と して 禁 止す る(declareillegaland

prohibit)」 こ とを求 め るの は、① 人 種差別 を助 長 し及 び 扇動 す る団体 、組 織 的宣伝 活 動そ

の他 の宣伝 活 動(organizations,organizedandallotherpropagandaactivities ,whichpromote

and:-inciteracialdis。rimination)で あ り、「法律 で処 罰す べ き犯罪 」とす る こ とを求 め るのは 、

この よ うな団体 又 は活動 へ の参加(participationinsuchorganizationsoractivities)で ある。

さ らに、 第4条(c)が 「認 めない こ と(shallnotpemlit)」 を求 めるの は、 国 ・地 方 の公

の 当局 ・機 関が 「人種 差別 を助 長 し又 は扇 動 す る こ と(promoteorincite)」 で ある。

第2に 、規 制 の対 象 とな る行為 主 体 とい う観 点か らみ る と、 第4条(a)及 び(b)は 、個人

及 び 団体 の行 為 を規制す る もので あ り、主 と して念頭 にお かれ てい る のは個人 ・団体 が、

他 の個 人 ・集 団 を標 的 とす る行為 、す な わ ち私 人 間で行 われ る行為 で あ る。但 し、文言 上 、

公 的 な立揚 にあ る者 や公 的 団体 が、 人種集 団及 びそれ に属す る者 に対 して行 われ る行 為 も

排 除 され な い。 これ に対 して、 第4条(c)は 専 ら 「国又 は地 方 の公 の 当局又 は機 関」 の行

為 が規制 され る。

以 上 の こ とか ら判 明す る よ うに、 第4条(a)及 び(b)と 同条(c)と で は、規 制 され るべ き

措 置 や 、規制 の対 象 とな る行 為主 体 の点 で相 違 が ある。 す なわ ち、(a)及 び(b)が 法 律 に よ

る処罰 や 禁 止措 置 を求 め、 そ の措 置 の 内容 が 強力 かつ 特 定 的 であ るの に対 して 、(c)は よ

り一般 的 に 「認 めない こ と」 を求 め るのみ で あ り、 とるべ き具体 的な措 置 にっ いて は国家

の広 範 な裁 量 に委 ね てい る。 また 、第4条(a)及 び(b)が 主 として私 人 問の行為 を念 頭 にお

い て い る もので あ るのに対 して 、(c)が 念頭 にお いて い る のは専 ら公 権力 の行為 で あ る。

この よ うな相 違 か ら、第4条(a)及 び(b)と 同条(c)と で は 、そ の解釈 に あた って考 慮 さ

れ るべ き要素 ・利 益や そ の考 慮 の度合 いが 異 な る。 第4条(a)及 び(b)は 、人種差別 の防止
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とい う観点か らみればた しかに徹底 しているものの、その規制が個人 ・団体の表現活動や

団体の存在な どに及び、 しかも、その規制措置も強力で あることか ら、それが表現 ・意見

の 自由や平和 的集会 ・結社の 自由(以 下、 これ らを一括す る場合 には、 「表現 ・結社の 自

由」 とい う)と の関係が問題 となる。従 って、規制 され るべ き行為 も、可能な限 り、 よ り

厳格かつ制限的に解釈す る必要があるか もしれ ない。

これ に対 して、第4条(c)は 公権力 の行為 を問題 とし、また、義務 として求め られ てい

る規制措置 も緩や かであるか ら、表現 ・結社 の 自由への配慮 は必ず しも要 しない。む しろ、

後にみるよ うに、条約の意図としては、公権力 に対す る行為についてはよ り広範に規制す

ることが求め られ る。

このよ うに、第4条(a)及 び(b)と 、同条(c)と では考慮 され るべき要素及びその程度 に

おいて相違がある。従 って、以下では、両者 を分 けて検討す るこ とに したい。

第2節 第4条(a)及 び(b)

上記のよ うに、第4条(a)及 び(b)の 履行に際 して最 も問題 とな るのは、これ らの規定 と

表 見 ・結社の 自由 との関係である。条約起草過程においては、 この問題 が第4条 審議 の最

大の争点であったのであ る。また、条約発効後 も、人種差別撤廃委員会 において、主 に欧

米諸国で ある締約 国か ら繰 り返 し提起 されてい る問題 でもある。 一般 に、 これ ら諸国は、

表 現 ・結社の 自由と第4条(a)及 び(b)と を調整す ることが困難であることを理 由として、

第4条(a)及 び(b)の 完全実施 には慎重な姿勢を とっている。

もっとも、第4条(a)及 び(b)の 実施に消極的な姿勢 を とる締約 国は、これ らの諸国 にと

どまるものではない。委員会 が指摘す るよ うに、 「多数の締約 国において条約第4条 を実

施す るために必要な立法が制定 され てお らず、また多 くの締約国が条約第4条(a)及 び(b)

の、必ず しもそのすべ ての義務を履行 しているわけでもないゴ1°1のである。条約第4条(a)

及 び(b)の 実施状況は一般的 に芳 しくはな く、その理 由も表現 ・結社の 自由との調整 の困

難 さだけではない。 この状況 を受けて、委員会 は、発足 当初か ら第4条(a)及 び(b)の 実施

に関心を寄せ、その完全 実施を訴えて きた。 そ して、その中で、第4条(a)及 び(b)に 関係

す る委員会解釈 を示 してきている。本節では、主に、この委員会解釈や委員の議論 、締約

国の主張及び条約起草過程を素材 としなが ら、第4条(a)及 び(b)の 解釈 問題 、特に表現 ・

*101GeneralRecommendah`onVII ,preamblepara.4.
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結 社 の 自由 との関係 に重 点 をお いて 検討 す る.,°z。

具 体的 な検討 に 先立 ち、まず 、第4条(a)及 び(b)に 関す る委 員会解釈 を ま とめて お こ う。

次 の4点 で あ る・i°3。第1に 、 第4条(a)及 び(b)は 自動 執行 的(self-eaecutuig)な 規 定 で は

な く、第4条(a)及 び(b)の 履 行 のた め に は国 内措 置 が必 要 で あ る。 第2に 、第4条(a)及

び(b)が 「法律 で 処罰 す べ き犯 罪」 とみ なす 行 為 につ い て は 、 国 内の刑 法 の 中で 、罪 とな

るべ き行為 とそれ に対 す る刑罰 を定 めな けれ ば な らない。 第3に 、 国内 にお い て人種差 別

や人 種 主義 的 団体 が存在 しない こ とは 、第4条(a)及 び(b)が 求 め る措 置 を と らない根 拠 と

は な らな い。第4に 、表 現 の 自由及 び 結社 の 自由 との関係 につい て は、第4条 柱 書 にい う

「世 界 人権 宣言 に具現 され た原則 及 び 次条 に 明示 的 に定 め る権 利 に十分 な考慮 を払 って」

とい う文 言 を援 用 す るこ とに よって 、第4条(a)及 び(b)が 明 記す る義務 を回避 す る こ とは

で きな い脳 。

以 下 で は、 まず 、第4条(a)及 び(b)に 関す る解 釈 の うち、表 現 ・結 社の 自由 とは直接 に

は関係 しな い、 よ り一般 的 な義務 内容 、す な わ ち、第1点 か ら第3点 まで の委員 会解 釈 を

検討 す る。 次 いで 、第4点 目の解釈 を含 めて 、第4条(a)及 び(b)と 表現 ・結 社 の 自由 との

関係 につ い て検討 す る。 解釈 の焦 点 は 、第4条 柱 書 の末 尾 に あ る 「世界 人権 宣言 に具現 さ

れ た原 則及 び 次条 に明示 的 に定 め る権 利 に十 分 な考慮 を払 って(輌thdueregardtothe

p血ciplesembodiedintheUniversalDeclaratiollofHumanRiglltsandtherightsexpresslyset

forthinarticlesofthisConvention)」 とい う規定(以 下、 「十 分 な考慮条 項ゴ'°5と い う)で

あ り、そ の意 味や 効果 が 検討 され る。

*102第4条 に 関す る委員 会 の実 行 につ いて は、特 に次 の文 献 が有益 で あ る。 ①Committee

ontheEliminationofRacialDiscrimination,Positivemeasuresdesignedtoeradicateall

incitementto,oractsof,racialdiscrimination-ImplementationoftheInternationalConvention

ontheEliminationofAllFormsofRacialDiscriminationArticle4-,U.N.Pub.,SalesNo.

E.85.XIV.2(CERD/2)(1986)(以 下 、文 書番 号 で 引用す る),②D.Mahalicand工G.Mahalic,

TheLimitationProvisionsoftheInternationalConventionontheEliminationofAllFormsof

RacialDiscrimination,HumanRightsQuafterly,Vol.9,No.1(1987),Q3T.Meron,op.,cit.

*103以 下 の解 釈 は、特 に第4条 に つ いて のみ表 明 され た もの もあれ ば、 第4条 を含む 、

一 す べ ての実 体規 定 に関 して表 明 され た もの もあ る
。

*104委 員 会 は、 第5に 、条約 を実施 す る刑 法上 の規 定 に反 す る行 為 が締 約 国にお いて 行

われ た場合 に、形 式 上そ の行為 が刑 法上 の構 成 要件 に該 当す る もので あ って も、検 察官 が

一定 の事情 を考慮 す るこ とに よって公 訴 を提起 しな い とい う
、い わ ゆる検 察 官 の訴 追裁 量

制 度 は条約 の排 除 す る ところで はな い 、とい う見解 を表 明 して いる(A.Yilmaz1)oganv.the

Netherlands,Com〃aunicationNo.1/1984,0p.,Clf.,para9.4)。 これ は、第4条 の実施 立法 の実

際 の運用 に関す る問題 で あ り、 第4条 の義務 の性 格 又 は内容 に関す る もの とは異 な る側 面

を もつた め、本稿 の検 討 対象 か ら除外 す る。

*105こ の規 定 は、 その英文 正文 が"withdueregard"と い う言 葉 で は じま るた め、"dueregard

clause"と 呼 ばれ る こ とが ある。本 稿 で用 い る 「十分 な考 慮条 項 」 とい う表 現 も、 この よ う

な用 法 に従 うもの であ る。
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1.第4条(a)及 び(b)の 基 本的 な義務 内容

(1)委 員 会解 釈

まず 、先 にみ た委 員会 解釈 を敷衍 してお こ う。委員 会解 釈 の第 ユ点 に よれ ば、第4条(a)

及 び(b)の 規 定 は 自動 執 行 的な 規定 で はな い。 これ は 、1979年 の委 員会 の公 式 文 書 で示 さ

れ ・1°6、「一般 的勧 告W」 及 び そ の採 択 の過 程 で確認 され た。 前記 の よ うに、 同勧 告 は 「多

くの締約 国が 、条約 第4条 を実施 す るた めに必 要 な立法 を制 定 して 」 い ない とす る。 こ こ

に 「必 要 な立 法」 とい う言葉 は、第4条(a)及 び(b)の 規 定 が 自動 執 行 的で は ない とい うこ

とを含意 す る申'°7。

この解 釈 に よって 委員 会 が否認 しよ うとす るの は、条約 が国 内的効 力 を有 し、 国家 の最

高 法規 とな ってい るか ら、 第4条 を実 施 す る必 要 はない とす る主 張 で あ る。 例 えば 、ボ リ

ビア は、 自国に は人 種的 憎悪 又 は人種 優 越理論 の正 当化又 は助 長 の試 み を処 罰 す る法令 は

存在 しな いが 、個 人 は裁 判所 におい て条 約 を援 用 す るこ とがで き る と して い る申1°8。

委 員 会解 釈 の第2点 は、 と られ るべ き国 内措 置 の 内容 に 関す る もの で あって 、 それ が刑

法 上 の措 置 であ る こ とを求 め る もので あ る。締 約 国の報告 審議 にお い ては 、 この点 はほ と

ん ど 自明 の 前提 と され て い るが、 この解 釈 を示 す もの として 「決 定3(VII)」 を あ げる こ

とがで き よ う。 この 決定 は締 約 国 に対 して第4条 の 実施状 況 に関す る情報 を求 め る もの で

あ るが 、そ こで委員 会 が求 めて い る情 報 は、第4条 の実 施 を意 図 した 「国 内の刑 法(penal

internallegislation)」 又 は 「刑 法(penallaw)」 に関す る情報 で ある,,°9。

この解 釈 は、締 約 国 の次 の よ うな主 張 を退 け る こ とに な る。 第1に 、憲 法 がす で に人 種

*106CommitteeontheEliminationofRacialDiscrimination ,CommitteeontheEliminationof

RacialDiscrimination,U.N.Pub.,SalesNo.E.79.XIV.4(CERD!l)(1979),para94.な お 、 この文

献 は 、以 下、文 書番 号 のみ で 引用す る。

*107同 勧 告 の原案 で は、端 的 に第4条 が 自動 執 行 的で はな い とす る規 定 をお い て いた。

これ に対 し、委員 会 審議 の過 程 にお いて 、①条 約 の 自動 執行 性 の概 念 を認 めてい な い国家

も存在 す る こ と、② この概念 がや や専 門 的 にす ぎ る こと、 な どの異 論 が あっ た。 結 局 、第

4条 実 施 の た め に立 法 が必 要 で あ るこ とは 、 「必 要 な 立法 」 とい う文 言 に含意 され て い る

として 、 この概 念 に触れ る こ とは しなか った。 しか し、第4条 の非 自動執 行 的性 格 にっ い

て は異論 は表 明 され てい ない。CERDICISR.746,paras.36-55を 参 照。

*108CERDIC!SR658
,paza.47.も っ とも、 この理 由は、 自国 内に人種 差別 が存在 しな い と

い った 理 由 な ど、他 の理 由 とあわせ て 主張 され るこ とが多 く、第4条 を実 施 しない理 由 と

して正 面 か ら主 張 され る こ とは あま りない。 しか し、 この 旨の主 張 は委員 会 の初期 段 階 か

らみ られ 、今 日で もこれ を含 意 して い る例 はあ る。

*109同 決 定 のテ キス トは、1973CERDReport(A19018),pp.103-104,

-60一



差 別 を禁止 して い るか ら第4条 を実施 す るた めの措置 は必 要 で はない とす る主張`11°、第2

に 、第4条 が 定 め る諸行 為 を民事 法上 の制裁 の対 象 とす る こ とに よって 第4条 に基 づ く義

務 が 満 た され る とす る主 張・111であ る。委 員会 解 釈 に よれ ば、憲法 上 の 人 種差 別 の禁止 規

定 は 、それ を補 充す る刑 法 上 の規 定が必 要 で あ り、 また 、 民事上 の制裁 は刑 事 制裁 に代 わ

り得 る措 置 で はな い。

委 員会 解釈 の第3点 は、 国 内に お け る人種 差別 又 は人 種主 義 的団体 の 不存在 を理 由に第

4条 を実 施す る必要 はない 、 とす る締約 国の見解 に対処 す る もので あ る。 例 えば 、 ヴェネ

ズエ ラは、 人種 的優越 又 は憎 悪 に基 づ く思想 の流 布 、人 種 に対す る暴力 行 為 とそ の扇動 及

び 人 種主 義 的活動 へ の援 助 の供 与 を犯罪 とは認 め ていな いが 、 これ は 自国 には 人種 差別 が

存 在 しない とい う理 由に よ る とす る・112。この種 の主 張 は、委 員会 の初 期段 階か ら今 日に至

るま で相 当数 存在 す る"113。

委員 会 は、す で に1972年 の 「一般 的勧告1」 にお いて 、第4条(a)及 び(b)の 実施 がす

べ て の条 約締 約 国 に とって義 務 的 で あ る としで114、 この主張 を認 め ない 立場 を明 らか に し

た 。 委員 会 は、 そ の根 拠 として 「人種主 義及 び人 種差 別 並び にそ の促進 又 は扇 動 を 目的 と

*110例 えば 、バ ン グラデ ィ シュ は、憲 法 がすべ て の市 民の 平等 を規 定 し、そ の執行 につ

い て 法 的措 置 を提 供 して い るか ら、条 約 第9条1項(a)に 基 づ く別 個 の措 置 は 不 要 とす る

(CERD/C/61/Add.4,para.2)。 この理 由も付 随的 な もので あ る。

*111D .MahalicandJ.G.Mahalic,op.,Clt.,pp.93-94を 参 照。 な お、 同論文 が脚 注(74)で 民

事 上 の制裁 で 足 りる とす る趣 旨を述 べて い る代表 をベ ル ギー と してい るが 、 オー ス トラ リ

ア の誤 りであ る。CERDICISR556,para.39を 参照 。

*112CERD/C/149/Add .18,para.58,CERD/C/118/Add.24,paras.54-55.

*113こ の立 揚 を とる と思 われ る締 約 国 は次 の通 りで あ る。 ハイ チ(CERD/C/116/Add.2,

pa鳳49.こ の主 張は第4条(b)に っい てで あ り、 同国 は同条(a)は 概 ね実 施 して い る)、 モ ル

ジブ(CERDIC/203∠Add.1,para.1)、 バ ン グラデ ィ シュ(CERD/C/192/Add.3,para18)、 ドミ

ニ カ 共和 国(CERDIC/165/Add.1,p。2)、 カ タール(CERDIC/156/Add,2,para.13)、 ソロモ ン

諸 島(CERD/C/101/Add.1,paras.10,14andl7)、 トー ゴ(CERD/C/75/Add.12,paras.65-71)、

セ ー シ ェ ル(CERD/C/128/Add.3,paras.3and9)、 カ メ ル ー ン(CERD!C!ll7∠Add.9,

paras.56-57)、 ガ ボ ン(CERD!C171!Add.1,p.1)、 チ ャ ド(CERD/C/15∠Add.2,pp.1-2)、 チ リ

(CERD/C/65/Add.3,p.6)、 イエ メン(1992CERDReport(A/47/18),para.172.第4条(b)に

関 す る 主 張 で あ る)、 韓 国(CERDIC/167!Add.1,paras,19-20)、 ア ラ ブ 首 長 国 連 邦

(CERD/C/130/Add.1;paras.51-52)o

以上 は、 こ の理 由 をかな り明確 に述べ て い る例 で ある。 そ の他 に も、 これ を含 意 してい

る記 述 や発 言 もあ る。

*114テ キ ス トは、1972('ERDReport(A18718),pp,37-38.な お、委 員会 で は、 国 内に人 種

差別 が存 在 しな い とい う主張 そ の もの に重大 な疑 義 が表 明 され るの が通例 で ある。 例 えば、

マル タ の報 告 書 の審 議 の過 程 で は、 いか な る締約 国 も、そ の社会 的又 は政 治 的体制 に よっ

て人 種 差別 が あ り得 な い との信 頼 し得 る主張 を行 うこ とがで きない とす る点 で 、委 員 会 の

な かで 一般 的合 意 が あ った。1991CERDReport(A/46/18),para.156.
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す る諸活動を抑制す るとい う、第4条 の予防的側 面」・115をあげる。第4条 の予防的性格

に関する委員会の見解 を敷衍する と次のようになろ う。すなわち、国家 ・社会体制 の如何

にかかわ らず、いかな る社会 といえども人種差別 や人種主義的活動か ら免れてはいない。

仮 に、現在 これがみ られ ない として も、将来これ が発生 しない保障は全 くない。そ して、

これが発生 してか ら対処す るのでは手遅れ となることが多く、これ は歴 史が証 明す る通 り

で ある。また、これに対処す るためには刑罰規制 が最 も有効である場合が多い。それ故 、

第4条 は、現実 にみ られ る人種差別 ・人種主義的活動を抑止するためのみな らず、将来 に

お ける、このよ うな行為の発生に対処す るための予防措置を求める規定である、 とい うの

である・116。

(2)委 員会解釈 の検討

以上の委員会解釈の当否について、便宜上、まず、委員会解釈 の第2点 か ら検討する。

第4条(a)及 び(b)に お いて 「法律で処罰すべ き犯罪(anoffencepunishablebylaw)」 とは

刑 法上の犯罪を意味す るもの と理解 され る。た しか に、offenceと い う言葉 自体は広 く法

令違反一般 を含み得 よ うが、条約 は、punishableと い う文言 をあわせて用いてお り、これ

を刑法上の犯罪 と理解す ることが 自然であ り、かつ妥 当であろう。従って、第4条(a)及

び(b)を 履行す るためには憲法上の単なる禁止や民事 上の制裁 では不十分であ り、国内法

令 において罪 とな るべ き行為 とそれに対する刑罰 を定める必要がある。

次に、委員会解釈の第1点 、すなわち、第4条(a)及 び(b)の 非 自動執行性 にっいてであ

る。第4条(a)及 び(b)は 「法律 によって処罰す る」 こ と、又は 「違法であると宣言 しかっ

禁止す る」 ことを求める。 この うち、処罰義務を履行するためには、罪 となるべき行為 と

それ に対す る刑罰 を定めることが必要であるが、少な くとも条約 は刑罰を定 めてい ないか

ら、その限 りで 自動執行的な もの とはいえない。

もっとも、条約 を直接的に適用 し、刑罰 を類推によ り又は裁量 により課す ことを認 める

法制度 をもっ と思われ る締約国 もある。例 えば、中国 は、 自国が締約国である条約 が定め

る犯罪 に刑事管轄権 を行使す ることを決定 した として、人種差別撤廃条約が定める犯罪行

*115GeneralRecommendationVll
,preamblepara.6.こ の勧告の採択は1985年 であるが、予

防論そのものは、1978年 に開催 された 「人種主義及び人種差別 と闘 うための世界会議」

における委員会の委員長 の声明(以 下、「委員長声 明」 とい う)の なかで表 明されている

(1978CERDReport(AI33/18),AnnexV,pp.109-110,ll2)。 これ は、委員会の審議 を経た も

のであ り、委員会 としての見解 を表明す るものである。

*116「 委員長声明」伽4
,pp.100&112。 また、CERDII,para.93.
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為 にも刑事管轄権が行使 され るとする'll7。これが、 この ような措置 によって 中国において

条約 が求 める処罰 が確保 され る とい うこ とを意味す るのであれ ば、結果的 に、第4条(a)

及び(b)の 要請が満 た される と考 える余地 はある。しか し、その ような法制度 においては、

科 されるべ き刑罰が予め特定され ることはないため、国家の恣意的な刑罰権 の発動を招 く

おそれがある。従 って、罪刑法定主義 の要請 からみて必ず しも望ま しい もの とはいえない
申118

。第4条(a)及 び(b)の 実施のためには国内刑法上の規定 を要す るとい うのが原則 とされ

るべきである・119。

また、第4条(b)が 定 める 「違法である と宣言 しかつ禁止する」義務 については、条約

を根拠 として行政機関又 は司法機 関が団体な どの禁止措置を とることができるような法制

度であれ ば、人種差別撤廃条約が国内法の一部 となっていることによって、この義務の履

行 が確保 されている とみることができよn'12°。 しか し、一般的にい えば国内の法令におい

て、いかな る団体が、いかなる手続の下に違法 と宣言 され、禁止 され るのか を、より詳細

に規定 し、それに基づいてこれ らの措置が とられ るとい うのが通常であ り、また、その よ

うにす ることが望ま しいか ら、この義務 について も原則 として国内法上 の根拠法令の存在

が求められ ることになろ う。

従って、第4条(a)及 び(b)に 関す る委県会解釈 の第1点 は、例外的な法制度があ り得 る

としても、基本的 には妥当なもの と考えることができる。

最後に、委員会解釈 の第3点 についてである。 ここでは、委員会のい う予防論の当否 が

*117CERD/C/153/Add .2,para.37.カ タールは、宗教裁判所 においては条約 が定 める犯罪は

処罰 され、裁判官(magistrate)が 適切 な刑罰 を裁 量によ り決定す ることができるとす る

(CERDIC/156/Add.2,p.6,CERD/C/182/Add.1,para8)。 しか し、 この裁判所 の管轄権の範囲

な ど詳細は不明であ り、第4条 実施 との関係 は判断 し難い。

なお、ハ ンガ リーは国際法 により禁止 された行為の実行者 に刑罰 を課す とす る刑法をも

つ。同国刑法第157条 は 「ある人種集 団が、他の人種集団を支配 し若 しくは支配 を維持 し
、

又 はこれ を組織 的に抑圧す る意 図をもって、国際法により禁止 された行為 を実行する者 は、
… 犯 罪 を 実 行 した とみ な され

、1年 か ら5年 の 拘 禁 刑 に 処す る」 と規 定 す る

(CERD/C/l18∠Add.2,paras.11-12)。 この規定は、む しろ条約の実施立法の例であ り、条約

を直接的に適用 し、刑罰 を課す るとい うものではない。 しか し、犯罪 とな るべ き行為の記

述 を国際法に委ね、それ に対す る刑罰 のみ を規定す るとい う特異な立法例 である。 もっと

も、 この規定は、支配又は組織的抑圧 の意図 をもってなされ る行為 に限って処罰す るの も

のであ り、第4条 の実施立法 としては限定的である。

*118も っとも、世界人権宣言第11条2項 及び 「市民的及び政治的権利 に関す る国際規約

規約」第15条 ユ項は、実行 の時に国内法又 は国際法により犯罪を構成 しなかった行為に

よ り有罪 とされ るこどはない と規定 し、 このよ うな法制度の存在 も容認 している。
*ll9こ の点で、憲法が罪刑 法定主義の原則 を規定 していることを理 由に、犯罪の処罰 を

規定す る条約規 定を直接 に適用す ることはで きない、 とす るカ ポ ・ヴェルデ代表 の発 言

(CERD/C/SR:662,para.53)は 正当である。

*120Blishchenko委 員の発言を参照
。CERDIC/SR.301,para.22.
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問題 となる。

第4条 は、その柱書において個人及び団体による人種差別行為 とその扇動 を根絶するこ

とを目的 とした 「迅速かっ積極的な措置(uumediateandpositivemeasures)」 をとる義務 を

一般 的に課 し
、次いでこの 目的のために(a)及 び(b)に おいて特にとられるべ き措置 を明記

する とい う構造を とる。 このこ とか ら、第4条(a)及 び(b)は 、締約 国に即時に措置 を とる

義務 を課す もの と考 えられ る・121。従 って、人種差別及び人種主義的団体 の存否は、第4条

(a)及 び(b)が 定める義務の履行を回避す る理 由とはな らないであろ う。

また、このことは、条約 の他の規定 との対比か らも導き出され よう。す なわち、条約は、

ある措置 を とる必要 があるか否かの判断について締約 国の裁 量を認 める場合 には、 「状況

によ り必要 とされ る ときは(asrequiredbycircumstances)」(第2条1項(d))や 、 「適当な

ときは(whereappropriate)」(同 条1項(e))、 「状況に より正当とされ る場合 には(whemhe

circumstancessowarrant)」(同 条2項)と い う規定 をおいている。 この場合 には、 ある措

置 をとるか否かの判断に際 して、締約国における人種差別 の具体的状況 を考慮 し得 ると解

す る余地がある。 しか し、第4条 には これ に類する規定はみ られないか ら、第4条 は締約

国による裁量の余地 を認 めない規定 と考 えることができる`122。

以上のことか ら、委員会の解釈 には条文上の根拠があ り、正当であると考えられ る。 こ

の ように考 えれ ば、委員会のい う予防論 は、委員会が新たに打ち出した ものとい うよ りも、

条文 から導 き出される条約の立場 を説明す る試みである と位 置づ けることができよ う。

以上の検討 か ら、締約 国は、原則 として、条約 の国内的効力 に関する 自国の法制度や、

国内の人種差別に関する状況(人 種差別又は人種主義的団体の存否)に かかわ らず、第4

条(a)及 び(b)を 実施す るための刑法上 の規定の制定又はその改正を、即時に行 うこ とが求

められ る"123。これ を行 う必要がないのは、第4条(a)及 び(b)に 基づ く義務 を満たす国内法

*121従 って
、第4条(a)履 行 のための刑法改正 には時間を要す るが、第4条(a)に は、そ

の義務 を履行す る期 限の定 めは ない とす る ヴェネ ズエ ラ代 表 の発言(CERDICISR835
シ

para.33)は 認 め難 い。 第4条 と 自国法令 の調整 は、せ いぜ い 「合理 的期 間の 間に」 な され

るべ きで あ ろ う(CERD/2,para.246)。

*122Sayegh委 員 の発 言(CERDICISR278
,p.123)及 びIngles委 員 の発 言(CERDICISR556,

pa凱6)を 参照 。

*123も っ とも
、 こ こで述べ た こ とは 、第4条(a)及 び(b)が 定 める義務 を免 れ る理 由 と し

て 、国 内 の人 種 差別 に関す る事実 状 況 を援 用 す る こ とが で きない とい うこ とで あ って 、い

かな る段 階 にお い て も人種 差別 の存否 や その 程度 を考 慮 に入れ て はな らな い とい うこ とで

はな い。 この 点 は後 に触 れ る。
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令がすでに存在 している場合である"124。

もっ とも、それ に加 えて表現 ・結社の 自由を理由 として第4条(a)及 び(b)に 基づ く義務

の履行を免れる とす る主張 もあるため、次に、この点について検討 を加 えておこ う。

2.「 十分な考慮条項」の意味

先 にあげた委員会解釈の第4点 目は 「十分な考慮条項」の解釈 にかかわる。委員会によ

れば、 「十分な考慮条項」又 は表現 ・結社の 自由を援用す るこ とによって、第4条(a)及 び

(b)が 規定する処罰 と禁止の義務を回避す ることはできない。 ここでは、 この委員会解釈

の当否 を含 めて、「十分 な考慮条項」の意義 を検討す る。

そ こには少な くとも次の3つ の問題 が含まれ る。第 ユに、「十分な考慮条項」にい う 「世

界 人権宣言 に具現 された原則」及び 「次条に明示的に定める権利」 とは何 か とい うことで

ある。第2は 、そのよ うな原則又 は権利 に 「十分 な考慮を払」 うとい うのは、いかなるこ

とを意味す るのか とい うことである。 この第2点 は、さらに、第4条(a)及 び(b)が 定める

各行為や 団体の処罰 ・禁止義務 を回避す るために 「十分な考慮条項」 を援用す ることがで

きるのか とい う問題 と、委員会 のい うよ うに、 もしもそれができないのであれ ば 「十分 な

考慮条項」は どの ような効果をもっもの と考 えるべきなのか、とい う2っ の問題に分ける

こ とができる。 ここでは第1の 問題 を検討す る。

(1)「 十分 な考慮条項」の意味に関す る諸見解

「十分な考慮条項」にい う原則 ・権利 の意味については見解が分かれている。 まず、そ

こにい う原則 ・権利は、表現 ・結社の 自由を意味す るとい う見解がある。主 に西側諸国が

条約起草過程の段階か ら一貫 して とる解釈である。典型 的には、先 にみた、第4条 に対す

る留保や解釈 宣言の中で表 明され てい る。例 えば、ベル ギー は、 「十分な考慮条項」の規

定を重要視 する とした後 に、 「従って、ベル ギー王国は、条約 第4条 が課す義務が意見及

び表現の 自由にっいての権利並びに平和的集会及び結社 の自由についての権利 と調和 させ

られ なけれ ばな らない もの とみなす。 これ らの権利は、世界人権宣言第19条 及び第20条

で宣言 され、 ・… ・また、 これ らの権利 は、本条約の第5条(d)(Vlll)及 び(ix)に お いて も

*124こ れ は当然の結論であ り
、条約起草過程で も確認 され、また、委員会 も認め られて

い る といえる。 なお、第4条(a)及 び(b)に 基づ く義務を履行す る形態 としては、特 に(a)

及び(b)が 規定す る各行為 を犯罪 とし、又は団体 を禁止す るよ うな明示の法令が存在 して

い る揚合 と、明示的にではないが、既存の法令の解釈上これがカヴァー されると考え られ

る場合の2っ がある。前者 の場合には第4条 を履行 しているか否かの判断は容易であるが、

後者 の場合 には、その判断が困難 な場合が多い。

-65一



規 定 され て い る」 とす る・125。こ の解釈 に よれ ば、 「十 分 な 考慮 条 項 」 は表 現 ・結 社 の 自由

へ の配 慮 を求 め る規 定 で あ り、 「十 分 な 考慮 条項 」 と第4条(a)及 び(b)は 、 い わ ば対 立す

る関係 に 立っ。

これ に対 して 、委 員 の見解 や 学説 な どのな か に は、 これ と異 な る解 釈 も存 在 す る。 「世

界人 権 宣言 に具現 され た 原則 」 に 関す る解釈 と、第5条 に 「明示 的 に定 め る権 利」 に関す

る解 釈 を分 けてみ てお こ う。

まず 、 「世界 人 権 宣言 に具 現 され た原 則 」 の意 味 につい て 、 第1に 、 世界 人権 宣言 が 定

め る平 等 の原則 、人 種差 別 の禁止 、及 び差別 の扇 動 か らの平等 の保 護(第1条 、 第2条 及

び 第7条)を 指す と理解 し得 る とす る見解 が あ る'126。ま た、 第2に 、それ は宣言 第29条

*125留 保 又 は解 釈 宣言 のな かで 、 「十 分 な考慮 条項 」 が言及 す る原則 ・権 利 が表 現 ・結社

の 自由で あ るこ とを特 に明記 して い る もの、又 はそれ を明確 に読 み とる こ とがで き る もの

と して は 、ベル ギ ー の他 に、ア イル ラン ド、オ ース トリア、 イ ギ リス、バ ハマ 、 フ ィ ジー 、

フ ラ ンス 、イ タ リア 、 トンガ 、モナ コ、スイ ス 、米 国及 び 日本 のそれ が あ る。 報告 書又 は

委 員会 に よ る報 告 書 の審議 の過程 で 同様 の見 解 を表 明す る締約 国 もあ る。 例 えば 、 オー ス

トラ リア(CERDIC116!Add.4,para.54)、 ドイ ツ(CERDIC/172∠Add.13,para.53.当 時 は、西

ドイ ツ)、 ノル ウェー(1972('ERDReport(A/87/18),p.66)及 び カナ ダ(1979CERDReport

(A/34/18),para.266)が そ うで あ る。 この よ うな理 解 は 、西側 諸 国 の共通 理解 とい って も

よい。

なお 、そ の他 の大部 分 の締 約 国 は、 「十 分 な考 慮 条項 」 に触 れ る こ と自体 が な く、従 っ

て 、それ ら諸 国 に よる 「十分 な考 慮 条項」 の解 釈 は不 明で あ る。

*126D .MahalicandJ.G.Mahalic,op.,cit.,p.90.
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2項 をい うとす る見解 がある'127。

第1の 見解に従えば、世界人権宣言が定める原貝1」とは、人種差別 の撤廃 と差別扇動の抑

止 を 目的 とする条約 の基本 的理念そのものをい うとい うことにな る。従って、 「世界人権

宣言に具現された原則」は、第4条(a)及 び(b)の 規定内容 と対 立す るものとはな らず、む

しろ、第4条(a)及 び(b)の 正当性 と根拠を与 える規定 となる'128。

また、第2の 見解がい う世界人権宣言第29条2項 は、宣言 が定める諸権利の一般的制

限規定であ り、権利及び 自由が、他 の者の権利や公の秩序、一般の福祉 などの一定の理 由

に基づ く、法律による制 限に服す ることを認 める規定である。 このよ うに理解 に従い、か

つ、世界人権 宣言 にい う原則 とは、表現 ・結社の 自由も絶対的な ものではない とす る原則

を意味すると解釈す る場合 には、表現 ・結社の 自由が第4条(a)及 び(b)の 実施 に影響を及

ぼす ことにはならない。従 って、この見解 によっても、「世界人権宣言 に具現 された原則」

原則 と第4条(a)及 び(b)の 規定内容 とは対抗関係 には立たない。

次に、条約第5条 に 「明示的に定める権利」の意味については、これ を諸権利 の享有に

お ける人種差別の撤廃 の保障 と法の前の平等 の権利 であるとす る見解 が有 り得 る。第5条

の柱書が規定す るよ うに、同条の基本的な義務は、同条が列挙す る諸権利の享有 における

人種差別 を撤廃す ること、及び法律 の前に平等である とい う権利 を保障することであるか

らである。従 って、この見解 によれば、第5条 に 「明示的に定 める権利」 は、第4条(a)

*127Wolfram委 員 は、第4条 の解釈 と適用に関す る 「一般的勧告」案 を委員会 に提 出し、

そ の中で、第4条 が人種差別 の禁止 と、市民的及び政治的権利(特 に表現 ・結社の 自由)

の享有を調和 させ る必要性を反映 しているとし、「世界人権宣言 に言及す るこ とによって、

第4条 は、そ のような調和が世界人権宣言 第29条2項 が定 める諸原則を利用す ることに

よって達成 され得 ることを指摘 している」、 とす る(CERDICISR883,para82)。

この勧告案 は、「一般的勧告XV」 として採択 され、そのなかでは、世界人権 宣言第29

条2項 への言及がある(GefzeralReco〃emendationXV,para.4)。 委員会は、この勧告におい

て、表現の自由の行使 には特別の義務及び責任 が伴 うとし、「このことは世界人権宣言第29

条2項 が明記するところであって、なかでも人種主義的思想を流布 しない義務が特 に重要

である」 と述べている。

これが、WoI伽m委 員 が述べた ところを反映 しているのかどうかは不明確であるが、委

員会 のこの指摘は誤 りで ある。世界人権宣言第29条2項 は、宣言が定める権利 の一般的

制約規定であ り、同項が定 める要件 に合致す る権利 の制 限が許容 されるとい う趣 旨の規定

である。権利 の制限が許容 され る とい うことと、 「人種主義的思想を流布 しない義務」が

あるこ ととは全 く別物である。第29条2項 を援用することによっていい得ることは、人

種 主義的思想 を流布す る表現行為 を規制す ることができるとい うことであ り、そ こからこ

の ような義務 を導き出す ことはできないか らである。

また、 このよ うな委員会 の指摘が、「世界人権宣言 に具現 され る原則」が世界人権 宣言

第29条2項 を意味す る とい う趣 旨であれば、この見解が誤 りであることは後 に述べる通

りである。

*128D .MahalicandJ.G.Mahalic,op.,cit.,p.90.
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及 び(b)と 対抗 関係 には立たず、む しろ、第4条(a)及 び(b)を 補強す ることになる。

「世界人権宣言 に具体化 された諸原則」及び第5条 に 「明示的 に定め る権利」 を以上の

よ うな意味 に解 し、かつ これ を組み合わせれ ば、 「十分な考慮条項」は第4条(a)及 び(b)

と対立関係 にはな く、これを補強 し又は正 当化す る規定 と理解 されることになる。

この よ うに、 「十分な考慮条項」の意味、及び 「十分な考慮条項」 と第4条(a)及 び(b)

との関係 に関 して、その帰結 を異にす る2つ の考え方がある。条約法条約の解釈規則 に照

らしてみれ ば、 これ らの解釈 はいずれ も条約 の文言 の通 常の意味か らみて可能 であ り、ま

た、そのいずれが正当であるかを条文か ら決定す ることは不可能である。条文 は 「世界人

権 宣言 に具現 された原則」及び 「次条に明示的に定 める権利 」 と規定するだけで あるか ら

である。

また、条約 の文脈や趣 旨 ・目的を考慮す るに しても、後にみるよ うに、表現 ・結社の 自

由の価値や 、人種差別 のない社会の構築 とい う条約の究極 目標 を実現するための手段 とし

て第4条(a)及 び(b)が もつ意義や価値 について、国際社会 に調和 し難い2っ の立場が存在

す る以上、いずれの結論 をも引き出す ことができる。そ こで、条約法条約第31条 の解釈

規 則によっても 「意味が曖昧又は不明確 である場合」に援用を許 され る、解釈の補足的手

段(条 約 法条約第32条)と され る条約起草過程 をみておきたい。特に、「十分な考慮条項」

が挿入 され た総会第3委 員会 にお ける議論が重要である。

(2)条 約起草過程

条約起草過程 においては、人権小委員会、人権委員会 、第3委 員会、 さらには総会本会

議 のいずれの段階でも、次の2つ の見解が激 しく対 立した。第1は 、人種主義的表現や そ

れ を唱える団体や宣伝の危険性 を強調 し、これ らに対す る刑罰規制 と禁止措置が人種差別

の根絶のた めに不可欠であるとす る見解である。 これは、主 として(当 時の)ソ 連 ・東 欧

の社会主義諸国が とった立場である。 この立場か らする と、現行の第4条(a)及 び(b)が 定

めるよ うな活動や団体は表現 ・結社の 自由の濫用の例にあた り、そもそも表現 ・結社の 自

由の名の下で保護するに値 しない。

第2は 、表現行為の処罰や団体 の禁止は、表現 ・結社 の 自由 との関係 で問題 があ り、条

約上 の義務 としてこれを規定す ることは認 められない とす る見解である。 これは、主 とし

て西側諸国か らなされた ものである。

第3委 員会においても、このよ うな意見の対立がみ られた。 しか し、結局、第3委 員会

の審議の最終局面で提出 されたナイジェ リア修正案が採択 され ることによって妥協が図 ら

れ た。問題 は、その妥協の内容又 は実態である。 これを知 るためには、人権委員会案 と、

第3委 員会 において人権委員会案 に対 して提出された修正案 をみる必要があ り、また、そ

れで足 りる。

まず 、人権委員会案 の内容 をみてお こ う。人権委員会案第4条(a)が 犯罪 として処罰 さ

れ るべきもの としているのは、①暴力行為 を生 じさせた人種差別 の扇動、②人種集 団に対

す る暴力行為、及び③ この よ うな暴力行為の扇動である。 また、同案第4条(b)が 違法で

あるとして禁止す るもの とされた ものは、①人種差別を助長 し及び扇動す る団体及び組織

的宣伝活動 、又は②適切な場合 にはかか る団体及び組織的宣伝活動である。
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このよ うに、人権委 員会案第4条(a)の 規制 対象 は、いずれ も暴力行為 に関係するもの

に限定 されている。 また、同案第4条(b)の 規制対象は、人種差別 を助長 し及び扇動す る

団体 ・組織的宣伝活動か、又はそのような団体 ・組織的宣伝活動の活動のいずれかである。

従 って、団体 自体の禁止 とその活動の禁止のいずれ か、っ ま り、少 なくとも、団体の活動

を禁止することで条約上の義務 を満たす ことができる規定であった。現行規定か らみ ると

人権委員会案 がいかに穏当なものであったかは明 らかである。

人権委員会案 は、小委員会案か らみて も穏 当な もので あった。小委員会案第4条(a)が

犯罪 とすることを求 めていたのは、①暴力行為を生 じさせた人種差別の扇動 と、②暴力行

為 を生 じさせるおそれのある(likelytocause)人 種差別 の扇動 の2つ の行為である。また、

違法宣言 と禁止の対象は、人種差別 を助長 し及び扇動す る団体及び組織 的宣伝活動であっ

た。人権委員会では、人種差別 を 「生 じさせ るおそれのある」 とい う文言が曖昧で主観的

で あり、濫用を招 くとして反対 され、結局、小委員会案 からこの部分が削除 され、新た に

暴力行為 とその扇動 が追加 されている'129。また、同案第4条(b)に ついては、結社の自由

との関係 を理 由として団体を禁止することに異議 を唱える諸国の意 を受 ける形 で、 「適切

な場合には、その活動」 とい う文言が追加 され ることになっだ'3D。これ らの修正は西側諸

国の主張に沿 うもので あ り、従 って、一般 に、人権委員会案 は概ね西側諸国の立場を反映

す るもの と考えて よい'73S。

第3委 員会 において、西側諸国は、当然のことなが ら人権委員会案 を支持 した。他方、

社会主義諸国は人権委員会案 には不満 であった。特 に、人権委員会の審議の過程で提出 し

た修正案が概 ね否決 されたこと'132、人種主義 的表現活動 と団体の規制措置が小委員会案 よ

*129こ の部 分 の削 除 を最初 に提 案 した のはデ ンマー ク修 正案(EICN4/L704)で あ る。 後

に 、デ ンマ ー クはイ ン ドロ頭 修 正案 を支 持 して 自国修 正案 を撤 回 し、イ ン ドロ頭 修 正案 が

採 択 され た(全 員 一 致)。

*130ア メ リカ修 正案(E/CN .4/L.688)は 、小 委員 会案 にい う団体 の禁止 を、 団体 の活動 の

禁止 に代 え るべ き こ とを求 め てい た。 人権 委 員 会案 が 定 め る、 団体 の禁 止又 はそ の活 動 の

禁 止 の いず れ か を 選 択 的 に 履 行 す る こ とが で き る とす る規 定 は 、 コ ス タ ・リカ修 正 案

(E/CN.4/L.702)が 採 択 され た結 果 で あ る。 アメ リカ は 、 この修 正案 を支 持 して 自国修 正

案 を撤 回 した。

*131こ のこ とを示 す 一例 として、 コス ・タ リカ修 正案(E!CN.4/L.702)の ロー ル ・コー ル

に よる投 票 結果 を あ げてお こ う。賛成 は、 オー ス トリア、 カナ ダ、 コス タ ・リカ、 ダ ホ メ、

デ ンマー ク、エ クア ドル 、エル ・サルバ ドル 、 フ ランス、 イ タ リア 、 リベ リア 、オ ラ ン ダ、

フ ィ リピン、 トル コ、イ ギ リス及 びア メ リカ(lsヶ 国)、 反 対 は、 イ ン ド、 ポー ラン ド、

ウクライナ及 び ソ連(4ヶ 国)、 棄 権 は、 チ リ及び レバ ノン(2ヵ 国)で あ る。

*132現 行第4条(a)の 末 尾 で定 め られ て い る、援 助 の供 与 を犯罪 とす る規定 と同趣 旨の規

定 を提 案 す る ソ連 修 正 案(EICN4/L681。 後 に改 訂 され 、E/CN.4/L.703,....1)の 否 決

(賛成5、 反対9、 棄権7)、 現行第4条(b)の 末尾 で定 め られて い る、 団体 ・活動 へ の参

加 を犯 罪 とす る規 定 と同趣 旨の規定 を提 案 す るポ ー ラ ン ド修 正案(EICN.4/L.699)の 否決

(賛成4、 反 対10、 棄 権7)が 主 な もので あ る。
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りも 「後退」 した ことに強 く反発 していた。そのた め、 これ ら諸国は、第3委 員会 におい

て一連 の修正案 を提 出す ることになった。第3委 員会では、これ らの修正案 と、西側諸国

が提 出した、 これ ら修正案 に対す る修正案をめぐって議論がなされたのである。そこで、

第3委 員会 において人権委員会案 に対 して提 出された修正案 を概観 してお こう(表1を 参

照)。

まず 、社会主義諸国が提 出した一連 の修正案 をま とめておこ う。①第4条 柱 書に対す る

修 正案 としてチェコ修 正案(A/C.3/L,1220)が ある。 これ は、柱書の 「そのよ うな差別 の

あ らゆる扇動」の後 に 「又は行為」を挿入す るこ とを求 める。その結果、第4条 は、差別

行 為 とそ の扇 動 の2っ の行為 の根 絶 を 目的 とす るこ とにな る。② 同 じくチ ェ コ修 正案

(A/C。3/L.1220)は 、第1に 、第4条(a)の 冒頭 に 「人種的優越又 は憎悪に基づ く思想及び

理論 の流布 」を追加 し、第2に 、「暴力行為 を生 じさせた人種差別のあ らゆる扇動」か ら

「暴 力 行 為 を生 じさせ た」 とい う文 言 の削除 を求 めた。 また、③ ウクライナ 修 正案

(AIC.3/L。1208)は 、人権委員会案第4条(a)の 末尾に 「人種主義 に基づ く活動に対す る資

金援助 を含 むいかなる援助 の提供 も」の追加 を求 めた。④ポー ラン ド修正案(A/C.3/L.1210)

は、人権委員会案 第4条(b)を 現在 の条文 に代 える趣 旨の修正案である。

以上 の修 正案に対抗するべ く西側諸国が提出 した修正案 には次のようなものがある。①

まず、柱 書に関 して北欧5ヶ 国が提 出した、チ ェコ修 正案 に対する修正案(AIC31Ll245)

が ある。これは、現在 の 「十分な考慮条項」の起源 となる ものであ り、チェコ修正案 に 「第

5条 が明記す る市民的権利を制 限 し又はそれを逸脱す ることな く」 とい う文言 の追加 を求

め るものである。 この修正案 は、その後 口頭で改訂 され、人権委員会案への修正案 となっ

た。 内容は、柱書の 「このため」の後 に(現 行 の 「十分 な考慮条項」 と同 じ位 置)「 第5

条が明記す る権利 に十分 な考慮 を考慮 を払 い」を追加す るとい うものである。②改訂前の

北欧修 正案にはフランス代表が 口頭修正案 を提出 し、「世界人権宣言第19条 及び第20条

が定め る諸原則 の枠内において」 とい う文言の追加 を求 めた。③第4条(a)に っいて、ア

メ リカ は、(a)に 対す るチェコ修正案 に対 して 「表現の 自由についての基本的権利 に十分

な考慮 を払い」とい う文言 の追加 を求 める修正案(A/C.3/1.1243)を 提 出した。④第4条(b)

にっいては、ポーラン ド修正案の 冒頭部分 に 「表 現の自由及び結社の 自由についての権利

に十分な考慮 を払い」 とい う文言 の追加 を求め るアメ リカ修正案(A/C.3/L.1242)が 提 出

された。
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表1人 権委員会案第4条(a)及 び(b)に 対する修正案(第3委 員会)

【人権委員会案1

StatesPartiescondemnallpropagan(3aandorganizationswhicharebasedonideasortheoriesof血e

superiorityofoneraceorgroupofpersonsofonecolourorethnicorigin,orwhichjustifyorpromoteracial

hatredanddiscriminationinanyform,andundertaketoadoptimmediateandpositivemeasuresdesignedto

eradicateallincitementtosuchdisc血 血ation,andtothisend,interalゴ α1

(a)Shalldeclareanoffencepunishablebylawallincitementtoracialdisc血rinationresulting血actsof

violence,aswellasallactsofviolenceorincitementtosuchactsagainstanyraceorgroupofpersonsof

anothercolourorethnicorigin;

(b)Shalldeclareillegalandprohibitorganizationsortheactivitiesoforganizations,asappropriate,andalso

organizedpropagandaactivities,whichpromoteandinciteracialdisc血 血ation;

【柱書に対する修正案】

社 会 主 義 諸 国

● チ ェ コ ス ロ バ キ ア 修 正 案(A/C.31L.1220)

人,権 委 員 会 案 のincite皿 ㎝ttoとsuch

disc血rinationの 間 にoractsofを 挿 入 す る 。

西 側 諸 国

● 北 欧5ヶ 国 共 同 修 正 案(AIC。3/L.1245)

チ ェ コ修 正 案 のoractsofの 前 に 次 の も の を 追 加

す る 。

withoutlimitingorderogatingfromthecivilrights

expresslysetforthinarticleV

→ 口頭 改 訂

人 権 委 員 会 案 のtothisendの 後 に 次 の も の を 挿

入 す る 。

withdueregardtotherightsexpresslysetforthin

articleV

● フ ラ ン ス ロ頭 修 正 案

北 欧5力 国 修 正 案 に 次 の も の を 追 加 す る 。

withintheframeworkoftheprinciplessetforthin

articles19and200ftheUniversalDeclarationof

HumanRights

● ラ テ ン ・ア メ リカ17ヶ 国 共 同 修 正 案1

(A/C.3/L.1226andCorr.1)

人 権 委 員 会 案 のwhichjustifyをwhichattemptto

jusd取 に 代 え る。
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社 会 主 義 諸 国

【(a)に対する修正案】

● ウ ク ラ イ ナ 修 正 案(AIC.3/L.1208)

人 権 委 員 会 案 の 末 尾 に 次 の も の を 追 加 す る 。

andalsotheprovisionofanyassistancetoracist

activities,includingthefinancingthereof;

● チ ェ コ修 正 案(AIC,31L.1220)

① 人 権 委 員 会 案 のallとincitementの 問 に 次 の も

の を 挿 入 す る。

disseminationofideasanddoctrinesbasedonracial

superiorityorhatred,

② 人 権 委 員 会 案 のresultinginactsofviolenceを 削

除 す る 。

● ア メ リ カ 修 正 案(AIC.3/L.1243)

チ ェ コ修 正 案 の 末 尾 に 次 の も の を 追 加

withdueregardforthefundamentalrightoffreedom

ofexpression.

【(b)に対する修正案】

● ポ ー ラ ン ド修 正 案(AIC.3!L1210)

人 権 委 員 会 案 を 次 の も の に 代 え る 。

Shalldeclareillegalandprohibitorganizations,and

alsoorganizedandallotherpropagandaactivities,

wluchpromoteandinciteracialdisc血vnation,and

shallrecognizeparticipationinsuchorganizationsor

activitiesas2110f正encepunishablebyla罵

● ア メ リ カ 修 正 案(A/C.3/L.1242)

ポ ー ラ ン ド修 正 案 のShallとdeclarei皿egalの 問

に 次 の も の を 挿 入 す る 。

withdueregardfortherighttofreedomof

expressionandofassociation

ナ イ ジ ェ リア修 正 案(AIC.31L1250)(=現 第4条)に 対 す る 修 正 案

● アル ゼ ン チ ン修 正 案(A/C.32.1253)

ナ イ ジ ェ リア 修 正 案(a)及 び(b)を 次 の も の に代 え る。

(a)ShalldeclareanoffencepunishablebylawallincitementtoIacialdiscrhn血ation,allpromotionofIacial

discrhn血ation,andaUactsofviolellceorincitementtosuchactsagahlstanyraceorgroupofpersonsof

anothercolourornationalorethエllCorigin;

(b)Shalldeclareillegal,prohibitaiddeclareanoffencepunishablebylawallpropagandaandorganizations

basedontheoriesofthesuperiorityofonerace,orofagroupofpersonsofonecolourornationalorethnic

origin,andhavingastheirpurposethejustificationorpromotionofracialdiscriminationinanyofitsfonns.
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第4条 審議 の最終段階でナイ ジェリア修正案(AIC.3几.1250)が 妥協案 として提 出され

た。 これは、人権委員会案 を現在 の条文に代 えることを求めるものである。上記 の修正案

はこれを支持 して撤回 され、結局、同修正案が採択 された'133。

以上の修正案 と現在 の第4条(a)及 び(b)と を比較す る と、一方の側のウクライナ、チェ

コ及びポー ラン ドの各修正案の内容は、ほぼそのまま現在 の第4条 のなかに取 り入れ られ、

他方の側の北欧5ヶ 国、フランス及びアメ リカの各修正案は、導入部の 「十分な考慮条項」

として取 り入れ られてい る。ナイジェリア修正案 は、ナイジェ リア自身が述べるよ うに、

「第4条 に対す る以前のすべての修正案を組み入れたもの」'134なのである。

この事実か らみ て、ナイジェ リア修正案の妥協の内容 ・実態 は明 らかである。すなわち、

一方で社会主義諸国の求 める人種主義的活動 の刑罰規制 と禁止措置を第4条(a)及 び(b)に

おいて明記 し、他方で西側諸国の求める表現 ・結社の 自由に対す る配慮を 「十分 な考慮条

項」 において規 定 したのである。 この ことか ら、「十分な考慮条項」が主 として表現 ・結

社の 自由に十分な考慮を払 うべき ことを求める規定であることは明 らかであ り、先にみた

「十分な考慮条項」の解釈 のうち、ベルギーの宣言に代表 され る解釈が妥当である。それ

以外の解釈 は、結果 として、起草過程において対立 していた一方の側 の主張のみ を採用す

るもの とな り、妥当な解釈 とはいい難い。

(3)補 論

なお、 「十分 な考慮条項」 にみ られ る 「世界人権宣言 に具現 された原則」及び 「次条に

明示的に定める権利」 にっいて、これ を世界 人権宣言第29条2項 とす る見解 と、第5条

所定の権利 に関す る見解 とについて補足 してお こう。

「世界人権宣言 に具現 された原則」 とは世界人権宣言第29条2項 を指す とす る見解 に

っいては次の問題点が ある。 この見解 は、表現 ・結社の 自由 と第4条(a)及 び(b)と の緊張

関係 の存在を認 め、宣言29条2項 の制約規定 に従 って両者 の間の適切なバ ランスを図る

意図で主張 され ることがある。 しか し、先にみたよ うに国際社会には、表現 ・結社の自由

を重要視す る立揚 と、第4条(a)及 び(b)が 定 めるよ うな活動 ・団体は表現 ・結社の 自由の

濫用の例 とみる立揚があ り、宣言 の一般的制約規定は、このいずれの立場か らも援用 され、

異な る結論を導 き出され る可能性がある。

表現 ・結社 の自由を重視す る立場か らは、締約 国が表現 ・結社 の自由に対す る正当化 さ

れない制約である と判断す る場合 には、第4条(a)及 び(b)の 全部又は一部 を実施す る義務

*133こ の修正案 に対 して、アルゼ ンチンが修正案(A/C3/L.1253)を 提出 した。 これに好

意的 な代表 もあったが、概 ね、ナイジェリア案で達成 された妥協を覆す ことを望まないと

す るのが多数で あ り、アルゼンチン修正案 は否決 された。

*134ナ イジェ リア代表の発言。AIC .3/SRI318,para.9.
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はない とす る結論が導き出され る得 る'135。この結論 は、後にみ るよ うに、第4条 と表現 ・

結社の 自由とを無条件 で衡量 し、条文を無視 した主観的解釈に陥 りやすい。

他方、逆に、第4条(a)及 び(b)が 定める活動 ・団体を表現 ・結社 の 自由の濫用 と考える

立場 は、前記 にように、表現 ・結社の 自由も絶対的ではな く一定の制約 に服す ることを強

調 し、「十分 な考慮条項」が第4条(a)及 び(b)の 実施 の妨 げにはな らない とす る議論に傾

き、表現 ・結社 の自由へ の配慮が完全に欠落するおそれ がある。

従って、一方で、第4条(a)及 び(b)の 規定のなかか ら表現 ・結社 の 自由への配慮 に関す

る条文上の根拠を除外す ることな く、他方で、第4条(a)及 び(b)全 体の条文構造 に従って、

第4条(a)及 び(b)と 表現 ・結社 の自由 との関係に関す る結 論を導き出すことが重要 である

と思われ る。

次 に、 「次条に明示的に定める権利」の意 味にっいてである。第5条 は、表現 ・結社 の

自由を保 障す るものではない。 それが保障す る権利は、諸権利の享有における人種差別 を

受 けない権利であ り、法の前の平等の権利である。従 って、第5条 に 「明示的に定める権

利」 を平等 の権利に求める見解は第5条 の解釈 としては誤 りではない。

条約起草過程 においてフランスが、世界人権宣言への言及を追加す る趣 旨の修 正案 を提

出 した理 由も、そ こにあったもの と思われ る"36。そ して、最終的に世界人権 宣言へ の言及

が含 まれた こ とを含 め、先 にみた起草過程 の経緯か らみ て、 「十分な考慮条項」が言及す

るものが、全体 として表現 ・結社の 自由であることは明 らかである。

従 って、第5条 が 「明示的に定める権利」 とは、第5条 が保障す る権利ではな く、第5

条が列挙す る権利 と理解す るのが素直であ り、条文上 も不都合 はない。「十分 な考慮条 項」

解釈 において問題 となるのは、 「十分な考慮条項」 と第4条(a)及 び(b)と の関係(両 者 を

対抗 関係にあるとみ るか、整合的 に理解するか)で あ り、第5条 の保障する権利の内容如

何 ではないのである。

3。 「十分 な考慮条項」の効果

(1)「 十分な考慮条項」 と第4条(a)及 び(b)の 実施義務 との関係

以上の検討 か ら、 「十分 な考慮条項」は、主 として表現の 自由及 び結社の自由に配慮す

ることを求める規定であることが確認 された。次に問題 とな るのは、先にあげた第2の 問

題 、すなわち 「十分な考慮条項」 の効果である。 これは委員会解釈第4点 目の当否の問題

*135事 実
、イ タ リアの宣言は 「イ タリア政府 は世界人権 宣言第29条2項 が定 める諸原則

を忠実に守る」 と述べているが、その具体的意味は、第4条 が表現 ・結社の自由を害す る

ことがあってはな らない とい うことである。

*136口 頭改訂後の北欧修正案が 「第5条 に明示的に定める権利に十分な考慮 を払い
」 と

規定 していた ことに対 して、フランス代表は、表現 ・結社 の自由は、第5条 では 「かな り

異 なった文脈 で列挙 されてお り」、従って、 この修正案 にお ける第5条 への言及 は 「いく

ぶん曖昧である」 と述べている(AIC.3/SR1315 ,para.19)。
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である。

委員会が述べる ところを言葉を補いなが ら紹介す ると次のよ うになるであろ う。すなわ

ち、条約 は、た しかに、 「十分な考慮条項」において表現 ・結社の 自由に十分 な考慮を払

うことを求 めているか もしれ ない。 しか し、条約 が、第4条(a)及 び(b)が 定め る特定 の行

為を処罰 し、団体を禁止す る義務 を免れ るよ うな形で 「十分な考慮条項」 を援用すること

を認 める趣 旨では有 り得ない。また、条約起草者たちも、それ を意 図していた と考えるこ

とはできない。なぜ な ら、その ような形で第4条(a)及 び(b)が 定める義務を回避す ること

ができると理解す るのであれ ば、そのよ うな義務 を条約 に規定す る意味がな くなって しま

うか らであ る*137。

この委員会解釈 によれば、例えば、人種的優越思想の流布行為 を犯罪 として処罰す るこ

とが表現の 自由を過度 に制約するもので あるか ら、 これを実施 しない といった主張を正当

化 する根拠 として 「十分な考慮条項」 を援用することはできない、 とい うことになる。

しか し、 この委員会解釈 とは異なる締約 国の解釈 も有力 である。 これ も第4条 に対す る

留保 ・解釈宣言の中で明確 に示されてい る。典型的にはフランスの宣言 がある。それによ

れ ば、 「十分な考慮条項」 によって、 「意見及び表現の 自由並び に平和 的集会及び結社 の

自由と両立 しない非差別 立法を制定す る義務 から締約 国は免れ るもの とフランスは解釈す

る」。 また、イギ リス の宣言は、[十 分な考慮条項」を根拠 として、第4条 柱 書の 「十分

な考慮条項」までの部分で 「明記 された 目的の達成に とって必要 である とわが国がみなす

限 りにおいて」第4条(a)及 び(b)の 分野において既存 の法令の追加又 は改正が求 められる

としている。 これ らの解釈 は、要す るに、 「十分 な考慮条項」 が第4条(a)及 び(b)の 実施

の範囲を締約国の主観 的判断(表 現 ・結社の 自由と第4条(a)及 び(b)の 両立性又は第4条

(a)及 び(b)の 実施の必要性の判断)に 委ね る効果 を有する*138。締約国が表現 ・結社 の自由

を害する と判断す ると、その締約 国は、例 えば、人種優越思想の流布行為を犯罪 とする義

務 は負 わない とい うことにな るか らである。

このよ うな解釈 がな され る背景 は条約起草過程 をみれば明らかである。前記のように、

西側諸 国は、処罰 の対象 として人権委員会案 第4条(a)に い う行為、又は、せいぜい小委

員会案 の 「暴力行為を生 じさせるおそれのある人種主差別 の扇動」までが、また、団体 の

活動を禁止 の対象 とす ることが、認めることがで きる最大限度 のものであるとい う態度 を

*137「 委員長声明」op .,C11.,p.112.

*138同 様の趣 旨か らす る留保 ・宣言については、第2章 第2節 を参照。 「十分な考慮条

項」を援用 して、第4条 の実施の範 囲について締約国の主観的判断の余地を広 く認 める解

釈 は、留保 ・宣言を付 した国家に限 られ るわけではない。報告書又はその審議の過程で、

第4条(a)及 び(b)の 全部又 は一部 にっいて同様 の立場に立つ と思われるもの として、カナ

ダ(CERD/C/76∠Add.6,p.10)や ニ ュージー ラン ド(CERD/C/48/Add.10,para.38)が ある。

なお、アメ リカは、第3委 員会において、第4条 採択後の投票説 明のなかで、「十分な考

慮条項」の挿入 によ り、第4条 は表現 ・結社の 自由についての権利を害す る行動を とる義

務 を締 約 国 に課 す もの で は ない 、 とい う了解 を記録 に残 して い た(AIC3/SRI318,

para.59),
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とっていた。従って、少な くとも現在の第4条(a)及 び(b)に い う 「人種的優越又は憎悪に

基づ く思想 のあ らゆる流布」や 「人種主義に基づ く活動 に対する資金援助を含むいかなる

援助の提供 」、 また、第4条(b)に い う団体 の禁止 と、団体又は活 動へ の単な る参加の処

罰 は、この限度を超 えるもので あった・139。ナイ ジェ リア修正案は、対立す る2っ の立揚の

間の接点を見いだ して処罰 と禁止 の範囲を確定す るとい う、真の意味で の妥協 を図るもの

ではな く、西側諸 国か らみて本来相容れないはず の修正案を継ぎ足 した ものにすぎない も

のである。西側諸国が、 この限度 を超 える部分について 「十分な考慮条項」を援用 しよ う

とす るのも、一般 に第3委 員会において西側諸国が 「十分な考慮条項」 に託 していた意味

が、それ であったか らである。例えば、アメ リカは、 「第4条 が、締約 国に、言論 の自由

及び結社の 自由についての権利 を害するいかな る行動をもとる義務を課す ものではない」

とい う了解 の下にナイジェ リア修正案 を支持できたと述べている如 くで ある'14°

しか し、この ような解釈 は認 め られない。委員会解釈がい うように、締約国の主観的判

断に よって第4条(a)及 び(b)の 実施の範囲を決定す ることができるのであれ ば、条文の中

で処罰 と禁止の対象を規定す る必要性 と意味はほ とん どな くなるか らで ある。その意 味で、

この解釈は条文の意義 を著 しく軽視することになる。従 って、委員会の述べるところが正

*139こ の ことは、第3委 員会 における第4条 採択 の投票に反映されている。第4条(a)に

っいては、 「人種 的優越又は憎悪に基づ く思想 の流布」 と 「人種主義 的活動に対す る援助

の供与(財 政援助を含む)」 の部分がいずれ も分割投票 に付 されている。前者は コロンビ

ア代表の要請 によるものであって、賛成57、 反対0、 棄権35で 採択、後者は、オース ト

リア代表の要請 によるもので、賛成57、 反対1、 棄権33で 採択され た。

また、第4条(a)の 全体は賛成63、 反対1、 棄権25で 採択 され、同条(b)全 体 は、賛成66、

反対1、 棄権16で 採択 された。いずれ も全員一致 によるものではない。

投票説明か ら判明す る投票態度の一例を示せば、ナイジェ リア修正案 の(a)及 び(b)の 双

方に棄権 した国家は、オ ランダ(AIC.3/SR.1318,para.47)、 イギ リス(ibid.,para.51)、 カナ

ダ(痂4,para.52)、 スペイン(ibid.,para.53.但 し、不明確)、 フランス(劭4,para.54)、 ア

ルゼ ンチ ン(ibid.,para.55)、 ニ ュー ジー ラン ド(痂4,pa職60)及 び ギ リシア(ibid.,

para.62)で ある。オース トリアは(a)に は反対 し、(b)に は棄権 した(痂4,para.57)。 これ

らの国は、概ね 「十分な考慮条項」の存在 を重要視す る発言 を記録 に残 している。 なお、

あわせ て 「十分 な考慮条項」 自体 もエチオ ピア代表 の要請による分割投票 に付 され、賛成76、

反対1、 棄権14で 採択 されている。 このことか らも、ナイ ジェ リア修正案の性格 を読み

とることができよ う。

*140A/C3/SR .1318,para.59.
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当であ り、前記 の留保 ・宣言の 中で表 明され ている解釈 は誤 りである噛蝴。言い換 えるな ら

ば、 「十分 な考慮条項」は、表現 ・結社の 自由 と第4条(a)及 び(b)と の、条文を無視 した

無条件の調整を認 めるものではな く、表現 ・結社 の 自由への配慮は条文 の枠内において認

め られるものにす ぎない。それでは、条文の枠内において認め られ る、「十分な考慮条項」

の効果 とは何か。 この点 を次に検討 してお こ う。

(2)「 十分 な考慮条項亅 の効果

「十分な考慮条項」 の効果 に関 しては、例 えば、人種優越思想 の流布行為 を処罰す るに

際 して、執拗かつ公然 とこれ を唱道す る者 を処罰す るといった形で、第4条 の処罰 と禁止

ついて何 らかの絞 りをか けることが許 され るか否か、 とい う問題が注 目される。 この点 に

つ いては委員会 において も委員の見解は分かれてい る。 また、第4条(a)及 び(b)が 定める

諸概念を限定的に理解 をす るとい う形で表現 ・結社 に考慮を払 うことができるか どうか も

検討に値す る。第4条 の(a)と(b)と を分けて検討を加 えてお こう。

(a)第4条(a)

まず、例えば、人種的優越思想 の流布 の処罰にあたって執拗性や公然性な どを要求す る

こ とができるか どうか。このよ うな絞 りは認め られない とす る見解 を代表する もの として
、

かつて委員会の委員長 を勤めた 工D .Inglesの 見解 がある。Inglesは 、 「人種優越又 は憎悪

に基づ く思想 の流布」や 「人種差別 の扇動」の処罰 について、そ こにい うr流 布」や 「扇

動 」は、行為が客観的に これにあたるものであれば、それだけで処罰す ることを求める趣

旨であって、実行行為者 の側 の意図(流 布又 は扇動の意 図)や 結果発生の認識や意欲、流

布行為や扇動行為 によって一定の結果が発生 したことな どは不要であるとす る申142。そ して、

例 えば、流布又 は扇動 が意図的であることを求める規定や、 「憎悪 をか き立てる」 とい っ

た一定の 目的を有す ることを求める規定、流布又は扇動が 「嘲笑、誹謗 、侮辱、脅迫又は

その他 の手段」を伴 うことを要するとす る規定な ど、い くらかの締約 国の立法例は、この

よ うな条件 を付 しているが故 に制限的で あ り、第4条(a)が 、無条件で流布又は扇動の行

*141も とよ り
、それ が留保 である場合 には、その限度で条約の適用を排除又は変更する

効果 をもっ。 しか し、それが解釈宣言である場合には、そ こで示 された解釈は、条約の適

用上、意味をもたない といわ ざるを得ない。但 し、 このよ うな解釈 を とる諸国が、すべて

第4条 を実施 していない とい うわけではない。 西側諸 国のなかにも、第4条 の全部又は大

部分 を実施 していると思われ る国もある。例 えば、イ タリア、フランス、 ドイツ、スペイ

ン及 びポル トガル などがそ うである。

*142CERD/2
,paras.90&96.な お、 この文書は委員会の公式文書で あり、委員会でも審議

され 、採択 された ものである(審 議状況はCERD/C/SR .591-592,620)が 、研究 内容は、

この研究の特別報告者 として委員会 か ら指名 されたInglesの 個人的見解 を表明す るもの

であ る。
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為 だ けで処 罰 す る こ とを求 めて い る とい う事 実 を無視す るもので ある とす る'1430

この よ うな 見解 か らみ て 第4条(a)に 適 合 的 と され る立 法例 は 、お そ ら くイ タ リアや フ

ィ リピンな どのそれ で あろ う。 イ タ リア の1975年 法 が処罰 の対象 とす るの は、 「い か な る

方 法 で ある か を問 わず 、人種 的優 越 又 は 人種 的憎 悪 に基 づ く思想 を流 布 した者 」 や 「いか

な る方 法 で あ るか を 問 わず 、 民族 的、種 族 的又 は人種 的集 団に属 してい るこ とを理 由 と し

て、 あ る者 に 対 して差 別 を扇 動 」 した者 な どで ある・,aaま た 、 フ ィ リピンの1978年 の大

統 領布 告 に よれ ば、「人種 的優 越又 は憎悪 に基づ く政策 の 流布及 び 唱道 、人種 差別 の 扇動 」

が処罰 され る'145。さ らに 、第4条(a)が 処 罰 を求 め る人 種 主義 的 活動 へ の援 助 の供 与 に っ

い ては 、 オ ラ ンダ刑 法 第429条3項 が 、 「人種 差別 をめ ざした 活動 に参 加 し又 は財 政 的若

し くは そ の他 の物 質 的 支援 を提供 した者 」 を処罰 す る"46。

これ に対 して 、次 の よ うなカ ナ ダ刑 法 は制約 的 で ある とされ るで あろ う。 カナ ダ刑 法 第

281条 の2の1項 は、 「公 の揚所 におい て発 言 を行 うこ とに よ って」、人種 な どに よっ て識

別 され る集 団 に対す る憎 悪 を扇 動す る者 は 、 「当該 扇 動行 為 が秩 序 の 侵 害 を生 じ させ るお

そ れ の あ る場 合 には」 これ を処罰 す る と規 定 し、 同条2項 は、 「私 的 会 話 を除 き 、声 明 を

伝 達す る こ とに よ って、識 別 し得 るいず れ かの集 団 に対 して憎 悪 を故 意 に助長 す る者 」 が

処 罰 の対 象 とな るゆ'47。1項 は、発 言 が、公 の場所 におい て な され 、 それ が秩 序 の侵 害 を生

じ させ るお そ れ の あ る こ とを求 め 、ま た 、2項 で は、 憎悪 を 「故 意 に(輌1血lly)」 助 長 す

るこ とが必 要 で あ る。

Inglesの 見 解 は、 委員 会 の 中で相対 的 に多数 を 占める見解 又 は有力 な見解 とい え る。 し

か し、 これ に 同意 しない委 員 も存在 す る。 例 えば、Partsch委 員 は、 人種 主義 的 思想 の流

布 又 は人種 差 別 の扇 動 につ いて 「人種 主 義 的行動 を扇動 す る意 図」 を求 める締 約 国 の 立法

は 、 「十分 な考慮 条 項 」 に よって条 約 上認 め られ る とし、Inglesの 見 解 に 同意 で きな い と

す る・148。締 約 国 の解釈 と しては 、オ ース トリアのそ れが ある。 同 国刑 法 第283条 は、 人種

集 団 な どに対 す る敵対 行為 の実行 を 「公 の秩 序 を害す るおそ れ のた る態様 で 、かっ公 然 と」

扇 動す る もの を処罰 す るが、 同国 は、秩 序 侵 害の危 険 性 と公 然性 の要件 は 「十分 な考慮 条

項 」 に よ って認 め られ る とす る・149。

この よ うに、 第4条(a)の 実施 の方 法 につ い て異 な る見解 が あ るが、Inglesの 見解 は 、

い ささか厳 格 にす ぎ る。 その 理 由 は、第1に 、 この見解 は第4条(a)の 規 定 の実 施 を強 調

*1431bid .,para.235.

*144CERD/C/104/Add .2,pp.33-34.

*145CERD/C/20/Add .30,pp.2-3.

*146CentreforHumanRights,GlobalCompilationofNationalLegislationagainstRacial

Discrimination,HR/PiJB/90/8(1991),p.117.

*147テ キ ス トは 、ノ虜4,p.43.

*148CERD/C/SR .620,para.10.こ れ は、Inglesの 研 究 の草案 が委員 会 で審議 され た とき の発

言 で あ る。

*149CERD/C/106/Add .12,paras.50-51.
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す る余 り、結局、「十分な考慮条項」に何 らの意味をも認 めないに等 しい`15°。(a)の 規定を

尊重す るこ とは当然であるとして も、同 じく明文規定である 「十分な考慮条項」を無視す

るが如 きの解釈 は認 め られないであろ う。

これに関連 して、第2に 、この見解は、結果的 に条約起草過程 において、そ して現在に

おいて もみ られ る、2つ の対立する立場 の うち、その一方 の側 の立場を採用す ることにな

る。 しか し、先に確認 した 「十分な考慮条項」の趣 旨か らみて、この ような解釈 は妥当と

は思われない。

第3に 、 この見解 は、端的に言 えば第4条(a)が 定 めるすべての行為 を無条件で犯罪の

構成要件 として採用することを求める結果 となろ う。 しか し、 この種の立法を有す る締約

国は少数であ り*151、締約国による実際 の実施状況か らみて解釈 的に無理があるように思わ

れ る。

以上の理 由か ら、Inglesの 見解は とることができない。逆 に、「十分 な考慮条項」 を挿

入 した趣 旨に照 らしてこの条項 を理解す るな らば、第4条(a)が 定 めるそれぞれ の行為 に

つ いて、 これ に絞 りをかける形で刑罰規制を行 うこ とも、認 め られ るべきであろ う。

例 えば、次のよ うな限定を行 う立法は条約 に違反す るものではないであろ う。①人種的

優越に基づ く思想 の流布 について、人種優越思想が科学的に誤 りであることを知 りなが ら、

これを公然 と唱道す る行為、②人種的憎悪に基づ く思想 の流布 にっいて、意図的かっ公然

と憎悪 を流布す る行為、③人種差別 の扇動にっいては、現に人種差別 を生 じさせるおそれ

のある方法で人種差別を扇動する行為、 などをそれぞれ処罰す るとい う立法で ある。

また、人種主義的活動への援助 については、学説 には、 「援助」 の意味について、人種

主義的団体の出版物 を購入す ることによる資金援助や、人種主義 的団体に公会堂のような

施設 を使用 させた り、賃貸 させた りす るよ うな行為 も含 まれる とする見解 もある申'52。条約

にい う 「援 助」概念 は曖昧であ り、 このよ うな解釈 も可能である。 しか し、これ も限定 を

付 さなけれ ば、余 りに広範 な規制 に及 ぶお それがある。 また、 「人種主義的活動」 とい う

概念 も不明確 であるが、人種主義的活動一般 ではな く、第4条(a)が 定める行為 をい うも

*150事 実、Inglesは 、表現 ・結社 の自由は絶対的ではない旨を強調す るのみであ り、「十

分 な考慮条項」 の意味又は効果は議論 していない。

*151オ ランダは、援助供与行為 については条文に忠実ではあるが、差別 と憎悪の扇動に

っいては、それが 「意図的かつ公然 と」な されることを要求 し、Inglesの 立場か らすると

認 め られない立法例 となろ う。 なお、Ingles立 揚か らみて も、第4条(a)を 完全に実施 し

ている思われ る締約 国としては、フィ リピンやイタ リア、エ クア ドル、ハイチな どがある。

*152T .Meron,op.Cll.,p.24.こ の点、Inglesは 、「援助」の概念 自体は、限定的 に解釈 して

い るよ うに思われ る。 「人種主義的活動へ の援助」の処罰 について、犯罪 のaccomplices

又はaccessoriesを 処罰 されるべき もの としている一般 的な刑罰規定は、人種主義的活動

が犯罪 とされてい る揚合には 「援助の供与」をカ ヴァー し得 る(CERD/2,para.237)と し

てお り、犯罪行為 の共犯の揚合 を想定 してい るよ うである。 これによれば、単なるパ ンフ

レッ トの購入や公会堂の貸与 ・賃貸 といった行為だけでは処罰 の対象 とはな らないであろ

う。
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の と考 えるこ とがで きよ'1537。従 って、例えば、第4条(a)が 定 めるその他 の行為 に対 し

て、その活動 の 目的 と内容 を知 りなが ら、これを支援す る目的で物質的援助を提供す る行

為 を犯罪 とす る、 とい うふ うに限定を付す こ とも可能であろ デ154。

但 し、 このよ うな限定 も無条件で認 められ るのではない。 このよ うな絞 りは、基本的 に

は第4条(a)が 定 めるそれぞれ の行為類型 に対 して行 うことが求 め られ よ う。例 えば、人

種 差別 の扇動 にっいて、「人種差別 の扇動で あって、暴力行為 を生 じさせ るもの」(小 委

員会案)と す る ことや、「人種 的憎悪 に基づ く思想 の流布で あって、人種差別の扇動 とな

るもの」 といった規定は認 め られ ない。 この よ うな規定は、第4条(a)が 別個の処罰対象

として規定 してい るものを組み合わせ、概念的に狭い行為類型のみを処罰対象 とす ること

になる。 これ を認 めるな らば、(a)が 定 めるすべての行為について暴力行為の発生を求 め

るこ とも可能 とい うことにな り、実質的には第4条(a)の 実施の範 囲を締約 国の 自由な判

断 に委ねるに等 しい とい うことになるか らである*155。

また、条約の趣 旨とは無関係な、又は関連性 が希薄な要素による限定 も認め られない。

例 えば、 「戦時又 は戦争 の勃発 が予想 され る ときに、民族感情 を弱化 させ 又は人種的 …

不寛容を扇動する宣伝」行為を処罰す る立法*156や、 「公 の安全又は国の安全の侵害行為若

しくは国民生活 の安全 にとって有 害な公 の無 秩序 の扇動」行為を処罰す る立法*157は、条

約第4条(a)の 実施 立法 とは認 め難 い。条約 の適用が戦時又 は戦争 が予想 され る時に限 ら

れ るわけではなく、また、国家の安全の確保や国家の統一の維持 といった要素は、条約 の

*153委 員会 もその ように解釈する。GeneralRecommendationXI;para.5を 参照。

*154hlgles自 身は 「公然性 」要件 を認 めるか否かについて
、必ず しも明確 に述べてはいな

い ように思われる。 この要件 は、私的なコ ミュニケーシ ョンにおけ る人種主義的発言 を処

罰対象か ら除外す るな どの効果を もち、第4条(a)と プライ ヴァシー の権利 との調整 の観

点 か らその必要性が説明され ることもある。例 えば、オランダがそ うであ り、同国は、条

約 の第1条1項 の人種差別 の定義規定にみ られ る 「公的生活の(publi。life)」 とい う文言

を援用 し、純 然 た る私 的 生活へ の条 約 の適 用 を排 除す る とす る。CERDIC/l84/Add 、6,

paras.12-17.

もっ とも、 この要件 は、過度の私的表現活動への介入 の回避す る側 面か ら、「十分 な考

慮条項」に より正当化できる限定であ ると思われる。また、第1条1項 は 「人種差別」の

定義 を定める規定で あ り、第4条 の(人 種差別の扇動や助長以外の)文 脈 で 「公的生活」

の限定を用い ることには若干 の問題 がある。オ ランダのように 「公的生活」を援用す る揚

合 でも、この文言 による 「人種差別」 の定義の限定の類推 とい う形で解釈するべきである

と思われ る。

*155従 って、「市民的及び政治的権利 に関す る国際規約」第20条2項 にい う、差別 の扇

動 となる民族的、人種的又は宗教的憎悪 の唱道 とい う定式を、人種 的優越 ・憎悪思想の流

布 の処罰規定 として採用することは、第4条(a)の 実施に とって十分な ものではない よう

に思われる。

*156ヨ ルダンの立法
。CERDIC!l83/Add.1,para.38.

*157中 央アフ リカの立法
。CERDIC!117/Add.S,para.13.
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目的 とは直接 には関係 しないか らである。前記のオース トリアの立法 も、「公 の秩序を侵

害す るおそれのある」 とい う文言 の解釈 によっては、認 め られ ない 限定を付す ものとされ

得 よう。

以上のよ うに述べてきたよ うな、条約が定める各行為類型にっいて限定を付す ことの他

に、条約が定める概念 に狭義 に解するこ とによって、表 現 ・結社の 自由 との調整 を図るこ

とも可能で あろ う。例 えば、第4条(a)が 定める、人種差別や暴力行 為の 「扇動(incite)」

の概念 についてみてみよ う。

日本が公定訳 として 「扇動」 と訳 出したinciteは 、各国の刑法上用い られている概念で

はあるが、その意 味は一義的ではない。このことは、条約起草過程 をみて も明 らかである。

例 えば、人権委員会 において、イギ リス代表は、uicitementは 「意識的で動機 を もった行

為(aconsciousandmotivatedact)」 であるとす る'158。他方、カナダ代表は、第3委 員会に

おいて、incitementと い う言葉が人種差別を生 じさせ よ うとする意 図をもった行為 をい う

のか、話 し手の意図 とは無関係に、表現の客観的な内容が人種差別 を生 じさせ るようなも

のであれ ば、その行為をも含むのかは不 明確で あるとしている'159。

人種差別撤廃委員会の見解 はど うか。委員会は、L.K.vTheNethef・Zands件X16° におけ

る 「意見」において、第4条(a)に い うinciteの 概念を、かな り広範 に解釈 してい る。 こ

の事件 は、オランダ政府の住宅補助金に基づく住居を割 り当て られた通報者(オ ランダ在

住 のモ ロッコ国籍の外国人)が 、関係係官 とともに当該住居 を訪 問 した際に、約20名 の

周辺住 民が 「これ以上の外 国人はも うごめんだ」叫んだ り、 この家へ入居す るな ら、その

家 に火 を放っなどと述べ、また、通報者が翌 日に友人 とともに再度 この家を訪問 した際に

は、近 隣の住民 グループが、 これ以上の外 国人の入居に抗議 し、28名 分の反対の署名 を

集めるなどした ことが問題 となった事例である"161。これについて、委員会 は、住民 らが行

った発言や脅迫が、条約第4条(a)に い う人種差別の扇動や 暴力行為の扇動 にあた ると判

断 してい る・162。

本件においては、人種差別行為や暴力行為が発生 した事実 はない。また、委員会 は、そ

の発生の事実の有無や、住民 らの発言が実際に人種差別行為や暴力行為 を生 じさせ る蓋然

性が あったか どうかを特 に検討 していない。 このようなことか らみれ ば、委員会は、incite

の概念を、少なくとも結果の発生を伴わない場合をも含む もの と解釈 しているものと考 え

るこ とができる。それ故、 日本の法令用語にい う 「扇動」を含み、場合 により、それ よ り

もさ らに広い意味に及ぶ ことも排除 していない ように思われ る。

しか し、前記のよ うに、inciteと い う文言 自体が一義的ではな く、起草過程 において も

*158EICN .4/SR790,p,9andE/CN4/SR.791,p.9.第3委 員 会 に お け る イ ン ドの 発 言 も 参 照 。

A/C.3/SR.1318,para.14.

*159A/C
.3/SR1315,para.24.

*160L
.K.aTheNetherlands,CommunicationNo.4/1991,0p.,cit..

*161乃 ゴ4
zpara.2.1.こ れ は 、 通 報 者 側 が 申 し 立 て た 事 実 で あ り、 締 約 国 が 申 し 立 て た 事 実

は 若 干 ニ ュ ア ン ス を 異 に す る 。Ibid.,para.2.3を 参 照 。

*1621bid .,para.6.3.
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その意味が明確 に されてい るとはいえないことか らみて、表現の 自由の観点か ら、この文

言 を「教唆」の意 味に解釈す ることは可能であろう。委員会 が、上記 の「意見」において、nicite

を 「教唆」の意 味で理解す るこ とを排 除 している とす るな らば、それは誤 りである。 「十

分な考慮条項」 は、このよ うな形 での、表現 ・結社の自由への配慮 も認 めているもの と理

解す るべきである。

(b)第4条(b)

第4条(b)に っ いては、締約 国か らい くつかの見解 が表明 されてい る。 しか し、それを

検討す る前に、第4条 の(a)と(b)と の関係 をみてお こう。両者 には重複す る部分があ り、

(a)と(b)の 区別 、従 って、(b)に 固有 の禁止 と処罰の対象 を明 らかに してお く必要が ある

か らで ある。

まず、(b)の 禁止 と処罰 の対象 は、人種差別を 「助長 し及び扇動す る(promoteandin。ite)」

団体 な どと、それへの参加 で ある。後 に第4条(c)の 解釈 との関連 で検討す るよ うに、条

約起 草過程 では、 「助長」 は 「扇動」 よ りも広い概念で あ り、 「扇動」 はその中に含 まれ

る とす るのが一般 的であったいえる。従 って、概念的に狭い 「人種差別を扇動す る」団体

な どを対象 とす る ことで足 りる。

次 に、(b)の 禁止対象 は、団体及び組織 的宣伝 活動のみ ならず、すべての宣伝活動が含

まれ る。学説 では1人 で行われ る宣伝活動 をも含む とするものがあ」n'lbヨ、これに従 えば、

必ず しも組織 的 とはいえない1人 又 は数人 レヴェルの活動 も禁止対象 となる。 この場合、

その宣伝活動 は、具体的には人種差別を扇動する活動で あるか ら、この行為 は、すでに第

4条(a)の 人種差別 の扇動 の処罰 によってカ ヴァー され る。 このよ うな活動に参加す る者

の処罰 にっいても同様で ある。 この点で(a)と(b)と は重複す る。 しか し、少な くともい さ

さかな りとも組織性 をもつ団体や結社それ 自体の禁止は(a)に よってはカ ヴァー され ない。

また、 この よ うな団体 ・結社の構成員で あって、 自らは(a)に い うよ うな行為又はその援

助を行 ってい ない者 の処罰 も(a)に よってはカ ヴァー されない。

従 って、(b)の 主た る目的は、.人種差別 の扇動活動を行 う団体 ・結社の禁止 と、かかる

団体 ・結社 の構成員の処罰 であ り、 これが(b)に 基づ く義務の核心である。 これを実施 し

ない締約国は(b)を 履行 していない と判断 される。そして、この義務 を回避す るために 「十

分 な考慮条項 」を援用す る ことはできない。それができるので あれ ば、(b)は 不要な規定

となるか らで ある。

以上 を前提 として、い くらかの締約国の見解 を検討 してお こう。第1に 、「十分 な考慮

条項」又は結社 の 自由を援用す ることによって、(b)の 実施が不必 要になるとす る見解 が

ある脳。 しか し、 この見解 は、今述べたよ うに、(b)が(a)と は異なる固有の禁止 と処罰 の

対象をもっ 以上、認 められ ない。

第2に 、団体 の活動の禁止 によって(b)の 趣 旨が実現で きる とす る見解がある。例 えば、

*163T .Meron,op.cit.,p.24.

*164例 え ば
、 カ ナ ダ の 主 張 を 参 照 。CERDICISR.426,p.4.
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ニ ュー ジー ラン ドは 、 「異 な った人 種 間 の対 立 を助長 す る団体 を規制 す る最 も適 切 な方 法

は 、 その活 動 を禁 止す る こ とで あ る」 とす る噛工65。こ こで 問題 とな るの は、ニ ュー ジー ラ ン

ドがい う団 体 の活動 の禁 止 とい うこ との意味 で あ る。 ニ ュー ジー ラン ドは、 同 国 の入種 関

係 法 第25条 が 、第4条(a)及 び(b)を 実施す るた めの適 切 な方 法 で あ る とし、 こ の規定 が

個 人 と団体 に適 用 され 、人種 主義 的 活動 に従事 す る団体 を抑 え込 む とともに 、そ の よ うな

団体 の設 立 そ の もの を も抑止 す る効 果 を もつ とす る'166。この場合 、 人種 関係 法第25条 と

は 、 ある集 団 の皮 膚 の色 、人 種又 は種 族 的若 しくは民族 的 出身 を理 由 と して、 当該集 団 に

対 して敵意 又 は悪 意 をか きた て るお それ の ある言葉 の 出版 、配布 、放送 又 は公 の場 所 で の、

そ の よ うな言 葉 の発 言 行 為 な どを処罰 す る規定 で あ る*167。

しか し、これ らの行為 は、す で に第4条(a)に お い て処罰 が求 め られ て い る行 為 で ある。

団 体 の活動 の禁止 で足 りる とす る主 張の 内容 が この よ うな もので あれ は、 この 主 張 は、第

1の 見解 と同様 の理 由 に よって認 める こ とは でき ない。 人 種差別 を扇動 す る団体 ・結社 の

集 会や デモ 、 出版 及 びそ の頒布 どい った 団体 の活 動 の規 制 や、個 々の構成 員 の違 法行 為 の

処罰 だ けで は十分 で はな いの で あ る。

第3に 、 団体 に参加 す る者 の処罰 に よって 団体 の禁 止 の趣 旨は達成 で き る とす る見解 が

あ る。 例 え ば、ベ ル ギー では 、団体 の禁 止 は行 われ てい な いが 、一 定 の団体 の構 成 員 は、

そ の 団体 に属 してい る とい う事 実 のみ に よって処罰 され る*168。ベ ル ギー は、 団体 の構成 員

を処 罰 す るの で あ るか ら、(b)に い う参 加 者 の処 罰義 務 は満 た して い る。 問題 は 、 これ に

よって(b)を 実 施 して い る とい え るか ど うかで あ る。

(b)は 、団体 な どの禁止 と、団体 な どへ の参 加 の処罰 を定 め る。(b)は 団 体 な どの 「禁止 」

の意 味や そ の 具体 的手段 を特 定 してい ない。 しか し、条約 は、団 体 の存在 自体 を危 険視す

る 立場 にた っ と考 え られ る'169か ら、第4条(b)の 文脈 お い ては 、団体 な どの禁 止 とは 、団

体 の存在 を 否認 す る こ と、す なわ ち解 散措 置 を意 味す る もの と考 える こ とがで き る申17°。

*165CERD/C/48/Add .10,para.32,CERD/C/75/Add.14,para49.カ ナ ダ(1976CERI)Report

(A/31/18),para.184)や ス ウェー デ ン(CERD/C/SR332,para60)な ども同趣 旨の 見解 を表

明 してい る。

*166CERD/C/75/Add .14,para.49.

*167テ キス トは 、CentreforHumanRights,op.cit.,p.124.

*168CERDIC/88!'Add .S,paras.23-29,CERD/C/194/Add.3,paras.21-23.ノ ル ウ ェ ー

(CERDICISR689,para.7)や ル クセ ンブル ク(CERDIC/103∠Add.2,paras.35。43)な どもこの

立場 にたつ もの と考 え るこ とが で き よ う。

*169T >Meron,op二CII.,p.26.

*170団 体 を設 立す るた めに は、 それ を登録 し、又 はそ の許 可が 必要 で あ り、 人種 主 義的

団体 は登録 され 、許可 され る こ とは ないか ら、 この種 の団体 は存在 しない こ とを強 調 す る

国家 もあ る。例 えば、ウクライナ(CERDICISR490,paras.54-55)や 白 ロシア(CERD/C/SR.491,

para.55.現 在 のベ ラルー シで ある)が そ うで あ る。 しか し、 これ だ けでは第4条(b)を 実施

す る た め の 措 置 と し て は 不 十 分 で あ ろ う。Ingles委 員 の発 言 を参 照 。CERD/CISR301,

para.20.
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ただ、問題 となる団体 の構成員 をすべて処罰す ることによって、その団体の存在 は有名

無実化す るか ら、その意味で、ベルギーの主張も理 由がないわけではない。 しか し、条文

上、構成員の処罰 を別 に規 定 している以上、(b)は 、それ とは異 なる団体 自身の違法宣言

と禁止措置(特 に、解散措置)を 求めている と考え ざるを得ないか ら、ベルギーの解釈 も

認 め られれ ない*171。

それでは、「十分な考慮条項」 が(b)に おいてもつ効果は何か。 この点、(a)の 場合 と同

様 に、その次の段 階において、団体 ・結社の禁止 の範囲や、その参加者 の処罰 の範囲を限

定す るために 「十分な考慮条項」を援用することは許 され よ う。例 えば、人種差別の実行

を公然かっ反復 して唱道す る団体 ・結社に限って解散措置をとるこど172、また、その団体

・結社の 目的 と活動 を知 りなが ら構成員 になった者 であって、当該 団体 が違法 ・解散団体

に指定 され た後 になお構成員で あ り続けているものを処罰す るといった如 きである。そ し

て、 この限定に際 しては、(a)の 揚合 と同様に、国内の人種主義 的団体 の存否、その規模

や影響力な どを考慮に入れ るこ とができ よう。

4.結 論

ここで、以上に述べてきたこ とを要約 しておこ う。 次のよ うになる。①締約国は、第4

条(a)及 び(b)を カヴァーす る法令 をすでに有 してい る場合を除き、第4条 を実施す るため

の刑事法令 の制定又はその改正を、即時 に行 うこ とが求められる。②処罰 と禁止 の範囲は

第4条(a)及 び(b)が 明記す る通 りであって、国内の人種差別 に関す る客観 的状況又 は表現

・結社 の 自由(「 十分な考慮条項」)を 援用す ることによって、その実施の範囲を 自由に

決定す ることはできない。③ しか し、第4条(a)及 び(b)の 処罰 と禁止の対象 を確定するに

際 して、国内の状況や表現 ・結社 の自由(「 十分な考慮条項」)を 援用す ることによって、

*171な お、スウェーデンは、条約の規定を実施す るための措置 を決定す る際に締約国は

裁 量権 を有す るとして 、第2条1項(d)の 規定を根拠 にあげる。そ して、人種主義的団体

の禁止 の必 要性が感 じられ なにもかかわ らず 、これ を禁止 しなければな らないとす る結論

は受 け入れ難い とす る(CERD/C/131/Add.2/Rev.1,para.51)。 ペルー代表の発言 も参照。

CERD/C/SR.277,p.113.

これ は、第4条(b)を 実施 しない理 由として第2条1項(d)の 規定 をあげるユニー クな解

釈例であるが、人種差別 ・人種主義的団体の存否を理 由とする第4条 の不実施の主張を検

討 した際に述べたように、む しろ、第2条1項(d)と 第4条 の規定の対比か ら、第4条 の、

締約国の国内事実状況にかかわ らない即時実施義務 が導かれ るのであって、正当 とは言い

難 い。ス ウェーデンの報告書審議 において委員会の委員が述べたよ うに、第4条(b)は 、

第2条 との関係 では 「特別 法 」 に あた る とみ る(1986・87CERDReport(A/47/18),

para.351)の が正 当であ る(も っとも、ここでい う 「特別法」 とい う表現は比喩的なもの

でなけれ ばな らないが)。

*172ベ ル ギー法上、構成員 が処罰 され る団体 は、明 白かつ反復 して(manifestlyand

repeatedly)人 種差別を公然 と唱道する団体である。CERD!C!l941Add.3,para.23.
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その対象 に一定の限定を加 えるこ とはで きる。

「十分な考慮条項Jは 、表現 ・結社の 自由と第4条(a)及 び(b)と の無条件 の調整 を認め

るものではない。第4条 は、その条文の中で両者の関係 について、最初 の、そ して決定的

な判断 をすでに下 している。すなわち、第4条(a)及 び(b)を 実施す るためには、西側諸国

が理解す るような表現 ・結社の 自由は制約 され なければな らないのであって、表現 ・結社

の 自由への配慮は条文 の枠 内の限 られた範囲で認 め られ るにす ぎない。 このよ うな規定方

式は、条約起草過程における見解 の対立を正確 に反映するものではな く、また 、現在の締

約国 の履行状況か らみて も、やや過大な要求をなす もの と言 えなくもない。 しか し、それ

でもなお、条約は、人種差別の撤廃 とい うその最終 目標 の実現を最優先 させる とい う立場

を とるもの といわなければならない。

以上のよ うに、第4条(a)及 び(b)の 条文 の枠 内で認 められ る表現 ・結社の 自由への配慮

は限定的である。条文が認 める最大限の限定 を加 えた として も、なお、その実施が不可能

とい うのであれば、第4条(a)及 び(b)に 留保 を付す る他はない とい うととにな る'173。

第3節 第4条(c)

最初 に述べた よ うに、第4条(c)は 、その規制の対象 となる行為主体が 「国又 は地方 の

公 の当局又は機 関」 に限定 され ているこ と、及び、締約 国の義務が 「認 めない こ と」 とい

う一般的なものであるこ との2点 において、第4条(a)及 び(b)と は異なる。従来、第4条

(c)の 趣 旨やそ の解釈、第4条(a)及 び(b)と の関係な どに関する詳細な議論 はない。 しか

し、公権力による人種差別 の助長 ・扇動行為が悪質かつ有害であ り、その影響力 も大きい

こ とは疑いない。そこで、以下では、第4条(c)に 関 して若干の検討 を行 ってお きたい。

1.第4条(c)の 趣 旨

(1)第4条(c)の 趣 旨を理解す るために、次の2点 に注 目してお こ う。第1に 、第4条(c)

にお ける 「人種差別を助長 し又 は扇動す る(promoteorinciteracialdis。rimination)」 に類

似す る表現 として、同条(b)に 「人種差別 を助長 し及び扇動す る(promoteandinciteracial

discrimination)団 体」 とい う文言がみ られることである。規制の対象 となる表現行為や団

体な どの範 囲にかかわる文言であるが、両者には微妙な相違がある。promoteとinciteと

を結ぶandとorの 違いである。 このよ うな文言の相違か らみて、(b)に おいて違法 と宣言

され、禁止 され るべき団体 などは、inciteとpromoteの 双方を行った団体などであ り、(c)

において認 め られない とされ る活動 は、inciteとpromoteの いずれかを行 った団体な どで

あると理解す る余地がある。

*173第4条 に対する留保は条約の趣 旨 ・目的 と反 し、これ を付す ることは認 められない

とす る主張もある。この問題 については、第8章 で検討す る。
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第2に 、promote及 びinciteの いず れ の文言 も、 あ る行 為 の実行 を促す こ とを示 す言葉

で あ るが 、そ の意味 や 範 囲 は必 ず しも明確 で は ない。uiciteは 刑 罰 法令 にお い て法 律用 謌

と して用 い られ る こ とが あ る。 しか し、先 に み た カ ナ ダ代 表 発 言 が 指 摘 す る よ うに、

incitementと い う言 葉 が 、 人種 差別 を生 じ させ よ うとす る意 図 を も った行 為 を い うのか、

意 図 の有 無 にかか わ らず 、 人種 差別 を生 じさせ る蓋然性 の あ る行 為 を い うのか は不 明確 で

あ る'174。promoteの 場合 に は 、法 律 辞 典 にお い て も、 ご く一般 的 に、 「成 長 、発 展 又 は繁

栄 に寄 与す る こ と」 な ど とい った 記述 がみ られ るの み で あ ・175、明確 な意 味 を もっ 法令 用

語 とは言 い難 い。 た だ、 文 言 の意 味 か らす る と、inciteよ りもpromoteの 方 が概 念 的に広

い と理解 す る余 地 が あ る。

(2)以 上の よ うに、incite及 びpromoteの 概念 は明確 で はな い。 そ こで 、以 上 の2点 に関 し

て、条約 の起 草過 程 を検討 してお こ う。 まず 、 前 記 の第1の 問題 につ いて で あ る。 条約 起

草 過程 にお け る争 点 の1つ は 、第4条(b)の 禁止 の対 象 を、 人種 差別 をpromoteorinciteす

る団体 な ど とす るか 、promoteandinciteす る 団体 な ど とす るか とい うこ とで あっ た。

小 委員会 案及 び 人権 委 員 会案 は、 いず れ もandと してい た。 これ に対 して、 人権 委員 会

及 び 第3委 員 会 にお い て は 、 これ をorに 代 え る こ とを求 め る修正 案 が提 出 され た。 しか

し、 これ らの修 正 案 は、 人 権委 員 会及 び第3委 員 会 のい ずれ におい て も否決 され 、又 は提

案 国 に よ り撤 回 され てい る申'76。従 って、 第4条(b)は 意識 的 にandと い う文 言 を用 い て い

る とい え る。

この争 い は、 第4条(b)に お い て、結 社 の 自由 を擁 護 す る立場 か ら人 種 差別 をin。iteす

る団体 な どに 限定 しよ うとす る意見(andを 支 持 す る立 場)と 、人 種差 別 の誘 因 を広 く除

去 しよ うとす る意 見(orを 支 持す る立場)の 対 立 を反 映 す るもので あ る。 第4条(b)に は

この よ うな議 論 が あ った に もか か わ らず 、第4条(。)に み られ たorをandに 代 え よ うとす

る議 論や 修 正案 はみ られ な い。 逆 に、第4条(b)に つい て はandを 用 い 、第4条(c)に つ い

て はorを 用 い る こ とを支 持 す る発言 も あっ た。 例 え ば、 イ ギ リス代 表 は、 第4条(b)が

promoteandinciteと 規定 し、 同条(c)がpromoteoruiciteと 規 定 してい る慎重 な 区別 を支持

す る とし、(c)に お いて公 権 力 が人 種差 別 をpromoteorinciteす べ きで は ない として い るこ

とは合 理的 で あ る とい デ77。 この よ うな経緯 か らみれ ば、第4条(c)は 、promote又 はincite

のい ずれ か を行 う行 為 を規 制す るた め に、意 図 的 にorと い う文言 を用 い てい る と考 え る

こ とがで き よ う。

次 に、前記 の第2の 問題 、す な わち、promoteとinciteの 両概念 の 関係 につ い てで ある。

条 約起 草過 程 で は、promoteとinciteの 概 念 に 関す るい くらかの発 言 が あ り、 そ の なか に

はpromoteがinciteよ りも広 い概念 であ り、promoteの な か にinciteが 含 まれ る こ とを認 め

*174A/C .3/SR.1315,para.24.

*175Black'sLawDictionary ,6thed.,WestPublishingCo,1990,p.1214.

*176人 権 委員 会 にお い て提 出 され た ソ連 修正 案(EICN .42.681)は 、賛成8、 反対12、

棄権1で 否決 され た 。第3委 員 会 で提 出 された イ ン ドの 口頭提 案(A/C.3/SR.1316,para.1,

AIC.31SRI318,para.14を 参照)は イ ン ドに よ り撤 回 され た(AIC3/SR1318,para.39)。

*177E/CN .4/SR.790,p.9andE/CN.4/SR.791,p.9.
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る ものが あ った。例 え ば、先 にみ たイ ギ リス発 言 の全体 の要 旨を紹 介 してお こ う。 次の よ

うで あ る。 ①人 種差 別 をpromoteす る こ との ない人 種差別 のuiciteは 存在 せ ず 、従 って 、

inciteはpromoteの 中に含 まれ る。②incitementは 「意識 的 で動機 を もった行 為(aconscious

andmotivatedact)」 で あるの に対 して 、promorionは 「i血citeする現 実 の意 図又 は努 力(real

intentionorendeavourtoincite)」 が な くとも、 なおpromorionと され 得 る'178。

条約 起 草過 程 にお い て、 この よ うな発言 には特 段 の異 論 は唱 え られ て いな い。 従 って 、

この よ うな理解 は 、少 な くとも、条約 起 草過 程 にお ける、promoteとinciteの 概念 及 び 両

者 の関係 に 関す る有 力 な立場 で あ った とい え よ う。

(3)以 上 の こ とか ら、文 言 に着 目した 上記 の2点 は、 条約 起 草過 程 におい て確 認 され 、又

はそ こに有 力 な根 拠 をみ い だす こ とが できた 。 第4条(c)は 、第4条(b)と 比較 して、 よ り

広 範 な規 制 を求 めて い る とい うこ とで あ る。

条約 が この よ うな 立揚 を とる理 由 として は 、次 の2っ が ある と考 える こ とが で き よ う。

第1に 、一般 に、公 権 力 に よる差別 誘発 行為 が 、 そ の悪 質性 と影 響 力 の点 で、 私人 に よ る

そ れ に比 して よ り大 きい と考 え られ る こ とで あ る。 第2は 、表現 ・結社 の 自由 との関係 で

あ る。 第4条(b)は 私 的 団体 及 びそ の表 現 活 動 の規 制 を も取 り扱 うもので あ り、 そ こで と

るべ き もの とされ て い る措 置 も処罰 及び 禁止 とい う強力 な措 置で あ る。しか し、第4条(c)

は公 権力 の行 為 に 関す る もので あ り、 また、 締約 国が とるべ き措 置 も禁止 や処 罰 とい っ た

もの まで が要 求 され てい るわ けで はな い。 従 って 、第4条(b)の 揚 合 には表 現 ・結 社 の 自

由 への配 慮 が不 可欠 で あ るに して も、(c)の 場 合 に は必ず しも必 要 とは され ない ので ある。

この よ うに、条 約 の 立場 には十 分 な理 由が ある と考 え られ る。従 って、公 権 力 に よる差

別 誘発 行 為 は、 これ を よ り広 範 に規 制 しよ う とい うのが 第4条(c)の 趣 旨で あ り、 そ の解

釈 にお い て も、 この よ うな趣 旨に則 した解釈 を とな らけれ ばな らない。

2.incite及 びpromoteの 概 念

次 に、以 上 の よ うな条約 の趣 旨か らみて 、 よ り具 体 的 にincite及 びpromoteと は何 を意

味す るのか を考 えてみ た い。 この点 、先 にみ たイ ギ リス の発 言 が興 味深 い。イ ギ リス に よ

れ ば、incitementは 意識 的で 動機 を も った行 為 で あ り、promotionはinciteす る意 図 のない

行 為 で あ る。

(1)ま ず 、 日本 の刑 罰 法規 にみ られ る用 法 を み てお こ う。他 人 に働 きか けて 人種 差別 を実

行 させ よ うと した り、 そ の実行 を容 易 にす る とい った行 為 を表 現す る法 令用 語 と して、刑

法 上 の教 唆や 幇助 、特別 刑 法上 の、独 立 の犯 罪類型 と して の教 唆 、 「そそ のかす 」、扇 動 、

「あお る」 とい っ た ものが あ る。 周知 の よ うに、刑 法 上 の教唆 は、他 人 をそそ のか して犯

罪 を実 行す る決 意 を生 じさせ るこ とをい い、幇 助 は 、犯罪 を実行 す る決意 を既 に もってい

る他人 に対 して 、そ の決 意 を強化 した り、犯罪 の実行 を容 易 にす る手助 け をす る こ とを い

う。 いずれ も、 そ の他 人 が犯罪 の実行 に至 る こ とに よっ て、刑法 上 、教唆 者 は教 唆犯 と し

て 、幇 助者 は幇 助 犯(従 犯)と して処罰 され る。

*178乃 ゴ4.第3委 員 会 にお け るイ ン ドの発 言 も参 照。AIC.3/SR.1318,para.14.
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また、独立の犯罪類型 としての教唆(独 立教唆犯)は 、他人に犯罪実行 の決意を生 じさ

せ ることであるが、その教唆者 の処罰 のためには、被教唆者が犯罪 の実行 に至 ることを要

しない揚合 をい ゲ179。

地方公務員法第61条 の 「そそのかす」の意義について、最高裁 は、同法 「所定の違法

行為を実行 させ る 目的を持って、人に対 し、その行為 を実行す る決意 を新たに生 じさせ る

に足 りる慫慂行為 をす ることを意 味し、これによ り、相手方が新たに実行の決意を生 じて

実行に出る危険性が あるかぎ り、実際に相手方が、新たに実行の決意 を生 じたか ど うか、

あるいは既 に生 じてい る決意 を助長 されたか どうかは、右 『そそのかす』罪 の成否に影響

しない」 とす る'18°。 また、扇動は、「特定 の行為 を実行 させ る 目的を もって、文 書若 しく

は図画又は言動によ り、人に対 し、その行為を実行す る決意 を生ぜ しめ又は既 に生 じてい

る決意を助長 させ るよ うな勢 いの ある刺激を与えることをい う」(破 壊活動防止法第4条

2項)と され、 「あお る」 も同義である とされ る。

以上の諸行為の違い をごく単純化 していえば次 のようになろ う。刑 法上の教唆の場合 に

は、①犯罪を実行 させ よ うとす る意図(故 意)を もった、②教唆行為が存在 し、③被教唆

者 が犯罪の実行 を決意 し、④犯罪の実行に至 ったこ とが必要である。独 立教唆犯は、この

うち④ の要素が不要 とされ るもので あ り、 「そそ のかす」や扇動、 「あおる」 は、③及び

④の要素が ともに不要 とされ るものである。

(2)イ ギ リスの理解 によれば、inciteは犯罪実行の意 図を要するか ら、上記の① の要素は最

低限必要で ある。従って、inciteは、最も広義には 「そそのかす」や扇動、「あお る」を意

味 し、最 も狭義 には刑法上の教唆を意味す る。これに対 して、promoteは ① の要素を要 し

ないか ら、他人に対 して人種差別行為の実行を促す行為 があれば足 りる。

前記 のように、条約起草過程において は、イギ リスのこのよ うな理解 に合意 があった と

まではい えない として も、 これが有力な解釈 であった とはいえる。 もしも、 このよ うな解

釈 に合理性が認 め られ るのであれば、第4条(c)の 解釈 としても妥 当性 を有す る と考 える

ことができる。そこで、次にこの点を検討 してみ よう。

条約 において、人種差別行為 を誘発す る とい う文脈 においてpromoteと い う言葉が用い

られているのは第4条 においてのみであ り、また、一定の行為の規制 に意味を もっのは条

約 第4条(c)の みで ある。第4条(b)はpromoteを 規定するが、(b)に お ける規制において

はinciteの みが意 味をもつか らで ある。従 って、promoteの 解釈 あたっては、第4条(c)の

趣 旨 ・目的のみに照 らして、 この文言の解釈を行 えばよい とい うことになる。

promoteも 人種差別行為 を誘発す る行為である以上、人種差別行為を誘発す るみ こみが

*179被 教唆者が犯罪実行の決意を したこ とを要す るか、決意 したこ とを要 しないかにっ

いては、争いがある。決意の発生が不要 とす る立揚 をとれ ば、扇動 と概念的に同 じように

なる。 この点については、 とりあえず、大塚 仁 『刑法概説(総 論)[改 訂増補版]』(有 斐

閣、1992年)274頁 を参照。

*180最 高裁判決昭和29年4月27日 判決。刑集8巻4号555頁 以下。但 し、 「そそのか

す」 も、独立教唆犯の場合 と同様 に、犯罪実行の決意の発生を要す る と解すべ き とす る立

揚 もある。大塚 『同上書』274頁 を参照。
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全 くない行為は、promoteに はあた らない。 しかし、他方で、第4条(。)の 趣 旨は、公権力

の行為 をできる限 り広範に規制す ることにあるか ら、公 の当局 ・機関が人種差別 を実行 さ

せ よ うとす る明確 な意図があったか ど うかは、重要視す る必要はない。発言者 に人種差別

を実行 させ よ うとす る明確な 目的 ・意図が なくとも、その発言それ 自体が具体的な事情の

下で人種差別を誘発す る可能性がある揚合 には、それを規制す る必要性があると考 えられ

るか らである。す なわち、公的当局 ・機 関は公権力 を行使す る存在であ り、その発言の影

響力 も大きい と考 えられるか ら、そ のよ うな立場にある者は、人種 ・民族間の関係や差別

といった微妙な問題について、不用意な表現行為は厳 に慎むべきであ り、最大限の注意 を

払って しかるべきである。

このよ うに、promoteの 概念は、 日本 の刑事法上の教唆な どに該当す るために必要 とさ

れ る意 図の要素を緩和す るもの と理解す るこ とが妥 当である。従 って、第4条(c)に おい

て、ある表現行為 がpromoteに 該当す るか否かは、当該表現行為が、その行為者の主観的

意図にかかわ らず 、具体的な事情 のもとで、客観的にみて他人に対 して人種差別行為を誘

発す る可能性があるか どうかを基準 として判断され るものといえ よう。 また、それ との関

連で、差別 の実行 に向けた具体的かっ直接的な表現がない場合であっても、このよ うな基

準に該 当す る場合 には、第4条(c)の 規制対象 となると考えるべきである。

なお、 これに訳語を与えるならば、 日本が条約加入にあたって採用 した 「助長」 とい う

訳語 が妥 当で あろ う。「助長」 とい う言葉 は、 日本 の法令用語 として確 定した意味をもっ

ものではな く、 日本語の意味 としても、あることを押 し進めることを一般的に意味す るの

もので あるか ら、同様 に漠然 としたpromoteの 訳語 としては適切であるか らである。

最後 に、inciteの概念 について述べてお こう。イ ギリスの発言 によれば、inciteは意 図の

要素をもつ行為 である。 日本におけるこのよ うな法令用語 としては、先 に述べたように、

教唆や独立教唆、「そそのかす」、扇動、 「あお る」 などがある。inciteの 概念 については、

これ らの概念 のいずれのものにも理解す るこ ともできる。 しか し、 ここで も第4条(c)の

趣 旨を考慮す るな らば、これ らの行為 の うち最 も広範 な意味を もっ 「そそのかす」、扇動、

「あおる」に該 当す る行為であると解釈す るべ きであろ う。日本 は、条約加入に際 して、incite

に対 して 「扇動す る」とい う訳語 を用いたが、このような意味で妥当な訳語である と考え

られる。

なお、第4条(c)に おいてinciteを 「扇動」の意味に理解す る場合には、第4条(a)及 び

(b)に い うinciteと 異なる意味をもつ もの と解釈 され ることもあ り得 る。前記のよ うに、

第4条(a)及 び(b)は 表見 ・結社の 自由に対す る配慮の必要性 か ら、inciteの 概念 について

も教唆な どのように、fその意味を絞 り込む ことは可能で あるか らである。従って、同一条

文に規定 され る同一の用語 について異なった意味が与えられるこ ともあ り得る。 しか し、

この ことは第4条(a)及 び(b)と 、同条(c)の 趣 旨の相違に由来す るものであって、その よ

うに解釈す ることにも合理性があるか ら、特段の不都合はない。第1条3項 の本文及び但

書にい うnarionalityとい う文言に異なった意味 を与える揚合 と同様 である。

3.「 認 めないこと」の意義

(1)締 約国の義務 は、国 ・地方の当局 ・機 関が人種差別を助長 し又 は扇動することを 「認
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めない([s]hallnotpermit)」 ことである。委員会は、第4条(c)に ついて、国及び地方の

すべての レヴェルの行政 当局が この規定 に拘束 され、締約国は、これ らの当局が同条が定

める義務 を遵守す るよ う確保 しなけれ ばな らない としてい るゆ18童。 しか し、第4条(c)の 文

言 も、委員会のこの見解 も、締約 国の義務 内容 を具体的に示 していない。

他の条文においては、締約 国に対 して、よ り具体的に 「禁止」や 「処罰」 を求めている

ものがある。 この ことを考慮すれば、第4条(c)は 刑罰規制 を求める ものではない。

また、このよ うな発言行為があった場合 には、発言者 に行政上の懲戒処分 を行 うことも

考えることができ よう。 しか し、 このよ うな懲戒処分 は、国と地方の行政庁にまたがって

行 うことができない場合 もある。例えば、地方公共団体の知事に対 して、国か らこのよ う

な処分 を行 うこ とはできない とい う法制度 もあ り得 る。従 って、「認 めない」 とい う義務

のなかに、行政上 の懲戒措置を とることが一般的に含まれる とみ ることは適当ではないで

あろ う。 もとより、国又は地方の同一系列の行政庁のなかでそのよ うな措置を とるように

す ることは、条約 の趣 旨 ・目的か らみて望ま しい ことはい うまでもない。

(2)「 認 めない」 とする一般的文言か らみて、具体的に どのよ うな措置を とるかは、締約

国 の裁量に委ね られてい るもの と考 えられ る。 しか し、それでも第4条(。)が 最低 限の措

置 として締約国に求 める措置が あると考 えることができる。まず、委員会 のい うよ うに、

締約国は、公的当局による差別誘発行為 が生 じない よう確保す る必要が あるか ら、第4条

(c)の 規定内容や その規制行為の内容な どについて関係公務員に周知徹底す るた めに、関

係公務員に対す る教育 ・訓練のた めの措置を とることが求 められ る。

また、第4条(c)に 該当す るよ うな公権力による人種差別誘発行為 がみ られた場合 に、

これ放置す ることが条約の趣 旨に反す ることは明 らかである。従 って、最低 限の措置 とし

て、公務員によるこの種 の表現行為があれば、① その都度、それが条約 の規制の対象 とな

る行為で あることを正式 に宣言す ること、② 当該表現行為の誤 りを指摘 し、正確 な情報 を

伝 えるな どをす ることによって、当該発言 によって生ず るおそれ のある偏見や敵意 、憎悪

の念 を積極 的に払拭する活動 を行 うこと、が必要である。

以上のよ うな措置 をとらない場合 は、第4条(c)違 反が発 生することにな る。

*181GeneralRecommendationXV ,para.7.
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第5章

人種差別撤廃委員会による日本の報告書の審議



人種差 別 撤廃 委員 会 第58会 期 は、2001年3月 に 日本 の第1・2定 期報 告書申'82(以下、「政

府 報 告書 」 とい うこ とが あ る)を 審 議 した。 条約 第9条 ユ項 に よれ ば 、締約 国 は 、 当該 締

約 国につ い て条約 が発 効 した後1年 以 内 に最 初 の報 告書 を、そ の後 は2年 ご とに報告 書 を

提 出 しな けれ ば な らな い。日本 につ いて 条約 が発 効 したの は1996年1月14日 で あ るか ら、

す で に 日本 は2度 にわた ってそ の報告 書 を提 出 しなけれ ば な らい はず で あ った。 しか し、

そ の提 出は 遅れ 、 結局 、 第 ユ回報 告 書 と第2回 報告 書 と を単 一 の文 書 に統 合 し、2000年

1月13日 付 け文書 と して提 出 した。 そ のた め、 日本 の報 告書 が審 議 され る の は これ が は

じめてで あ る。

日本 の 報告 書 の審議 は 、2001年3月8日 と翌9日 の両 日に行 われ 、 委員会 は、 同月20

日に 日本 に 関す る 「最 終所 見(ConcludingObservations)」*133を 採 択 した。 「最 終 所 見」は 、

日本 の条 約 実施 に関 して20項 目を超 え る評価 を行 った'1S4。そ の後 、 日本 は、委員 会 の 「最

終所 見」 に対す る 日本 の 立場 を示 した 「人種差 別 撤廃委 員 会 の 日本政府 報 告審 査 に関す る

*182CERD/C!350/Add .2.「 政 府報告 書 」 の訳文 は外 務省 仮 訳 を用 い る。仮 訳 は 同省 のホー

ムペ ー ジ か ら入手 可能 で ある(http:〃wwwmofag。 .jp/mofaj/gaiko/jinshu/99/index.html)。 但 し、

仮 訳 に付 され たパ ラ グ ラ フ番 号 は、 「政府 報 告 書」 の正 式版(英 語)の それ とは異 な るた

め、以 下で は、 正式版 のパ ラ グ ラフ番 号 に よ って引用 す る。

*183CERD/C/304/Add .114.「 最 終所 見 」 は、2001(,ERDReport(A/56/18) ,paras.159-185に

再録 され て い るが 、本稿 にお け る 「最終 所見 」 の引用 はCERD/C/304/Add .114の ものを用

い る。 また 、 「最 終所 見 」 の外 務省 仮 訳 は、 同省 の ホー ムペ ー ジか ら入 手す る こ とが で き

る(http:〃wwvv.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/saishu.html)が 、 本稿 で は 、 これ を 資料2に 収

録 して い る。 但 し、資料2で は、 参 考の ため 、委員 会 の報 告書 のパ ラグ ラ フ番 号 を あわせ

て 記 した。 「最 終 所見 」 の訳 語 は、 この外 務省 仮訳 を用 い る。

な お 、 本稿 で は 、ConcludingObservationsと い う用 語 には 、規 約 人権 委 員 会 の 「見解

(vieWS)」 との区別 を 明確 にす るた め に 「最 終所 見 」 とい う訳語 を あて てい るが 、外務 省

は 「最 終見解 」 と訳 出 してい る。

*184委 員 会 にお け る審 議 状 況 につ いて は次 の文 献 を参照
。 反差 別 国 際運動 日本 委員 会編

『国連 か ら見 た 日本 の人 種差別 』(2001年8月 、解 放 出版 社)、 「人種 差別 撤廃 委 員会 の最

終 見解 を読 む パ ー ト1・ パ ー ト2」 『法 学セ ミナ ー』559号 及 び560号(2001年7月 号及

び8月 号)。

なお 、こ こに掲 げた反 差別 国際運 動 日本委 員会 編 『国連 か ら見た 日本 の人種差 別 』134-209

頁 に は、委 員 会 の審 議 を記録 したテ ープ か らお こした議 事 録全 文 が収録 され て い る。 本稿

で は、 これ を 「議事 録 」 と して 引用 す る。 付記 す るパ ラグ ラフ番 号 は 同書 にお いて便 宜的

に付 され た も ので あ る。 ま た 、 「議 事 録」 にみ られ る発 言 で あ っそ も、 委員会 のサ マ リー

・レコー ドで は省 略 され て い る部分 もあ るが
、 参考 のため に、サ マ リー ・レコー ドの 関係

部分 もあわせ て示 してお く。 該 当す る発 言 がサ マ リー ・レコー ドで は省 略 され てい るこ と

が あ る こ とを あ らか じめお 断 りしてお く。
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最終見解 に対す る 日本政府の意見 の提 出」鄲(以 下、 「政府 コメン ト」 とい う)と 題す る

文書を委員会に提 出している。

「最終所見」の内容 の多 くは、 日本 による人種差別撤廃 条約(本 章では、人種差別撤廃

条約 を示す場合 には、他 の条約又 は条約一般 との混 同を避 けるために、 「条約」 とい うよ

うに 「 」 を付 して表記す ることがある)の 実施状況の問題点を指摘す るものであ り、今

後の 日本 の条約実施に関 して考慮 され るべき重要 な問題 も含 まれ ている。委員会の指摘の

当否 を含 めて、これを検討する ことは、 日本 にお ける今後のよ りよい 「条約」の実施 に向

けた不可欠の作業である。また、委員会 は、 「最終所見」の 中で次回の報告書の提 出期限

を2003年1月14日 に設定す るとともに、その中で、 「最終所見」が とりあげた問題点に

触れ るよ う求 めてい る申'86。そのため、 この 「最終所見」は次回の報告審議 の際に も触れ ら

れ ることになる。 この点か らも、「最終所見」の内容 を理解 してお く必要がある。

本章 では、 「最終所見」が提起する、条約解釈問題 を含む、い くつかの論 点にっいて、

日本 の立揚 と委員会の立場 を整理することによって、その対立点 を明確 にす るとともに、

若干 の評価 を行いたい。

ただ、ここで とりあげ る問題 については、い くらかのことを述べておかなけれ ばな らな

い。第1に 、 とりあげる問題 は、その重要性 によって選択 されるものではなく、検討 を加

えてお く必要があるか どうかによる。「最終所見」では、外国人一般や在 日韓 国 ・朝鮮人、

難 民な どに関 しても触れている。例 えば、 日本に居住す る外 国籍の子 どもの義務教育*187、

在 日韓 国 ・朝鮮人 の上級学校への進学資格やマイノ リティーの言語に よる教x・188、帰化 申

請時の氏名変更の強'"189、難 民及び庇護 申請者の取 り扱い申'9°な どである。 こ ららの問題

も重要な論点である。ただ、 これ らの問題は、従来か ら問題 となってきたものであ り、 ま

た、委員会 の立揚 も明瞭である。従って、 ここで特に触れ る必要 はない。

第2に 、本章は、次章以下で検討 され る人種差別撤廃条約 と日本に関す る序章 として の

意味をももつ。 そのため、次章以下で取 り扱 う論点に関係す るものについては、すべて こ

れ をとりあげるが、その評価については次章以下 に委ね る。

以上のよ うにして、以下では、「条約」の実体規定の自動執行性、条約 の適用対象、私

的人種差別 の規制、人種主義的表現 ・団体の規制、及び人種差別 の被害者 に対す る救済の

*185こ の文書は、委員会に提 出され、委員会の公式文書 とされているため、原文 はその

英 語 版 で あ る。 外務 省 の仮 訳 は外 務省 の ホー ム ペー ジか ら入 手 す る こ とが で き る

(http:1wwwmo魚gojp∠mof砺!gaiko/jinshu/iken.html)。 本稿では、この仮訳 を資料3に 収録 し

た 。 な お、英 語 要約 版 は 、委員 会 の報告 書 に収 録 され てい る(2001C躡 のReport

(A156118),AnnexVII,A)が 、要約版であるために重要な点で省略 されている ところもあ

るため、本稿では外務省仮訳 を用いる。

*186CERD/C/304/Add .114,para.27.

*1871乃ゴ4
,para.15.

*188乃 ノ4
,para.16.

*1891bid
,para.18.

*190乃 ノ4
,para.19.
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問題 を とりあげ 、 この順 序 で検討 す る。

第1節 人 種 差 別 撤 廃 条 約 の 国 内 法 上 の 地 位

1.日 本 の立場

政 府 は、 「政府 報 告 書 」 の なか で 、す べ て の条 約 につ い て あて は ま る一般 論 と して、次

の よ うに述べ て い た。 「我 が 国が締 結 した条 約 は、条 約及 び 国 際法 規 の遵 守 義務 を規 定す

る 憲 法第98条 第2項 の趣 旨か ら、 国 内法 と しての 効力 を持 っ。 なお 、条約 の規 定 を直接

適 用 し得 るか否 か にっ いて は 、 当該 規 定 の 目的 、内容及 び 文言 等 を勘案 し、具 体 的場合 に

応 じて判 断す べ き もの と され てい る」*19'。

委 員会 に おい て 、政府 は条 約 一般 の 国 内的効 力 を認 め る発 言 を繰 り返 す と ともに、特 に

条 約 と法律 との 関係 につ い て、 「我 が 国 の憲 法 には、 我 が国 が締 結 した条約 と法 律 との関

係 にっ いて の明文 の規定 は ない が 、一般 的 に条 約 が法律 に優位 す るも の と考 え られ てい る」

とす るr192。

他 方 、人種差 別 撤廃 条約 の 自動 執行 性(直 接 適用 可能性)に つ い ては 、政府 は これ を否

認 す る。 そ の理 由は 次 の2つ で あ る。 ① 「本 条約 の実体 規 定(第2条 ～第7条)が 、 『締

約 国 は 、_.約 束す る。』 等 と規 定 して い る こ とか らも明 らかな とお り、 そ もそ も直接 個

人 の権 利義 務 を創 設す る もので はな く、 締約 国に対 して人 種差別 の撤廃 の義務 を課 して い

る もの と考 え られ る」 こ と・193、② 条約 第9条 に よれ ば 、条約 の諸規 定の実 現 のた め には、

締 約 国が何 らか の 国 内的 な措置 を講ず る こ とを予 定 して い るこ と'197、で ある。

2.委 員 会 の立場

委 員会 で は、委 員 か ら人種 差別 撤廃 条 約 の直接 適用 可能性 に関す る 「政 府 報 告書」 の記

述 が不 明確 で あ る と して 、 これ を明確 にす る よ う求 め る発 言 が あ っだ195。 ま た、 「最 終所

見 」 にお いて も、 「委 員 会 は、 国 内法 にお け る本条 約 及び そ の規 定 の地位 につ き、締約 国

か ら明確 な情報 を求 め る」 とす る'196。

また 、条約 の 自動 執行 性 につ い て、委 員 会 は、 「本条約 が 自動執 行 力 を持 って いな い と

*191CERD/C/350/Add .2,para.5.

*192「 政府 コメ ン トJpara4(2)
,CERDICISR」444,para.5,「 議事 録 」174頁,para.153.

*193「 政府 コメ ン ト」1 /II(2),CERDIC/SR1444,para.5,「 議 事 録 」175頁,para.155.

*194CERDICISR1444
,para.5,「 議事 録 」175頁,para.155,

*195例 えば
、Diaconu委 員 の発 言(CERD/C/SR.1343,para.31)及 びdeGouttes委 員 の発 言

(CERDICISR1333,para39)を 参 照。

*196CERD/C/304/Add .114,para.9.
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い う事実を考慮すれば、委員会は、特に本条約第4条 及び第5条 に適合するような、人種

差別 を非合法化す る特定の法律 を制定す ることが必要である と信 じる」とする'197。さらに、

第4条(a)及 び(b)の 「すべての規定が 自動執行力のある性格 のものではないJと すZ・198。

3.評 価

(1)周 知 のよ うに、 日本が締結 した条約 は国内的効力 を有 し、その効力順位 は、通説的見

解 に従 えば、条約は法律 よ りも上位、憲法 よ りも下位 の位置 を占め る。 「政府報告書」及

び委員会 における 日本代表の発言 は、このような一般的な理解 に則 した もので ある。

問題 は 「条約」 の諸規定 の 自動執行性で ある。 この点について、 「最終所見」 は、 「本

条約 が 自動執行力 を持っていない」とし、また、特に第4条(a)及 び(b)に ついて、その 「す

べての規定 が 自動執行力のある性格の ものではない」 とす る。 ここで問題 となるのは、次

の2つ である。第1は 、 このような見解 を表明 した委員会 の真意であ り、委員会 として人

種差別撤廃条約の実体規定の自動執行性 を否定 したのか どうかである。第2は 、人種差別

撤廃条約の諸規定の 自動執行性 の有無である。

(2)ま ず、第1の 問題 については、委員会にお ける 「政府報告書」の審議の流れか らみて、

委員会が 「条約」の 自動執行性 を否定 したものではない と考 えられ る。前記のよ うに、委

員会審議 において、委員 らは人種差別撤廃条約 の 自動執行性 に関す る質問を行 い、政府代

表 は、 これに回答 して、その 自動執行性 を否定 した。 このような回答の後に、deGouttes

委員が発言 した。 同委員 は、 日本代表 団が 「きわめて正 当にも、人種差別撤廃条約の諸規

定が、 日本法において 自動執行的ではない と述べた」 ことに留意 し、「条約 を実施するた

めには国内立法が採択 され なければな らないのであるか ら、なお さら、条約第4条 及び第

5条 並びに第2条 ユ項(c)に 従い、 あらゆる人種差別行為 を犯罪 とす る適切な立法を制定

す る必要がある」 と述べている'199。

「最終所見」の うち、 「条約」の規定一般の非 自動執行性 に触れ てい る部分 は、その内

容 からみて、この発言 を受けたもの と考え られ る。すなわち、「最終所見」は、正確 には、

人種差別撤廃条約 が 「日本において 自動執行力 を持 っていない とい う事実を考慮すれば」

とい うことであ り、その力点は、 日本 において 「条約」を実施す るための国内立法 の制定

が必要であるとい うことにあるといえよ う。従 って、委員会は、委員会 自身の見解 として

条約 の諸規定の 自動執行性を否定 したものではない と考 えられる。

(2)第2に 、それでは、人種差別撤廃条約の 自動執行性 を否定 した政府の解釈 は どうか。

政府 があげる根拠 は、① 「条約 」が 「締約国は… 約束す る」 といった、締約 国を行動 の

主体 とした規定方式 を採用 していること、② 「条約 」第9条 が、政府が提 出す るべき報告

書 の内容 として、 「この条約 の諸規定の実現のた めに とった立法上、司法上、行政上その

他 の措置」 とい う文言を用いてお り、これは、条約の実施に関 して国が一定の措置 をとる

*1971bid .,para.10.

*198乃 ゴ4,paraユ1.

*199CERD/C/SR .1444,para.35.
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ことを前提 としていること、である。いずれの根拠にも問題がある。

まず、① の問題点である。第 ユに、人種差別撤廃条約の起草過程をみれば、 「条約」の

規 定方式が、その 自動執行性 を否認す る意図によるもであることに合意があったとはいえ

ない。

第2に 、同一の条約 のなかで異なる規定方式が採用 されてい ることがあ り、それが 自動

執行性 の有無を示す もの とみ られない ことが ある、 とい うことである。例 えば、 「児童 の

権利 に関す る条約」(以 下、「児童 の権利条約」 とい う)は 、「児童は、表現の 自由にっい

ての権利 を有す る」 と規定 し(第13条1項 第1文)、 また、「締約国は、思想 、良心及び

宗教の 自由についての児童の権利 を尊重す る」 と規定す る(第14条1項)。 しか し、両者

の規定の主語の相違が意図的なものであるか どうかは疑 わ しい。

また、 日本国憲法におけるこれ らの権利の保 障の規定をみれ ば、憲法19条 は 「思想及

び 良心 の自由は、これを侵 してはな らない」 と規定 し、同21条1項 は 「集会、結社及び

言論、出版その他一切の表現の 自由は、これ を保 障する」 と規定す る。 これ ら両条項はい

ずれも裁判所によって直接 に適用 されている。 この憲法の規定 と、児童の権利条約 の前記

の規定 とは、そ の明確性において大差 はない。 そ うだとすれば、児童の権利条約にお ける

上記両規定の主語の相違によって 自動執行性 の有無を判断す る合理性 も乏 しい。

第3に 、人権 条約 は、同一の権利 に関 して同一の規定方式をとっているとは限 らない。

例 えば、児童の権利条約 の思想 ・良心 ・宗教 の 自由についての規定 は、締約国を主語 とす

るが、「市民的及び政治的権利 に関す る国際規約」(以 下、 「自由権規約」 とい う)は 、「す

べての者は、思想 、良心及び宗教 の自由についての権利 を有す る」 と規定す る(第18条

1項 第1文)。 この揚合、政府の立場か らする と、 自由権規約第18条1項 第1文 は 自動執

行的で あるのに対 して、児童 の権利条約第14条1項 は自動執行的ではない とされ るのか

も しれない。 しか し、 自由権規約 にい う 「すべての者」に 「児童」が含 まれ ることは疑 い

ないか ら、当事者 が 自由権規約の規定を援用す る場合には、裁判所はそれを直接適用す る

こ とができ、児童 の権利条約 の規定 を援用する場合には、それができない と考えることに

合理的な理 由をみ いだす ことは困難である。

このように、人種差別撤廃条約の起草者 の意図や、人権条約の規定の仕方の実際をみれ

ば、政府が あげる第1の 根拠には疑 問がある・Z°°。

次 に、前記の②の根拠の問題点である。第 ユに、条約起草過程において、第9条 が 「条

約」の 自動執行性 を否定す る趣 旨であるこ とを示すものはない。第2に 、そもそも第9条

は報告制度 に関す る規定であり、実体規定の 自動執行性の問題 とは無関係である。第3に 、

仮 にこの規定が 「条約」 の自動執行性 に関係が あるとして も、裁判所 による条約の適用 は

「司法上 … の措置」にあた ると解釈す ることもできるか ら、 自動執行性 を否定す る根拠

とはならない。従 って、 この根拠 も疑問である'2°1。

*200あ る規定の主語によって自動執行性の有無を判定する ことの問題点については
、岩

沢 雄司 『条約の国内適用可能性』(有 斐閣、1985年)121-122、317-318頁 を参照。

*201報 告制度 に関す る規定の仕方 によって 自動執行性の有無を判定することの問題点に

ついては、岩沢 『同上書』119・122頁 を参照。
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(3)結 局 、規 定の方式 とい う形式的な基準で はな く、 「条約」の規定の趣 旨か ら実質的に

みて判断す るべ きであろ う。例えば、条約第4条 の刑罰規制 に関す る規定は、 日本 におい

ては、罪刑 法定主義 との関係か らみて、 自動執行性は否定 され よ う。また、一般的に第4

条(a)及 び(b)が 原則的に 自動執行性 を有 しない とみな され るべ きこ とは、既に述べた通 り

で ある。

他方、条約第2条1項(a)は 、 「各締約国は、個人 、集 団又は団体 に対す る人種差別 の慣

行 に従事 しない こと… を約束」す ると規定す るが、国が人種差別行為を行 った場合 には、

この規定を裁判所 において直接に適用す ることには障害はないよ うに思われ る。また、「各

締約国は、いかなる個人又は団体による人種差別 も後援せず、擁護せず又 は支持 しない こ

とを約束す る」 と規定す る同条1項(b)も 、直接適用が可能な場合 もあろ う。

第2節 条 約 の適 用 対 象(第1条)

1.委 員会 の立場

委員 会は、f最 終所見」において、 「韓 国 ・朝鮮 人マイ ノリテ ィ、部 落民及び沖縄 の コ

ミ ュニテ ィ を含 む本 条約 の適 用範 囲に よ ってカバ ー され て い るす べ て のマ イ ノ リテ ィの状

況 」 とい う表 現 を用 い る*2°2ことに よって 、 特 に これ らの集 団が 「条約 」 の 適用 対 象 とな

る こ とを認 め た。

また 、委 員 会 は、 「条 約 」 が差別 禁 止 事 由の1つ と して あげ る 「『世 系(descent)』 の 語

はそ れ独 自の意 味 を持 ってお り、人種や 種 族 的又 は民族 的 出身 と混 同 され るべ きでは ない」

と し・Z°3、部 落差 別 が この文言 に よって 「条約 」 の対 象 とな る とな るこ とを認 め る。。

さ らに 、 「最 終 所 見」 は、 アイ ヌ 民族 につ い て 、 「先 住 民 と して のア イ ヌ」 とい う表 現

に よって アイ ヌ の先住 民性 を認 め、 また 、 「原 住 民及 び種 族 民 に関す るILO第169号 条約

を 批准 す る こ と及 び(又 は)こ れ を指 針 と して使 用す る こ とを慫 慂す る」 とす る"2°70

2.日 本 の 立場

(1)こ れ に対 して 、 白本 は 、 部 落 、沖縄 及 び アイ ヌ に関 して反 論 す る。 まず 、 「条 約 」 の

適 用 対 象 に 関 し、 日本 は、 「本 条約 は 、社 会 通念 上 、 生物 学 的諸 特 徴 を共有 す る と され て

い る人 々 の集 団、 及び 社会 通念 上 、文化 的 諸特徴 を共有 す る と され て い る人 々 の集 団並 び

に これ らの集 団 に属す る個 人 につ き、 これ らの諸特 徴 を有 して い る こ とに基 づ く差別 を対

*202CERD/C/304/Add .114,para.7.

*203乃 ゴ4,para.8.

*204乃 ゴ4,para.17.
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象 とす る もの であ る と解 され る」 とす るη゚ 5。

(2)こ れ を前提 と して部 落 差別 にっ い て 日本 は次 の よ うに述 べ る。 「本 条約 第1条1に 規

定 す る"des。ent11につい ては 、本条 約 の審 議経 緯 にお い て、"nationalorigin(民 族 的 出身)"

とい う語 が 『国籍 』 とい う法 的地位 に基 づ く概 念 も含 み得 るか の よ うな誤 解 を招 く との 問

題 が あ り、 その 問題 を解 決す るた め、"nationalorigin"に 代 わ る語 と して"placeoforigui"と

ともに提案 された もので あ る。 しか し、 その後 、文 言 の整 理 が十分 にな され ず 、その ま ま

本 規 定 中に残 っ た もの で あ る と承 知 して い る」。 「こ の よ うな審 議 経緯 を踏 ま えれ ば 、本

条 約 の適 用 上 、"descent"と は、過 去 の世 代 にお け る人 種若 しくは皮 膚 の色 又 は過 去の 世代

に お け る民族 的若 し くは種族 的 出身 に着 目 した概念 を表 す もので あ り、社 会 的 出身 に着 目

した概 念 を表 す もの とは解 され な いwzJ°6。従 って、 「委 員 会 の"descent"の 解 釈 を共有 す る

もの では な いJ'2°7。そ して 、政府 は、 「『同和地 区 の住 民は 異人 種 で も異民 族 で もな く、疑

い もな く 日本 民族 、 日本 国 民で あ る』 と考 えて」 い る"2°8から、部 落差 別 は 「条 約」 が対

象 とす る人 種 差別 に該 当 しな い とい う。

(3)沖 縄 に つ いて は、 政府 は 次 の よ うに い う。政 府 と して は 「沖縄 の住 民 が 日本 民族 とは

別 の 民族 で あ る と主張す る人 々が い るこ とは承 知 して い るが、 それ が 沖縄 の 人 々の多数 意 ・

志 を代表 した もの で ある とは承知 して い ない。 沖縄 県 に居 住す る人 あ るい は 沖縄県 の 出身

者 は 日本 民 族 で あ り、一般 に、他 県 出身 者 と同様 、社会 通念 上 、生 物学 的又 は文化 的諸 特

徴 を共有 して い る人 々の集 団で あ る と考 え られ てお らず 、 した が って 、本条 約 の対象 とは

な らない」*2°9。

(4)最 後 にア イ ヌ 民族 につ い て、 政 府 は 、 「アイ ヌ の 人 々 は、 少 な く とも 中世末 期 以 降 の

歴 史 の中で は、当時 の 『和 人』との 関係 にお いて北海 道 に先 住 していた と考 え られ てお り、

独 自の伝 統 を有 し、 日本語 とは異 な る言 語系 統 の アイヌ 語や独 自の風 俗 習慣 をは じめ とす

る 固有 の文化 を発 展 させ て きた 民族 で あ る と認識 して い る」r2'°。 しか し、そ の先 住民 性 に

っ い ては 、 「『先 住 民』 とい う言 葉 の定義 にっ いて は、 国 際的 な定 義 が な く、 … アイ ヌ が

『先 住民 』 で あるか ど うか にっい て は、 国 際的 な議 論 との 関係 にお いて慎 重 に検討 す る必

要 が ある もの と考 えてい る」 とす る*zu。

なお 、ILO169号 条約 の批准 につ いて は 、政府 は、 この条約 が 「ILOが 本来 取 り上 げ る

べ き労働 者保 護以 外 の事項 が 多 く含 まれ てお り、ま た我 が 国の法 制度 に整 合 しない規定 が

残 され て い る とい う問題 もあ る」 こ とを理 由 に、 「直 ちに批 准 す るに は問題 が 多い と考 え

*205「 政 府 コメ ン ト」para .1(2)(イ),CERDIC/SR.1444,para.28,「 議事Jl91頁,para.206.

*206「 政府 コメ ン ト」para .1(2)(ロ).C.fCERD/C/SR1444,pa凱28,「 議事 録 」190頁,para.201.

*207「 政府 コメ ン ト」para .3(1).

*208同 上
,para.1(2)(ロ).

*209「 政府 コメン ト」paras .1(2)(イ)&para.2(1),CERD/C/SR1444,para.28,「 議事録 」191

頁,para.203.

*210「 政府 コメ ン ト」para .14(1),「 議事 録 」177頁,para.161.

*211「 政府 コメ ン トjpara .14(2),CERD/C/SR.1444,para.9,「 議 事録 」177頁,para.161.

..



て い る」 とす る'212。

3.評 価

ここで は 、沖縄 住民及 び アイ ヌ 民族 の先住 民性 の承認 につ い て簡 単 に コメ ン トを付 して

お こ`213。

(1)ま ず 、 委 員 会 は、 「沖縄 の住 民 」 が 「条約 」 の適用 対 象 とな る こ とを 明 らか にす る と

とも に、 「沖縄 の住 民 は、独 自の民 族集 団 で ある こ とを認 め られ る よ う求 め」 る。 委 員会

の審議 で は、国別 報告 者(Rodriguez委 員)が 、沖縄 住 民 が異 な った 種族 的 出身者 で あ り、

自己 の 言語 と文 化 を有す る こ とや 、 かつ て独 立国 を形成 してい た こ と、19世 紀 以 降 に 日

本 人 に よ る差別 に 服 し、現在 で は米 軍 の存在 に よ って差別 が加 速 され て い る こ とな どを述

べ た・214。ま た、 この問題 につい て 質 問 を行 った委員 もい る申215。これ に対 して、 日本 は 、 「沖

縄 県 に居住 す る人 」又 は 「沖縄 県 の 出身者 」 が 日本 民族 で ある とす る。

「沖縄 の住 民 」 が民族 的 に異 な っ た存在 で あ るか否 か を詳 述 す る余裕 はな い。 た だ、 こ

こでみ られ る委員 会 及び 日本 の議 論 につ いて は、 その双 方 にい くつか の 間題 が ある。 第1

に、 「最 終 所 見」 におい て委員 会 が用 いた 「沖縄 のコ ミュニ テ ィ(Okinawacommunities)」

又 は 「沖縄 の住 民([t]hepopulationonOkinawa)」 とい う表 現や 、ま た、 日本 が 「政府 コ

メ ン ト」の 日本 語仮 訳 で用 い た 「沖縄 県 に居住す る人 あ るい は沖縄 県 の 出身 者 」(原 文 は、

"ThosewholiveinOkinawaprefectureorarenativesofOkina
wa")と い う表現 が 、 どの よ う

な集 団 を指 して い るの かが 明 らか では な い とい うこ とで あ る。 「沖縄 県 に居 住す る人 」 の

す べ て が単 一 の人 種集 団 を構 成 す る とみ るこ とが で きない こ とは 明 らか で ある。沖縄 に は、

他 の都 道府 県 の 出身者 や外 国人 も居住 して い るか らであ る。 従 って、 「沖縄 の コ ミュニテ

ィ」 又 は 「沖縄 の 住民 」 に 「条 約 」 の適 用 を肯 定す る委 員 会 も、 「沖縄 県 に居 住す る人 あ

るい は沖縄 県の 出身 者」 につい て 「条約 」 の適用 を否 定す る 日本 も、ま ず 、い かな る集 団

が 「条約 」 の適用 対 象 とな り、又 は な らない のか を明確 にす るべ きであ った。

第2に 、 この 点 に関連 して 、 日本 は 、 「沖縄 の住 民が 日本 民 族 とは別 の民 族 で あ る と主

張す る人 々が い る こ とは承知 して い る」 とす るが申216、この主 張が念 頭 にお い てい る集 団 を

明 らか にす る必要 が あ る。 も しも、 ここに い う集 団が人 種 ・民族 的に他 の集 団 と異 な る も

ので あれ ば、 「条約 」 の適用 対象 とな る。

日本 は、 この よ うな人 々の主 張 が 「沖縄 の人 々 の多数 意志 を代 表 した もので あ る とは承

*212「 政 府 コメ ン ト」para .15,CERDICISR1444,para.10,「 議 事録」178頁,para.165.

*213descentの 概 念 及び 人種差 別 撤廃 条約 のカース ト差別 及 び部 落差別 へ の適 用 の可否 に

つ い ては 、第6章 で検 討す る。

*214CERD/C/SR .1443,para.29.

*215例 え ば、deGouttes委 員 の発 言(CERDICISRI443,para.42)及 びHevia委 員 の 発言

(CERD!C!SR1443,para46)を 参 照。

*216「 政府 コメ ン ト」para .2(1).
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知 していない」 とするが、この主張を多数の者が享有 しているか否かが問題 となるのでは

ない。委員会によれば、ある個人が、特定の人種 的 ・種族的集団の構成員であるか否かの

認定方法は、原則 として、当該個人の自己認定 による"217。従って、問題 とな るのは集団の

性質であ り、他 の者 と人種的に異なるとい う信念 を有 し、その信念が客観 的に正当 とされ

る場合 には、その人数の多少にかかわ らず、「条約」 の適用対象 となる。

以上のよ うに、まず明 らかにされ るべ きことは、独 自の人種集 団の存否であって、 これ

を確認す ることなく、「条約」の適用の有無を議論す るこ とはできない。委員会及び 日本

の議論は、この点でいずれ も不十分であって、今後、両者の問でよ り生産 的な 「対話」 が

な され るこ とが肝 要で ある。

(2)次 に、アイヌ民族 の先住民性 の承認につ いてで ある。委員会は、「先住民族 としての

アイヌ民族」 とい う表現を用いることによって、アイヌ民族の先住民族性 を承認 しだzts。

規約 人権委員会 は、 日本の第4回 定期報告書`219の報告審議の後に採択 した 「最終所見」

(1998年)に おいて、 「アイヌ先住少数者(theAinuindigenousminority)」 とい う用語 を

用いてい る'22°。 これ によって、規約人権委員会がアイヌ民族を先住民族 と認定 したか どう

かは不 明確である舩。 これに対 して、人種差別撤廃委員会の 「最終所見」 は、条約機 関 と

してはじめて、アイヌ民族の先住民性を明確 に承認 した。

日本 は、アイヌ民族 を自由権規約第27条 にい う意味での民族的少数者 であるこ とは認

めてお り、また、人種差別撤廃条約の適用対象であることも認 めている。 しか し、今 日ま

で、その先住民族性 を承認 したことはない。その理由は、先住民族 とい う言葉 に関 して、

国際的に承認 された定義がないことである。

しかし、委員会においてThomber【y委 員 が述べ るように、先住民 とい う概念が どのよ う

に解釈 され るとしても、先住民の存在は 「事実の問題」で ある・zzz。すなわち、先住民族 と

呼ばれ る集団が存在す ることは疑 いな く、その定義が存在 しない とい うことを理由 として、

アイヌ民族の先住 民族性 の判 断を行わない とする議論は、必ず しも説得的ではない。また、

一般的にいえば
、現在 、先住 民とされている民族は、多 くの揚合、近代 国家の成立期にお

いて海外 に進 出した ヨー ロッパ諸 国の支配 を受けた先住者 である。政府 はがい うように、

*217GeneralReco〃emendationVIII .「 独立国にお ける先住民及び種族民 に関す る条約」

(ILO169号 条約)第1条2項 も、先住民 ・種族民 としての 自己認識 が、同条約 の適用対

象 となる集団を決定す る基本的な基準 とな ると規定す る。

*218CERD/C/304/Add .114,para.17.

*219CCPR/C/115/Add .3andCorr.1.

*220CCPR!C179/Add .102,para.14,1999HRCReport(A154/40)Vol.1,para.156.な お、規約

人権委員会が国連総会に提出す る年次報告書の引用方法 も、人種差別撤廃 委員会 の報告書

の場合 と同様に、該当年度、規約人権委員会 の略称、及び文書番号 による。

*221規 約人権委員会 にお ける審議状況については、上村 英明 「アイヌ民族の権利 と沖縄

の人権状況」、国際人権NGOネ ッ トワー ク編 『ウォ ッチ1規 約人権委員会』(日 本評論

社 、1999年)86-91頁 を参照。

*222CERD/C/SR .1444,para.39.
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アノrヌの人 々が 「中世末期以降の歴史の中では、当時の 『和人』 との関係において北海道

に先住 して」いた独 自の民族 であるとい うのであれば、先住民 と呼ばれ るもの と類似 した

状況 にあるもの と考 えられ る。従 って、アイヌ民族を先住民 と認 定 した委員会 の立場にも

理 由が あるよ うに思われ る。

いずれにせ よ、委員会は、すでに先住民族の権利 に関する 「一般的勧告XXIII」 を採択

してお り、また、 「最終所見」 においてもこの勧告に 日本 の注意 を喚起 している。 この勧

告のなかで、委員会は、先住民族 に対す る十分な説明に基づ く同意 を得 ることな しに、先

住民族 の権利 ・利益 に関係す る決定を行わないこ とや、土地の返還な どを含む土地 に関す

る様 々な権利 な どがあることを認 めている・223。委員会によるアイヌ民族 の先住民族性の承

認は、今後 、委員会 としては、アイヌ民族をこのよ うな権利 を有す るものとみなす ことを

意味 してお り、その意義は重大である。 日本は、人種差別撤廃条約及び この勧告の実施 に

関 して説明が求 め られ ることになる。

(3)な お、委員会は、次回の報告書 において、 「条約 」 の適用対象 とな る集団 にお けるジ

ェンダーに関す る社会 ・経済的データや 、性的搾 取 ・性暴力を含むジェ ンダー関連の人種

差別 を防止す るために とった措置に関す る情報の提供す るよ う求 めてい る`224。

委員会は、2000年 に採択 した 「一般 的勧告XXV」 の 中で、人種差別のジェンダーの側

面を と りあげ、今後、 この問題 に注 目す ることを表明 している・su。この勧告は、 目本の報

告 書の作成期 日(1999年6月)後 に採択 された もので あ り、報告書は この問題 に関す る

記述 はない。

政府代表 には、女性 の問題が とりあげられ るこ とには とま どいがみ られた ように思ねれ

る。 しか し、委員会が問題 として いることは、人種差別撤廃条約 が定める 「人種」 とジェ

ンダーの双方 に基づ く差別 であ り、人種差別撤廃条約 の適切な対象 となるものである。「一

般的勧 告XXV」 の内容 に即 して、 日本が人種差別 をジェンダーの側 面からも検討 するこ

とが求め られ るこ とにな る。

第3節 私 人 間 の人 種 差 別 の規 制(第2条)

1.日 本の立場

既 にみた よ うに、 「条約」第2条1項(d)は 、私人間の人種差別 を規制すべ き義務 を締

約国に課す。政府によれば、 この点に関す る日本の法制度の現状は次 のようである。 「憲

法第14条 第1項 は、人種等の差別な く法の下の平等原則 を定めた ものであるが、 このよ

うな考 え方等 を踏まえ、我 が国は、'教育、医療、交通等 国民生活に密接 な関わ り合いを持

*223GeneralRecom〃2θ ηぬがoη㎜ ,paras.4-5.そ の内容 については、第1章 を参照。

*224CERD/C/304/Add .114,para.22.

*225こ の勧告 の内容 にっいては、第1章 を参照。
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ち公共性 の高い分野 にっいては、各分野にお ける関係法令 により広 く差別待遇 の禁止が規

定 されてい るほか、その他各種の分野 につき関係省庁の指導、啓発等の措置を通 じて差別

の撤廃を図っている」*226。

また、 日本 は、第2条1項(d)の 解釈 に関連 して、「第5条 において はその柱書に 『条

約第2条 に定める基本 的義務に従い...』 とあ り、第2条 の定める義務の範囲を超 える も

のではない と解 され るが、一方、第2条1で は、すべての適 当な方法 によ りと規定され て

い ることか ら明らかなよ うに、立法措置は、状況 により必要 とされ 、かっ立法することが

適 当 と締約国が判 断 した場合に講 じることが求め られていると解 される」 とす る。

そ して、 日本の私的差別 の現状認識 として、「我が国の現状が,既 存 の法制度では差別

行為 を効果 的に抑制することができず、かつ、立法以外 の措置によって もそれ を行 うこと

が できないほど明白な人種差別行為が行 われてい る状況 にあるとは認識 してお らず、人種

差別禁止法等の立法措置が必要であるとは考 えていない」 とい う`227。

2.委 員会の立場

委員会は、「本条約 に関連する締約国の法律 の規定が、憲法第14条 のみであることを懸

念す る」 とし、次いで、 「本条約が 自動執行力 を持 っていない とい う事実 を考慮すれば、

委員会は、特 に本条約 … 第5条 に適合するよ うな、人種差別を非合法化す る特定 の法律

を制定することが必要で あると信 じる」 とい う'228。

第4節 差 別 的 表 現 ・団 体 の規 制(第4条)

1.第4条(a)及 び(b)に 対する留保

(1)日 本の立場

日本は条約加 入に際 して、第4条(a)及 び(b)に ついて、「日本 国憲法の下における

集会、結社及び表現の 自由その他の権利 の保障 と抵触 しない限度 において、 これ らの規定

に基づ く義務を履行す る」 とす る留保を付 した。 この留保 に関 し、政府 は、 日本 の現行 法

の立揚 を次 のように説明する。 「我が国憲法は第21条 第1項 において、集会 、結社及び言

論 、出版その他一切の表現の 自由(以 下、これ らを併せて 「表現の 自由」 とい う。)を 保

障 している。表現の 自由は、個人の人格的尊厳 その ものにかかわる人権である とともに、

*226CERD/C/350/Add .2,para.62.

*227「 政府 コメン ト」para ,5〈1).

*228CERDIC/304/Add .114,para.10.な お、 日本 における私的人種差別の規制 の問題点につ

いては、第7章 で検討す る。
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国民の政治参加 の不可欠の前提 をなす権利で あり、基本 的人権の中で も重要 な人権である。

かかる表現の自由の重要性か ら、我 が国憲法上、表現行為等 の制約 に当たっては過度 に広

範 な制約は認 められず 、他 人の基本 的人権 との相互調整 を図る場合であっても、そ の制約

の必要性、合理性が厳 しく要求 され る。特 に最 も峻厳 な制裁である罰則 によって表現行為

等 を制約す る揚合 には、 この原則は よ り一層厳格 に適用 され る。また、我 が国憲法 第31

条は、罪刑法定主義の一内容 として、刑罰法規の規定 は、処罰 され る行為及び刑罰 にっい

て、できるだけ具体的であ り、かつ、その意味す るところが明瞭でなけれ ばな らない こと

を要請 してい る」'229。

次に、このような現行法の立場か らみた条約 の問題点 について政府 は、「本条約第4条

(a)及 び(b)[が]… 定 める概念は、様 々な場面 にお ける様々な態様 の行為を含 む非常

に広い ものが含 まれる可能性があ り、それ らすべてにつ き現行法制を越 える刑罰法 規をも

って規制す ることは、上記 のとお り、表現の 自由その他 憲法の規定す る保障 と抵触す るお

それが ある」 とす る'23°。

政府 は、委員会 において も、 「政府 コメン ト」 においても、 この 「政府報告書」 と同趣

旨の回答を繰 り返ず231と ともに、留保に関連する 日本 の現状認識 について、 「留保 を撤回

し、人種差別思想の流布等 に対 し、正当な言論までも不当に萎縮 させる危険を冒してまで

処罰立法措置をとることを検討 しなけれ ばな らないほ ど、現在の 日本が人種差別思想の流

布や人種差別 の扇動が行 われている状況 にあるとは考えていない」 としている"232。

(2)委 員会の立場

これ に対 して、委員会は 日本の留保に対 して懸念 を表明す る。特に、第4条(a)及 び(b)

が表現の 自由などの権利 の保障 と整合 しない側面がある とす る 日本の見解 について、その

ような 「解釈 が、本条約第4条 に基づ く締約国の義務 と抵触する」 とい う。 この点にっい

て、委員会は、委員会がす でに採択 している一般的勧告VII(第32会 期)及 びXV(第42

会期)に 日本 の注意 を喚起 し、「同勧告に よれ ば、本条約のすべての規定が 自動執行力の

ある性格の ものではないことにかんがみれ ば、第4条 は義務的性格 を有 してお り、また人

種的優越や憎悪に基づ くあらゆる思想の流布を禁止す ることは、意見や表現の自由の権利

と整合す るものである」 とす る"233。

*229CERD/C/350/Add .2,para.73.

*230乃 ノ4,para。74.

*231「 政府 コメン ト」paras.5(1),6-7,CERD/C/SR.1443,para.16,CERD/CISRl444,paras.19&

44,「 議事録」141・142頁,para.22,184-186頁,paras.184&186,204-256頁,paras.254-256.

*232「 政府 コメン ト」pa凱6 .

*233CERD!C!304∠Add .114,para.ll.第4条(a)及 び(b)に 対する 日本の留保 については、第

8章 で検討す る。
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2。 第4条(c)解 釈

(1)委 員会の立場

委員会 は、「高官による差別 的発言及び、特 に、本条約第4条(c)に 違反す る結果 とし

て当局がとる行政的又 は法的措置 の欠如や、またそのよ うな行為が人種差別 を助長 し扇動

す る意図を有 している場合にのみ処罰可能であるとす る解釈 に、懸念を持 って留意する」
・234

0

ここにい う 「高官による差別的発言」 とは、2000年4月 に石原 慎太郎 ・東京都知事が

行 った、いわゆる 「三国人発言」をさす。既 にみた ように、「条約」第4条(c)は 、締約国

に対 して、 「国又は地方 の公 の当局又は機 関が人種差別 を助長 し又 は扇動す るこ とを認 め

ない」義務 を課す。委員会は、石原知事の発言が第4条(c)の 規制対象 となる発言 にあた

り、また、締約 国 としての 日本がそれ を 「認めない」義務 を適切に履行 していない と指摘

す るのである。

(2)日 本の立場

これ に対 し、政府 は、まず、第4条(c)が 規制する人種差別 の助長 ・扇動 の意義 に関 し

て、「第4条 柱書は、締約 国が非難すべ き対象 を、ある人種の優越性等の思想若 しくは理

論に基づ く宣伝等又は人種的憎悪及び人種差別 を正当化 し若 しくは助長す ることを企てる

宣伝等 に限定 しているこ とか らも明らかなよ うに、同条は、人種差別 の助長等 の意図を有

す る行為を対象 として締約 国に一定の措置 を講ず る義務 を課 してお り、そのよ うな意図を

有 していない行為は、同条 の対象 とはならない」 とす る*235。そ して、石原知事は人種差別

を助長 ・扇動す る意図がない 旨を明言 してい るこ と脇 か ら、第4条(c)の 規制対象 となる

発言ではない とする。また、政府 は、 「第4条(c)に ついては、締約 国が とるべき具体的な

措置 にっいて何 ら規定 されていないことか ら、各締約国の合理的な裁量 に委ね られてい る

ものと解 され る」 としてい る"237。

*234CERD/C/304/Add .114,para.13.

*235「 政府 コメン ト」para8(1) .

*236CERDICISR1444
,para.30,「 議事録」193頁,para.210.

*237「 政府 コメン ト」para .5(1).第4条(c)と 石原発言 に関して、委員会及び 日本の条約

解釈の当否は第8章 で簡単 に検討する。
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第5節 国 家賠 償 法 の相 互 主 義(第6条)

1.委 員会の立揚

日本の国家賠償 法(以 下、 「国賠法」 とい うこ とが ある)第6条 は、 「この法律 は、外

国人 が被害者である場合 には、相 互の保障があるときに限 り、 これ を適用す る」 と規定 し

てい る。 この規定 に関 し、委員会は、 「国家賠償法 が本条約 第6条 に反 し、相互主義に基

づいてのみ救済を提供す るこ とに懸念 を有す る」 とす る'238。

2。 日本の立場

これに対 して、政府 は、次の3点 を理 由として、「国家賠償法第6条 の相互主義の下で、

我が国の国民に国家賠償 を認 めない国を本国 とす る外 国人が国家賠償法 の適用を受 けない

場合があ り得 るとしても、人種差別撤廃 条約 との関係で問題 は生 じないものと解 している」

と結論す る。① 「我が国の国家賠償法が相互主義 を採用 している(第6条)の は、国際社

会 における国家間の主権平等の原則を基礎 とす るものであ り、この法理 は、国際的にも認

められた法理である」 こと、② 「被害者 である外国人の本国において、 日本人に対 して国

家賠償が全 く認 め られない揚合 に、我が国においてその外国人のために国家賠償が認め ら

れ ることとなると、 日本国民が不当な差別 を受ける結果 にもなることか ら、現行 の相互主

義は、む しろ内外国人の実質的平等を図っているとい うこともできると考 えられ る」こと、

及び③ 「国籍に基づ く差別 は本条約の対象 とはな らない」 ことである*239。

3.評 価

(1)国 賠法第6条 の規定 と人種差別攝廃条約第6条 との整合性 の問題 は、'2っ の側 面を区

別す る必要 がある。第1は 、公務員がその職務 を行 うにあたって、 「条約」 にい う人種差

別行為を行 った場合において、国賠法第6条 によって賠償 を得 ることができない ときであ

る。第2は 、外国人が、人種差別行為 とはいえない行為 によって損害を被った場合 におい

て、国賠法第6条 に よって賠償 を得ることができない ときである。例えば、国道の設置又

は管理に瑕疵があったために、車両事故が発生 し、外国人に損害が生 じた ときである。

(2)ま ず、第1の 側 面を検討 しよう。 この揚合には、すでに人種差別行為 が存在す るわけ

であるか ら、「条約 」第6条 に従 い、 日本は、「自国の管轄 の下にあるすべての者 に対 し、

権限のある自国の裁判所及び他の国家機 関を通 じて、 この条約 に反 して人権及び基本 的 自

由を侵害す るあ らゆる人種差別の行為 に対する効果的な保護及び救済措置 を確保 し、並び

にその差別 の結果 として被 ったあ らゆる損害に対 し、公正かっ適正な賠償又は救済を当該

*238CERD/C/304/Add .114,para.20.

*239「 政府 コメン ト」paras .17(1)一(2).
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裁判所 に求める権利 を確保 」 しなければな らない。従 って、国賠法第6条 に よって、 「効

果的な保護及び救済措置」や 「公正かっ適正 な賠償又は救済」を受けることができない場

合 には、「条約 」第6条 違反の問題 が生ず る。

この点に関し、 日本は、①国家賠償の分野 にお ける相互主義が国際的に認 め られている

こと、②相互主義が内外人平等の達成に資す ること、及び③国籍 に基づ く差別が 「条約」

の適用範 囲外 であることを指摘 して、国賠法第6条 の 「条約」違反 はない とす る。しか し、

この見解 には問題が多い。

第1に 、人権条約 においては相互主義の適用が排除 されるとす るのが一般 的である。人

権条約 は、国家間の相対抗す る権利 ・義務 を交換す るものではな く、領域内の個人に対 し

て利益 を与 えることを 目的 とす るものである。相互主義 が妥当す るような伝統 的な条約 と

はその性質を異 にするのである。

実際、人権条約にっいて相互主義の適用が認め られるな らば、相手国による条約違反行

為 に対 して同種の条約違反行為を もって報いることになるが、それは、条約違反行為の犠

牲者を増加 させ るこ とになる。例えば、A国 がB国 民に対 して拷問を行った ことを理 由に、

B国 がA国 民を拷 問を行 うことができるとす る結論は容認 し難い。従って、人権条約 は、

外国による自国民の権利侵害にっいて、 自国領域 内において当該外国の国民に対 して同様

の権利侵害 を行 うとい う考え方 にはな じまず24°、 日本があげる①及び②の理 由は説得力を

欠 く。

第2に 、第1の 側面 においては、すでに人種差別行為の存在が認 められ るので あるか ら、

条約第1条2項 に従い国籍に基づ く区別な どが許容 され るか どうかは無関係 である。ここ

で問題 となるのは、人種差別の存否 ではな く、既 に存在 している人種差別行為 に対する救

済の有無であ り、その損害に対 して救済が受けられない場合には、第 ユ条2項 の規定にか

かわ らず 、「条約」第6条 違反 となる。

(3)第2の 側面は どうか。 この側面では、人種差別 行為が先行 して存在 してい るわけでは

ないか ら、裁判所な どにおいて救済を受 け られ ないことが、「条約」第1条 にい う人種差

別 に該 当す るか否 かが問題 となる。 国家賠償 を得 ることができない者は、特定の外国の国

籍 をもつ者一般 であ り、当該外国が種々の人種や民族などにより構成 されている場合には、

条約第1条1項 が列挙する諸事 由に基づ く取扱いの区別な どとはいえないか ら、一般的に

は、直ちに 「条約」にい う人種差別 に該 当す るものとはいえないであろ う。

しか し、国賠法の適用の実際上、特定の人種集団のみに対 して不均衡な不利 益を与える

よ うな場合 には、「条約」第1条 にい う人種差別 的 「効果」を生 じさせ るもの として、な

お 「条約」違反 となる余地が ある。そのよ うな場合 には、 日本は、条約第2条1項(c)に

従 い、 「人種差別 を生 じさせ又は永続化 させ る効果 を有す るいかなる法令 をも改正 し、廃

*240文 脈は異なるが
、規約人権委員会 も、人権条約が国家間の権利 ・義務の交換を行 う

類 の条 約 ではな く、相互主義 にな じまない ことを認 めている。GeneralCommentNo .

24(Generalcommentonissuesrelatingtoreservationsmadeuponratificationoraccessiontothe

CovenantortheOptionalProtocolsthereto,orinrelationtodeclarationsunderarticle410fthe

Covenant)(1994),para.17.
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止 し又は無効にす るた めに効果的な措置を とる」義務を負 う。

(4)以 上 のよ うに、国賠法第6条 は、第1の 側面 において 「条約」 に違反 し、第2の 側面

において 「条約」に違反す る可能性 を残 している。従って、 日本は、この規定を維持す る

一層の理 由がない限 り、 この規定 を改正 しなけれ ばならないであろう。

第6節 補 論

なお 、「最終所見」にみ られ る、 「条約」第8条6項 改正及び個人通報制度 の問題 も、

日本の態度 を知 る上で興味深い。実施措置 にかかわるものではあるが、 ここで、簡単にみ

てお こ う。

1.「 条約」第8条6項 改正問題

まず、 「条約」第8条6項 改正問題である。現在 の 「条約」第8条6項 は、「締約国は、

委員会の委員が委員会 の任務 を遂行 している問、 当該委員にかかる経費について責任を負

う」 と規定す る。 しか し、締約 国による分担金 の未払いにより、委員会が開催 できないな

どの事態 となった ことが あったた め、1992年 に開催 され た第14回 締約 国会合 は同項に関

す る改正案 を採択 した。

その要点 は、①現行 の第8条 第6項 を改正 し、国連事務総長が委員会 の任務 の効果的な

遂 行のために必要 なス タッフ ・便宜を提供 しなけれ ばな らない 旨を定 める規定 にす るこ

と、②新第7項 として、国連総会の承認 を条件 として、国連 の財源か ら委員 の報酬 を支 出

す る趣 旨の規定を追加す ることで ある。 この改正条項は、国連総会が承認 し、かつ、締約

国の3分 の2の 国が受諾す る旨を事務総長 に通告 した ときに発効す るもの とされた。 しか

し、総会の承認 は得 られたものの、締約 国による受諾は発効 に必要な数 には至 ってない。

そのため、委員会は、「1992年1月15日 の第14回 条約締約国会合で採択 され た、条約第8

条6項 の改正 を批准す るよう勧告す る」'241。

これ に対 し、政府は、「条約上の義務 は締約 国のみを拘束す るのが原則であ り、従 って

条約 の費用 は締約国が負担すべ きであ り、未締約国を含む国々か らの分担金 を主たる財源

とす る国連通常予算でまかな うべ きではない」こ とを理 由に、「現時点で この改正 を受諾

す る予定はない」 としている・242。

日本のあげる理 由は1つ の見解ではある。 しか し、 日本が締約 国であるその他 の人権 条

約 の場合、そ こで設立 された委員会経費 を、国連の通常予算か ら支出する方式を採用す る

もの もある(自 由権規約第35条 、女子差別撤廃条約第17条8項 、及び児童の権利条約第43

条12項 を参照)。 また、国連 の通常予算 を策定する権限を有す る国連総会は、この改正条

*241CERD/C/304/Add .114,para.25.

*242「 政府 コメン ト」para .21,「議事録」193頁,para.209.
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項 を承認 してお り、 「条約」 の締約 国に改正条項の批准を呼びかけている。 この ような こ

とか ら考 えれば、委員会の場で 「正論」を主張す る政策的メ リッ トが あるのか どうか若干

疑問である。

2.個 人通報制度

次に、個人通報制度(第14条)に 関す る問題 である。 「条約」第14条1項 によれ ば、

人種差別撤廃条約 が定める個人通報制度 は任意の制度であ り、委員会 による通報処理権限

を認 める宣言を行 った締約 国のみが、この手続に服す る。 日本 はこの宣言 を行 っていない

た め、委員会は、「この ような宣言の可能性にっき検討す るよう勧告」 しだ243。

これに対 して、 日本 は、 「個人通報制度については、条約の実施 の効果的な担保 を図 る

との趣 旨か ら注 目すべ き制度であると考 えているが、司法権の独 立を侵す恐れがないか と

の点 も含 め、我が国司法制度 との関係で問題が生 じる恐れがあるとの指摘があ り、これ ら

の点について、真剣かつ慎重 に検討 しているところである。従って、宣言をす るか否 かに

っいては、 こうした点 も踏まえ、慎重 に判断 したい と考 えてい る」 とす る'244。また、 「司

法制度 との関係での問題 に関 しては、我が国の裁判は三審制度を採用 して慎重 な審理 が行

われている上、裁判確定後においても再審制度が設け られてお り、通常の裁判手続きにお

け る不服 申立制度の他、非常救済手続 き も完備 され十分に機能 しているところ、このよ う

な国内救済手続 きの体系を混乱 させ る恐れ もないわけではない と考え られ る」 とい う*1A5。

日本は、「条約」を含むいずれ の人権条約 の個人通報制度 に基づ く関係委員会 の通報処

理権限を認 めていない。 日本がこの制度 に消極的な理由は、司法権 の独立を害するおそれ

があるとい うことにあ るが、まず 、2002年2月8日 現在で、個人通報制度を設 ける人権

条約に関 し、その個人通報制度 を承認 している締約国数 をみてお こ う。人種差別撤廃条約

が定める個人通報制度 を承認 している締約国は、全締約国161ヵ 国中37ヵ 国であ り、拷

問等禁止条約の場合には、全締約 国128ヵ 国中46ヵ 国、女子差別撤廃条約の場合 には、

同条約締約 国168ヵ 国のなかで同条約選択議定書の批准 国は30ヵ 国である。 これ らの条

約 の場合 は、個人通報制度を承認す る締約国は半数以下である。 しか し、 自由権規約 の揚

合には、同規約締約国148ヵ 国のなかで同規約第1選 択議定書の締約国 となってい る国家

は101ヵ 国にのぼ り、約2/3の 締約 国が規約人権委員会による通報処理権限を認めている。

また、周知のよ うに、欧州人権条約及び米州人権条約 の揚合には、さらに強力な裁判制度

が設け られ てお り、法的拘束力を有す る裁判によって人権条約 の履行を確保 しようとして

いる。バ ンジュール憲章 の場合において も、1998年 にアフ リカ人権裁判所 の設置 に関す

る選択議定書が採択 され てい る(未 発効)。

個人通報制度が司法権 の独 立を害す るおそれがある とするな らば、個人通報制度及び裁

判制度を容認 している国家はすべて同様 の危険を冒していることになる。司法権の独立は

*243CERD/C/304/Add .114,para.24.

*244「 政府 コメン ト」para.20(1)乳 「議事録」192・193頁para.208.

*245「 政府 コメン ト」para.20(2).
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重要な原則であるが、この ような現実に照 らして今一度検討 してみ るこ とも必要であ るよ

うに思われ る。
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第6章

「世 系(descent)」 の 概 念
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先 に述 べ た よ うに、人 種差 別 撤廃 条約 第1条1項 が 定 め る差 別 禁止 事 由の うち、「人種 」、

「皮 膚 の色 」、 「民族 的 出身」及 び 「種 族 的 出身 」の 意 味 は比較 的 明 瞭で ある。 しか し、 「世

系(descent)」 はそ うで は ない。

日本 は、 「世 系」 とは、 「人種 、 民族 か らみ た系 統 を表 す 言葉 で あ り、例 え ば 、 日系 、

黒 人 系 とい った よ うに、過 去 の世 代 にお け る人 種又 は 皮 膚 の色及 び過 去 の世代 にお け る民

族 的又 は種 族 的 出身 に着 目した概 念 で あ り、生 物学 的 ・文化 的諸 特徴 に係 る範 疇 を超 え な

い もの であ る」 と説 明す る*246。これ に よれ ば 、イ ン ド社会 にみ られ るカ ース トに基 づ く差

別 や 、 日本 でみ られ る部 落差 別 に は条約 は適用 され な い。 事 実 、 日本 は 、委 員 会 の 報告 書

審 議 にお い て も部 落 差別 へ の条 約 の適 用 を否 定 し、 また 、 「最 終所 見 」 に対 す る 「政 府 コ

メ ン ト」 の なか で もそれ を確認 してい る"247。

しか し、 この よ うな 日本 の解 釈 に対 して 、従 来 か ら、descentと い う文言 に よ って 、条

約 はカー ス ト差別 に適 用 され る とい う解釈 もある。 ま た、委 員会 が部落 差別 を条 約 の適用

対 象 とみ な してい る ことは、先 に述 べた 通 りで あ る。

この よ うに、descentと い う文 言 の意 味 につ いて は異 な る解釈 が 存在す る。 しか し、1990

年 代 後 半以 降 、国 際社 会 では 、 こ の文 言 の意 味 に関 して 注 目され る動 きがみ られ る。 人 種

差 別撤 廃 委員 会 の 実行 、及 び人 権 小委 員会 の実行 がそ れ で ある。 本章 で は、 こ の よ うな動

き を踏 ま えつっ 、 この文 言 の意 味 につ い て 、条約 法 条約 の解釈 規則 に従 い、カ ー ス トに基

づ く差 別や 部 落 差別 に対 す る条 約 の適用 の可否 につ い て検 討す る。 解釈 に際 して 、考 慮 さ

れ るべ き要素 は、①descentの 辞 書 的 な意 味 と学説 、② 条約 起草過 程 、③人 種 差別 撤 廃委

員 会 の実行 及 び それ に対 す る締 約 国 の対 応 、④ 人権 小委 員 会 の実行 で あ る。 以 下、 これ ら

の 要素 を順 次 検討 す るこ とと し、 その後 に改 めて条約 解 釈 を行 い たい。

第1節"descent"の 意 味 と そ の あ り得 る 解 釈

(1)条 約解 釈 は、 そ の正文 に よっ て行 うの が原則 で ある。英 語 正文 にい うdescentを 中心 と

して、 そ の辞 書 に よ る意 味 をみ てお こ う。descentと い う言葉 は、 一般 に 「先祖 若 し くは

そ の系統 を 『引い てい る』 とい うこ と、又 は先祖 若 し くはそ の系統 が伝 達 され てい る とい

うこ と(Thefact"descending"orbeingdescendedfromanancestororancestralstock)」 で あ

り、 「血 統、 人種 、 系統(lineage,race,stock)」 を意味す る・248。法令 用語 と して は、 「相 続

に よ り財 産 や 特権 又 は性 質 が伝 達 され る こ と(transmissionofproperty,title,orquality,by

inheritance)」*249を い う。 辞 書 に よるな らば 、descentと い う文言 は、何 らか の特 質 が 祖先

か ら子 孫へ 受 け継 が れて い る こ とを示 す 言葉 で あ り、それ 故 、受 け継 ぐ個人 の側 か らみれ

*246「 人種 差別 撤廃 条約Q&A」

*247第5章 を参 照
。

*248TheOxfordEnglishDictionary
,Vo1.III,1933.

*249TheConciseOxfordDictionary
,5thed.,1964.
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ぱ、 出生 の時 にす で に決 定 され てい る地位 を表す もの と考 え られ る。

(2)次 に 、 学説 を参 照 す る こ とに よって 、 こ の文 言 に関す る あ り得 る解 釈 をみ てお こ う。

学説 は次 の3っ に 大別 され る よ うに思 われ る。 第1は 、 この文 言 を他 の4事 由 と同様 の意

味 に解 す る もの で あ る(以 下、 「狭義 の解 釈 」 とい う)。 例 え ば、K .J.Partschは 、 差別禁

止事 由 としてdescent以 外 の4事 由のみ を列 挙す る第5条 柱 書 と、5事 由 を列挙 す る第1

条1項 に実 質的 な相違 は な い とす る'25°。

第2は 、 この文 言 を他 の4事 由 と類似 す る意 味 を もつ としつ つ 、い ま少 し広 く解 釈す る

もの で ある(以 下 、 「広 義 の解釈 」 とい う)。HD 。Colemanは 、多 くの差別 的 法令 が特 定

の 人種 へ の 帰属 を決 定す るた めにdescentと い う基 準 を用 い て きた と し、人 種(race)と

い う言葉 の使 用 が曖 昧 で あ るか 、又 は 望 ま しくな い揚 合 に は、descentと い う文 言 を用 い

る こ とが可 能 で あ る とす る・251。他 の4事 由に よって理 解 され る もの が国や 時代 な どに よっ

て異 な り得 る こ とを考慮 す れ ば、H.D .Colemanが 意 図 した が ど うかは別 として 、descent

とい う文言 は他 の4事 由 を補完 し、条約 の適 正 な適用 を確 保 す るた め に重 要 な役 割 を果 た

し得 る。

第3は 、 さ らに広 く、 カー ス ト差 別へ の条約 の 適用 を認 め る こ とに よって、 法上 又 は事

実 上 の身分 階層 上 の地 位 に基づ く差 別 を条 約 の適用 対 象 とみ る解 釈 であ る(以 下 、 「最 広

義 の解釈 」 とい う)。ESchwelbは 、 この文言 が 「『カ ース ト』 とい う概念 を含 む と推 測す

る こ とが合 理 的 で あ る」 とL*252、 カー ス トに基 づ く差別 への条約 の適用 を認 め る
。 ヤ

(3)以 上 の よ うな3っ の解 釈 は 、descentと い う言葉 の語義 を逸脱す る もので はな く、従 っ

て 、条約 解 釈 と して成 り立 ち得 る。 カ ー ス ト差別 へ の条約 の適 用 は 、 「狭 義 の解釈 」及 び

「広義 の解 釈 」 に よれ ば否 定 され 、 「最 広義 の解 釈 」 に よれ ば 肯定 され る。

*250K .J.Partsch,op.,cit.,p.198.ま た、KJ.Partsch,FundamentalPrinciplesofHumanRights:

S・足D・t・㎜h・ti・n,Eq・alityandN・ ・-di・c洫血・ti・n.ThelnternationalDimensionsofHuman

Rights,K.Vasaked.,revisedandeditedfortheEnglisheditionbyP .Alston,Vo1.1,UNESCO,

1982,p.77も 参 照。

*251H .D.Coleman,TheProblemofAnti-SemitismundertheInternationalConventiononthe

Elimin・ti・n・fAllF・rm・ ・fRaci・IDi・c血 ・in・ti・n,HumanRightsJournal,V・IJI-4,1968,p.619.
*252E .Schwelb,op.,cit.,p.1003&foot-note .43.E.Schwelbの 見解 を肯 定す る もの と して、

MS.McDougal,H.D.LasswellandL .C.Chen,op.,Cll.,pp.520&589,金 束勲 「前掲論文 」44

及 び80頁 が あ る。 な お 、 カ ー ス ト差 別 へ の条 約 の適 用 に 消極 的 な見解 と して 、E.G.

Vierdag,TheConceptofDiscriminationinlnternationalLaw
,MartinusNijhoff,1973,pp.104-105

が あ る。逆 に、条約 の適用 に理 解 を示す 見解 と して 、W .Mackean,op.,砿,p.156が あ り、P.

Thombeny,op.,CII.,p.262もW.Mackeanの 見解 を支持 してい る。
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第2節 条 約 起 草 過 程

条 約 起 草過程 につ いて は 、 日本 がdescentの 文 言 の解 釈 を行 う際 に主 た る 論拠 と してい

るた め、やや 詳 細 に検討 す る。

1.第3委 員 会 にお ける審議 の基礎

(1)descentと い う文言 は 、人 権小 委 員 会案や 人 権委 員 会案 、及 び 、そ こで提 出 され た修 正

案 の な かに は含 まれ て はい な い。 両機 関 で の議 論 の焦 点 は、条約 に先 立 っ て1963年 に採

択 され ていた人 種 差別 撤廃 宣 言 が列 挙 して いた 、race,colour及 びethni。originの3事 由の

他 に 、nationaloriginやnationalityと い った事 由を追加 す るこ との可否 にあ っ た。 従 って、

こ こで検討 され るべ き もの は 、descentと い う文 言 が 追加 され た第3委 員 会 にお け る審議

で あ る。

(2)ま ず 、第3委 員 会 の審 議 の基 礎 とされ た人権 委員 会案 と、 これ に対 す る修 正案 の関連

規 定 をみ てお こ う(表2を 参 照)。 人 権委 員 会案 第1条 は2項 か らな る。 同案1項 第1文

は定 義 規 定 で あ り、現 行 の 第1条1項 に相 当す る。 人権 委 員会 案 ユ項 第2文 は 、national

originと い う言葉 の意 味 に関 す る もの`253で 、現 行 第1条2項 及 び3項 に関連 す る も ので あ

る。 ま た、人権 委 員会案 第 ユ条2項 は 、一 定の集 団 ・個 人 に対す る特別 優 遇 措置 に 関す る

除外 規 定 で あ り、 現行 の第1条4項 に相 当す る。

人権 委員 会案 第1条1項 、 これ に対 す るイ ン ド修正案(AIC.3/L.1216)、 及 びイ ン ドが後

に これ を撤 回 し、 共 同提案 国 とな った9ケ 国 共 同修 正案(AIC3/L .1238)が それ ぞれ 列挙

す る事 由は、表2の 通 りで あ る。 第3委 員 会 は、 この9ケ 国共 同修 正案 を採 択 し、 同案 の

差 別 禁止 事 由は現 行 の もの と同 じで あ る。

今 一 っ念 頭 に お くべ き は、 人権 委 員 会案 第1条2項 の適 用対 象 が 、 「一 定 の後進 的人 種

集 団 又 は これ に属 す る個 人(certainunder-developedracialgroupsorindividualsbelongingto

them)で あ った こ とで あ る。

*253人 権委 員会 で は
、 この言葉 の使 用 につ いて合 意 が得 られ るに至 らず 、 そ のた め、 こ

の文 言 及 びそ の意 味 を示 す第2文 に は、 いずれ も合 意 が得れれ て い ない こ とを示す[]

が付 されて い る。
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表2人 権委員会案、イン ド修正案及び9ヵ 国共同修正案における差別禁止事 由

2.イ ン ド代表 の発 言

(1)第3委 員 会 にお け るイ ン ド代 表 の発 言 は 、 人権 委員 会 案 第1条1項 に関す る もの と、

同2項 に関す る ものに分 け るこ とがで き る。 前者 に関す る発 言 は 自国修 正案 の提案 理 由 の

説 明 で あ り、後 者 に関す る発 言 は 、人権 委員 会案 が定 め るunder-developedと い う文 言 を、

underprivilegedに 代 える こ とを求 める3ケ 国修 正案(A/C.3/L .1225)に 対す る反 論 を行 うも

の で ある。 イ ン ド代 表 は 、後者 に関す る発 言 にお い てカ ース トに触 れ て い る。 そ こで、 ま

ず 、 後者 に 関す るイ ン ド代 表 の発 言 内容 をみて お こ う。

(2)イ ン ド代表 は 、3ケ 国修 正案 に対す る反 論 の 中で、「『指定 カ ース ト(scheduledcastes)』

には 、第1条2項 が適 用 され るだ ろ うJと い う鯔 。 ま た、人 権委 員会 案第1条2項 の 目的

は 、 「人 々 の 一 定 の集 団 を援 助 す るた め の特別 暫 定措 置 を提 供す る」 こ とで あ り、 「この

集 団の 中 には、 わ が国 にお け る集 団 も含 まれ る」 と述 べ る寧255。

この2つ の発 言 は、 イ ン ドが 、 「指 定 カー ス ト」 とい う集 団 を人権 委 員 会案 第1条2項

の適 用 対象 とみ る用意 の あっ た こ とを示 してい る。 この発言 の理 由 ・背 景 は、3ケ 国修 正

案 の反 対 理 由に み る こ とが で き る。 イ ン ド代 表 は、privilegesと い う言 葉 及 び3ケ 国修 正

案 に い うunderprivilegedと い う文言 を、 それ ぞれ 、 「特権 」及 び 「特 権 を与 え られ てい な

い」 とい う意 味 に理解 す る。他 方 、イ ン ド代 表 に よれ ば 、イ ン ド憲 法 は特権 な どを廃止 し

たか ら、 「指 定カ ー ス ト」 とい う集 団 は他 の 市 民 と同様 に法 の前 の 平等 を享 有 してお り、

特権 を与 え られ てい ない集 団 では ない。 従 って 、法 的観 点 か ら、 この言葉 は受 け入 れ難 い

とい うので ある'256。

*254A/C .3/SR.1304,para.20.

*255A/C .3/SR.1306,para.25.

*256以 上 、A/C.3/SR.1304,para.20&A/C.3/SR.1306,para.26.
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こ の よ うな反 論 の根 拠 は、 「指 定 カー ス ト」 に 関す るイ ン ド国 内法
、特 に憲法 の規 定 で

あ る。 イ ン ドは、 この よ うな 国 内法 の規 定 か らみ て 、3ケ 国修 正案 の採 択 に よっ て、 「指

定 カー ス ト」 へ の条約 の適用 が排 除 され る こ とを懸 念 してい た と理 解 で き よ う
。

以 上 のイ ン ド代 表 の発 言か ら、イ ン ドが提 案 したplaceoforigin及 びdescentと い う文言

にっ い て、次 の よ うな推 測 がで き る。人権 委員 会案 第1条2項 の適用 対 象 は、race 、colour、

[narionalorigin]及 びetluucoriginで ある。 条約 解 釈 上 、人権 委員 会 案第 ユ条2項 に い う

「人 種集 団」は、同条1項 が定 義 す る 「人 種」、つ ま り、同項 が定 め るrace 、colour、[national

origin]又 はethnicoriginの いず れ か に よって 、他 の集 団か ら区別 され る集 団で あ る こ とが

必 要 で あ る。 しか し、 イ ン ド代 表 に よれ ば 、 「指定 カ ー ス ト」・は
、人 種 的系 統及 び種 族 的

出身(racialstockandethnicorigin)に お いて 、 同国の他 の市 民 と異 な る ところ はな い"257。

そ うだ とす る と、 この集 団は 、人権 委 員会 案 が定 める事 由に よって は
、他 集 団 か ら区別 す

る こ とが で きず 、 これ をカ ヴァーす るた めに は、 イ ン ド修 正案 の2つ の事 由、特 に、 最終

的 に採択 され たdescentと い う文 言 に よ る他 は ない。 従 っ て、 同国 は、 「指 定 カース ト」 を

条 約 の適 用 対象 とす る こ とを確保 す るた め に 自国修 正案 を提案 し、 かつ 、9ケ 国修 正 案 に

お い てdescentと い う文 言 を維 持 した と推 測 で き る。

ただ 、以 上 の推 測 は、 イ ン ド代 表 の 明示 の発言 に よる もの とはい え
、 人権 委員 会案 第1

条2項 に対 す る発 言か らの間接 的類 推 で あ る。 また、 イ ン ド修 正案 に関す る発 言 か らの推

測 で もない。 次 に 、イ ン ド代 表 に よる 自国修正案 の提案 理 由 をみ てお こ う
。

3.イ ン ド代表 の提 案 理 由

イ ン ドは、自国修 正案 の提案 理 由を次 の よ うに い う
。す なわ ち、多 くの代表 団は、national

originと い う文 言 の使用 に異議 を唱 えて お り、 そ の意 味 に関す る合 意 は ない。 自国修 正案

は、 そ の よ うな異議 に応 え、人権 委 員会 案 第1条 につ いて 第3委 員会 が直 面す る困難 な 問

題 を克服 す るた め の試 み で あ る'258。

ここに い う 「困難 な 問題 」 とは 、既 に 述べ た よ うに、nationalやnationalityと い う言葉

の二義 性 に 由来す る問題 であ る。 この 問題 は起 草過 程全 般 にわ た って議 論 され た論点 で あ

り、第3委 員 会 で も 「外 国人 の取 扱 い と国籍又 は市 民権 に 関す る国家 の管 轄権 をいか に し

て条約 適 用 の対 象 か らはずす か とい うこ とに、 大多数 の 国家代 表 の関 心が集 中 した 」*us。イ
ン ド代表 に よれ ば、 同 国修 正案 は、 この問題 の解 決 を 目的 とす る もの で あ る。

4.他 の諸 代表 の発 言

イ ン ドの この修 正案 及 びdescentと い う文 言 につ いて
、大部 分 の代表 は沈 黙 してい る。

しか し、 これ に 関 して発 言 した代 表 もい る。 そ の発 言 は次 の3つ に分 け るこ とがで き る。

*257A/C .3/SR.1306,para.25.

*258A/C .3/SR1299,para.29,A/C.3/SR .1304,para.19.
*259金 「前掲 論文 」47頁

。 この問題 の詳 細 は、 同論文 の この 引用 文 の前後 を参 照
。
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第1は 、イ ン ド修 正案 がnationaloriginやnationalityと い う言葉 の使 用 を避 けた こ とを

好意 的 にみ る見解 で あ る。 この よ うな言 葉 を使 用 す るこ とに反対 す る国家 か らの もので あ

る。 例 えば 、 フ ラ ンス は これ を 「興 味深 い ア プ ローチ 」`26°と評 し、 カナ ダも妥 協案 と し

て最 良の もの の1つ とす る・261。

第.2は 、ガ ー ナ代 表 の発 言 で ある。 同代 表 は、 「祖 先及 び 以 前 の 国籍 とい う概 念 は、 イ

ン ド提 案 にお け るdescent及 びplaceoforiginと い う文 言 に よっ て十分 表現 され て い る」 と

い デ62。 これ は 、米 国代表 がnationaloriginと い う言葉 を、 個人又 はそ の者 の祖 先 の以 前

の 国籍 又 は 地理 的地 域 を い う と説 明 しだ263こ と を受 けて 、 これ に反論 す る発 言 のなか で

み られ る発 言 で あ る。 これ に よれ ば、 ガー ナ 代表 は 、イ ン ド修 正案 のplaceoforigin及 び

descentと い う2事 由が 、米 国代 表 がい う 「祖 先 の国籍 又 は地理 的地 域 」 を含 む もの と理

解 した こ とを示 唆 して い る嚠 。

第3に 、descentと い う文 言 に 、他 の4事 由 と異 な る意 味 を付 与 す る こ とに は消極 的 な

態 度 を示 した代表 が あ る。 チ ェ コス ロ ヴァキ ア及 び オー ス トリアの代 表 で ある。 これ は 、'

第1条 が採 択 され た翌 日に行 われ た人権 委員 会案 第5条 審議 の過 程 にみ られ る。 現行 の第

5条 柱 書 は、 現行 第1条 ユ項 が 定 め る差別 禁 止 事 由の うち 、descentと い う文 言 を除い た

4事 由 を列 挙 してい る。 しか し、人 権委 員会 案 で はnationaloriginと い う文 言 もな か った。

人権 委員 会 案 第5条 の審議 に際 して 、チ ェ コ代表 は、人 権委 員会 案 柱書 を、前 日に採 択 し

た 第1条 と一致 させ るべ きで あ る と して 、descent及 びnationaloriginの2事 由の追加 を 口

頭 で提 案 した。 これ に つ いて 、 オー ス トリア 代表 は直 ち に発 言 し、descentと い う言葉 を

挿 入 しない こ とを求 め、 チ ェコ代表 も即 座 に これ を受 け入 れ 、結 局 、nationaloriginと い

う事 由のみ の追加 提 案 に改訂 した。 第3委 員 会 は これ を採 択 した"265。

第3委 員 会 で の審 議 状況 は右 の通 りで ある。 イ ン ド修 正案 の2事 由及 び9ヵ 国修正 案 が

受継 いだdescentと い う言 葉 の意 味 にっ いて の特 段 の議 論 の ない ま まに、9ヵ 国修 正案 が

全員 一 致 で採択 され た ので あ る。

*260A/C .3/SR1304,para.15.

*261AIC .3/SR.1304,para.18.同 趣 旨の発 言 と して 、ナ イ ジェ リア(AIC3/SR1304,para.25)、

ジ ャマイ カ(AIC3/SR1305,paras.26-27)及 び セ イ ロン(A/C3/SR .1306,para.28)の 発 言 が

あ る。

*262A/C3/SR ,1306,para.12。 この文言 の意 味 に 直接触 れ た唯 一 の発 言 で あ る。

*263AIC .31SR.1304,para.23.nationalityと い う言 葉 が 、各 国法制 上 、専 ら 「国籍 」 とい う意

味 を もつ とした フ ランス代 表 の発 言(AIC.3/SR1304,para.15)も 参照 。

*264こ の点 、Schwelbは 、ガ ーナ 代表 が 「"descent"と い う文 言 に よって"previousnationality"

に言及 す る必 要 が な くな る と示唆 したが 、成 功 しなか った」 と述 べ る(ESchwelb,op.,

Clt,p.1003,fbot-note.43)が 、 同代表 は、イ ン ド提案 の2文 言 で この意味 がカ ヴァー され

る と述 べ た ので あ って 、若 干 不正確 であ る。

*265以 上
、AIC.31SR1309,paras.3-5,32。 両 国 の真意 や これ を採 択 した第3委 員 会(投 票

は、賛 成53、 反 対1、 棄 権39)の 意 図は不 明で あ る。 ただ 、イ ン ドは、 この提案採 択 前

に発 言 の機 会が あ ったが 、 これ には触れ て い ない。 他 の諸代 表 も同様 で あ る。
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5.ま とめ

起 草過 程 の状況 を整 理す る と次 の よ うにな ろ う。 第1に 、第3委 員会 で のイ ン ド代表発

言 は、 イ ン ドが 「指定 カ ース ト」 とい う集 団 を人権 委員 会案 第1条2項 の適用 対 象 とみ て

いた こ とを示 す 。 第2に 、 これ を前 提 とす る と、descentと い う文 言 は、 この集 団 をカ ヴ

ァー す る意 図 で提案 され た と推 測 し得 る。 しか し、第3に 、 イ ン ド代 表 の発 言 は 、 「人種

差別 」 の 定義 の本 体 で あ る ユ項 に対 す る もの で はな く、descentの 文 言 の意 味 を明 言 す る

もの で もない か ら、 その発 言 か らイ ン ドの提案 意 図やdescentの 意 味 を確定 す るこ とはで

きな い。

他 方 、 第4に 、 イ ン ド自身 の提 案 理 由の説 明や 、若干 の諸代 表 の発 言や 態度 か らみ て、

イ ン ド修 正案 がnationaloriginと い う言葉 に関係す る もの とい う理 解 も可能 で あ る。 しか

し、第5に 、 これ らの発 言 も明確 で はな く、 また 、他 の諸代 表 の 立場 も不分 明で あ る。

従 って 、条 約起 草過 程 は この文 言 の意 味に とって参考 にな る と ころは ない。ESchwelb

が 、 「この文 言 が民族 的 又 は種 族 的 出身 とい う概 念 とは異 な る どの よ うな状況 を カ ヴァー

す るべ く意 図 され て い るか は、記 録 の なか にそれ を示す ものは何 もな い」 と述 べ て い る鯔

通 りで あ る。

第3節 人 種 差 別 撤 廃 委 員 会 の 実 行

カ ー ス ト差 別 へ の条約 の適 用 の 可否 や 、descentの 意 味 に関す る委 員 会 の立 場 は なが く
1不 明確 で あ

った 。 しか し、委 員会 は 、1990年 代 後 半以 降 、 カー ス ト差別 や 部 落 差別 が条

約 の適 用対 象 とな る こ とを 明言 す る よ うにな った。

1.イ ン ドの報告 書審 議

まず 、委 員会 は、1996年6月 に行 われ たイ ン ドの第10・11・12・13・14定 期報 告 書*267の審

議 の後 に採 択 した 「最 終 所見 」にお いて、条 約 第1条 にい うdescentと い う文言 が人 種(race)

のみ を指 す もので は な く、 イ ン ドの 「指 定 カー ス ト及び 指定 部族(thescheduledcastesand

s。heduledtribes)の 状況 は条約 の適 用 範 囲 内 にあ る」 こ とを明言 した*26S。また 、委 員会 は、

「指 定カ ー ス ト及 び指定 部族 」 の構成 員 が井 戸 の使用や 、喫茶 店や レス トランへ の入 店 を

しば しば妨 げ られ てい る こ と、 また 、そ の児 童 が、学校 にお いて他 の児 童 か ら隔離 され て

い る こ とにつ い て 、それ が条約 第5条(f)に 違反 す る とい う・369。

*266E .Schwelb,op.,cit.,p.1003.

*267CERD/C/299/Add .3.

*2681996CERDReport(A/51/18)
,para.352.

*269乃 ノ6Z
,para.361.
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2.ネ パ ー ル の報 告 書審 議

また、111に 行 われ た ネパ ール 第14定 期 報告 書 ツ'°の審議 後 に採択 した 「最終 所

見 」 にお い て 、委 員 会 は 、 「条約 の履 行 を妨 げ る要 因及 び 困難 」 の項 目の なか で 、 「一 定

の伝 統 的 な慣 習、す なわ ちカー ス ト制 度及 び 社会 的態度 が 、差別 との戦 い の努 力 に対 す る

障害 で ある」 とす る・ni。また 、委員 会 は 、カ ース トに基 づ く差別 の存在 と、 この制度 に よ

っ て一定 の 住民 が条約 が 定 め る諸 権利 を享有 でき ない こ とについ てr<f念 を表 明 し、次 回 の

報 告 書 にお いて カー ス ト制度 の実 行 を根 絶す るた めに とった措 置 につ い て報告 す る よ う求

め る噛272。

3.日 本 の報告 書審 議

2001年3月 に行 われ た 日本 の第1・2定 期 報告 書`273の 審議 にお いて は、既 に述 べ た よ

うに、部 落差別 へ の条 約 の適 用 が問題 とされ た。 日本 に関す る 「最終所 見 」 にお いそ 、委

員 会 が部 落差別 を条約 の適 用対 象 とみ な した こ と、及 び そ の根拠 が条約 第1条1項 が定 め

るdescentと い う文言 に あった こ とは先 にみ た とお りで あ る。

委 員 会 は、 さ らに 、 日本 に対 して 、 「部落 民 を含 む 全 て の集 団 につ いて 、差別 か ら保 護

され る こ と、本 条約 第5条 に定 め る市 民的 、 政治 的、経 済 的 、社 会 的及 び文化 的権 利 が 、

完 全 に享 受 され る こ とを確保 す るよ う勧 告す る」・274とともに、次 回の報告 書 にお い て、「地

域 改 善対 策特 定事 業 に係 る国 の財 政 上 の特別 措置 に 関す る法律 及 び 同法律 が2002年 に終

了 した後 に 、部 落 民 に対 す る差 別 を撤 廃す る ため に考 え られ て い る戦 略」 の影 響 に関す る

情 報 の提供 を要 請 す る`275。

4.バ ング ラデ ィシ ュの報告 書審 議

同年3月 に行 われ たバ ン グラデ ィ シ ュの第7・8・9・10・11定 期 報 告書276の 審 議 の後 に

採 択 した 「最終 所 見 」 にお い て も、委 員会 は、 「『世 系(descent)』 とい う用 語 は 単 に人種

又 は 種族 的若 し くは 民族 的 出身 のみ を指 す もの では ない 」 と して、 「カ ー ス トに 関す る状

況 は条約 の適用 範 囲 内に あ る と考 える」 とい う。 そ して、 委員 会 は、次 回 の報 告書 に 、カ

*270CERD/C/337/Add .4.

*2712000('ERL)R切07t(A/55/18)
,para.294.

*2721bid .,para.299.ネ パー ル の第9・10・11・12・13報 告 書(CERDIC/148/Add .1)の 審議 後 に

採 択 され た 「最終 所見 」(1998年)も 同趣 旨で あ る。1998('ERDReport(A!53/18) ,paras.430

and433を 参 照。

*273CERD/C/350/Add .2.

*274CERD/C/304/Add .114,para.8.

*2751bid .,para.23.

*276CERD/C/379/Add .1.
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一ス トを含 むすべての集 団による、条約第5条 が定める権利の享有 に関する情報を含める

こ とを求 める'277。

5.ま とめ

以上の諸例か ら、委員会が、カー ス ト差別及び部離 別がd・・cen・に基づ く差別であ り・

条約 の適用対象 となる と解釈 していることは明 らかである。委員会 は、 「最広義の解釈」

を とるのである。

第4節 締 約 国 の 対応 及 び 見解

以上のよ うな委員会の見解}と対す る締約国の対応をみておこ う。

1。 イ ン ド

イ ン ドは 、 人 が 特 定 の カ ー ス トに 出 生 す る こ と を 理 由 に カ ー ス トがdescentに 基 づ く 制

度 で あ る こ と を 認 め る"278。 し か し 、 自 国 の カ ー ス ト差 別 へ 条 約 の 適 用 は 否 定 す る 。 そ の 根

拠 は 概 ね 次 の 通 りで あ る 。 ① 長 期 に わ た る 多 様 な 人 種 の 融 合 ・混 交 に よ り 、 今 日 、 イ ン ド

の 人 々 は 人 種 、 皮 膚 の 色 又 は 種 族 的 出 身 に で は な く 、 言 語 や 宗 教 、 カ ー ス ト、 地 域 的 特 質

に 自 ら の ア イ デ ン テ ィ テ ィ ー を 求 め て い る"279。 ② そ れ 故 、 イ ン ドの 裁 判 所 に お い て も 、 差

別 の 理 由 と し て 、 「人 種 」 が 援 用 さ れ た こ と は な い ・zs°。 ③ 「カ ー ス ト」 と い う 用 語 は 「社

会 的(social)」 及 び 「階 層 的(class)」 区 別 を 意 味 し 、 人 種 に 基 づ く も の で は な い ・ssi。④

イ ン ド憲 法 上 、 「人 種 」 の 概 念 は 「カ ー ス ト」 と は 異 な り*282ま た 、 「人 種 」 は 「指 定 カ ー

ス ト」 の 決 定 要 素 で は な い'283。 ⑤ カ ー ス ト制 度 に 人 種 的 性 格 を 付 与 す る こ と は 、 政 治 問 題

を 生 じ さ せ る お そ れ が あ る 脳 。 ⑥ 条 約 に お け るdescentの 語 の 使 用 は 「人 種 」 に 関 連 す る

も の で あ る'2&5。

*277CERD/C/304/Add .118,para.11.

*2781ゐ ノ4
,para.7,

*279CERD/C/299/Add.3,paras.4-5,CERD/C/SR.1161,para.4.

*280CERD/C/299/Add.3,para.10,CERD/C/SR.1161,para.4.

*281CERD/C/299/Add .3,para.6.

*282CERD/C/SR .1162,para.35,1996CERDRepof・t(A/51/18),AnnexlX,para.3(a).

*2831996CERDReport(A/51/18),ibid..

*284CERD/C/SR1162
,para.35.

*285CERDIC/299/Add.3,para7,CERD!CISR.1161,para.4.但 し 、 イ ン ドは 、 委 員 が カ ー ス ト

に 関 す る 情 報 を 求 め る の で あ れ ば 、今 後 も こ れ を 提 供 す る とす る 。CERD/C/299/Add.3,ibid.,

CERD/C/SR.1162,para.35,1996CERDReport(A/51/18),AnnexlX.,para.3(a).

-120一



2.ネ パール

ネパールは、委員会の見解への賛否 を表明 していない。ただ、カース ト制度への条約 の

適用の可否 について見解 を示す ことな く、 自国のカース ト制度 について報告 している啝鰓6。

3.目 本

日本は、その報告書のなかで部落差別 に触れてお らず 、また、委員会審議 の場において

も部落差別への条約 の適用 を否認する。 また 、「最終所見」 に関す るコメン トのなかで も

これ を確認する。部 落差別への条約の適用を否定す る主たる根拠は、既 にみた とお り、条

約起草過程 にある。

4.バ ングラディシュ

バ ングラディシュは、委員の質 問に対す る回答のなかで、カース トの問題 は、人種的性

格 を有す るもので はな く、宗教的 ・文化的文脈 に照 らして検討 されるべきものである旨を

述べ る"287。ただ、この記録だけか らは、同国がカース トへの条約 の適用を否定 しているの

か どうかは明 らかではない。'

5.ま とめ

以上 の こ とか ら次 の諸 点 を指 摘 でき る。① イ ン ドは 、カ ー ス ト差別 へ の条 約 の適用 を否

定す る こ とに よ り 「最広 義 の解釈 」 を否 定 した。 ② 日本 は 「狭義 の解 釈 」 を支持 し、 こ の

観 点 か ら部 落差別 へ の条 約 を否 定 した。 ③ネ パー ル は 、カ ース トへ の条約 の適用 の可否 及

びdescentの 意 味 につ いて その態 度 を 明確 に して はい ない 。 しか し、委員 会 の 要請 に応 じ

て カー ス トに 関す る情 報 を提供 してい る こ とか らみ て 、現在 ま での ところ 「最広 義 の解釈 」

を排 除 してい ない。 ④ バ ン グラデ ィシュ につ い て は、 そ の発言 の なか にカー ス トへ の条 約

の 適用 に消 極的 姿勢 を読み と り得 るもの の、最 終 的な判 断は なお 時期 尚早 で あ る。

第5節 人 権 小 委 員 会 の 実 行

(1)人 権 小 委員 会 は、2000年8月 に 「職 業及 び世 系 に基 づ く差 別(Discriminarionbasedon

*286例 え ば、CERDIC/337/Add.4,paras,20-23を 参照。

*287CERD/C/SR .1458,para.6.
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workanddescent)」 と題 す る決 議'288を無 投票 で採 択 した。 同決 議 は 、職 業 及 び世 系 に基 づ

く差別 が 国 際人権 法 に よっ て禁 止 され て い る と し、 諸政 府 に対 して この種 の差別 の撤廃 措

置 を とる よ う求 め る とと もに、 この種 の差 別 に 関す る作業文 書(workuigpaper)の 作成 を

Goonesekere氏 に委 ね る*7S9。

この決 議 は 、 「職 業及 び世 系 に基づ く差別 」 の 意 味 を示 して いな い。 職 業及 び 世 系 に基

づ く差別 が実 行 され て い る社 会 を特 定す るこ とは、 作 業文 書 の 目的の1っ と され'29°、 この

概 念 の意 味は 今後 の検討 課 題 と され てい る・291。た だ 、 この決 議 の採 択 に至 る議論 の なかで

は 、 この 決議 が、 「厳 格 に階 層化 され た制 度 」 の な か に閉 じこ め られ 、 そ こか ら脱 出す る

機 会 が ほ とん どない よ うな家族 の状況 にかか わ る もの であ る とす る発 言"292や 、 「職 業」 と

い う言葉 にっ いて 、職 業 が世 代 か ら世代 へ 引 き継 がれ て い る状 況 に 関す る もので あ る とす

る発 言・293がみ られ た。 これ らの発 言 か らみ て、 決議 案 の支 持者 が 、職 業 の世襲 制 に基 づ

く身分 階 層 制や 、 そ の遺 制 と して の事 実 上 の身分 階 層性 を念 頭 にお い てい た こ とは 明 らか

で あ ろ う。

そ うだ とす るな らば 、descentと い う言 葉 に は 「最 広 義 の解 釈 」 が与 え られ て い る こ と

にな る。 この決議 の文脈 にお い て、職 業 は親 か ら子 ど もに受 け継 がれ る特質 で あ り、 そ の

特 質 に よ って 出生 時 に決 定 され て い る社 会 的 地位 を示 す の はdescentと い う言葉 で あ るか

らで あ る。

(2)同 様 の理 解 は、 作業 文 書 の作成 を要請 され たGoonesekere氏 も共有す る。 この決 議 に

従 って 提 出 され た 「作 業 文書 」"294に お いて 、 同氏 は 、descentと い う文 言 が カー ス トを も

含 む とす る人 種差 別 撤 廃 委 員会 の解釈 に触 れ た'295後 、 世 系及 び職 業 に基 づ く差別 に関 し

て 次 の諸 点 を指摘 す る。 ①descentに 基 づ く差別 は カー ス ト差別 に最 も顕 著 にみ られ る こ

と、② カー ス トに よ る区別 は 出生 に よっ て決定 され る もので あ る こ と、③ あ る者 の職 業 の

性 質 は 、 しば しば、 そ の者 に対 す る差別 の理 由 とな り、 また 、差 別 の結 果 と して そ の者 の

職 業 の性 質 が決定 され る こ と、④ 多 くの 場合 、 あ る者 のdescentは 職業 の種 類 に よって決

定 され るか 、 それ と密 接 な関係 を もつ こ と、⑤ あ る者 は、 そ の身 体 的外見 や 人種 の相違 を

理 由 とす る のでは な く、 社会 の他 の集 団か ら社会 的 ・職 業 的 に隔離 され て きた集 団 の構 成

*288E/CN .4/SUB.2/RES/2000/4.

*2891bid .,paras.1-4.

*290Tbid .,para.4(a).

*291E/CN .4/Sub.2/2000/SR.17,paras.68&76を 参 照。

*292乃 ノ4,para.70.

*2931bid .,para.75.

*294E/CN .4/Sub.2/2001/16.

*2951bid .,para.4.
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員 であることを理 由として、descentに 基づ く差別の犠牲者 とな ること、である*296。

以上のことか ら明 らかなよ うに、 ここで示 されているdescent概 念 は、小委員会のい く

らかの委員の発言 と軌 を一にす る四。 「最広義の解釈」が とられ てい るのである。

第6節 人 種 差 別 撤 廃 条 約 にい う"descent"の 解 釈

以上の諸要素を考慮 しっつ、条約法条約が定める解釈規則に従ってdescelltと い う文言

の解釈を試み よ う。

(1)ま ず、辞書や学説か らみて、この文言の 「最広義の解釈」は可能である。また、descent

とい う文言が法令用語 としてもその一般的な意味 と同様の意味をもっこ と、条約起草過程

がこの文言の意味の確定に資す るものではないことか ら、descentと い う文言はr特 別の

意味」で用い られてい るとはいえない。

次 に、文脈 とともに考慮 され るべ きもの とされる、「条約 の適用 にっき後に生 じた慣行」

及び 「国際法の関連規則」について検討する。人種差別撤廃委員会 の実行は明確 であるが、

委員会の見解 はイン ドや 日本によって受 け入れ られてい るとはいえず、 また、バ ングラデ

ィシュも消極的態度 をとる。従って、委員会 の見解を機 に特 に関係する締約国の間で合意

が確立 された とはいえない。

他方、同じく関係す る締約 国であるネパールは、委員会によるカース ト差別の審議 に異

議 を唱えていないか ら、関係 国のすべてが委員会の見解 を否定 している ともい えない。ま

た、他の締約 国の態度は明確 ではない。従って、委員会の見解を否定す ることに条約締約

国の合意 があるわけでもない。

以上のことか ら、委員会の実行及び締約国の見解は、いずれ も、条約 の解釈 についての

締約国全体の合意を確立す るものではない。

人権小委員会の実行 については、もともと小委員会は人種差別撤廃条約 の解釈権を有す

る機 関ではない うえに、小委員会 自体の 「職業及び世系」 とい う言葉 の解釈 も現時点では

示 されていない。また、仮 にそれが示 された としても、小委員会 は個人的資格で活動す る

委員か ら構成 され る機関であるか ら、直 ちにそ こに国家の合意 を見いだす ことはできない。

*2961bid .,para。7.この文書が分析す るのはアジア地域であ り、具体的には、イ ン ド、ス リ

ランカ及 びネパールのカース ト制度、 日本 の部落差別、パ キスタンのSwat地 域及びSi血dh

県にお けるカース ト類似の制度が とりあげ られている。 これ らの差別 の推 計対象者数 は約

2億5000万 人である(痂4,para.48)。 今後、 さらにアフ リカ及び南アメ リカの状況 も検

討 され る予定である(ibid.,para.49)。

*297な お、人権小委員会は、2001年8月 に採択 した決定(EICN4/SUB.2/DEC/2001/110)

にお いて、ア ジア以外 の地域 にお け る職 業 ・世系差別 問題 に関す る作業文書 の作成 を

Goonesekere氏 に委託 じ、次会期 においてもこの問題 を審議することを決定 した。
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諸 国家が、小委員会の見解 を受諾す ることによってはじめて国家の合意 を問題 とす ること

ができるが、現在ではなおそのような段 階にはない。従 って、これに よって 「当事 国の合

意」 を云々す ることはで きない。 さらに、小委員会は 「国際法の関連規則」を定立 してい

るわけではないか ら、これにも該当 しない。

解釈の 「補足的な手段 」 とされ る条約起草過 程は、descentの 意味 について指針 を提供

す るものではないか ら、その援用が認 められた としても、これ を参照す ることは無意味で

ある。

(2)こ のよ うに して、descentと い う文言については、「条約文(前 文 … を含む。)」を含む

「文脈 によ りかつその趣 旨及び 目的に照 らして与 えられ る用語 の通常の意味に従い、誠実

に解釈す る」こ とになる。

前記の ように、イ ン ドは、条約におけるdescentと い う文言の使用が人種 に関連す ると

し、また、 日本 は、差別禁止事 由の説明において 「社会通念上」 とい う言葉 を用いる。 こ

れは、両国が、条約の文脈 と趣 旨 ・目的が一般 的に想定 され る人種差別 の撤廃にあると理

解 していることを示 してい るように思われ る。 た しかに、カース ト差別や部落差別 は通常

の意味にお ける人種差別ではないか ら、条約の文脈や趣 旨 ・目的か らみて、これを条約 の

適用対象か ら除外す る解釈 もあ り得 る。

しか じ、条約 の文脈や趣 旨 ・目的については別 の理解 もあ り得 る。 このことは、複数 の

学説や人種差別撤廃委員会、小委員会 の複数の委員が 「最広義 の解釈」 をとることか らも

明 らかである。また、条約の他 の条文か らみて も、descentと い う文言 の解釈については、

条約の文脈や趣 旨 ・目的が一義的に明確であるとはいえない。そ こで、条約 の誠実な解釈

との関連で考慮 され るべき人種差別撤廃委員会の見解、及びそれ対す る異論 な どを考慮 し

なが ら、descentに 関す る3つ の解釈 について検討 してみ よう。

まず、「狭義 の解釈」は支持で きない。 この解釈によれば、条約 が 「人種差別」 の定義

のなかで明文で定めるdescentが 不必要な文言 とな り、 この文言 を規定す る意味が ないこ

とにな るか らで ある。 「条約 が2つ の解釈 をとることを許 してお り、その1っ の解 釈によ

れ ば条約が適 当な効果を もつ ことができ、第2の 解釈 によればそ うではない場合には、誠

実 と条約の 目的 とは第1の 解釈 ととるべきことを要求す る」のであるη'8。descentに他 の

差別禁止事 由 と異なる意味 を与えることは可能であるか ら、 「狭義の解釈」は条約 を 「誠

実に解釈する」 もの とはいえない。

また、 日本 は 「狭義の解釈」を とるに際 して条約起草過程を根拠にあげるが、それが根

拠 とな り得ない ことは先に述べた。 この点について補足 しておこ う。イ ン ドが 「民族的出

身」 とい う文言 との関連 で、descentと い う文言を含む修正案 を提 出 した ことは事 実であ

る。 しか し、それ以上のものではない。イン ド代表はdescentと い う文言の意味にっいて

説明 してお らず、また、他 の諸代表の見解 も決定的ではないか ら、 日本 の立揚は推測であ

る。推測でよいのであれ ば、イン ド代表はカース トへの条約の示唆す る発言 を行 ってお り、

これ もまた推測 として成 り立っ。いずれ にせよ、条約起草過程 は、 この文言 の意味にっい

て、カース トへ の条約 の適用 を支持するもの としても、否定す るもの としても用い るこ と

*298YearbookoftheInternationalLawCommission ,op.,cit.,p.219(para.6).
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はできない。

次に、 「広義の解釈」 は無難である。 また、この解釈 に従 うな らば、descentと い う文言

は、他の差別禁止事 由を補完する とい う適切 な役割を果たす こともできる。 しか し、この

解釈 は、人種差別撤廃委員会の解釈 を無視す るこ とにな り、条約 の誠実な解釈 との関係 で

問題 がある。そ こで、 「最広義 の解釈」が合理的か どうかをみてお こう。そ の合理性が確

認 され るな らば、「広義 の解釈」 よ りも 「最広義の解釈」の方が適切で ある とい うことに

なる。 も とよ り、「最広義 の解釈」が妥当 とされ る場合 には、 「広義の解釈」 がもっ、他

の差別禁止事 由を補完する とい う役割 も 「最広義の解釈」のなかに含まれ ることになる。

委員会解釈(「 最広義 の解釈」)に 反対す る論拠の うち、イン ドがあげる条約 の文脈や

趣 旨 ・目的に関す るものにっいては、先に述べた通 り、決定的な ものではない。その余 の

議論は、いずれ も、イ ン ドの国内の 「人種」 とい う言葉 の一般的な理解や、法令上 ・判例

上の 「人種」概念に関す るもので ある。条約の解釈 は、締約国の国内の諸事情や、ある文

言の国内法上の意味 とは独立 して行われるべき ものである'299から、それは十分 な理 由と

はな らない。 日本があげる条約起草過程が根拠 とな らない ことは、今述べた通 りである。

次に、その他の諸点か らみて委員会解釈は合理性 を有す るもの といえるか どうか。 これ

については、次の4点 か らその合理性が確認できよ う。第1に 、委員会解釈は、条約が定

める他の差別禁止事 由によって表明 され ている条約の理念 と合致する。条約 にい う「人種」

及び 「皮膚 の色」は出生に よって決定 され る地位 を、また、 「民族的出身」及び 「種族 的

出身」は、出生によって決定され、又は幼少時か らの養 育によって個人の人格 と密接に関

係す るが故に容易にこれ を放棄 し得ない地位 を示す ものである。カース ト差別や部落差別

も、出生 とい う、個人の努力 によっては克服 し得 ない事情 に基づ く差別 である。従って、

この種 の差別 の撤廃 も条約の基本的な理念 と一致す ることになる。

第2に 、条約 が定める差別撤廃 のための法的 ・政策的措置、特に、私的差別の規制措置

(第2条1項(d))や 、社会的 に脆 弱な集 団に対す る積極的措置(第2条2項)、 差別扇

動の禁止措置(第4条(a))、 効果的な救済措置(第6条)、 積極的な啓発 措置(第7条)

な どは、カース ト差別や部落差別 を解消するために有用である。実際に、これ らの措置は、

イン ドや 日本によ り既に とられ、又はその採用 を関係団体が要請 してい るものである。従

って、条約 と、カース ト差別及び部落差別 との問には密接な関係が ある。 これ を逆か らい

えば、人種差別 と、カース ト差別及び部落差別は、その解消策の点で共通 性を もち、差別

の性質に類似点があることを示 してい る、とい うことになる。

第3に 、委員会解釈 は、人権小委員会 もとる可能性のある解釈であ り、また、国連人権

*299例 えば、規約人権委員会 は、「市民的及び政治的権利 に関す る国際規約の解釈 ・適用

は、規約 の文言及び概念が、いかな る特定の国内法制度や国内法、及びあ らゆる辞書的定

義か らも独立 しているとの原則 に基づ くものでなければな らない」 とす る。GordonC.Yan

Duzenv.Canada,CommunicationNo.50/1979,para.10.2.
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高等弁務官 もこの解釈 に注 目す る'3°°。従 って、委員会解釈 は、国連の関係機 関のなかで現

れ は じめた解釈で あ り、 これを採用することには理由がある。

第4に 、委員会解釈 には特段の不都合 はない。国際人権規約のよ うな一般 的な人権条約

は、すでにカース ト差別や部落差別 を禁止 して いる。 また、人種差別撤廃条約が定める義

務 のい くつかの ものも、他の人権諸条約 のなかで定め られている。 さらに、descentと い

う文言がカ ヴァーす るのはカース ト差別、部落差別及びその他の これ に類似す る差別以外

にはほ とん ど考え られないから、条約の適用対象 を不当に拡大することにはっ なが らない。

また、イ ン ドがあげる国内的な不都合 にっいては、条約 にい う 「人種差別」が、一般 に

いわれる 「人種」 よ りも広範な差別を含む と認識す ることによってその不都合を回避す る

こともできるか ら、 これ も十分な理 由とはな らない。

(3)以 上の ように、カース ト差別及び部落差別 に条約 を適用す ることは、類似 の状況にあ

る者 に等 しく保護 を及 ぼす メ リッ トがある。 また、 このよ うに解 して も、descentと い う

言葉 の意 味を逸脱す ることにもな らず、特段の不都合 が生 じることもない。それ故 、委員

会解釈は合理的であ り、その解釈 をとるべきである。

従って、人種差別撤廃条約第1条1項 が定めるdescentと い う文言 は、出生によってそ

の地位が決定 され る、法上又は事実上の身分階層制 を含む ものであ り、 この文言 により、

カース ト差別や部落差別は条約の適用対象 とな る。他の人権文書が定 める差別禁止事 由と

の関係でいえば、イ ン ドによるカース トの説明か らみて、des。entと い う文言 は、 「社会的

出身(socialorigin)」 や 「出生(bh寸h)」 な どに相 当す る意味 をももっ とい うことにな ろう。

もとより、このよ うな解釈 は、前記の 「広義の解釈」をも包含す るものであるか ら、descent

とい う文言 が他 の4事 由を補完す るとい う重要 な役割 をも果たす ことになる。

第7節 補 論

カース ト差別 と、人権条約が定 める差別禁止事 由との関係ついて、若干 の補足 を行 って

お こ う。

世界人権宣言 の起草時において も、イン ド代表 は、差別禁止事 由としてのcasteがsociaI

originに 含まれ ることを示唆 している。1948年 の総会第3委 員会でイン ド代表は、 ソ連が

提案 したbirth(同 案 のsoslovieの 英訳)よ りもcasteと い う言葉が望ま しい とし、casteを

規定す ることを提案 した。 この提案については、その意味が不明確であ り、定義 がな され

ていない ことな どを理 由とす る異論があ り、イ ン ドもcasteがsocialorigin及 びotherstatus

に含まれ るとし、casteと い う言葉には固執 しない としている・3°i。このよ うに、casteは 、

*300国 連人権高等弁務官であるMalyRobinson氏 は、2001年7月 に、人種差別撤廃委員

会 にお い てdescentに 関す る委 員 会解 釈 に 関心 を もって 留 意 す る と述 べ て い る。

CERD/C/SR.1467,para.4.

*301以 上、AIC.3!SRIO1,PP。5・7を 参照。
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他 の国 際人権 文 書 で用 い られ てい るsocialoriguiやotherstatusの なか に含 まれ る言葉 で あ

る と考 え られ る。

また 、birthと い う言葉 とcasteと い う言葉 の関連 につ いて は 、 同 じ く世 界 人権 宣言 の起

草 過 程 にお い て 次 の よ うな 経 緯 が あ っ た 。 世 界 人権 宣 言 第2条 は 、 ソ連案 にみ られ た

soslovieの 訳語 と して使 用 され たbirth(仏 語 でnaissance)を 差 別禁 止 事 由の1っ と して規

定 してい るが 、 ソ連 が この言 葉 に よ り意 図 した こ とは、特 に、 フラ ンス革命 、 ロシア革 命

前 に経 済的 ・法的 分野 で一 定集 団(例 え ば、大 土 地所有 者 、聖 職者 等 の特権 階 級)が 享 有

した諸特 権 、 っ ま り法 的 に認 め られ た不 平 等(aIegally-sanctionedinequality)の 廃止 で あ

る・3°2。ソ連 は 、か か る不 平等 は大部分 の 国家 では 消滅 した が、 なお 残存 す るそ の遺物 を も

撤 廃 すべ き と し、 これ を明確 にす るた め、英 仏 両条 文 の右 文 言 に、estate及 びetatを 追加

す る こ とを提案 した。 これ に対 し英 仏 両 国 は、 そ の よ うな意 味 はす で にbirthと い う言葉

の なか に含 まれ てい る とす る"3°3。従 って 、birthと い う言葉 の な かに は、 イ ン ドのカ ー ス

ト差別 や 日本 の部 落別 が含 まれ る と考 え るこ とが で き よ う*3°4。

以 上 の よ うに、birth及 びsocialorigin、 又 はそれ にotherstatusを 加 えた諸事 由は、 法制

度上 又 は事 実 上 の身分 的階層 とい う、 同様 の内容 を含 む もの とい え よ う。

なお 、本 章 の結論 におい て 、descentが 、socialoriginやbirthに 相 当す る意 味 をもつ とい

う場 合 に、 後2者 の もっ法制 度上 ・事 実 上 の身 分 階層制 とい う側 面 を念頭 にお いて い るの

で あっ て、 これ らの文言 が もつ そ の他 の意 味 をもdescentと い う文 言 が もっ とい う意 味 で

はな い。

*302A/C .3/SR.100,p.13&A/C.3/SR.101,p.4.

*303AIC .3/SR101,pp.4-5,9。 ソ連 追加 提案 は、賛成7、 反対28、 棄 権8で 否 決。

*304世 界 人権 宣 言 に関す る上 記 の経緯 は
、 次 の文 献 にお い て もその一 部 が紹介 され て い

る。Ew.Vierdag,op.,cit.,pp.102-104.MS.McDougal,H.D.Lasswell&L.C.Chen,op.,

cit.,p.519.
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第7章

私人間の人種差別の規制義務 と日本
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第2条1項(d)に い う私人問の人種差別の規制 については、人種差別禁止法の必要性 を

確信す る委員会 と、その必要性を否定す る日本の立場が対立 している。

日本 の立場 は、次の ように要約することができる。①第2条1項(d)は 、状況 による必

要性 と、立法の適 当性に関す る締約 国の判断を経 て立法措置 をとる義務 を課す ものである

こと、②第2条1項(d)の 履行のためには 日本の既存の法制度 、及び立法以外 の措置で十

分であること、③人種差別禁止法な どの新たな立法措置 を必要 とす るほ どの人種差別が行

われ ていないこと、である。

この うち、①必要性 と適当性 の2段 階の判断に関す る解釈上の問題点、及び立法措置 と

禁止義務 の連動に関す る解釈上の問題点はすでに指摘 しだ3°5。ここでは、②及び③に関 し

て、 日本の現状 に則 して次の3点 を検討す る。第1に 、私的人種差別の規制に関す る日本

の現行法を概観する。第2に 、 日本の裁判所 にお けるい くらかの裁判例 を検討する。 これ

は、禁止義務 との関係 において、 日本の裁判所が、条約が求 めるよ うな態様で私的人種差

別 の事例 を処理 しているか どうか、又は処理す る可能性 があるか どうかをみるためである。

第3に 、日本にお ける私的人種差別の現状の一端 を示 し、最後 に、以上の検討 を踏 まえて、

立法措置の要否 を含 めて結論を示す。

第1節 私 的 人 種 差別 の規 制 に関 す る現 行 法 の 状 況

(1)日 本が、「政府報告書」 で示 した現行法の枠組み を要約す ると次 のようになる。① 「教

育、医療、交通等国民生活 に密接な関わ り合いを持ち公共性の高い分野」においては、関

係法令によ り差別 を禁止 している。② それ以外 の分野では、法務省 の人権擁護機 関の活動

や啓発措置に委ね られ る"3°6。

このよ うに、 日本の法規制の現状によれば、私的差別 が しばしば行われ る雇用や住居
、

婚姻 などの分野では法規制はな されていない。実際、人種差別撤廃条約の批准承認案件 が

審議 され た国会において、雇用及び住居の分野について、政府 は次のよ うに答弁 している。

まず 、雇用の分野 では、外国人への就職差別の問題が とりあげ られてい る。政府 の説明員

(労働省一当時)は 概ね次のよ うに答弁 している。すなわち、①外国人 である労働者 にっ

いては、職業安定法第3条 によ り、職業紹介や職業指導などについて国籍な どを理由とし

た差別的取扱いが禁止 されている。②特 に、在 日韓国 ・朝鮮人の採用 にっいては、都道府

県知事あての通達に基づ いて、事業主に対す る就職説 明会の機会な どを通 じて応募者本人

の適性及び能力を中心 に公正な採用選考 を行 うよう、事業主へ の指導 ・啓発 につ とめてい

る。③また、定住外国人を含 め、外国人である労働者の雇用管理な どを適切に行 わせ るな

どのために、外 国人である労働者の雇用 ・労働条件 に関す る指針 を作成 し、外国人である

労働者 を雇用 しよ うとす る事業主に対 して必要な指導 ・援助 を行 ってい る。④いずれにせ

*305第3章 を参照。

*306第5章 を参照。
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よ、今後 とも定住外国人の就職 差別 を防止するために事業主への必要な指導な どを強力 に

実施す るつ も りである申弸。

また、住宅への入居 の分野においては、外国人への入居拒否 が取 り上げ られ た。政府 の

説 明員(建 設省一 当時)は 概ね次のよ うに答弁 している。①公営や公団な どの公共賃貸住

宅にっいては、永住許可を受 けた者 について入居者資格 を認 め、外国人登録を受 けた者 に

っいて も可能な限 りこれを認める ことを求 める趣 旨の住宅局長通達に基づいて運用 してい

る。②民間賃貸住宅の うち住宅金融公庫融資な どを受 けている者 にっいては、例 えば、住

宅金融公庫法の体系の中で、住宅 に困窮 しているといった ような資格を満た してい る者の

正 当な入居の 申し込みを拒否 してはな らないとされてい る。 これを受けて、公共賃貸住宅

の場合 と同様 の指導を公庫 に対 して行 い、公庫 の融資の窓 口において公庫融資 を借 りて賃

貸住宅を建 てる者 にこの趣 旨を徹底 している。③それ以外の一般 の民間賃貸住宅 にっいて

は、法的 には借地借家法や民法 とい った 「民事法の世界」になる。建設省 としてはパ ンフ

レッ トのよ うなものによって貸 し主の団体などを通 じて、又は講習会などの場 において、

外 国人の入居制限を行わない ように啓発 ・指導を行 っている。条約加入を受 けて この取 り

組み をさらに強化す るつ もりである・3°8。

(2)国 会 で答弁のあったものは雇用 と入居の分野のものに とどまるが、いずれ の分劈にお

いても私的差別を規制す る立法が存在せず、また、今後 も立法措置によってではな く、啓

発 ・指導の強化に よって対処す るとい う方針が示 されている。

もっとも、すでに述べた ように、条約第2条1項(d)に い う禁止義務 は、裁判所 におい

て民事上の救済が確保 され ることによって、これを履行す ることができる。そ こで、次 に、

関係す るい くらかの裁判例をみ ることに よって、 日本 の裁判所 において、私 的人種差別 行

為 の被害者 の救済が図 られ、又は図 られ る可能性があるか どうかを検討 してお こ う。

第2節 裁 判 例 の 検 討

ここで とりあげる裁判例は、人種差別撤廃条約に関連す る とみ られる事例であ り、そ の

分野は、入居、婚姻、入店及び ゴル フクラブの入会である。以下では、それぞれの事例 に

っいて、事実の概要 と判 旨を紹介 した上で、条約第2条 ユ項(d)の 履行 とい う観 点か らみ

たその評価 を行いたい。 なお、 ここで行 う評価は、裁判所において条約第2条1項(d)が

履行 されているか否か、又は条約が求めるよ うな態様 で裁判所が審議を行 ってい るかど う

か とい う観点か らするものであ り、国際法に関連す る論点 を含む、判決そのものの問題 点

を指摘す るこ とに重点があるわけではない。

*307「 参議院外務委員会議録」7頁 。

*308「 同上」8頁 。
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1.入 居

外国人に対す るマ ンションへの入居の拒否が問題 となったもの として、1993年 の大 阪

地裁判決・3°9がある。

【事実】 原告(X)は 、協定永住の在留資格を もつ外 国人である。Xは 、不動産仲介業

者 を通 じてマンションの賃貸を申込んだ。その際、マンションへの入居条件の 中に 「原則

として 日本国籍であること」 とい う条件がみ られ たものの、当該マンシ ョンの所有者であ

る家主 とXと を直接に仲介 した不動産業者(Y)は 、Xが 外国人であることが入居の障害

とはな らない旨をXに 告 げた。その後、Xは 必要事項 を記入 した入居 申込用紙 な どの書類

や手付金な どをYに 手交 し、Yも 引越業者 を紹介するな ど、XY間 で賃貸借契約の成立の

直前 ともいえる段階に進んでいた。 しか し、Yか ら連絡 を受けた家主は、Xが 在 日韓国人

であることを主た る理 由としてXの 入居を拒否 した。

そこでXは 、①家主を相手方 として、マ ンシ ョンの賃借権の確認 と建物の引渡 しを求 め、

また、②家主及び不動産業者(Yを 含む複数)を 相手方 として、本件入居拒否な どが不法

行為 にあたる として損害賠償 を請求 し、 さらに、③大阪府 を椙手方 として、 「宅地建物取

引業法」(以 下、 「宅建 業法」 とい う)な どに基 づ き、差別的入居拒否 に対す る監督義務

違反を理由 として損害賠償を請求 した。

【判 旨】 まず、Xと 家主 との間の賃貸借契約 の成否について、裁判所は主に次の2点 を

理由 として、賃貸借契約 は成立 していないと判断 した。すなわち、①不動産業者 が家主の

代理人 として行動 した とはいえず、賃貸借契約が成立 したとはいえない こと、②契約 自由

の原則に基づき家主の側 に契約締結義務はない こと、な どである。このよ うに して、裁判

所 は、賃貸借契約 の確認 と建物引渡に関するXの 主張を斥けた。

第2に 、家主及 び不動産業者の不法行為 の有無 についてである。 ここでは家主に関す る

裁判所の判断のみ をみてお こう。裁判所は、家主が本件契約の締結を拒否 した主た る理 由

が、Xが 韓 国籍で あった ことであると認定する。そ して、信義誠実の原則 を援用 しつつ、

家主 の不法行為責任 の成立を認 める。その理 由は概 ね次の通 りである。すなわち、 「当事

者 間において契約締結の準備が進 展 し、相手方 において契約の成立が確 実なもの と期待す

るに至った場合には、その一方の 当事者 としては相手方 の右期待 を侵害 しないよ うに誠実

に契約 の成立に努 めるべ き信義則 上の義務 があるとい うべきである。 したがって、契約締

結の 中止を正 当視すべき特段の事情のない限 り、右締結 を一方的に無条件で中止す るこ と

は許 されず 、あえて中止することによって損害を被 らせた場合には、相手方 に対す る違法

行為 として、その損害 についての賠償 の責 を負 うべきもの と解す るのが相 当である」。

次 に裁判所 は、 これ を本件につ いて検討 し、家主は、Yと 仲介契約 を締結 し、 「仲介業

者 を利用 して、広 く契約の相手方 を募 るとい う利 益を得 ている ところであるか ら」、Xと

の関係では、Yは 家主の側の履行補助者に準ず る者 として評価するのが相当であるとす る。

*309大 阪地裁平成5年6月18日 判決
。『判例時≡報』1468号 、122頁 以下。
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そ して、家主が仲介業者 を用 いて賃貸借契約 の申込の誘因行為を開始 し、XY問 で契約交

渉が相 当程度進行 し、Xが 契約成立を確実な もの と期待するに至 った以上、家主が合理 的

理 由な く契約締結 を拒絶す ることは許 されない、 とす る。その上で、Xが 在 日韓国人であ

ることは、契約締結拒絶 の合理的な理 由にはあた らず、従って、家主は信義則 上の義務 に

違反 し、Xが 本件賃貸借契約 の締結を期待 した ことによって被 った損害を賠償 する義務 が

あると結論す る。

第3に 、宅建業法 な どに基づ く大阪府の監督義務違反 についてである。Xは 、 「宅建業

法 は、民族差別に よる入居拒否 の禁止を含む公正な取引等その 目的達成 のために、知事 に

対 し、強力かっ広範 な指導監督権限を付与 してい るが、大阪府知事 は右指導監督権限を行

使せず、原告に損害 を生ぜ しめた」 と主張す る。 これに対 して、裁判所 は、宅建業法にい

う 「取引の公正の確保」 とは、宅地建物取引における経 済的公正を確保す る趣 旨の もので

あ り、国籍を理由 とす る取引拒否は宅建業法上の 「取引の公正」を害す る行為 とい うこ と

はできない とする。従って、この種 の取引拒否行為 に対 して知事が宅建業法上 の権 限を行

使す ることはできず、監督権 限の不行使 は違法 とはいえない とい うのである。

【評価 】 本件行為が人種差別撤廃条約 にい う人種差別行為 として禁止 され る ものである

か どうかを検討す るためには、まず、本件行為が条約第1条1項 にい う 「人種差別」 に該

当することが必要で ある。以下では、この点を検討 し、その後、本件 を条約第2条1項(d)

に照 らして評価す る。

(1)「 人種差別」該 当性

すでに述べたよ うに、条約第1条1項 によれ ば、ある行為が条約にい う 「人種差別」 に

該 当す るためには、次の条件 を満 たさなければな らない。第1に 、ある行為が 「人種、皮

膚 の色、世系又は民族的若 しくは種族 的出身」を理由 とするものであるこ と、第2に 、当

該行為が 「区別、排除、制限又は優先」 にあたること、第3に 、当該行為が 「政治 的、経

済的、社会的、文化的その他 のあ らゆる公的生活の分野における」ものであること、第4

に、当該行為が 「平等 の立場での人権及び基本的 自由を認識 し、享有 し又は行使す るこ と

を妨げ又は害する」 「目的又は効果」を有するものであること、である。

(a)ま ず 、本件行為が 「人種、皮膚の色、世系又 は民族的若 しくは種族的出身」 を理 由と

す るものであることが必要で ある。本件入居拒否行為は、Xが 韓 国籍であるこ とを理 由と

す る。既 に述べた よ うに、国籍を理 由とす る行為であっても、それが、「人種、皮膚の色 、

世系又は民族的若 しくは種族的出身」 を理 由とするものであれば、条約 は適用 され る。 こ

の点について、 日本が解釈す るよ うに、「『国籍』の有無 による異なる取扱 いが認 め られ

るかは、例 えば、参政権 が公権力の行使又は国家の意思 の形成に参画す る行為 とい う合理

的な根拠 を持っているよ うに、このよ うな取扱いに合理的な根拠 のある揚合に限られ、例

えば、賃貸住宅における入居差別 のよ うに、む しろ人種、民族的、種族的出身等に基づ く
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差別 とみなすべ きものは、この条約の対象 となると考え られ」 る'31°。

賃貸借契約の相手方が 日本国籍保持者ではないこ とが、契約の締結及びその履行にどの

程度関連す るのかは、具体的な事実関係の下で精査 され るべ き問題である。後に検討す る

よ うに、契約締結 の相手方が外国人である揚合には、言語上の障害による契約締結交渉及

び契約履行上の障害や、当該外 国人の帰国の可能性 による契約履行上の障害があ り得る。

しか し、本件においては、Xは 在 日韓国人で あるか ら、 この ような障害はほとん ど考え ら

れず、また、実際に、不動産業者であるYも 本件契約の締結 に問題 はないと判断 したた め

に、その締結手続 を進めた もの と考えることができる。そ うだとす るな らば、本件入居拒

否は、Xが 、その生活様式や風俗習慣 な どの点で 「日本人」 とは異なる とい う理 由による

もの と考 えられ 、従 って、条約 第1条1項 にい う 「人種」、 「民族的出身」又 は 「種族 的

出身」に基づ くものであるとい える。

(b)次 に、行為が 「区別、排除、制限又は優先」にあた るか どうかである。外国人である

が故 に賃貸借締結を拒否す ることは、 日本入 と外国人 とを 「区別 」 し、外国人 に 「制限」

を設 け、それによ り、外 国人を契約の相手方か ら 「排除」す るものである。従 って、本件

では、この要件 を満た している。

(c)本件行為が、条約 にい う 「人種差別」となるためには、当該行為が、「政治的、経済的、

社会 的、文化的そ の他 のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本 的

自由を認識 し、享有 し又は行使す るこ とを妨 げ又 は害す る目的又 は効果を有す る」 ことが

必要 である。条約 は、第5条(e)(iii)に おいて 「住居 についての権利」 をあげ、 この権利

の享有にお ける人種差別 を禁止す る。従って、入居 の分野において人種差別が禁止 され る

こ とは明 らかであ る。

また、 「公 的生活 の分野」 とい う文言 による、 「人種差別」の定義 か らの除外 にっいて

は、①裁判所が認定 しているよ うに、本件 において、家主は 「仲介業者 を利用 して、広 く

契約 の相手方を募 るとい う利益 を得てい る」 こと、②本件住居に家主が居住 しているこ と

な どの事情は示 されていない ことか らみて、 「公 的生活の分野」にお ける行為 とみなす こ

とがで きる。また、 「目的又 は効果」 とい う点 については、本件行為が 「住居 にっいての

権利」を害す る目的をもっ ものであることは明 らかである。

(d)以 上 のことか ら、本件行為が人種差別撤廃条約第1条 ユ項が定める 「人種差別」に該

当す る行為であ り、従 って、第2条1項(d)に よって禁止 され るべきものである と結論す

ることができる。

(2)評 価

以上を前提 として、本件判決を評価 してみ よう。本件 は、外国国籍保持者に対す る入居

拒否について家主 の損害賠償責任 の成立を認 めた点で注 目すべき判決である。 しかし、 こ

の判決には少な くとも次の2つ の問題が ある。

第1は 、家主 の賠償責任 の成 立根拠が、契約成立を期待 し得 る状況の下での信義則違反

*310「 人種差別 撤廃条約Q&A」
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に求め られ たことである。本件 において、仮にYが 当初 か らXの 国籍 を理由 として入居を

拒否す るか、又は交渉の初期の段階でXの 入居 に関 して家主の意向を確認 し、入居 の交渉

を中断 していたな らば、裁判所の論 旨か らする と契約 自由の原則に より賠償責任 の成立の

余地はない、 とい うことになろ う。つま り、本件 は、裁判所がい う 「差別 的申込条件」そ

のものが責任成立の根拠 とされたわけではない。

第2は 、宅建業法に基づ く大阪府の責任が否定 されたことである。本件 において 「差別

的 申込条件」ゐ違法性 を問 うことができない としても、大阪府の指導 ・監督責任 を問題 と

す ることができるのであれば、入居拒否 の是正 と被害者 の救済の道が あることにな る。 し

か し、判決 は大阪府の責任の成立を否定 した。従 って、このよ うな方法による救済 も不可

能である。

以上のこ とか ら、本件 においては損害賠償責任 の成立が認 められた ものの、それ は人種

や民族な どを理 由 とする入居拒否行為 そのものの違法性 によるものではない。従って、第

1に 、本件 はその責任成立の理 由において人種差別撤廃条約の趣 旨にそったものとはいえ

ず、第2に 、それ故に、将来的に、このよ うな入居拒否そのものにっいて責任の発生を認

める先例 とな るものではない。換言すれば、本件判決によって、条約第2条1項(d)に 基

づ く義務 の履行が確保 されたもの とはいえず、そ の可能性 があるともいえない。

2.婚 姻

婚姻の分野では、1983年 の大阪地裁 の判決'311をみておこ う。

【事実】 日本国籍を有する男性(Y)は 、韓国籍の女性(X)と 婚約 した ものの、挙式

を 目前に しなが ら、朝鮮 人であるXと 婚姻す ることから生ずると感 じた不利益 を理 由 とし

て、婚約 を破棄 した。そ こで、Xは 当該行為が不法行為 を構成す る として損害賠償 を請求

した。

【判旨】 裁判所は、この婚約破棄が不法行為を構成す るとし、Xが 被 った精神的苦痛 に

対す る慰謝料な どの支払 いを命 じた。裁判所は、婚約破棄の原 因が被告が抱いた次のよ う

な 「迷い と躊躇」にある と認定す る。すなわち、Yは 、 「朝鮮人で ある原告 と結婚 する以

上会社に留まっていて も将来の昇進、同僚 との付き合い等が思 うよ うにな らないのではな

いか との不安を抱き、会社を辞 めて司法試験 を受 けようと考えた もの と推認 し得 るところ、

試験 に必ず合格す る との保障もな く、会社 を退職す ると経済的に極 めて苦 しい状況 に陥 る

ことを認識す るに及んで、二者択一を迫 られ、 これが原因 となって … 原告 との結婚 自体

を迷い躊躇す るよ うになった と推認す る ことができ」るとい うことである。

裁判所は、続けて、この 「迷いと躊躇は、朝鮮人に対す る日本人の歴史的民族的感情が、

意識無意識 の うちに時 としてなん らかの社会的制裁の形で顕在化す るとい うことにっいて

の虞れのしか らしむ るところとい うことができる」 とする。

*311大 阪地裁昭和58年3月8日 判決。『判例タイムズ』494号 、173頁 以下。
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裁判所は、 「基本的には、原告 との結婚についての前記の迷 い と躊躇 の気持 を次第に増

幅 させ、最終的にこれ を婚約破棄 とい う形に顕 した もの とい うことができるのであって、

その経過に照 らし、右 の婚約破棄 は、原告 に対す る被告 … の不法行為 を認 めるのが相 当

である」 として、Yに 対 して損害賠償の支払いを命 じた。

【評価 】 本件 において検討 され るべき ことは、本件婚約破棄行為が人種差別撤廃条約に

い う 「人種差別」 に該当するか否 か、婚姻の分野における人種差別行為 の禁止のよ り具体

的な意味である。 これ を順次検討 し、最後に本件 の評価 を行 う。

一(1)「 人種差別」該 当性

裁判所の事実認 定によれば、本件婚約破棄 の原 因は、Yの 差別意識であるとい うよ りも、

日本の社会全体 にみ られ る 「朝鮮人 に対す る 日本人の歴史的民族的感情」か らみてYが 将

来直面する と考 えた不利益にある。 しか し、 この ような理 由が正当な婚約破棄事 由とな ら

ないのであれば、在 日韓国 ・朝鮮人 に対す る民族差別感情に基づ く婚約破棄にっいても同

様 の判断がな され ると考 えることができよ う。そのように理解す ることができるな らば、

本件は、民族差別 的意識 に基づ く婚約破棄に関す る判断 を暗黙 の うちに含んでいる と考 え

ることもできる。 以下では、この よ うな前提で議論を進 める。

まず、民族的差別意識 に基づ く婚約破棄は、条約第1条 ユ項にい う 「民族的出身」に基

づ く差別 であ り、この行為が 「区別」や 「排 除」にあたることは明 らかである。

条約第5条(d)(iv)は 、人種差別 が禁止 され る権利 のなかに 「婚姻及び配偶者の選択にっ

いての権利 」をあげている。婚姻や配偶者の選択 は私事 に属する事柄 ではあるが、条約が

私人間の差別の規制を求め、その規制対象の1つ として婚姻及び配偶者の選択 をあげてい

る以上、本件婚約破棄行為 は 「公 的生活の分野における」ものであるとみな され よ う。ま

た、本件行為が、このよ うな分野 における 「平等の立場での人権及び基本的 自由を認識 し、

享有 し又 は行使す ることを妨げ又 は害す る 目的又は効果」を有す ることも明らかである。

従 って、民族的差別意識に基づ く婚姻破棄は条約第1条1項 にい う 「人種差別」に該 当

す る。

(2)婚 姻の分野にお ける規制のあり方

本件 において さらに検討 しておかなけれ ばな らないことは、婚姻の権利や配偶者 の選択

権にお ける人種差別の禁止のあ りかたである。

第1に 、配偶者 の選択権における私的人種差別 の禁止が問題 となる局面を検討す る必要

がある。婚姻に至 る配偶者 の選択 の過程は、好悪 の感情や価値観な どによって左右 され る

個人的なもので あるか ら、配偶者 の選択権 といって も、それによって特定の人物 との交際

が保障され 、又は交際が強制 され る性質の ものではあ り得ない。民族差別的感情か ら特定

の者 との交 際を望 まない者 については、条約はその者の偏見を除去するための積極的な措

置を とるこ とを締約国に求めてはいる(第7条)。 しか し、国家が私人間の関係 に介入 し、

これに関 して とる措置が問題 となるのは婚約 といった具体的な関係に入った後の局面 とい
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うことにな ろ う。条約 は、このよ うな関係 にある当事者の一方が、条約上正 当化 されない

理 由に よって婚約を破棄 した場合 には じめて禁止 を求めるもの と考えることができる。

第2に 、禁止 の態様が問題 となる。婚姻 の権利 の享有において人種差別を禁止す るとい

っても、不 当な婚約破棄 を認めず、特定の人物 との婚姻を強制す ることを条約が求 めてい

る と考えることはできない。婚姻の権利 も、国家の介入によって婚姻を強制す るような性

質 のものではない と思われ るか らである。従って、禁止の態様 としては、本件判決 にみ ら

れた ように、不 当な婚約破棄に対する賠償命令 といった形 の制裁及び救済があれば足 りる

と考えることができる。

(3)評価

以上の ように、条約 上、 「婚姻及び配偶者 の選択 についての権利 」の享有 にっいては、

人種差別的理 由による婚約破棄 によって被害者が被った精神的苦痛を含む損害に対 して損

害賠償 の支払 いが命ぜ られ るこ とが確保 され てい るな らば、条約第2条1項(d)の 要請 を

満たす もの と考 える ことができる。裁判所 が、「民族的差別感情 」に基づ く婚約破棄その

ものにっいても同様 の判断を示 し、かつ、最高裁判所 もこの ような判断を行 うのであれば、

日本は、債務不履行又は不法行為に関す る民法上の規定 によって、婚姻 の分野 にお ける私

的人種差別 の禁止義務 をすでに履行 してい ると考 えるこ とができる。

3.入 店

外国人が退店 を要求 されたこ とが裁判所で争 われた事例 として 、1999年 の静岡地裁浜

松支部判決'312がある。判決の内容は入店拒否をも対象 とす るものである。

【事実】 ブラジル 国籍 を有す る原告(X)は 、被告 ら(Y、 及びY、 。両者は共同経営者

で あ り、Y、 はY、 の母 である)が 経営する宝石店 に入店 して見回っていると、Y、 が近寄

ってきてその 出身国を聞くので、ブラジル であると答えた ところ、Y1は 「この店 は外国

人立入禁止だ」 と述べ、退店 を要求 した。Xが その理由を聞 くと、Y、 は店 内の壁 に張っ

てあった 「外国人 の入店お断 り」の趣 旨を書いた貼紙を指 し、また、別 の壁 に張ってあっ

た 「出店荒 らしにご用心!」 と題する警察署作成の貼紙 をはず してXの 前に突 き出 した。

Y、 は、また、退店 しなければ警察を呼ぶな どと述べ、実際に警察 に連絡 した。

その後 、Y、 は原告への謝罪 もないままに外 出した。Xは 、Y、 に対 して入店禁止の貼紙

をはがす よ う求めたが、Y・ はこれ を拒否 した。その後 もY、 に謝罪の意思がないことが判

明 したため、原告は提訴の意思を示 して退店 した。

Xは 、概ね次 のよ うに主張す る。①人種差別撤廃条約第2条1項(d)に い う 「適 当な方

法」 には、条約 を直接 に私人間に適用するよ うに条約を解釈す ることも含 まれ る。 この規

定に反す る行為 があれば、条約6条 及び民法第709条 によ り損害賠償請求権が発生す る。

*312静 岡地裁浜松支部平成11年10月12日 判決。『法律時報』1718号 、107頁 以下。
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②条約が直接適用 されないとして も、条約 の諸規定は法律の一般的 ・抽象的条項の解釈基

準 となる。店舗 に誰を入れ るかは私的 自治 に委ね られている とも思われ るが、私的 自治 と

いえ ども公 の秩序(民 法第90条)に 反す ることはできない。公 の秩序の内容は、条約 の

趣 旨に合致する ように理解すべきである。 また、民法709条 の不法行為の成 立要件 も条約

の趣 旨に合致す るように判断すべきである。条約 は私的人種差別 を禁止す るから、私人間

にお ける人種差別に関す る平等権 は法的権利 として保護 され、その侵害行為は違法である。

、③Y・ がブラジル人であることを理 由にXに 退店 を求めた ことは人種差別行為である。Y、

は、外国人入店禁止の貼紙 を店 内に掲示 したこと、それ によ りY、 の人種差別行為を助長

した ことな どの事実か ら、Y、 と共同 して差別行為を行 った とい える。④Y、 がXに 警察所

作成の貼紙を示 した行為 は、理 由な くXに 窃盗な どの嫌疑 をかけ、Xの 名誉を毀損 し又は

侮辱 した。

これ に対 して、Yら は概ね次の ように主張す る。①人種差別撤廃条約 は私人相互間の法

律関係 に直接適用 されない。②条約の間接適用は認 められ るとしても、Yら の行為は人種

差別行為ではない。Yら は原告 の店内にお ける行動か ら 「普通の客」 とは異な る印象 をも

ったのであ り、Xが 外 国人集団又 はブラジル人 とい う属性を有 していたことのみでXに 接

したわけではない。③私的 自治原則に基づ きYら は顧客選択 の 自由があ り、その裁量的判

断に よって入店の認否及び退店 の要否 を決定することが でき、顧客対象か ら外 国人を除外

す ることも一概 に公序 に反する とはいえない。また、Xの 行動 に不審を抱 いたことも誤 り

とはいえず、仮に誤 りであるとして も本件の具体的事実 の下ではそれが公序に反す るとは

いえない。

【判 旨】 裁判所 は、.まず、人種差別撤廃条約の国内法的地位 について、 日本 では条約 は

その批准 ・加入及び公布 により国内的効 力をもち、その効力順位 は憲法、条約、法律 の順

となるとす る。 また、人種差別撤廃条約 の特徴について、世界人権宣言な どが人権を宣言

す るに とどま るのに対 して、人種 差別撤廃条約 は、一歩進 めて個人 ・団体の差別行為 につ

いても措置 を とるべきことを求めている ことをあげ る。 そして、この ことは、 「条約 の実

体規定に該 当す る人種差別行為があった場合 に、 もし国または団体に採るべき措置が採 ら

れ ていなかった場合 には、同条約6条 に従い、これ らの国または団体 に対 してその不作為

を理 由として少な くとも損害賠償 その他 の救済措置を採 りうることを意味す る」 と指摘す

る。 さらに、条約加入に際 して外務省 は条約を実施するための新たな立法措置は必要では

ない としたが、 この 「見解 を前提 とすれ ば、本件 のような個人に対す る不法行為に基づ く

損害賠償請求の場合には、右条約 の実体規定が不法行為の要件の解釈基準 として作用す る

もの と考え られ る」 とす る。

以上の ように述べた後 に、裁判所は、本件 について、概 ね次のよ うな判断を示 した。①

Yら が、外 国人風 の春 によって盗難 にあった経験から、外 国人の盗難 に神経質 にならざる

を得なかった事情 は理解できる。 しか し、単に中国人やブラジル人 といった類概念をもっ

てその類 に属す る人を悪 し様 に扱 うことはできない。②宝石店が犯罪の標的になりやすい

ことは首肯 し得 るが、一般に街頭 で店舗 を構 える以上、 日本人又 は外国人を問わず道 を歩

く顧客一般 に開放 され るもの とい うべ く、防犯対策は顧 客の 目に届かないところで練 るべ

きである。商品を倉庫 に置 き通信販売な どの形態をとれば格別、Yら のよ うな店舗 を構 え
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る経営者には、顧客対象 の限定や、入店制 限、完全 な会員制にす るとかの 自由はない。③

店 内におけるXの 行動は一般 の客 と異な らない。それにもかかわ らず、Yら がブラジル人

と知 っただけでXの 退店 を要求 した行為 は、その考え方 において外 国人をそれだけで異質

な もの として邪険 に取 り扱 うことであ り、その方法 においても見せてはいけない貼紙な ど

を示 してXの 感情 を害 した上、犯罪捜査 に関係す る警察官を呼び込む行為はXを 犯罪予備

軍 的に取 り扱 うもの として妥当性 を欠 き、Xの 感情を逆なです るものである。

裁判所の結論 は次の通 りである。①Y、 は、ブ ラジル人であることを理 由に外国人入店

お断 りとい う貼紙を見せた り、警察官 を呼ぶ とか不穏 当な方法に よ りXを 店か ら追い出そ

うとした ことによ り、原告 の人格的名誉 を傷つ けた。②Y・ は、外 国人入店お断 りとい う

貼紙を作成す るな どして原告 の名誉 を傷つ けた。従 って、Yら は民法第709条 及び第710

条 に基づき、Xに その精神的苦痛 を慰謝すべき責任がある。

【評価】 本件 について も、本件行為 が条約 にい う 「人種差別」 に該 当す るかどうかをみ

た後、本件 の評価 を行 う。

(1)「 人種差別」該 当性

本件 における退店要求 は、Xが ブラジル国籍であったことによる。Yら は、店内に 「外

国人お断 り」 とい う趣 旨の張 り紙 を出し、実際にXに 対 して、 これに基づいて退店 を要求

している。この行為は国籍に基づ く取扱いの差異とい うよりも、「人種」や 「民族的出身」、

「種族的出身」に基づ くものであると考 えることができる。本件店舗においては、おそ ら

く、「外国人風」 とみ られる外 国人に警戒 していた とみ られ るか らで ある。 また、 この行

為 が、 「区別」、 「排除」又は 「制限」に該 当することは明らかである。

また、本件行為が 「政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活 の分野

にお ける平等の立場での人権及び基本的 自由を認識 し、享有 し又 は行使す ることを妨げ又

は害す る 目的又 は効果 を有す る」 か どうかについては、第1に 、条約第5条(f)は 「輸送

機関、ホテル、飲食店、喫茶店 、劇場、公園等一般公衆の使用 を 目的 とするあらゆる場所

又はサー ビスを利用す る権利」 をあげ る。本件店舗は、飲食店や 喫茶店 と同様、 「一般公

衆の使用を 目的 とす る」 ものに該 当し、Xは 、基本的に、他 の者 と同様 の条件で、この店

舗 を利 用す る権利 を有する。従 って、本件行為は、 「公的生活 の分野における」 「人権及

び基本 的 自由」 の 「享有」又 は 「行使」 を 「妨 げ又 は害す る」 「目的又 は効果」 を有す る

もの といえる。

従 って、本件行為 は、人種差別撤廃条約 にい う 「人種差別」 に該当す る。

(2)評価

本件 において、裁判所が、Xに 対す る人種差別の禁止の観点か ら不法行為 の成立を認 め

た のか、Xを 犯罪者扱いす るこ とによってXの 名誉 を侵害 したが故に不法行為の成立 を認

めたのかは、必ず しも明確ではない。 しか し、次の理 由によって、本件行為が人種差別行

為 に該 当す ることを理 由に、又はそれ をも理 由として不法行為の成立を認 めたものと考え
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ることができる。第1に 、本件判決において、裁判所が不法行為の成立要件 の解釈 におい

て人種差別撤廃条約 を用いることができることを明言 していることである。第2に 、判決

が、本件店舗のよ うに一般 に街頭で店舗 を構 える以上、 日本人又は外国人を問わず道 を歩

く顧 客一毋に開放 されるものであ り、顧客対象の限定や 、入店制 限、完全な会員制にす る

とかの自由はない、 と述べてい ることである。これ は、Yら の営業の自由の主張の否認 を

意 味するが、ここで、裁判所は、本件店舗 が、店舗の形態か らみて 「一般公衆 の使用を 目

的 とするJも ので あり、そのような店舗の場合には人種を理 由 とす る敢扱いの 区別 を認 め

ないとす る判断を示 した もの と考 えることができる。

以上のように理解することができるのであれば、本件判決 は、Xに 対す るYら の人種差'

別行為の存在 を認定 し、それ を理 由として、又はそれを も理 由としてYら に損害賠償の支

払いを命 じたこ とにな るか ら、本件判決 によって、条約第2条1項(d)の 要請を満た した

もの と考 えることができる。

4.ゴ ル フクラブへの入会

外 国人によるゴル フクラブの会員権の取得 の拒否 については、複数の裁判例 がある。時

系列的にこれを示せば、1981年 の東京地裁判決巾313、1995年の東京地裁判決・314、2001年の

東京地裁判決及び 同判決の控訴審 である2002年 の東京 高裁判決*315である。 ここでは、ま

ず、それぞれの判決を紹介 した後、最後 に一括 して人種差別撤廃 条約の観 点か らみた評価

を行 う。 一.

(1)1981年 東京地裁判決

【事実】 本件 の原告(X)は 、 日本に帰化後2年9ヶ 月を経た元在 日韓国人である。被

告会社(Y)は 、Aゴ ル フクラブの経営 を目的 とす るサー ビス提供会社であ り、同クラブ

は、Yが 発行 した株式の名義人に対 して会員資格 を与 える、いわゆる株 主会員制の ゴル フ

クラブである。

Xは 、同クラブの会員 になることを 目的 として、Yの 株式を取得 し、Yに 対 して株式 の

名義書換請求を行 い、同時に、同クラブの入会申込を行 った。 しか し、Yは 、同クラブの

理事会が決議 した 「会則の取扱細則」が、「外国人」、及び帰化後 「相当年限」(内 規では

約5年 半 とされ る)を 経 ない 日本 国民は会員 とな るこ とができない旨の規定に基づき、X

が帰化後 「相当年 限」を経ていない ことを理 由として、名義書換 を拒否 した。

*313東 京地裁 昭和56年9月9日 判決
。『判例時報』1043号 、74頁 以下、『判例タイム

ス』460号 、120頁 以 下。

*314東 京地裁平成7年3月23日 判決
。『判例時報』1531号 、53頁 以下、『判例 タイム

ス』874号 、298頁 以下。.

*315東 京地裁平成13年5月31日 判決及び東京 高裁平成14年1月23日 判決
。『判例時

報』1773号 、34頁 以下。
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Xは 、① この細則 の規定には合理的理由がなく、憲法第14条 に違反 し、公序良俗 に反

す ること、②仮にこの細則 の規定が有効であった として も、Xは 出生以来 日本 に居住 し、

実質的 に 日本人 と異 なる ところはな く、Xに この細則 を適用す ることは違法であること、

な どを理 由として本件提訴 に及んだ。

【判 旨】 裁判所は、まず 、本件 に適用 され る一般論を次 のよ うに述べ る。 「本件 カン ト

リー クラブの ような私的団体への加入を希望す る場合、右 団体 としてその者 の加入 を認 め

るか否 かは、私的 自治の原則が最 も妥当する領域の問題 として、その 自由な 自主的裁量的

判断によってこれ を決すべ きもの と解す るのを相 当とす る。そ して、その決定が、他面、

個人の基本 的な 自由や平等 に対す る侵害 となるよ うな場合であった としても、それ がその

態様、程度か らして社会的 に許容 しうる限度を超 えない限 り、公 序良俗違反 とならない も

の と解 さなけれ ばならない」 とい うのである。

次いで、本件 クラブについて、裁判所 は、入会 の条件及び入会 の許否の手続は厳格であ

り、 「ゴル フ愛好 家の会員相 互間の親睦 と信頼関係 を基礎 に した 閉鎖 的な私的社交団体 と

しての性格を極 めて濃厚 に帯有す るものであると認 めることがで きる」とす る。裁判所は、

このよ うに述べた後 に、本件行為について次のよ うに判示す る。Aカ ン トリー クラブにお

いては、 「右 の 目的のために必然的 ともいえる団体 の閉鎖的性格 と会員の質的均一性を、

入会 に際 しての理事会 の承認及び細則における一定の欠格事 由の規定を厳格 に適用するこ

とによって担保す ることとしているもの とみ られ るが、外国人は、一般的に、生活様式、

行動様式、風俗習慣 、思考方法、情緒等人間の精神活動の面において 日本人 と異質なもの

を有 してい るこ とが多いほか、特 に言語上の障碍のために 日本人 との意思の疎通をはか る

ことが難 しく、お互いに信頼関係 を形成す るのが困難であるこ とが少な くないため、外国

人 を一律 に入会不適格者 と定めることも、右のよ うな訴外カン トリー クラブの 目的 ・性格

か らして、種 々の議論 が予想 され ることは兎も角 、決 して是認できないわけではない。 ま

た、右事情 は、現在外 国人であるもののみな らず、 日本国に帰化 してか らあま り年Aの 経

過 していない者 に とって も、同様 にあてはまると考え られ ることか らする と、外国人及 び

帰化 して相 当年限を経ていない者 を一.に 入会不適格者 とする本件細則 の規定 をもって、

私 的 自治 の原則 を逸脱 した不合理な規定であるとす るこ とはできず、右規定 をもって公序

良俗に違反するものといえないこ とも明 らかである。」

また、Xの よ うに 「日本人 と同様 の生活を永年 にわた って営んできた者」に細則 を適用

す ることは許 されない とす る主張について、裁判所は、「た しかに、本件細則を形式的に

適用す るときは原告主張の ような、原告 にとって不利益 な事態が生ず ることを避 け難 いか

も知れないけれでも、右は、入会 につき一律の規定を設 ける以上、当然生ず る止むを得 な

い事態 とい うべきであ り、右細則が公序良俗 に反 しない以上、その形式的適用 もまた、一

般 には、その こと自体にっ き公序良俗違反の問題 を生ず る余地はない といわ ざるを得ない

のであって、規定の形式的適用か ら生ず る具体的な場合の不合理を予見 して これをいかに

回避すべ きかにっいて もまた、原則的には規定の制定及 び制定 された規定の解釈運用にあ

たっての、同カン トリー クラブ自らの 自由な自主的裁量 的判断によ り決せ られるべき事柄

とい うほかはないところであるが、原告主張のよ うな者 であっても言語上の障碍はないに

せ よ、旧来 の 日本人 との間に種々異なる点がみ られた としても何 ら異 とす るに足 りない と
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ころであるか ら、訴外カ ン トリー クラブが被告主張のよ うな内規 に従 って事案 を処理 し、

あるいは内規が存 しない場合において も、右 の者 について、 これ に右細則 を適用 し、『相

当年 限』を約5年 半 とす る運用 を して、右の者が 日本国籍取得後約5年 半を経 ていないが

ゆえに右細則 にい う 『相当年限』 を経ていない者 として取 り扱 ったからといって、これ を

直ちに公序 良俗 に反す る違法不 当の措置 とい うことはできない」。

以上の ように して、裁判所 はXの 主張を退けた。

(2)1995年 東京地裁判決

【事実】 在 日韓国人である原告(X)が 代表者 を務 める会社は、ゴル フ場の経営などを

業 とする被告会社(Y)と の間に ゴル フクラブの法人会員契約を締結 していたが、プレー

権 に制約のあるプ レーイ ング ・メンバー から、そのような制約のない登録者へ の変更を 申

請 した ところ、Xが 日本国籍を有 しない ことを理 由として変更が認め られなかった。そ こ

で、Xは 、 これに より精神的損害 を被 った として損害賠償請求を した。

【判 旨】 ここでも、まず、裁判所がい う一般原則 をみてお こう。次のようである。 「そ

もそ も、 ゴル フクラブは、娯楽施設 としてのゴル フ場の利用 を通 じて、会員 の余暇活動の

充実や会員相互の親睦を目的 とす る私的かっ任意の団体であるか ら、その内部関係にっい

ては、私 的 自治 の原則が広 く適用 され る揚面であるとい うことができる。 しか し、他面、

今 日ゴル フが特定の愛好家の問でのみ嗜まれる特殊 な遊技であることを離れ、多 くの国民

が愛好す る一般的な レジャーの一っ となっていることを背景 として、会員権が市揚に流通

し、会員募集等 にも公的規制がな されていることな どか らみれば、ゴルフクラブは、一定

の社会性 をもった団体であることもまた否定できない。そ うす ると、ゴル フクラブは、 自

らの運営 にっいて相 当広範な裁量権 を有す るものではあるが、いかなる者を会員にするか

とい う点にっいて、完全 に自由な裁量を有す るとまでい うことはで きず、その裁量には一

定の限界が存す ると解すべきであ り、その裁量を逸脱 した場合には違法 との評価を免れな

い とい うべきである。」

また、憲法が定 める平等原則 と私的 自治 との調整について、裁判所は、次のようにい う。

「原 告が 日本国籍 を有 しない との点 にっいては、 まず 、憲 法の法の下の平等 の規定(14

条)は 、専 ら国又 は公共団体 と個人 との関係を規律す るものであ り、私人間の法律関係 に

直接適用 されるものではない と解すべ きである。そ して、私人間における権利 の調整は、

原則 として私的 自治にゆだね られ るが、個人の基本的な 自由や平等が侵害され、その侵害

の態様、程度が右 憲法の規定の趣 旨に照 らして社会的に許容 し得 る限界を超 えるときは、

民法1条 、90条 や不法行為に関す る諸規定等 によって適切 な調整が図られるべきである」。

裁 判所 は、この ような観 点か ら、本件ついて次のよ うな判断を示 した。 「本件 ゴルフク

ラブの会員及び法人会員 の登録者 の資格条件 として 日本国籍者 であることを課す ことにつ

いては、 ゴル フクラブの前記特質 を前提 にして も、今 日の社会通念の下では合理的理 由を

見い出 し難 く、いわゆる在 日韓国人である原告の生い立ち と境遇 に思いを至す とき、 日本

国籍 を有 しないこ とを理 由に原告 を登録者 とす る変更申請 を承認 しなかった ことは、憲法

14条 の規定 の趣 旨に照 らし、社会的 に許容 しうる限界を超 えるもの として、違 法 との評
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価 を免れないとい うべ きである」。

裁判所は、以上の よ うに判断 して、 「本件の登録者 の変更を認 めなかった被告 の判断に

は、裁量を逸脱 した違法があると断ぜ ざるを得ない」 と結論 し、Yに 対 して損害賠償の支

払いを命 じた。

(3)2001年 東京地裁判決及び2002年 東京高裁判決

【事実】A会 社は ゴル フ場 の施設経営などを 目的 として設立された株式会社で ある。A

会社は、本件において問題 となった、いわゆる株主会員制 の被告 ゴル フクラブ(Y)に ゴ

ル フ揚 の管理及び運営を委託 している。原告(X)は 日本 に出生 した在 日韓国人である。

Xは 、A会 社の株式を取得 し、Yに 対 してXへ の会員権 の名義書換 を請求 した ところ、

Yは 、「外 国人の入会は当分 の間制 限す る」 とす るYの 理事会決議(1978年)に 基 づき、

これを拒否 した。 この決議 は、外 国籍の会員 のなかに巨額 の賭ゴルフを してプ レイ中に 口

論す るなどマナーの よくない会員 がみ られたこ と、 自国人 のみで グループをつ く り、日本

人 と一緒に ゴル フをす るこ とを敬遠す る傾 向が見 られた ことな どを理 由とす るもので あ

る。

Xは 、同理事会決議が憲洗第14条 の精神 を包含する民法第90条 に違反す るものである

こ と、Xへ の会員権譲渡 を承認 しなかった ことが不法行為 にあた るこ とな どを主張 して本

件提訴に至った。

【判 旨】 裁判所 は、まず 、一般論 として次 のよ うに述べ る。 「社 団ない し団体 を結成す

る者及び結成 された社団ない し団体は、 どのよ うな目的の下にどのよ うな構成員 によって

社 団ないし団体を結成 し、あるいは どのよ うな者 について新たな構成員 として社団ない し

団体への加入を認 め、 さらには、 どの ような条件でその加入を認 めるかにっいては、法律

その他による特別 の制限がない限 り、原則 として 自由にこれを決定す ることができるので

あって、特定の社 団ない し団体が、その社団ない し団体 に構成員 として加入す ることを希

望す る者 にっいて、その者の国籍 によって、構成員 となることを制限す ることを理事会等

の機 関において決議 した としても、その決議 が、直 ちに公の秩序に反 し、民法90条 に よ

り無効 とな るとい うものでもない し、また、その決議に従 って社 団ない し団体への加入 を

国籍 を理 由に制限 した としても、その行為を直ち に民法上の不法行為に当たる違法な行為

であると評価す ることはできない。前記 のとお り、私人で ある社 団ない し団体は、結社 の

自由が保障 されてお り、それ にもかかわ らず、新たな構成員 の加入 を拒否す る行為 を民法

90条 に より無効 とし、あるいは、民法709条 の不法行為 に当たるとする ことは、国家が、

その権力 によって私人間の関係に介入 し、個別 的な救済 を行 うこ とにあるのであるか ら、

このよ うなことが許 され る場合は、結社 の自由を制限してまで も相手方の平等の権利 を保

護 しなけれ ばならないほ どに、相手方 の平等の権利 に対 して重大な侵害がなされ、その侵

害の態様、程度が憲法の規定の趣 旨に照 らして社会的に許容 し得 る限界 を超 える といえる

よ うな極 めて例外的な場合 に限られ るものと解す るのが相当である。」

以上の一般論の下に、裁判所は、本件 について具体的に判断す る。第1に 、Yの 団体 と

しての性格について、 「被告のクラブの 目的、業務、入会手続、会員資格及び会員の権利
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に照 らせば、被告クラブ は、ゴル フを楽 しむための単なる私的な社団で あってその入会の

資格 ・手続 もごく閉鎖的な ものであ り、しかも、その会員資格を取得す る意義 は、被告 ク

ラブに参画 し、被告クラブが管理 ・運営す る4箇 所 のゴル フ場の利用に便宜が得 られ るに

す きない」 とい う。

第2に 、裁判所は、「入会制 限の理 由とされている国籍 について検討す る」 として、私

生活の場面 における国籍 の意義 について、次のよ うに述べ る。「個人の生活場面をみても、

人は国籍によって帰属す る国の歴史 ・政治 ・経済 ・文化 ・社会 ・宗教 ・民族等 に関す る理

解や考 え方、利害状況等 と全 く無縁であるとはいえず、実際的にみても、生活 様式、行 動

様 式、風俗 習慣、思考方法な どに関 し、外国人は、 しば しば 日本人 と異なる個性が認め ら

れ ることも否定できない ところである。 このような個性や差異は、今 日の国際化 された社

会 において、 日本 の社会 あるいは文化 にとって積極 的価値 をもた らす ものである一方で、

ときに日本人 との意思の疎通や信頼関係 の形成 ・発展に微妙な影響 を生ず る場 面があるこ

とも否定できない。国籍の相違 を背景 として、あるいは国籍の相違に伴 って生ず るこれ ら

の差異や個性は、 日本国 との平和条約(昭 和27年4月28日 条約第5号 、いわゆる 「サ ン

フランシス コ平和条約」)に 基 づき 日本 国籍を離脱 して外国人 としてわが国に在留す るに

至 った歴史的経緯やその定住性にっいて特別の事情を有 し、これ らの事情 を背景 として在

留資格等の安定化 を図るため 『日本国 との平和条約 に基づき 日本の国籍 を離脱 した者等 の

出入国管理 に関す る特例法』(平 成3年 法律第71号)等 によ り法律上 も特別 の措置が講 じ

られているいわゆる在 日韓国人で あるか らといって、それ故に当然 にあてはま らない とい

うものではない」。

第3に 、Xの 平等権の 「侵害の態様 、程度」に関連 して、次の諸点を指摘す る。①Yの

ようなゴル フクラブは 「娯楽施 設」であ り、 「ゴルフは趣 味的に行われ るスポーツの一種

であって、 これ を楽 しむ機会が失 われた としても直ちに衣食住の ような生活の基盤が損 な

われた り、健康 で文化的 とい える最低限度の生活が困難 となった りするよ うな性質のもの

ではない」。② 「被告 クラブの会員権(被 告会社 の株式)は 市場性 を有 し、被告 クラブ に

入会 が認 め られ なくて も容易に投下資本 を回収することが可能」 である。③ 「外国人の入

会 を認めるゴル フクラブは多数存在 し、被告 クラブのゴル フ場の利用ができな くても他 の

ゴル フクラブを利用することができ」る。④ 「原告は、被告 クラブが外 国人の入会制限を

していることを知 りなが ら、 したがって、外国人である原告が入会を拒否 され る可能性が

あることを予測 しなが ら、あえて被告会社の株式をゴル フ会員権取引業者 を通 じて取得 し、

被告 クラブに入会 しようとしたものである」。⑤ 「被告クラブには既に相当数 の外国人会

員 が存在 していること等 の前記認 定の事実によれば、被告 クラブによる外 国人の入会制 限

が、不当に外国人を排斥 し、あるいはそ うす ることを社会的に賞揚す るこ とを 目的 として

いるもの とも認 められず、また、その ような効果 を生 じさせてい るとも認め られない」。

以上のよ うな考慮の下に、裁判所は、次の ように結論する。 「以上の ような本件の事実

.関係 によれ ば、原告の被告クラブへの入会が認 められないことによる不利益の内容 ・性 質
・程度、会員権取得の経緯、被告 クラブにおける外国人の入会制 限が社会に及 ぼす影響 な

どの諸事情を総合勘案 してみて も、私的な社団 としてのゴル フクラブである被告 クラブに

お いて構成員の資格取得 を国籍によって制限 した としても、そのことが、クラブの結社 の

自由を制限 してまでも平等の権利 を保護すべき特別 な場合、すなわち憲法の規定の趣 旨に
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照 らして社会的に許容 し得 る限界 を超 えて平等の権利 が侵害 され ている場合であるとは、

到底いえない とい うべきである。そ して、前記認定の事実関係に照 らし、この判断は、被

告 クラブが国籍に よって入会を制限 している理 由が何で あるか、あるいはその制限の理 由

が合理 的な ものであるか どうか、 といった事情 によって左右 され るものではない と考えら

れ る。」

このよ うに して、裁判所 は次の ように結論す る。①本件理事会決議 は、公 の秩序 に反す

る事項 を 目的 とする法律行為であるとはいえず、民法90条 に よって無効 とされる もので

はない。②YがXに 対 して 「被告クラブでは外国人の入会 を当分の間制限 してお り外国人

である原告 から入会の申込みがあっても入会が認 め られることは あ り得 ない」 旨の説明を

したことは、不法行為 に当たる違法性を有す る行為ではない。

【控訴審判 旨】 本件 の控訴審判決 である2002年 の東京高裁判決 は、原審判決 をほぼそ

のまま支持 し、Xの 控訴を棄却 した。ただ、特に、人種差別撤廃条約にっいて次の2点 を

付け加 えている。①人種差別撤廃条約 は 「締約 国である国家 に対す る拘束力を有す るだけ

であ り、私人対私人の関係 に適用 され るものではない」。② 日本 が第4条(a)及 び(b)に 付

した留保 に鑑み、「同条約 の下において も、結社 の自由の重要性 を否定する ことはで きず、

同条約の存在 は、本件理事会決議及びこれ に基づ く被控訴人による外国人の入会制 限行為

の違法性 に関す る判断を左右す るものではない」。

【評価】 以上の裁判例 において問題 となった、外国人、又は帰化後相 当期間を経ていな

い 日本人の ゴル フクラブへの入会制限に関して、人種差別撤廃条約 の立場か ら評価 してお

こ う。以下では、第1に 、ゴルフクラブへの入会制限が条約第 ユ条1項 にい う 「人種差別」

に該 当す るかどうかに関 し、特に、当該入会制限が第1条1項 が列挙す る差別禁止事 由に

該 当するか否か、及び、 当該入会制限が 「公的生活の分野」に該 当す るか どうかを検討す

る。第2に 、このよ うな事例 においてあるべき判断の方法について検討する。第3に 、以

上を前提 として、特に2001年 の東京地裁判決があげている様々な考慮事項 の審査方法の

問題点を検討 し、その結論を示す。

(1)「 人種差別」該 当性

(a)まず、 これ らの諸事例おいて、外国人に対す る入会制 限の理 由とされているものを明

らかに してお く必要が ある。裁判例が概ねあげていることは、 「外国人は、一般的 に、生

活様式、行動様式、風俗習慣 、思考方法、情緒等人間の精神活動 の面において 日本人 と異

質なものを有 してい るこ とが多いほか、特に言語上の障碍のために 日本人 との意思の疎通

をはかることが難 しく、お互いに信頼関係を形成す るのが困難で あることが少 なくない」

とい うことである。そ して、この ことは、その生活実態において 日本国籍保持者 と異な る

ところがない在 日韓国 ・朝鮮人や 、帰化後 「相 当期限」を経ていない者 にもあてはまると

され る。

裁判所があげる諸事情は国籍の有無 と直結す るものではない。例えば、在 日経験が長 く、

目本人のメンタ リティーを理解 している外国人の場合には、裁判所があげる諸事情は特段

一144一



の 「障碍」 とはな らない。特 に、これ らの事例において問題 とされた在 日韓 国 ・朝鮮人の

場合 には、その出生以来 日本で居住 してきた者 であるか ら、その生活実態 において 日本 国

籍を有す る者 と異 なるところはない。逆に、帰化 によって 日本国籍を取得 し、「相当期間」

を経過 した者であって も、なお、このよ うな相違が 「障碍」 とな り得 る。従 って、本件諸

事例にお ける取扱いの区別 は、国籍によるものではな く、 「人種」や 「民族」に基づ くも

のであるといえる。

また、外国人で あるこ とか ら、特定のサー ビスの提供 が拒否 され、又 は 日本人の場合 に

は課せ られない特別の負担が課せ られ る場合 はあ り得 よう。例えば、言語上の障害に よっ

て契約の締結やその履行において問題が生ず ることがあ り得るし、また、当該外国人の帰

国の可能性 によって、長期 の返済を条件 とす るローンな どの供与 が拒否 され ることもあ り

得 る。 しか し、本件 の諸事例にあっては、このよ うな事情は存在 しないか ら、本件諸事例

におけ る取扱い の区別 が人種 な どに基づ くもので ある とす る結論 を左右す るものではな

い。

以上 のように考 える ことができるのであれ ば、本件諸事例は、「人種」や 「民族」な ど

条約が定 める差別 禁止事由に基づ くものであると考えることがで きる。また、入会制限が、

「区別」や 「排 除」、 「制 限」に該当す ること、「平等の立場での人権及び基本的 自由を認

識 し、享有 し又は行使することを妨げ又 は害す る目的又 は効果を有す る」こ とは明らかで

ある。

(b)本 件諸事例 においてなお問題 となるのは、それが、 「公的生活 の分野」 とい う文言に

基づ く例外の場合 とみ ることができるか どうかである。 こられのケースで調整の対象 とな

る利益の うち、 ゴル フクラブ側のそれは結社 の自由である。結社の 自由は、会員の選択 の

自由を含み、実際にも、様 々な団体が、その会員 の入会に関 して種 々の基準を設 けている。

例 えば、特定の政治的信条を有す る者 のみに開かれた政治的な結社や、特定の学校 を卒業

した者のみを会員 とす る同窓会組織 な どである。

人種 にかかわる基準も考えることができる。例 えば、特定の人種集 団の政治的組織や親

睦団体な どがそ うである。 このよ うな現実に鑑みれ ば、人種差別撤廃条約が規定す る差別

禁止事 由に該当す る理 由によって入会資格を設ける団体 であった として も、その会員資格

の限定が直 ちに条約 にい う 「人種差別」に該 当す るわけではな く、事案 の諸事情 を考慮 し

た慎重は判断が必要である。

本件のよ うな揚合に、会員資格の限定が認 め られ るか否かは、主に、それが、条約が定

める 「公的生活の分野」にあたるか否かによる。先 に述べたように、この概念 は明確では

ないが、基本的には、結社の 自由の性質や、会員資格の限定の社会的影響度の度合いを中

心 として判断す るべきであると考えられ る。本件諸事例のよ うな場合には、 より具体的に

は、例えば、次の諸点が考慮 され るべきであろ う。① 団体設立の 目的、その 目的を達成す

るための手段 としての会員資格の限定の必要性、 目的と手段の合理的な関連性、② 当該団

体が提供す る物及びサー ビスの性質、及びそれを受けることができない ことか ら生ず る不

利益の程度、③ 当該団体の規模及びその社会的影響度、特定の団体に構成員資格 の限定を

容認す ることか ら生ず る社会的影響度、な どである。
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(2)審 査の方法

次 に、以上 の諸要素 を検討す る際に用い られるべき審査の方法や基準にっいては、まず、

次の2点 が考慮 され るべきで ある。第1は 、条約は、その第2条1項(d)に おいて基本的

に私人間の人種差別を禁止 し、第1条1項 にい う 「公的生活の分野」 とい う文言 によって

認 め られ るものは、その例外である とい うことである。第2は 、人種差別撤廃条約 は、そ

れが 日本について発効 して以降、 日本において国内的効力を有するか ら、憲法が定 める平

等原則 は、人種差別撤廃条約、特 に第2条1項(d)に よって補強 された とみ るべき ことで

ある。

以上の2点 を考慮す るな らば、私人間の行為に関 して、結社の 自由と平等権 とを衡量す

る際 には、2001年 東京地裁判決 が判示 し、控訴審 が容認 したよ うに、裁判所による救済

が 「極 めて例外的な場合に限られ る」 とみるべきではない。私的 自治原則は、なお重要な

原則であるとはい え、そのよ うな厳格 な審査基準 を用い るこ とは、条約が設定する原則 と

例外の関係 を適切に反映 した もの とはい えず、また、国内的効力 を有す る条約 を無視す る

に等 しい結果 となるか らである。む しろ、1995年 の東京 地裁判決 がい うよ うに、平等 の

取扱いを与 えない ことにっいて、今 日の社会通念の下で合理的理 由があるかど うか を中心

に判断がな され るべきもの と思われる。

そ こで、次に、 ゴル フクラブの会員資格 の限定について、先 に示 した諸要素 ごとに、裁

判所があげ る諸点が合理的な理 由になるか どうかについて検討す る。その際、特に詳細 な

判断を示 した2001年 の東京地裁判決の検討 を中心 として、裁判所 の判断の問題点 をみて

お こう。

(3)判 決 の問題点

(a)最 初 に、団体設立の 目的 と、その 目的を達成す るための手段 として特定の 「人種」に

構成員資格 を限定す ることの必要性、及び 目的 と手段 との合理的な関連性 、 とい う側面に

ついて検討 しておこ う。

まず、 目的である。1981年 の東京地裁判決 は、団体の 目的 として、問題 となったゴル

フクラブが、その入会条件及び入会手続 が厳格 であ り、 「ゴル フ愛好家の会員相互 間の親

睦 と信頼関係 を基礎 にした閉鎖 的な私的社交団体」であ り、 「右の 目的のために必然的 と

もいえる団体の閉鎖的性格 と会員 の質的均一性 を、入会に際 しての理事会の承認及 び細則

における一定の欠格事 由の規定を厳格 に適用す ることによって担保す る」 とす る。

このような 目的 との関連では、次の2点 が問題 となる。第1に 、裁判所は、問題 とな っ

た ゴルフクラブが 「ゴル フ愛好家 の会員相互間の親 睦と信頼関係 を基礎 にした閉鎖的な私

的社交団体」であるとす るが、その実態に関す る検討を欠いている。構成員相互の親睦を

標榜する団体であっても、実際には、すべての構成員の間に緊密 な交流が行 われて はお ら

ず、また、その必要 もないこともある。構成員間に特定 のグルー プが形成 され、団体が提

供す る物又 はサー ビスの利用が当該特定 グループの問に限られてお り、それが問題 視 され

ていないよ うな場合である。従 って、カン トリークラブの活動実態が真に会員全員 の 「親

睦 と信頼関係」 を基礎 とす るものであるかどうかを精査する必要がある。
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また、ゴル フクラブが提供す る物及びサー ビスの利用実態 において、各会員がそれぞれ

団体外部の緊密な関係にある者 とともに団体 の物又はサー ビスを利用 しているとい うこと

もあ り得る。そ うであれば、2001年 の東京地裁判決 において問題 とされたカン トリーク

ラブが、その入会制限を行 う理由の1つ とした、 自国民のみでグループ をつ く り、 日本人
'と 一緒 にゴル フをす るこ とを敬遠する傾向がみ られたとい うことは

、それが事実であるか

否かにかかわ らず、説得力をもたない ことになる。

以上のよ うに、団体の 目的 との関連において、まず、問題 となるゴル フクラブの内実が

十分 に検討 され るべきである。それがなければ、国籍に基づ く会員資格 の限定の合理 性の

有無 を判断す ることはできないか らである。裁判所の判決は、いずれ も一般論に終始 し、

この点に関す る検討 を欠 いている。

次 に、 このよ うな 目的 「のために必然的 ともい える団体 の閉鎖的性格 と会員の質的均一

性」 を維持す るために、国籍を理 由とす る入会制限を設ける必要があるか どうかである。

この点にっいて、1981年 判決及び2001年 の東京地裁判決 はほぼ同様 の議論 を展開す る。

後者 の言葉 を借 りれ ば、 「国籍によって帰属す る国の歴史 ・政治 ・経済 ・文化 ・社会 ・宗

教 ・民族等 に関す る理解や考 え方、利害状況等 と全 く無縁であるとはいえず、実際的にみ

て も、生活様式、行動様式、風俗習慣、思考方法 などに関 し、外国人は、しば しば 日本人

と異な る個性が認 め られ ることも否定できな い」。そ して、 「ときに 日本人 との意思 の疎

通や信頼 関係 の形成 ・発展 に微妙な影響 を生ず る場面があることも否定できない」 とい う

ので ある。 そ して、 このことは、 「いわゆる在 日韓 国人であるか らといって、それ故に当

然 にあてはま らない とい うものではない」 とす る。

この裁判所の所論 にい う、外国人 と日本人 の生活様式や風俗習慣 な どの相違 、言語上の

障碍な どについては、一般論 としてはその通 りか もしれない。従 って、団体が会員相互の

信頼 関係に基づ く会員全員の親睦を真 に 目的 とし、その活動実態や利用 実態が 目的通 りの

ものである とす るならば、その 目的を達成す る手段 として国籍を基準 として区別 を設 ける

必要性 も肯定 され る場合 もあ り得 る。

しか し、問題 は 目的 と手段の合理的関連性である。裁判所が述べ る一般論は、すべての

場合にあてはまるわけではない。 第 ユに、先に述べた ように、生活様式な どの相違 は国籍

の相違 と直結す るものではない。特 に、本件諸事例で問題 となった在 目韓 国 ・朝鮮人の揚

合 には、その生活 実態において 日本人 と異なるところはな く、それ らの者 との意思疎通や

相互理解、信頼関係の形成 ・発展 などが、 日本人同士の場合に比 して、 より困難であると

は思われない。 また、帰化 した者 について、帰化後相 当期間の経過 を求めることが問題 と

なった1981年 の東京地裁判決の判 旨も説得力を欠 く。帰化 に先立っ長年の生活か ら形成

された生活様式な どが、帰化後の5年 半の期間の経過によって顕著に変化す るとも思われ

ない。要す るに、裁判所の一般論は、外 国人一般ついて一律 にい えることではなく、在 日

韓 国 ・朝鮮人の場合 には、なお さらそ うである。従 って、裁判所の認定 した団体の 目的が、

仮 に実態 を反映 したものであった としても、その手毀 として国籍による入会制限を行 うこ

とは、過剰 な制限 とな り、 目的と手段 との合理的関連性において疑問が生ず る。

さらに、2001年 の東京地裁判決 において問題 となった ゴルフクラブは、その会員資格

の制限の理 由として、外国籍 の会員のなかに巨額 の賭 ゴル フをしてプ レイ中に 口論するな

どマナーのよくない会員がみ られた ことをあげる。 しか し、そのよ うな事例がみ られ る場
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合 には、問題 となる会員 ごとに一定のペナルティー(注 意喚起や、会員資格 の停止、除名

な ど)を 科せば足 りる。従 って、国籍 による一律 の入会制限は、ここでも過剰な制限 とな

る。

以上のよ うに、団体設立の 目的や手段 の側面においては、裁判所 の判断は、①団体の活

動実態 ・利用実態 に関す る精査を欠 き、また、②手段である入会制 限と目的 との関連性 に

おいて合理性 に疑いが生ず る。 このことは、入会制限の違法性 を否認 したすべての判決 に

っいていえる。 また、その違法性 を認定 した1995年 の東京地裁判決について も、その理

由において周到 な検討を欠いてい る点で問題がある。従って、上記の裁判例はすべて、国

籍 に基づ く入会資格 の限定の合理性 の有無に関 して、条約 が求めるような形で回答 してい

る とはいえない'316。

(b)第2に 、当該 団体が提供す る物及びサー ビスの性質や、それ を受けることがで きない

ことか ら生ず る不利 益の程度 にっいてである。これ は、2001年 の東京地裁判決がい う 「ク

ラブへの入会が認 められ るない ことによる不利益の内容 ・性質 ・程度」に相当す るもので

ある。

2001年 の東京 地裁判決は、第1に 、原告が被 る不利 益の内容 に関 して、ゴル フは趣味

の類であ り、 「衣食住の ような生活 の基 ・,.が損 なわれた り、健康で文化的 といえる最低限

度 の生活が困難 となった りす るよ うな性質のものではない」 とし、 このことを原告に不利

になる事情 として評価す る。

た しかに、被 る不利益 の種類に よって、原告に生ずる被害 ・損害の大小を云々す るこ と

はできよう。 しか し、 ここで忘れてはな らないこ とは、まず 問題 となる権利 ・利益が私人

間において平等な取扱いを受ける権利 ・利益であるとい うことである。私人間で不合理 な

差別を受けること自体が個人の尊重の原則 に反す るのであって、それは、異なる取扱いに

よって生ず る不利益が趣味の分野であるか どうかにはかかわ らない。 このことは、条約 第

5条(f)が 「劇場 、公園」な どへの平等 のア クセスを保障すべきことを明記 してこ とか ら

も窺 うことができる。

要するに、平等権の侵害は、利用機会が奪われ ることによって被る不利益にかかわ りな

く存在す るのであって、その不利益が 「衣食住」な どの分野であれば、全体 としての侵 害

の程度がよ り高 くなるとい うふ うに理解すべきもの と思われ る。趣味の類で あれ、衣食住

の類であれ 、平等権侵害 によって生ず る侵害の度合いそのものには差はな く、従 って、趣

味の類であることが原告 にマイナスに作用する要因 とはならない と考えるべ きであろう。

次に、裁判所 は、原告が被 る不利益 の程度に関連 して、問題 となった ゴル フ会員権の購

*316な お、ある国家 におけるマイ ノ リテ ィーが団体を設立す る場合には、別段の考慮が

必要で あろう。例えば、ある国家において、マイ ノリテ ィー集 団が、異なる人種であるこ

とを理 由にゴル フクラブの会員 となることができない とい う事情がある場合において、当

該マイノ リテ ィーのみ を構成員 とす る ゴル フクラブが組織 されるよ うな ときには、構成員

資格の限定が合理的 とされ る余地は、 より大き くなるであろう。その他、マイノ リティー

の場合には、マ ジ ョリテ ィーの揚合に比 して、その親睦を図 り、又は結束を保った めな ど

の理 由か ら、一般 に構成員資格 の限定はよ り容易に認 め られる場合 もあろう。
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入 に要 した投下資本 の回収が可能であることに触れ、 これ も、原告に生ず る不利益が重大

ではない とする判断の一要素 としている。 しか し、この点にっいても、上記 の第1点 と同

様 の ことがいえよ う。す なわち、問題 となってい るのは ゴル フクラブへの入会が認 められ

るか否かであって、投下資本の回収可能性ではない とい うことで ある。投下資本が回収で

きた として も、平等権の侵害に よって被 る被害は存在す る。投下資本の回収可能性の問題

も原告 にマイナス に作用すべき要因ではない と思われ る。

以上の よ うにみれば、侵害の性質 ・程度に関す る裁判所の所論 も説得力 のあるものとは

い えない串3ロ。

(o)最 後に、社会的影響の側面 を検討 してお こう。先 に述べたよ うに、そのなかには、問

題 となる団体 の規模及びその社会的影響度 とともに、特定の団体 に構成員資格の限定を容

認す るこ とか ら生ず る社会的影響度が含 まれる。

2001年 の東京地裁判決 は、この点に関連 して、「外国人の入会を認めるゴルフクラブは

多数存在 し、被告 クラブのゴル フ場の利用ができな くても他 のゴルフクラブを利用す るこ

とができ」 るとい う。

この議論 については次の2点 で問題がある。この議論 は、問題 となった ゴル フクラブが、

その他のクラブが提供 し得 ない利益をもた らし得 るものである場合には、必ず しも説得力

が あるもの とはい えない。いわゆる 「名門」のクラブの会員 とな ることが、その者の社会

におけるステータス ・シンボルになるよ うな場合である。 その他の点で他の条件 を満た し

ているに もかかわ らず、外 国人である とい うことを理 由に、このよ うな社会的評価を得 る

途 を閉ざす ことは、その者の人格を軽視する ことを社会的に表明す る行為 となる。判決は、

このような側面の検討 を欠 く。

第2に 、裁判所 は、問題 とな ったゴル フクラブの規模やその社会的影響度を詳細 に検討

しているとはい えない。2001年 の東京地裁判決は、 「被告クラブには既に相 当数の外国人

会員が存在 していること等の前記認定の事実によれば、被告 クラブ による外国人の入会制

限が、不当に外国人 を排斥 し、あるいはそ うす ることを社会的に賞揚す ることを目的 とし

てい るもの とも認 められず、また、その ような効果 を生 じさせているとも認め られない」

とす るが、その詳細な論証 を欠いてい る。また、裁判所が、問題 となったクラブの会員 資

格 の限定 を容認す ることが、この種 の限定を増加 させ る可能性があるにもかかわらず、そ

の ような側面の検討 を欠 いている。

従 って、 この社会的影響 とい う側面で も、裁判所の所論は説得 的ではない。

*317な お、裁判所 は、原告が、入会制 限を していることを知 りなが ら1あ えてゴル フ会

員権を取得 した ことにっいて触れてい る。 自らが不合理なものと考える事態を是正 させ る

た め、裁判所 に提訴す るとい うことは十分 にあり得 ることであり、それ故 に、その ことが

原告の側に不利 に作用す る要素 とみなす ことはできない。
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(4)評価

(、)以上の よ うに、 ゴルフクラブの入会資格の限定をめぐる裁判所 の判決に1漱 の問題が

ある。①1995年 の東京地裁判決 を除いて、裁判所の審査の方法は厳格 にす ぎ、条約の要

請 を反映 し熔 査方法が採用 され ていない。②裁半麺所の判決 は・いくらかの検討すべき論

点に関す る詳細な検討 を欠いている。③諸要素の考慮においては、その考慮の方法及びそ

の説得力の点で疑 問が残 るものが多い。

それ故、判決を全体 としてみ るな らば、人種差別撤廃条約の立場か らみて不十分である

といわ ざるを得ない。

(b)な お、2002年 の東京高裁判決では人種差別撤廃条約 について触れている。 この点につ

いて、簡単 にコメン トを行ってお く。裁判所は、まず、人種差別撤廃条約が 「締約国であ

る国家 に対す る拘束力を有す るだけであ り、私人対私人の関係 に適用 され るものではない」

とす る。 しか し、条約の規定の解釈 によっては、そのよ うな解釈 も排除 されてい るわけで

はない。従って、 この議論は 自明のこ とではない。 しか し、裁判所 はこの議論 の理 由を示

していないため、 ここではこれ以上 コメン トはしない。

次に、東京高裁 は、第4条(a)及 び(b)に 対する 日本の留保 を理 由に、条約が結社の 自由

の重要性 を容認 している とす る。裁判所 の所論の趣 旨は明確ではないが、 さしあた り次の

コメン トを行 うことができよう。 第1に 、この所論が 日本の留保 において結社の 自由に配

慮す ることが表明 されているとい うこ とに注 目す るものであれば、それは論琿 的にみて誤

りである。留保 は 日本の立場を表明す るものであ り、条約の立場 とはまた別である。

第2に 、裁判所の所論が、第4条 柱書の 「十分な考慮条項」を根拠 とす るものであれ ば、

同条項 による表現 ・結社 の自由へ の配慮 は限定的であり、条約 が 日本 において一般 に認 め

られ るてい る以上の団体規制 を求めていることは、後に述べ る通 りである。っま り、条約

は、結社 の 自由にっいて制限的な立揚 をとってい るのであって、裁判所 の所論は成 り立た

ない。

第3に 、いずれ にせ よ、 ここで問題になるのは第4条(a)及 び(b)で はな く、第2条1項

(d)で あるか ら、前者 に対す る留保 は無 関係である。 日本が後者に留保を付 した事実はな

いむ

従 って、東京高裁 の判決でみ られ る人種差別撤廃条約 の理解 は、不十分であるか、又は

誤 りである。

5.ま とめ

最後に、以上にみてきた裁判所 の諸判決 に対する評価をま とめてお こ う。

(1)以 上 にみた裁判例 の うち、条約 の立揚 か ら積極的に評価す ることができるのは、婚姻

の分野における大 阪地裁の判決、及び外国人の入店拒否 に関する静岡地裁浜松支部 の判決

の2件 であ る。 これ らの判決は、条約 が求めるよ うな態様で事案 に対処 し、また、実際に

被害者の救済も図 られてい る。従 って、これ らの事件については、この2判 決によって第

2条1項(d)に 基づ く禁止義務 が履行 され てい るといってよい。同様の判決が最高裁 によ
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っな されるのであれば、民族的差別意識 に基 づ く婚姻破棄㍉及び外国人の入店拒否に関し

て、既存の民法の規定 によって条約第2条1項(d)の 要請は満 たされ てい るとい えよう。

もっ とも、同様の判決が最高裁 によって もな され る保障はない。

(2)次 に、ゴル フクラブの入会制 限に関す る1995年 の東京地裁判決 も、その結論において

は条約 の要請に合致す るもの と考 えることができる。 しか し、国籍に基づ く会員資格の限

定を容認す る高裁判決が2002年 に下 されているか ら、1995年 判決の先例的価値 は損なわ

れた といえよう。他方 、ダ東京高裁判決 を含むそれ以外の判決は、条約の要請か らみて疑問

があるといわざるを得ず、従って、 ゴルフクラブの会員資格の問題 にっいては、裁判所 に

よる条約の実施が十分であるとはいえない。

(3)同 様の ことは、入居拒否 に関す る大阪地裁判決につ いてもいえる。 この判決 も、条約

の要請に直接応 えるもの とはいえない。

(4)以 上のよ うに して、 日本 の裁 判所 は、婚姻及び入店拒否 の事例において条約ゐ要請に

合致 した有効 な救済がなされ たものの、その他の事例にお いては、条約 の要請 を合致 した

十分な審査がな され ているとはい えず、また、その結論において も条約第2条1項(d)の

履行を確保す るもの とはいえない。また、すべての事例において、将来的に条約第2条1

項(d)の 履行が確保 され る保障もない、 と結論す ることが できる。

第3節 日本 にお け る私 的人 種 差 別 の 現状

日本 の社会 にみ られ る私的人種差別の現状に関す る包括的な調査はなく、 日本全国の状

況 を知 ることはで きない。ただ、 この状況のご端を示す もの として注 目され るのは、京都

市が1997年 に実施 した外国人意識 ・実態調査である。また、人種差別撤廃委員会に 日本

が提 出した 「政府報告書」にも関連する記述がある。簡単 にみ ておこ う。

1.京 都市在住外国人意識 ・実態 調査

京都市は、1997年1月31日 か ら3月4日 までを調査対象期間として、京都市在住外国

人の意識調査 を実施 し、その報告書(以 下、「京都市調査報告書」とい う)*318を公表 した
。

この調査では、京都市に在住す る外国人 を2つ の グループに分 けている。第1は 、 「1952

年以前か ら日本にお住まいの方,あ るいは 日本で生まれたすべての方」であ り、 この報告

書で 「オール ドカマー」 と略称 され るグループである。主 に、在 日韓国 ・朝鮮人である。

第2は 、「外 国で生まれて,1953年 以降 日本にお住まいの方」であり、この報告書では 「ニ

ューカマー」 と略称 され る集 団で ある"319。

*318『 京都市在住外国人意識 ・実態調査報告書 正編』(1997年)
。その概要版 は、京都市

のホームペー ジか ら得 られる。http:〃w田wci以kyotojp/somu/kokusai/index .html.
*319『 京都市調査報告書』14 -15頁 を参照。
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ここでは、「京都 市調査報告 書」 に記載 されてい る 「被差別体験(過 去 と現在)」、 「差

別 されている と感 じた経験」、「住居 に関す る トラブル」、及び 「在 日韓国 ・朝鮮 人におけ

る過去 ・現在 の本名使用」 に関す る調査結果 を紹介 してお こう。

(1)ま ず 、 「被差別経験」 に関 して、この調 査は次 の3つ の分析基準 を用いて調査 してい

る。第1は 、「過去」の被差別体験 と 「現在」のそれ である。第2は 、差別 の頻度であ り、

差別 を受 けた ことが 「よくある(あ った)」、 「ときどきある(あ った)」、「あま りない(な

か った」及び 「まった くない(な かった)」 とい う項 目である。第3は 、 「オール ドカマ

ー」 と 「ニューカマー」 の別 である
。

調査結果 は表3の 通 りである。 この調査結果 の分析 を担 当した、世界人権問題研究セ ン

ターは、 この結果 に関 し、次のよ うにま とめている。① 「過去にお いて外国人を差別 ・排

除す る力 が相当強かった」。② こ うした差別状況 については 「変化 の兆 しが うかがえる」。

③ 「しか し重要 なことは、『よく差別 され た』 はた しかに半減 した ものの、『とき どき差

別 された』 とい う人 の割合はほ とんど変化 してお らず 、両方 をあわせ る と、外国人住民の

4割 以上の人が 日本社会 の差別 を感 じている」・32°。

表3被 差別体験(過 去と現在)

(過去)

(現在)

【出典】『京都市在住外国人意識 ・実態調査報告書 正編』(1997年)78頁(図 を表形式に変更。インタ
ーネットの概要版(http:〃www .cily.kyoto.jp/somu/kokusai/uidex.html)を参考にした。)

(2)次 に、差別 され てい ると感 じた生活領域 に関する調査結果は表4の 通 りである。私的

人種差別 に関連す るもので、パーセンテージの高い ものを拾 えば、 「オール ドカマー」 に

つ いては、入居や雇用 、婚姻が、 「ニューカマー」 については、入居や雇用、 「知 らない

人か らジロジロみ られた」が高率である。また、両者 とも侮辱的言辞を受 けた経験も高率

で ある。

住居 に関 しては、 さらに、表5の ような結果 もみ られ る。 「特 に困ったことはない」 と

す る回答が6割 程度であ るが、外国籍を理由に対応が悪化 した り、入居を拒否 された例や 、

*320『 同上書』77頁 。
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よくあった ときどきあった あま りなかった まったくなかった

オ ー ル ドカ マ ー 38.3 34.0 20.3 7.4

ニ ユ ー カ マ ー 19.4 37.5 28.3 14.9

よくある ときどきある あま りない まったくない

オ ー ル ドカ マ ー 8.2 33.1 42.8 15.9%

ニ ュ ー カ マ ー 9.9 36.4 34.5 19.2%



物 件 そ の もの が 「外 国人 お 断 り」 で あ る例 が、 「オ ール ドカ マ ー」 では約45%、 「ニ ュー

カ マー 」 では約40%み られ る。特 に 、 アジ ア系 の外 国 人 が この経 験 を した もの が多 い。

表4差 別されていると感じた経験(複 数回答)

住 ま い を

さが す と

き

仕 事 を さ

がす とき

こ ど もが

学校で

受 験 ・進

学のとき

仕 事 の う

えで

町を歩い

ていて

近 所 の 人

との つ き

あいで

オ ール ドカ マ ー 45.8 66.5 1$.6 20.9 29.5 2.3 16.0

ニ ユー カ マ ー 43.8 35.1 4.7 5.6 26.1 25.5 20.2

レス トラ

ンや 買 い

物のとき

役所や公

共機関で

日本 人 と

の結 婚 を

考 え た と

き

日本 人 の

友 人 との

交 際 の と

き

社会保 障

制度 の面

で

政治的権

利の面で

ク レ ジ ツ

ト カ ー ド

を 申 し 込

む と き

オ ー ル ドカ マ ー 0.6 24.9 45.2 25.8 32.3 59.3 10.4

ニ ユ ー カ マ ー 21.4 14.3 11.5 11.8% 16.$ 18.9 21.4

知 らな い 人 か

らジ ロジ ロみ

られた

電 車 な どで避

け る よ うに さ

れた

母 国 ・民族 を

傷 つ け る言 葉

をいわれた

知 らない 日本

人 か ら悪 口 を

いわれた

「外 国人 お 断

り」 とい う表

現をみた

オ ー ル ドカ マ ー 3.5 1.0 58.0 15.4 18.6

ニ ユー カマ ー 43.5 29.9 36.7 24.4 22.4

【出 典 】 『京 都 市 在 住 外 国 人 意 識 ・実 態 調 査 報 告 書 正 編 』(1997年)79頁(図 を表 形 式 に 変 更 。 イ ン タ

ーネ ッ トの 概 要 版(http:〃v購 ・w.city.kyotojp/somu!kokusai/index.html)を 参 考 に した。)

表5住 居の関する トラブル(複 数回答)

オ ー ル ドカ マ ー ニ ュ ー カ マ ー アジア系 欧米系他

外国籍を理由に対応が悪化 ・入居拒否 30.3 22.4 30.9 9.6

入居を希望 した物件が 「外国人お断り」 15.3 1$.6 17.5 13.6

入居後に立ち退きを要求された 0.7 1.0 0.7 1.6

保証人がみつか らない 12ユ% 10.8°/a 12.0 9.6

その他 6.1 5.4 5.6 7.2

と く に 困 っ た こ とは ない 鹽 55.6 61.0 55.3 68.0

【出典】『京都市在住外国人意識 ・実態調査報告書 正編』(1997年)86頁(表 を一部変更)
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(c)在 日韓国 ・朝鮮人の本名の使用状況 は、表6の 通 りである。『京都市調査報告書』は、

「在 日韓国 ・朝鮮人の 『本名使用』 の問題については、本名 をつねに名 のって生活 してい

る人 が、わず か15%し かお らず 、依然 として 『本名で は生 きづ らい』 日本社会の現実が

変わ?て いない ことを示 している」 とま とめてい る・321。

表6在 日韓国 ・朝鮮人の過去 ・現在の本名使用(地 域,近 所)

【出典】『京都市在住外国人意識 ・実態調査報告書 正編』(1997年)83頁(図 を表形式に変更)

2.日 本の 「政府報告書」

次に、人種差別撤廃委員会の審議 の対象 となった 日本 の 「政府報告書」をみてお こ う。

「政府報告書」では、アイヌ民族及び外国人に対す る差別 の状況 に関す る記述がみ られ る
。

(1)ま ず、アイヌ民族 に対す る差別の状況については、 「政府報告書」は北海道庁が実施

した 「北海道 ウタ リ生活実態調査」(1972年 、1979年 、1986年 及び1993年)の 結果を紹

介 している。政府 に よれば、「1993年 に実施 された 『北海道 ウタ リ生活実態調査』に よれ

ば、アイヌの人々の生活水準は以下のとお り着実 に向上 しつっあるが、アイヌの人々が居

住する地域 における他の人々 との格差は、なお是正 された とはい えない状況にある」 とい

う。 よ り具体的には、高校及び大学への進学率や 、生活保護 の適用率において格差がみ ら

れ るこ と、 「差別 に関 し、その状況は前回の調査時 に比 し大 きく改善は されてはい るもの

の、学校や就職、結婚等において差別 を受 けたこ とがある、又は、他 の人が受けたのを知

っている と答 えた人が17.4%い る」 と指摘 している`322。

(2)ま た、外国人一般 について、 「政府報告書」 によれば、 「外 国人居住者 の急激 な増加 に

伴い、言語、宗教 、習慣等の違いか ら、私人間において、 日常生活 の様 々な揚面において

差別的取扱いを受 けるな ど外 国人を巡る人権 問題 が発生 している。法務省の人権擁護機関

が取 り扱 った事例 の中には、外国人であることを理 由に賃貸マンシ ョンへの入居を拒否 さ

れ た り、村営プールへの入場 を拒否 され る等の事案 があった。政府 では、これ らの問題 を

在 日外国人の重大な人権 問題 として受 け止 め、外国人 との共生、外 国人 に とっても住み易

い社会の実現 に向け、外 国人に対す る偏見や誤解 をな くす よ う、あ らゆる機会を通 じて関

係団体、機関に対 し指導 を行 うとともに、国民全体の意識を高めるべ く全国的に啓発活動

*321『 同上書』84頁
。

*322CERD/C/350/Add .2,paras.10-14.
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以前か ら名乗 って

いる

現在は名乗って

いる

現在は名乗って

いない

以前から名乗って

いない

相 手によ り使 い分

けている

15.4 ,2.4 5.4 53.0 23.9



を行 っている」'323

また、第4条 に関連 して、報告書は、 「1994年 の春か ら夏にかけて、全国各地で、在 日

朝鮮 人児童 ・生徒に対す る嫌が らせや暴行等 の事象が発生 し、 この中には、朝鮮学校 に通

う女子生徒 らに対する、差別言辞 ・言動、駅構 内 トイ レにおける差別落書、チマ ・チ ョゴ

リ(朝 鮮の民族衣装)を 切 るな どの暴行事件 など人権擁護上、看過できない もの も多 く見

受 けられた」 とす る。 また、「平成10年8月 の北朝鮮 によるミサイル発射後 、同年末 まで

に被 害届によ り警察は朝鮮学校又 はその生徒 に対する嫌 が らせ事案 を6件 認知 した。 この

6件 は、登校 中の女子生徒 が列車内でラン ドセル鞄 を切 られた事案(東 京)
、登校 中の男

子生徒が腹部を殴 られた事案(東 京)、 登校 中の女子生徒が髪の毛を引っ張 られ た事案(愛

知)、 下校 中の女子生徒が駅構 内でナイ フで手を切 られた事案(東 京) 、及び大阪、岐阜

の朝鮮学校外壁 に落書きされた事案」で ある。"324。

3.日 本 の私的人種差別 の現状

(1)以 上の調査及び記述 をま とめてお こう。まず、京都市の調査 にみ られ る特徴的な点 と

して、次のことを指摘することができよ う。①京都市において、現在 「よく」又 は 「とき

どき」差別 を受 けている とする在住外国人は4割 程度にのぼること、②私的人種差別 は、

住居や雇用、婚姻 といった生活領域 において顕著であること、③在 日韓国 ・朝鮮人 の本名

使 用状況は60%近 くが本名 を名乗 らず 、また、25%近 くが相手 により使い分 けているこ

と、である。

また、 「政府報告書」にみ られ る記述 は、 アイヌ民族 に関する差別 に関 して
、① アイヌ

民族の生活実態において、その他 の国民 との間に格差がみ られること、②現在で もなお差

別 が存在す ること、を示 している。また、外国人 に関す る記述 においては、①新たな外 国

人 の流入 を契機 として、 日本社会において、 この ような外国人に対す る差別 な どの問題 が

発生 してい るこ と、②在 日韓 国 ・朝鮮人について も、ある種の事情(北 朝鮮 によるミサイ

ルの発射な ど)を 契機 として、暴力行為を含む差別 が顕在化することを
、示 している。

(2)京 都市 の調査 は、京都市 に在住 する外 国人 に限定 した調査であ り、また、 「政府 報告

書」 の記述 も包括的 とはいい難 く、これ を安易に一般化す ることはできない。 しか し、現

在 において も継続 的に相 当規模の私的人種差別が存在 しているこ と、 また、ある種の事情

を契機 として外国人に対する差別が顕在化す るこ とがあることを窺わせ るには十分である

と思われる。

*323乃 ノ6Z
,para.31.

*324乃 ノζ乏
,para.81.
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第4節 結 論

最後に、以上に述べてきた ことを踏 まえて、立法措 置の要否 を含めて本章の結論を述べ

てお こう。

条約 第2条1項(d)に い う禁止義務 は、立法措置 を とり、 これ を実施す ることによって

履行す ることがで きる。 また、個別の差別 事例において、裁判所 による救済がなされ るこ

とによってこの義務 を実施す ることがで きる。従 って、委員会が求める包括的な差別禁止

法 とい った立法が存在 しない場合であって も、 日本 は、第2条1項(d)に 基づ く義務を履

行す るこ とができる。

この点で、少数 なが ら、条約 の趣 旨に合致す る判決がみ られることは注 目され る。 これ

らの事例においては、被害者は条約に一致する形で救済が図 られた ことになるから、 日本

は条約上の義務 を履行 した と評価す ることができる。今後、この よ うな判決例が増加 し、

判決が集積す ることを待つ とい うの も、一つ の方 向ではある。

しか し、従来の 日本の裁判例は、契約 の 自由や私的 自治原則の名の下に私的差別の事例

を容認す ることもあ り、常に条約 が求めるよ うな形 で事案 に対処 してきた とはいえない。

条約 の発効 が比較的最近 のこ とであ り、今後 の裁判所の動 向については早急な結論を出す

ことはできないが、他 方で、2002年 の東京 高裁判決 のよ うに、人種差別撤廃条約の趣 旨

を十分に勘案 した とはい えない判決が下 されていることも事実である。従 って、裁判所 に

よる個別的 な救済によって禁止義務 の履行が確保 され、また、将来的にもそれを期待す る

こ とができるとい う状況 にはない。

(2)し か し、仮 に、 日本 の裁判所 において、条約 の要請に一致 した救済が図 られ 、将来的

にもそれ を期待す ることができる としても、司法による救済には限界があるこ とも事実で

あろう。第1に 、条約か らみて積極的評価 に値す る判決が集積 し、それが一般化す るこ と

があった としても、一般 の人々は裁判所の動向を知 らないのが普通であろうか ら、それ に

よって差別 の潜在 的加害者の行為 を抑止す るこ とにっながるとはいえない。

第2に 、条約解釈上、禁止 の対象 となる行為 には 「公 的生活の分野」以外の分野が除外

されるな ど、一定 の例外が認 められる。 しか し、その例外の範囲は、権利の性質や社会状

況な どに よって異 なる。例えば、 ゴル フクラブの会員制限のような事例 においては、結社

の 自由との関係で、禁止 され る行為 と許容 され る行為 との区別 は時 として微妙 である。そ

の解決を裁判所 に委ね るとするな らば、一般 の人々には、 どのよ うな行為が禁止 され、 ど

の ような行為が許容 され るのかが判然 とせず 、 自己の行為基準を知 ることな しに裁判所か

ら賠償命令がなされ るとい う事態 も考え られ る。 これ は、潜在 的加害者 に対 してもフェア

ー ではない。

第3に 、特 に、私的人種差別が継続的に相当規模 で行われてい ると推定され る 日本の現

状 に照 らしてみれば、裁判所による個別救済だけでは不十分である。今 日まで、裁判所 に

までもちこまれた差別事例は、実 際の差別事例のごく一部であると考えるのが妥 当であろ

う。 このことは、この分野における裁判例が少数 にとどまっていること、及び私的人種差

別 の実際の発生数が相 当数にのぼると推定 されることか らみて、明 らかであろ う。す なわ

一156一



ち、何 らの救済 も受けることができなか った事例 も多数 にのぼることは容易に推測できる。

(3)既 に述べたよ うに、条約 が私的人種差別の禁止を立法を もって行 うべき揚合 としてい

るのは、 「状況 によ り必要 とされ るとき」で あ り、これは、基本的には、毎年、相 当数 の

私的人種差別事例が発生 している場合を指す もの と解釈することができる'325。そ して、そ

の ように解釈す る理 由は、今述べた 日本の場合のよ うに、有効 な救済 を受 けることができ

ない私的人種差別の被害者が多数にのぼ るとい う事態が、条約の立場か らみて容認 し得 な

い とい うことで あった。 この ことに鑑み、今 日の 日本の状況は立法措置が必要 な場合に該

当す ると考 えることができる。

以上のことか ら、 日本 は、法的にも、政策的 にも、私的人種差別禁止法 とい った立法措

置 をとることが早急 に求められていると結論す ることがで きる。

もっとも、先に述べたよ うに、 日本にお ける私的人種差別 に関す る全国的 ・包括的な調

査 はないか ら、私 的人種差別 の発生規模及び発生頻度に関す る確実なデータはない。 しか

し、 ここで述べた結論を覆すためには、政府 がこのような調査を実施 し、立法による禁止

措置が必要ではないことを自ら証 明しなけれ ばな らない。人種差別撤廃員会 の 「最終所見」

に対す る 「政府 コメン ト」が したよ うに、これを示す ことな く、「我が国の現状が、既存

の法制度では差別行為を効果的に抑制す るこ とができず、かつ、立法以外 の措置によって

もそれを行 うことができないほど明白な人種差別行為が行 われている状況 にあるとは認識

してお らず、人種差別禁止法等の立法措置が必要 であるとは考 えていない」 と主張するこ

とには、説得力がない`326。

*325第4章 を参照。

*326な お、 日本 は、法務省 の人権擁護機関による救済 と、啓発 ・教育活動によって問題

の解決 を図るとしている。 これ らの措置は重要 であ り、積極的に推進 され るべきである。

しか し、 これ らの措置によってもなお、現状において差別事例が発生 していることは、 こ

れ らの措置が不十分であることを示す ものである。従って、 このことをもって、現在 にお

いて私的人種差別 を禁止す る立法措置 をとらない理 由とすることにも説得力はない。

一157一



第8章

人種主義的表現 ・団体の規制義務 と日本
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本章では、まず、第4条(a)及 び(b)に 関 して 日本 の留保 をめぐる問題 と、第4条(。)に

関 して、いわゆる 「石原発言」に関する問題 を検討する。

人種差別撤廃委員会は、その 「最終所見」のなかで、 日本 に対 してその留保に懸念 を表

明 している。そこで、本章では 日本の留保 の評価 を行 う。そのため、 日本の留保 とその理

由を再確認 し、次 いで、 日本の現行法による第4条(a)及 び(b)の 実施の程度 と、若干の憲

法学説を示す。 さらに、第4条 に関する留保の許容性の問題を検討 した後 に、以上 を前提

として、 日本の留保 を評価する。

石原 慎太郎 ・東京都知事のいわ ゆる 「三国人発言」 について も、人種差別撤廃委員会

の勧告の対象 となった。委員会 と 日本 との問には、条約第4条(c)の 解釈をめ ぐって対立

がみ られる。 ここでは、人種差別撤廃委員会 と日本の解釈 上の相違に焦点をあてて、簡単

に検討 しておきたい。

第1節 第4条(a)及 び(b)に 対 す る留 保

1.第4条(a)及 び(b)に 対す る留保

まず、 日本の全文を再録 してお こう。次の通 りである。

「日本国は、あ らゆる形態の人種差別の撤廃に関す る国際条約第4条 の(a)及 び(b)

の規定の適用に当た り、 同条に 『世界人権宣言に具現 され た原則及び次条 に明示的に定 め

る権利に十分な考慮を払って』 と規定 してあることに留意 し、 日本国憲法の下における集

会、結社及び表現の 自由その他の権利の保障 と抵触 しない限度 において、これ らの規定に

基づ く義務 を履行す る。」

日本 によるこの留保の理 由を要約す ると次のよ うにな る。①第4条(a)及 び(b)は 、様 々

な場面 にお ける様 々な態様の行為 を含む非常 に広い概念を規定 してお り、そのすべての揚

合を刑罰法規をもって規制することになれば、例 えば、文明評論や政治評論 などの正 当な

言論 を不 当に萎縮 させ るな ど、憲法の保障す る集会、結社及び表現の 自由な どを不当に制

約す ることにな るおそれ がある。② この規定 が定める諸概念 を刑罰法規 の構成要件 として

用いることについては、刑罰の対象 とな る行為 とそ うでない もの との境界が明確 ではな くぐ

罪刑 法定主義に反す るおそれがある"327。

周知 のよ うに、 日本が条約に加入す るに際 して最大の問題 となった規定が第4条(a)及

び(b)で ある。 政府 の説明に従えば、条約加入が遅れ た理 由は、第4条 が規定する処罰義

務 と憲法の保障す る基本的人権 との関係 をいかに調整す るかとい う問題 に長期 にわたる検

*327第5章 でみた留保の理由の他
、条約 の批准国会での政府 の説明を参照。 「衆院外務委

員会議録」2頁 。
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討を要 した ことにある・328。結局、 日本 は、第4条(a)及 び(b)に ついては 日本国憲法 の枠 内

で これを実施 し、そ の枠 を超 える義務 を履行する意図がない旨の留保 を付す ることによっ

て条約に加入す ることになったのである"329。これに対 して、人種別 撤廃委員会 は、その 「最

終所見」のなかで、 日本の留保に対 して懸念を表明す る とともに、第4条(a)及 び(b)と 表

現 ・結社 の 自由に関す る日本の立場が 「条約第4条 に基づ く締約 国の義務 と抵触す る」 と

い う。

以下では、 日本の現行法の状況、若干の憲法学説及び留保の許容性 の問題 を検討 し、人

種差別撤廃 条約の立場か らみた 日本の留保 の評価を行 う。

2.現 行法 による規制 の範囲

目本 は、 「政府報告書」において、第4条(a)及 び(b)に かかわる現行法 上の規制の範 囲

について説 明 している。現行法上の規制の範 囲を、人種差別撤廃条約の規定及 びその解釈

との比較において検討 しておこ う。

(1)「人種的優越 又は憎悪 に基づ く思想 の流布」

政府 によれば、第4条(a)に い う 「人種 的優越又 は憎悪に基づ く思想の あらゆる流布 」

にっいて、 「我が国は、本条約 を締結す るに際 し上述 の留保 を行っていることか らも明 ら

かな とお り、憲法で保障す る基本的人権 である集会、結社及び表現の自由等の重要性にか

んがみ、人種的優越又 は憎悪に基づく思想の流布 にあた る人種差別的な表現類型 を一般的

に処罰の対象 とはしていない」。ただ し、流布行為 が 「特定の個人や団体の名誉や信用 を

害す る内容 を有すれ ば、刑法の名誉毀損罪(第230条)、 侮辱罪(第231条)又 は信用毀

損 ・業務妨害罪(第233条)で 処罰 されるほか、特定個人に対す る脅迫的内容 を有すれば、

刑法の脅迫罪(第222条)、 暴力行為等処罰 に関する法律の集団的脅迫罪(第1条)、 常習

的脅迫罪(第1条 の3)等 によ り処罰 される」 とす る'33°。

政府が認 めるように、ここで引用 されてい る刑法な どの規定 は、特定の個人 ・団体に対

す る名誉 ・信用侵害や脅迫 を処罰するものであ り、 「人種的優越又 は憎悪に基づ く思想」

自体を流布 した者 を処罰す るものではない。第4条 解釈上、「十分 な考慮条項」に基づ き、

「人種的優越又 は憎悪に基づく思想」の流布行為を犯罪 とするにあたって一定 の絞 りをか

けることは認め られ る。 しか し、それ は、 「人種 的優越又 は憎悪 に基づ く思想」の流布を

中心 として、これ に実行行為者 の故意や公然性な どの限定を付す ことができるに とどま り、

政府が引用 している現行法上の名 誉毀損や侮辱、脅迫 な どに限定す ることは認 め られ ない。

従 って、現行法上、 「人種的優越又は憎悪に基づ く思想」の流布行為 の大部分 の刑罰規制

*328「 衆院外務委員会議録」4・15頁 、8頁 、「参院外務委員会議録」3頁 。

*329従 来の国会審議の状況については、久保 田 真苗 「人種差別撤廃条約第4条 と言論の

自由」、部落解放研究所 『部落解放研究』59号(1987年)を 参照。

*330CERD/C/350/Add .2,para.76.
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は実現されていない。

(2)「人種差別 の扇動」

日本は、第4条(a)に い う 「人種差別の扇動」ついて、「人種的優越又は憎悪 に基づ く思

想」の流布行為に関す る説明においてあげた 「各罪が成立す る揚合 に、その教唆犯(刑 法

第61条)又 は幇助犯(同 法第62条)と して処罰 されるほか、公務員の平等取扱の原則違

反(国 家公務員法第27条 、109条 、地方公務員法第13条 、60条)な ど差別 的取扱いを禁

じる法令 に違反す る行為を教唆 し、幇助す る行為 について も、同様に処罰 の対象 とされて

い る」 とする*33'。

現行刑法上、人種差別行為は犯罪 とされていない。従って、ここにい う「扇動(incitement)」

を 「十分 な考慮条項」 によって限定的に 「教唆」 の意味 に理解す るとして も、教唆者 の処

罰 は確保 されていない。また、政府 の説明にい う特定の個人 ・団体 に対す る名誉 ・信用侵

害行為や脅迫行為 の教唆 ・幇助 と、人種差別行為の教唆 ・幇助 とは、その範 囲を異にす る。

人種差別行為が同時に名 誉毀損や侮辱行為 を伴 うこ とが あって も、その逆は真ではないか

らである。

他方、公務員に よる平等取扱 いの原則違反 の教唆及び幇助 は条約第4条(a)の 一部 を満

たす ことになろ う。 しか し、 これによって、私人間で行われ る人種差別行為の扇動の処罰

を求める条約の要請が満た されるものではない。

従 って、「人種差別 の扇動」の処罰義務 について も、その多 くの刑罰規制は実現 されて

いない。

(3)「 いかなる人種若 しくは皮膚の色若 しくは種族的出身 を異 にす る人の集 団に対す るす

べての暴力行為又 はその行為の扇動」

人種集 団に対す る暴力行為 について、 日本 は、「我 が国には、特定集団に対する暴力行

為 のみ取 り出して重罰化 した法律は存 しない ものの、刑 法は、多衆が集合 して行った場合

として騒乱罪(第106条)を 規定す るほか、強姦罪(第177条)、 殺人罪(第199条)、 傷

害罪(第204条)、 凶器準備集合罪(第208条 の2)、 強盗罪(第236条)等 を規定 し、暴

力行為を処罰 している。 また、暴力行為等処罰 に関す る法律は、集 団的暴行 ・脅迫 ・器物

損壊等(第1条)及 び常習的暴行 ・傷害 ・器 物損壊等(第1条 の3)の 処罰を、爆発物取

締罰則及び火炎び んの使用等の処罰 に関す る法律 は、爆発物や火 炎びんを使用する行為等

の処罰 を、それ ぞれ規定 してい る」 と説明す る。 また、その扇動 については、「(これ ら

暴力)行 為の扇動 にっいては、前段落で述 べた罪が成 立する揚合 に、その教唆犯(刑 法

第61条)又 は幇助犯(同 法第62条)と して処罰 され るほか、刑 法第206条 が、傷害の現

揚助勢罪 を処罰 してい る」 とす る*332。

*331乃 ゴ4
,para.77.

*3321bid .,paras.78-79.
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条約 は、「特定集団に対す る暴力行為のみ取 り出 して重罰化」す るこ とは求 めていない

と解釈 され る。条約第4条(a)は 暴力行為 の処罰 を要求す るものの、その摯罰 の程度につ

いては何 も規定 していないか らである。従 って、刑法な どの通常の諸規定に従い、個々の

暴力行為 に対す る処罰で足 りる。但 し、条約の精神 か らみて、そのような重罰化 は望ま し

い。 この点、委員会 にお ける 「政府報告書」審議 において、 日本政府代表は、 「一般的に

いって、暴力行為が人種的動機 に基づ くものであるとい う事実は、 日本の刑法上、刑の加

重事由(anaggravatingcircumstance)を 構成す る」と述べている'333。そ うだ とす るな らば、

日本は、条約の精神 を考慮 した適切な法令運用を行っている とい うことになる。

また、暴力の扇動行為については、ここにい う 「扇動」を 「教唆」の意味に解釈す るこ

とは可能で ある。従 って、暴力行為及びその扇動 については、 日本の刑法その他 の法令 に

基づ く処罰 によって条約の要請は満たされている。

(4)「 人種主義 に基づ く活動に対する資金援助 を含むいかなる援助の提供」

「人種主義 に基づ く活動に対する資金援助 を含むいかなる援助 の提供」について 、 日本

は、「援助 を受けた者 が上記で述べた犯罪を犯 した場合に、刑 法第62条 の幇助犯 として処

罰 され る」 とする*334。

「人種主義 に基づ く活動」 とは、第4条(a)が 定めるその他 の行為 、す なわち、 「人種的

優越又 は憎悪 に基づ く思想 の流布」、 「人種差別の扇動」、及び 「いかなる人種若 しくは皮

膚の色若 しくは種族的出身を異 にす る人 の集 団に対す るすべての暴力行為又はその行為 の

扇動」 をい う。従 って、 これ らの行為に対す る 「援助」が刑罰規制の対象 とな っているか

どうかが問殖 となる。しか し、既に述べた ように、暴力行為及びその扇動の場合を除いて、

現行法上、これ らの行為 を直接 に処罰す る規定はないか ら、 「援助」行為の刑罰規制 もき

わ めて限定的に実現 されているにす ぎない。

(5)「人種差別 を助長 し及び扇動する団体及び組織的宣伝活動その他のすべての宣伝活動」

の禁止、及び 「このよ うな団体又は活動への参加」の処罰

第4条(b)が 定める 「人種差別 を助長 し及び扇動す る団体及び組織的宣伝活動そ の他 の

す べての宣伝 活動」につ いて、 日本は、 「我が国には、人種差別 の助長及び扇動一般を構

成 要件 として特定の団体及び活動 を禁止 し、及びそれ らの団体への参加 を処罰す る規定 は

現行法上存 しない」 としっつ、 「人種差別 を助長 し及 び扇動す る団体が破壊活動防止法 上

の暴力主義的破壊活動 を行った場合には、同法によ り、一定の要件の下に、当該団体の活

動制限及び解散指定処分並びにそれ らの処分に反す る個人の行為 を処罰す ることが可能 で

ある」 と説 明す る。また、「人種差別 を助長又は扇動す る団体 が、破壊活動防止法所定 の

*333CERD/C/SR .1444,para.44.

*334CERD/C/350/Add .2,para.80.
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要件 に該 当す るものとして、処分がな された事例 はない」 とす る・335。

条約第4条(b)に おいて規制 され るべき団体や 宣伝活動 は、人種差別 を扇動す る活動 で

あ り、「暴力主義的破壊活動」ではない。従 って、条約 が求 める規制 の範囲は、 日本の現

行法の規制の範囲 よりもはるかに広範であ り、団体 ・宣伝活動 の禁止 の大部分 は現行法上

実現 されていない。

また、破壊活動防止法が適用 され る団体 は、「特定の共同 目的を達成するた めの多数 人

の継続的結合体又はその連合体」 とい うとされ る(同 法第4条3項)。 条約 は、 このよ う

な意味での団体 に限 らず、組織性 をもった宣伝活動をもその禁止 の対象 としているか ら、

規制 の対象の点で も条約が実施 されている とはい えない。

さらに、 日本 は、この種の 「団体又は活動への参加」の処罰 について は、解散処分の対

象 となった団体 の役員 ・構成員であった者 が、「当該団体 のた めにするいかなる行為 もし

てはならない」 とされ(同 法第8条)、 当該行為を行 った者は処罰 され る(同 法第42条)。

しか し、すでにみたよ うに団体の規制範 囲それ 自体が条約の要請 を満たす ものではないか

ら、団体 ・活動への参加者の処罰 もごく限定的な範囲に とどまる。従 って、この点でも条

約の要請 は満た されていない。

(6)ま とめ

以上のこ とか ら明 らかなよ うに、第4条(a)が 定める暴力行為 と、暴力行為 の(教 唆の

意味での)扇 動については現行法によって対処が可能であるが、人種 的優越 ・憎悪に基づ

く思想の流布や人種差別の扇動、人種主義的活動 に対す る援助の大部分 は規制できない と

い うことになろ う。

また、第4条(b)に ついては、問題 とな る団体が 「暴力主義的破 壊活動 を行 うことな

く、単に人種差別 を扇動す るだけの揚合には、その禁止は不可能であろ うし、そのような

団体 ・活動 に参加 した者の処罰 もできない とい うことになろ う。そ うだ とす ると、 日本の

現行法は、暴力行為や 「暴力主義的破壊活動」 と関係す る一定の行為や団体を規制 してい

るにす ぎない とい うことになる。

日本 は、第4条(a)及 び(b)に 対す る留保 の範囲について詳細な説明を行っているわけで

はない。現行法を超える措置であって、表現 ・結社の 自由に抵触 しない ものがあ り得 るか

どうかに関す る政府の立場は不明確 である。

ただ、留保 に関す る説明のなかで、第4条(a)及 び(b)が 定 める諸行為の 「すべてにつき

現行法制を越 える刑罰法規をもって規制す ることは、上記の とお り、表現の自由その他 憲

法の規定す る保障 と抵触するおそれがある」 としていることか ら、現行法上の規制を超 え

*335乃 ノ6乳
,paras.89-90
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る措置 は表現 ・結社の 自由に抵触す る可能 性が大きい と考 えてい るように思われ る*336。従

って、今後、仮 に、第4条(a)及 び(b)の 一部 を履行する法令が制定 され るとしても、それ

は、きわめて限定的な範囲で条約 の規定 を実現す るにとどまるもの と思われ る。

それでは、日本のとるこの ような態度は、憲法学 の立場か らどのよ うに評価 されるのか。

条約第4条 と日本国憲法 との関係 について論 じた若干の憲法学者 の見解 をみてお こ う。

3.第4条 と日本 国憲法

条約第4条(a)及 び(b)の 規制対象 ごとに、若干の憲法学者 の見解 をまとめれば概 ね次の

よ うになろ う。

(1)ま ず、一般 的に、規制の必要性がない段階での表現活動の規制、つま り立法事実 を欠

く表現活動 の規制 は違憲 とされ る・337。

次に個々の規制対象についてみ ると、人種的優越 ・憎悪に基づ く思想 の流布 は、思想 ・

意見の表明を禁止す るものであ り、原則 的に違憲である"338。

人種差別の扇動や暴力行為 の扇動については、 「扇動 が、犯罪 の実行や実行 の具体的

危険性 とは無関係 に 「扇動」 自体 を処罰す るものであれば違憲 とされ る*339。ただ、アメ リ

カの判 例にい う 「ブランデ ンバー グ原則」、つま り差 し迫 った非合法な行動 を扇動 した り

引き起 こす ことに向けられ、かつそのような行動 を扇動 もしくは引き起 こす蓋然性 のある

場合に限定 され る ような規制方法であれば容認 の余地があるとされ る・34°。

第4条(b)に い う、人種差別 を助長 し扇動す る組織的宣伝その他 の宣伝活動の禁止は、

人種差別の扇動 の禁止 と同様の問題 をは らみ、きわめて限定的な規制のみが容認 され る`341。

*336日 本は、第4条 に留保 を付す とともに新たな立法措置を とらなかったことか らも、

政府が、第4条(a)及 び(b)の 実施は現行法 を限度 とし、それを超 える部分 は表現 ・結社の

自由との抵触問題を生 じさせ るおそれがある、 と判断 していると理解す ることができるか

もしれない。

*337横 田 耕一、「人種差別撤廃条約 と日本 国憲法一表現規制にっいて一」(芦 部信喜先生

古稀祝賀 『現代 立憲主義の展開 上』(有 斐閣、1993年)735-736頁 。

*338横 田 「同上論文」736頁 。市川 正人 「人種差別撤廃条約 と差別的表現の規制」『法学

セ ミナー』504号(1996年)84頁 、内野 正幸 『差別的表現』(有 斐閣、1990年)176頁 。

横 田教授によれ ば、例外的に規制が認 められ るとしても、この規定 にい う 「規制対象は絶

望的に不明確であ り、その不 明確性は立法技術 によって治癒でき るとは とても考え られな

い」。

*339横 田 「同上論文」。

*340横 田 「同上論文」736-737頁 、市川 「前掲論文」84頁 。

*341横 田 「同上論文」737頁 。市川 「同上論文」。 もっ とも、市川教授 は、人種差別の扇

動及び人種差別 の助長 ・扇動 については、人種差別にも様々なものがあ り、その扇動を禁

止 し得 る人種差別行為は重大なものでなけれ ばな らない、 とされる。
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人種主義的活動に対す る援助 の提供については、パンフレッ トの購入などが援助 に含 ま

れ るな ら表現活動の規制 と関係 し、この場合、その処罰 のためにはその対象を限定 しない

限 り違憲 となる'342。

人種差別を扇動する団体の禁止や、かかる団体 ・活動への参加 を犯罪 とす ることにっい

ては、具体的な団体の活動や団体のもつ危険性 にかかわ りなく包括的に団体 を禁止 し、 ど

のよ うな参加 も一律に処罰す るものであ り、 「合憲 とみ ることはまずネ可能である」*343。

(2)以 上のよ うに、第4条(a)及 び(b)を 「そ のまま禁止 ・処罰す るよ うな法律 は 日本国憲

法 の下では認 められ」ず脳、例外的に規制が認 められるにすぎない。

では、どのような規制 が認 め られるのか。第1に 、例 えば、人種差別及び暴力行為の扇

動 にい う 「扇動」の概念 が、ブランデンバーグ判決の基準 を満たす ような場合であるとさ

れ る。

第2に 、侮辱を 自己目的 とす るような特に悪質な侮辱的表現 を処罰する、きわめて限定

的な人種差別 的表現処罰法な らば、規定の文言が明確で ある限 り許容 され る可能性がある

とv、う`345。

第3に 、内野教授は、次 のよ うな趣 旨の規制 立法を提案す る。す なわち、 「日本国内に

在住 してい る、身分的出身、人種 または民族によって識別 される少数者集 団をことさらに

侮辱する意図をもって、その集 団を侮辱 した者」及び このよ うな 「少数者集団に属す る個

人 を、その集団への帰属のゆえに公然 と侮辱 した者」を処罰す ることである*346。

もっとも、以上の ような規制は、第4条(a)及 び(b)の ご く一部をカ ヴァーするにす ぎな

いか ら、結局、憲法学者 の見解によれ ば、第4条(a)及 び(b)の 規定であって、憲法 と抵触

しないものはほ とん どないとい うことになろう・347。

*342横 田 「同上論文」。

*343横 田 「同上論文」。市川教授 によれば、団体の禁止 はきわめて例外的な場合にっいて

のみ認 められ るべ きであり、禁止が許 され るようなことがあ り得 るのか疑問である。市川

「前掲論文」84頁 。

*344市 川 「同上論文」。

*345市 川 「同上論文」
。

*346内 野 『前掲書』168頁 。 この場合の侮辱には、少数者集団及びそれに属す る個人に対

す る殺 傷、追放又 は排除の主張を通 じて行 う侮辱 を含む とされ る。

*347も とよ り、ここで紹介 した もの とは異 なる見解 もある。その一端にっいては、 とり

あえず、内野 『同上書』146-154頁 を参照。ただ、一般 的にい えば、わが国の憲法学説は

表現の 自由な どを重要視 し、第4条(a)及 び(b)が 求める規制 を積極的に支持する者は少数

であ るよ うに思 われ る。
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4。 留保 の評価

(1)日 本 の留保の評価

以上 にみてきた よ うに、現行法上の規制は第4条(a)及 び(b)の 多 くの部分 を実施す るも

の とはい えず 、また、若干 の憲法学者 の見解 によって もその実施は困難 である。

た しかに、第4条(a)が 求める人種的優越 ・憎悪に基づ く思想 の流布 の処罰 にっいては、

その構成 要件が曖昧で あ り、また、本質的に思想 の内容 に着 目した規制であるから、 これ

を刑罰規制 の対象 とす ることには多 くの問題がある。また、第4条(b)が 求 める人種差別

を扇動す る団体の禁止措置は、規制のe囲 が広範 に及ぶ点で問題 が多い。

他方、人種差別撤廃委員会 の第4条(a)及 び(b)解 釈 は、基本的に 「人種的優越又 は憎悪

に基づ く思想 の流布 の禁止は、意見及び表現 の自由についての権利 と両立す る」 とい うも

のであ り*348、実際に、 日本 に対す る 「最終所見」 において、委員会 は、 日本 の留保 のなか

で表明 した 日本の解釈が 「条約第4条 に基づ く締約 国の義務 と抵触する」 と明言す る。

また、委員会 は第4条 に関 して、国内にお ける人種差別 の存否 にかかわ らず、第4条(a)

及び(b)の 全面 的即時実施 を求めているが、 このような予防論は、規制 の必要性のない段

階での表現規制にあた るから、 日本国憲法が保障する表現 の自由の規制のあ り方 と基本的

に相容れ ない。

さらに、第4条(a)及 び(b)の その他の行為、団体及び活動 に関す る委員会の解釈 も厳格

であるこ とはすでにみ た通 りである。第4条(a)に み られ る 「扇動」 の概念 については、

委員会はす でに、これを広義 の、いわゆる 「独立扇動罪」 の意味で理解 してい る。

以上のよ うに、 日本の憲法学及び 日本政府 の立場 と、条約及び委員会の立場 とは、基本

的なレヴェルで対 立す るものであるか ら、 日本の留保は当然に付す べきものであった と考

え られる。その意味で、この留保を付 したことは妥当であった と評価することができよう。

また、 日本国政府 が、 「十分 な考慮条項」 によって、 日本 国憲法上 の集会、結社及び表現

の 自由な どに抵触す る措置を とる義務を免れることができるとす る、い くらかの留保 ・宣

言 でみ られ る誤 った解釈 をとらなかった ことも評価することができる。

(2)第4条 に対す る留保の許容性

以上のよ うに、日本の留保 は、表現 ・結社の自由に関す る日本国憲法の立場か らみれば、

正当である と判 断す ることができる。 しかし、今ひ とつ問題 となることは、第4条 、特に

その(a)及 び(b)に 対す る留保の許容性 の問題である。第4条 に対す る留保 は条約の趣 旨 ・

目的 と両立 しない とす る議論があるか らである。例えば、 日本の 「政府報告書」の審議 に

おいて、Diaconu委 員 は、第4条(a)及 び(b)に 対す る日本の留保 が条約の 目的 と両立す る

*348Genef・alRecommendationXV
,para.4.
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か どうかにっいて疑義を表明す る脚。

条約第20条2項 は、 「この条約の趣 旨及び 目的 と両立 しない留保 は、認め られない」 と

規定 しているか ら、 この委員が主張す るように第4条 に対す る留保 が条約の趣 旨 ・目的 と

両立 しないのであれば、 日本 の留保は条約第20条2項 の規定によって禁止 され るこ とに

なる。そ こで、 日本の留保 を評価するた めには、 さらに第4条(a)及 び(b)に 対す る留保 の

許容性 に関 して検討 しておかなければな らない。仮 に、第4条(a)及 び(b)に 対する留保 が

禁止 され るならば、 日本の立場がいかなるものであろ うとも、 日本 の留保そのものが条約

に違反す るもの と評価 しなけれ ばな らないことになるか らである。

条約第4条(a)及 び(b)に 対す る留保 が条約 の趣 旨 ・目的 と両立 しない とす る主張の根拠

としては、 さしあた り次のような2つ が考え らえる。第1に 、同条が条約 の中にあって鍵

となるきわ めて重要 な規定であるとい うこど35°、第2に 、同条の内容が慣習国際法であ り、

さらには一般国際法上の強行規範 になっていること、で ある。

第1の 根拠にっいては、条約 の実体規定はいずれ も重要であ り、第4条 のみを特に重要

であるとす る根拠 はない と反論 できよ う。委員会が認めるように、r多 数 の締約 国におい

て条約第4条 を実施す るための必要な立法が制定 されて」お らず、 「多 くの締約 国がいま

なお条約第4条(a)及 び(b)の 必ず しもすべての義務 を履行 していない」・35'。この ことは、

一面において
、人種差別のない社会を実現す るとい う、条約 の究極 目標 の達成に とって第

4条 がもつ意義や価値 について、締約国の評価が必ず しも一致 していない ことを示す もの

と理解す ることができる。言い換えれば、表現 ・結社の 自由の内容やその規制のあ り方 に

ついては各 国で様 々な回答があ り得 る、 とい うことである。 この点を考慮す るな らば、第 .

4条 に対す るすべての留保が条約 の趣 旨 ・目的 と両立 し得ない と考 えることはできないで

あろう。

第2の 根拠にっいては、第4条 の規定 内容が慣習国際法や強行規範 となってい るか どう

かが問われなければな らない。 この点で、規約人権委員会が1994年 に採択 した 「一般 的

*349CERDIC/SR .1443,para.33.ま た、委員会のかつての委員長であるIhglesは 、一定の締

約国が立法制定の可否及び立法制定が必要 となる時期を決定する裁 量を保持 しよ うとして

きた が、 この種 の留保 は条約 の趣 旨 ・目的 と両立 しない とされ てきた、 と指摘 してい る

(CRRD/2,para.222)。 この指摘 にい う主張が具体的に どのような ものかは明 らかではな く、

これが委員会の一般的傾向であるか どうか も不明である。 しか し、た しかに、個々の委員

が第4条 に対す る留保が条約の趣 旨 ・目的 と両立 しない と主張す ることがあることは事実

であ り、 日本の 「政府報告書」の審議の過程 でもその旨の意見が表 明されているこ とは本

文で述べた通 りで ある。また、条約起草過程 においては、第4条 に対す る留保を禁止す る

趣 旨の提案 もあった。NLemer,op.,Clf.,pp.95-96.

*350委 員会は、「一般的勧告XV」 のなかで、条約採択時に第4条 が人種差別 との闘いに

おいて中心的規定 とみな され たこと、今 日、第4条 の実施の重要性 が増大 しっっ あること

な どを指摘す る。Genef・alRecommendationXV,para.1.但 し、これ は第4条 に対す る留保 の

可否 の文脈 で述 べ られた ものではない。

*351GeneralRecommendationi'Qpreamblepara .4.
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意見24」 が興味深 い。同委員会 は、 こρ意見において、 自由権規約 の趣 旨 ・目的 と両立

しない留保 の1類 型 として、慣 習国際法や強行規範 となってい る規則を規定す る条項に対

す る留保をあげる。そ して、慣習国際法化 している規定の例 として、 自由権規約第20条

2項 が定める 「民族的、人種的又は宗教的憎悪 の唱道」の禁止 をあげてい る*352。自由権規

約20条2項 は、「差別、敵意又 は暴力の扇動 となる国民的(national)、 人種 的又は宗教的

憎悪 の唱道 は、法律で禁止す る」 とす る。この規定は、民族的 ・人種的憎悪 の唱道であっ

て、差別の扇動 となるものを禁止するよ う求めるもので あるから、人種差別撤廃条約第4

条(a)と 重 な り合 う部分 もある。従 って、規約人権委員会の意見 に従 うな らば、少な くと

も第4条(a)の 一部 に対する留保は許容 されない とみる余地 もある。

しか し、 この憎悪唱道の禁止が慣習 国際法であるとみ ることには無理がある。規約人権

委員会 は慣 習国際法化の根拠を明示 していないが、次の事実は慣 習国際法化 の有無 の論証

に とって無視 し得ないであろ う。す なわち、① 自由権規約第20条2項 や人種差別撤廃条

約 第4条 の起草過程 において、諸 国家の問に、これ らの規定の可否 に関す る見解の対立が

あったこと、②いずれの規定にも西側諸 国の多 くが留保 ・宣言 を付 しているこ と、③前記

のよ うに人種差別 撤廃条約第4条 の実施状況は一般的に芳 しいものではないこ と、で ある。

この ような事実が示唆す ることは、憎悪唱道の禁止規範 に異議を唱える有力 な国家が存

在 し、憎悪唱道 を禁止する一貫 した国家実行の存在 も、この禁止を行 うことを義務 的な も

の とみる法的確信 の存在 も明確 に示す こともできない、 とい うことである。 そ うだ とす る

な らば、 自由権規約第20条2項 や人種差別撤廃条約第4条(a)を 慣 習国際法 とみ ることは

到底できない。また、そ うである以上、これを国際法上の強行規範 とみ ることもできない。

また、差別扇動以外の部分 について も、人種差別撤廃条約 の起草過程における見解の対

立や、第4条(a)及 び(b)に 対す る多 くの留保な ど、上記 と同様のことが基本的にはあては

ま る。従って、人種差別撤廃条約 第4条 に対す る留保を禁ず るこ とには理 由がない。

以上 のことか らみて、第4条 に対す る一切の留保 が認 め られない とする見解 は妥当では

ない申353。

*352GeneralCommentNo .24(Generalcommentonissuesrelatingtoresefvationsmadeupon

ratificationoraccessiontotheCovenantortheOptionalProtocolsthereto,orinrelationto

declarationsunderarticle410ftheCovenant)(1994),para.8.

*353な お、条約第20条2項 は、留保 の両立性 の判断方法 について、「留保は、締約国 の

少 な くとも3分 の2が 異議 を申し立て る場合 には、両立 しないもの」 とみなされ ると規定

す る。今 日まで、ある締約 国が第4条 に付 した留保や 宣言な どに他の締約 国が異議 を唱 え

た事実 はない。従 って、これを逆か らいえば、この判定制度 の下で第4条 に対す る留保 は

許容 されると判断 されてい ると考 えることができる。

もっ とも、人権条約 の場合、他 国が付 した留保 に異議 を唱えるこ と自体がそれほ ど一般

的ではない とい う事実を考慮す ると、 「3分 の2」 の締約国に よる両立性 の判定制度は、

少な くとも現在の国際社会においては非現実的なもの と考えることも可能である。従 って、

このよ うな形式的な判断はお くとしても、本文において示 した検討か ら明 らかなよ うに、

条約第4条(a)及 び(b)に 対す る留保がすべて許容 されない とい う議論には理由がない。
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もっとも、このことは、逆に、第4条 に対す る一切の留保が認 められ るとい うことでは

ない。第4条 の規定のなかでも、その核 とみなされ る部分があ り、それに対す る留保は認

められないとす る議論は可能 であろう。

具体的には、まず、人種を異にす る者 に対す る暴力行為の処罰が これにあたるであろ う。

暴力行為 は、そもそも表現 ・結社 の 自由 とは無関係であ り、表現 ・結社の自由の保護の枠

外 にあるもの と思われ る。仮 に、 これを表現の一形態み るに しても、条約起草過程 におい

てこれを処罰 の対象 とす ることには異論は表明 されていない。 また、国内法上 も、これ ら

の行為は処罰の対象 となっているのが通常であろ う。それにもかかわらず、特定の集団の

構成員 に対す る暴力行為を処罰 しないとす る法令や慣 行を維持す るために付 され る留保

は、条約の趣 旨 ・目的と両立す る とは思われない。特定 の人種集団に対する暴力行為を今

後 とも継続す るとい う意図の表 明又はその効果 を有する ことになるか らである。従って、

この ような法令や慣行を維持す る 目的でなされ る留保は、条約上認 められない とい うべ き

で あろ う。

また、暴力行為の 「扇動(incitement)」 の刑罰規制 に対する留保が認 められ ない場合 も

あ り得 る。先に述べた ように、条約 にい う扇動の概念は明確ではなく、その範 囲について

広狭 の解釈があ り得 る。広義 には、いわゆる 「独立扇動罪」の意味で理解す る解釈があ り、

これ が委員会 の見解で もある。 これに対 して、最 も狭義 には、(被 教唆者 による犯罪の実

行 を伴 う)「 教唆」の意味に解釈 し得 る。 この うち、広義の解釈では表現の自由との関係

の問題が生 じる`354が、最狭義 の意味での 「扇動」 については、おそ らくこれ を処罰す る

こ とに大 きな困難 はないであろ う。また、条約起草過程 において も、少な くとも暴力行為

の結果が発生 した 「扇動 を処罰対象 とす ることには異論 はなかった。従って、このよ う

な意味での 「暴力行為の扇動」も第4条 の核 とみ られる部分であり、これに対す る留保 は

認 められないであろう。暴力行為 とい う直接 的な有形力 の行使の扇動 は、その影響が重 大

で あるか らである`355。

(3)結 論

以上の検討 か ら、第4条(a)及 び(b)に 対す る 日本の留保 は 日本の憲法体制か らみてやむ

を得 ない留保で あ り、また、 日本の現行法制度 は第4条(a)に い う 「暴力行為」及び 「暴

力行為の扇動」の刑罰規制の点において条約 の要請を満た しているか ら、 日本 の留保は条

約 の趣 旨 ・目的 と両立す る。従 って、 日本の留保 は、法的にも有効であ り、 日本の国内法

制 の立場か らみても正 当であると評価す ることができる。

ただ、既 に述べた ように、第4条 の背景にある基本的な理念の1つ は人種主義理論の正

*354横 田 「前掲論文」736-737頁 。

*355委 員会は
、その 「一般的意見」のなかで、人種間の暴力行為及びその脅迫は、同種

の行為 を連鎖 的に生 じさせやす く、敵対的な雰囲気を醸成 しやすい として、そのため、締

約 国が直ちに介入す ることのみが、効果的 に対処す る義務 を満たし得 るとす る。General

RecommendationXV,para.2.
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当性の否認、すなわち 「人種的相違に基づ く優越性 のいかなる理論 も科学的に誤 りであ り、

道徳的に非難 され るべ きであ り及び社会的に不正かつ危険」であ り、「いかな る場所にお

いて も、人種差別 を正当化す ることはできない」 とす る確信(条 約前文6項)に ある。第

4条(a)及 び(b)へ の留保 は妥当であるにして も、第4条 が もつ このよ うな背景は忘れ るべ

きではない。留保 を付 した 日本 としては、なお さら、第4条(a)及 び(b)が 求める方法以外

の方法 によって、第4条 の趣 旨を積極的に実現す る努力 を行 う責務があると考 えなけれ ば

な らないであろう。

このことは、留保 の対象 とはな っていない第4条 柱書か らも当然に求 められ ることであ

る。す なわち、 日本は、 「一の人種 の優越性若 しくは一の皮膚 の色若 しくは種族的 出身 の

人の集団の優越性の思想若 しくは理論に基づ くあらゆる宣伝及び団体又は人種的憎悪及び

人種差別(形 態 のいかんを問わない。)を 正 当化 し若 しくは助長す るこ とを企 てるあらゆ

る宣伝及び団体 を非難」す る義務 、及び 「このよ うな差別 のあ らゆる扇動又は行為 を根絶

す ることを 目的 とする迅速かつ積極的な措置 をとる」義務 を負 っているのである。

また、表現 ・結社の 自由を理 由 とす る 日本の留保 は、第4条(a)に い う暴力行為の処罰

義務 をその対象 としていない と考え られ る。 この点 に関連 して、人種差別撤廃委員会は、

日本に関す る 「最終所 見」 のなかで、「韓 国 ・朝鮮人、主 に児童、学生 を対象 とした暴力

行為に係る報告及びこの点に関する当局の不十分 な対応 に対 し懸念 を有す るものであ り、

政府 に対 し、当該行為 を防止 し、 これに対処す るた めの より毅然たる措置 をとることを勧

告」 してい る"356。日本 は、委員会 の指摘に対 して、暴力行為 については、 「法 と証拠 に基

づ き厳正 に処分 を行 うよ う努 めて」お り、 「不十分な対応」 はない と反論 してい る'357。委

員会の指摘 と日本の反論のいずれ が 日本 の実態を反映 しているのかは、評価が分かれ よう。

しか し、少な くとも、 日本は、人種 を理 由とする暴力行為 を処罰す るべ き条約上の義務 を

負 ってお り、 これを履行す ることが求め られ る。 もしも、 この点で 「不十分な対応」がみ

られる とす るな らば、それ は条約違反の問題を生 じさせ ることになる。 「厳正に処分」す

ることが求 められ る所以である。

第2節 第4条(c)と い わ ゆ る 「石 原 発 言 」

人種差別撤廃委員会が、その 「最終所見」のなかで第4条(c)に 反す るもの とみなした、

いわゆる 「石原発言」 とは、2000年4月9日 に石原 慎太郎 ・東京都知事が、陸上 自衛隊

記念行事において述べた、次の ような発言であった。

「先程、師団長の言葉 にあ りま したが、この9月3日 に陸海空の3軍 を使 ってのこの東

京 を防衛す る、災害 を防止す る、災害を救急す る大演習をやって頂 きます。今 日の東京 を

*356CERD/C/304/Add .114,para.14.

*357「 政府 コメン ト」para .10.
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みます と、不法入 国した多 くの三国人、外国人が非常に凶悪 な犯罪を繰 り返 している。 も

はや東京の犯罪の形は過去 と違ってきた。 こ うい う状況で、す ごく大きな災害が起きた時

には大きな大きな騒擾事件す らですね想定 され る、そ うい う現状であ ります。 こうい うこ

とに対処す るためには我 々警察のカをもって も限 りがある。だか らこそ、そ うい う時に皆

さんに出動願 って、災害 の救急だけではな しに、やは り治安の維持 も1つ 皆 さんの大きな

目的 として遂行 して頂きたいとい うことを期待 してお ります。」

先に述べたよ うに、人種差別撤廃委員会は、 日本に対す る 「最終所見」のなかで 「高官

による差別 的発言及び、特に、本条約第4条(c)に 違反す る結果 として当局がとる行政

的又は法的措置の欠如や、またそのような行為が人種差別 を助長 し扇動す る意 図を有 して

い る場合にのみ処罰可能であるとする解釈 に、T.u.念を持って留意す る」 とする。 この都知

事発言 に関す る委員会 の評価である。

これ に対 して、 日本 は、 「政府 コメン ト」のなかで、第4条 は、「人種差別 の助長等の

意図を有す る行為 を対象 として締約国に一定の措置を講ず る義務を課 してお り、そのよ う

な意図を有 していない行為は、同条の対象 とはな らない と考 えている」 として、委員会の

解釈 に同意 しない とい う。

この発言 と条約第4条(c)と の関係 について は既 に別稿 で検討 し'358、また、解釈上の対

立点となっている 「助長」概念 についても本稿 で既に検討 を加えた申359。ここでは、 日本の

「政府 コメン ト」にみ られ る反論 の妥当性について補足的 に検討を加 えておこ う。次の2

点についてである。第1は 日本が 「助長」の概念に意図の要素が含まれ るとす る根拠であ

り、第2は 「認 めない」 とする義務の内容である。

1.「 助長」の概念

日本 と委員会 の主たる相違点は、第4条(c)に い うにい う人種差別 の 「助長」が、助長

の意 図の有無 に関係 な く規制 され ると解釈す るべきか(委 員会の立場)、 それ とも、その

ような意図のある場合に限って規制 されると解釈す るべ きか(日 本の立場)で ある。既 に

検討 を加 えた ところによれば、第4条(c)の 解釈上、委員会の立場 が妥当である。ただ、

日本 は、 「政府 コメン ト」のなかで、意 図の要素が必要で あるとす る解釈 の根拠 を示 して

いる。そのため、次にこの根拠 にっいて検討す る。

(1)「 政府 コメン ト」のなかで 日本は次のよ うにい う。 「第4条 柱書は、締約 国が非難すべ

き対象を、ある人種の優越性等の思想若 しくは理論に基づ く宣伝等又は人種的憎悪及び人

種差別 を正当化 し若 しくは助長す ることを企てる宣伝等に限定 してい ることか らも明 らか

なよ うに、同条は、人種差別 の助長等の意図を有す る行為を対象 として締約国に一定の措

*358村 上 正直 「人種差別撤廃条約か らみた石原発言」『世界』2000年10月 号(680号 、

岩波書店、2000年)

*359第4章 を参照。
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置を講ず る義務 を課 してお り、そのような意図を有 していない行為 は、同条の対象 とはな

らない」。 「かかる解釈 を とっている国は我が国のみではな く、例 えば英 国の1986年 の公

共秩序法第18条 第5項 には、『人種的憎悪を扇動す る意志が あった ことが証 明され なかっ

た者 は、その言葉、行動、筆記物が脅迫 的、虐待的、侮辱的であるとの意識が なくかっそ

れ に気づかなかった場 合には、本条 の下の犯罪 として有罪にはな らない。』 と規定 してい

る」。 「また、『人種主義 とメデ ィア』 に関す る共同声明(意 見 と表現 の 自由に関す る国連

特別報告者 、メデ ィアの 自由に関す るOSCE(欧 州安保協力機構)代 表及び表現の 自由に

関す るOAS(米 州機構)特 別報告者 による共同声明)の 中でも、差別的な発言 に関す る

法律は、『何人 も、差別 、敵意ない し暴力 を扇動す る意図をもって行 った ことが証 明され

なけれ ば、差別 的発言(hatespeech)の ために罰す るべ きではない。』 とされている」 と

L、う申36°。propaganda

(2)日 本の第1の 根拠 は第4条 柱書 の規定で ある。 この点に関す る 日本の説 明は明確では

ない。第4条 柱書の引用部分 のいずれに注 目しているのかが明 らかではないか らである。

しか し、それが、「人種差別 を正当化 し若 しくは助長す ることを企て る(whichattemptto

justifyorpromoteracialhatredanddisc血iination)」 にい う 「企てる」 とい う文言 に注 目す る

ものである とするな らば、その解釈 は必ず しも説得的なものではない。文言上、「企てる」

とい う言葉 から意図の要素を導 くことは可能であ ろ うか ら、その ような解釈 も不可能では

ない。 しか し、この文言 を含む柱書 の趣 旨が、そのよ うな意図を有す る行為を特 に非難す

る趣 旨の ものであ り、規制行為 を意 図を有する行為に限定す るものではない と解釈するこ

ともまた可能である。

条約起草過程をみて も、 「企てる」 とい う文言 に、規制対象を意 図を有す る行為に限定

す る意味があった ことを確認す ることはできない。 この文言は、総会第3委 員会 において

提 出された ラテン ・アメ リカ17か 国修正案(AIC3!Ll226alldCorr.1)に 由来す る。その趣

旨は、この文言がみ られ なかった人権委員会案に対 して、これを追加す ることであった。

しか し、 この修正案については、アルゼンチンが柱書に 「小 さな変更」を求めるものであ

る旨の発言を行ってい るだけであ り*361、その意図や効果は不明確 である。従 って、 この文

言 に意図の要素を必要 とす るこ とを求めるほ どの意味があったか どうかは疑問である。ま

た、 「助長」の概念 のなかには意 図の要素は含 まない とす る発言が あったことを考慮すれ

ば、起草過程 はなお さら不明確である。

そ うだ とするな らば、先に第4条(c)解 釈一般 において示 したよ うに、第4条(c)の 趣 旨

や 、第4条(b)と 第4条(c)の 文言の相違な どにみ られ る文脈 に則 した解釈 を とるべ きであ

る。

また、 日本は、inciteと い う文言 に 「扇動する」 とい う訳語を与 えている。 これ は、 日

本 の法令用語 にい う扇動 と同 じ意味であろ うか ら、 日本 はinciteと い う文言 をそのよ うな

意 味に解釈 した ことになる。 日本がinciteの 意味を 「扇動す る」の意味に解釈す る以上、

日本 としては、それを前提 として、 「助長す る」 とい う言葉を理解す る他 はない。条約起

*360「 政府 コメン ト」para.8.2001C㎜R超 ρoア'(A/56118),AnnexVII,para.9,

*361A/C .3/SR1315,para.28.
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草過程か らみても、また、解釈の合理 性の点か らみても、 「助長す る」 とい う文言は、 「扇

動」概念の何 らかの要素 を緩和するものであ り、行為者側の意図の有無 によって 「扇動」

と 「助長」を区別す ることにも理 由がある。

(3)日 本があげる第2の 根拠は他 国の立法例又はその指針 とな るべき共同声明である。 し

か し、 日本が引用す るイギ リスの1986年 の公共秩序法第18条5項 、及び 「人種主義 とメ

ディア」に関す る共同声明にみ られる規定は、いずれ も処罰 を 目的 とした規定であ り、第

4条(a)の 系列に属す る規定である。第4条(a)の 解釈においては、「十分 な考慮条項」 に

基づいて意図の要素を加 えて処罰の範囲を決定す ることは十分 に認められ る。 しか し、こ

の よ うな第4条(a)の 系列に属す る立法例及び声明をもって第4条(c)解 釈 の根拠 とす るこ

とはできない。両者 の趣 旨は異なるからである。

(4)以 上のよ うに、 日本があげる根拠 によって、第4条(c)の 規制対象 を意図を有す る行為

に限定す ることには理由がない。従 って、'第4条(c)に お ける 「助長 し」 とい う文言 に関

す る限 り、委員会解釈が正 当である。

2.「 認 めない」の意義

「石原発言」が条約第4条(c)の 規制対象 とな る発言である とすれ ば、 日本は、これ を

「認 めない」義務 を負 う。この点に関 し、 日本は、「政府 コメン ト」のなかで、「第4条(c)

については、締約 国が とるべ き具体的な措置 につ いて何 ら規定 されていないことか ら、各

締約国の合理的な裁量に委ね られ ているもの と解 され る」 とす る*362。

この解釈は必ず しも誤 りではない。問題は 「合理的な裁量」 とは何か、 とい うことであ

る。少 な くとも、第4条(c)の 実施 に関 して何 らの行動 もとる必要はない ととい うことに

はな らない。この点については、既 に述べたよ うに、最小 限の義務 として、関係公務員 の

教育 ・訓練措置、及び、公権力に よる人種差別誘発行為がみ られ た揚合 に、それが条約 の

規制対象 となる行為であ り、当該行為か ら生 じた偏見な どを積極 的に払拭す るなどの行動

が求 め られ ると解釈 されるべ きである。委員会が、 日本 に対 して、「将来かかる事態を防

止す るために適切な措置」を とること、また、「また本条約第7条 に従い、人種差別につ

ながる偏見 と戦 うとの観点か ら、特 に公務員 、法執行官、及び行政官に対 し、適切な訓練

を施す よ う要求」 してい るこL・363は、 このような意味で妥当な要求で ある と考えるこ と

ができる。

別稿で述べたよ うに、 「石原発言」 は第4条(c)に い う 「人種差別を助長」するものであ

る。 しか し、 日本は、「石原発 言」について、それが誤 りであることを公式 に表明 した こ

とはない。 また、「石原発言」が生 じさせた可能性 のある偏見や敵意 を積極 的に解消す る

努 力 を行 ってはいない。従 って、 日本は、条約第4条(c)に 違反 してお り、現在 もこの条

約違反は解除されていない と結論す ることができ る。

*362「 政府 コメン ト」para.5(1).

*363CERD/C/304/Add .114,para.13.
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終章

今後の課題
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以上、人種差別撤廃条約の主要 な実体規定、特 に 日本 との関係が深い条約第 ユ条、第2

条1項(d)、 及び第4条 を中心に、その解釈 を試み、それを前提 として 日本 の現状 につい

て一定の評価を加 えた。 ここでは、そのそれ ぞれの結論を再録す るとともに、今後 の課題

を指摘 して、本稿の結び としたい。

1.条 約の適用範 囲

条約の適用範囲をめぐる問題については、特 に 「世系(descent)」 とい う文言につ いて

検討 を加えた。その結果、 この文言によってイン ド社会 にみ られ るカース ト差別及び 日本

社会にみ られ る部落差別 を条約 の適用対象 とす ることは、類似 の状況 にある者 に等 しく保

護 を及ぼすメ リッ トがあ り、また、 このよ うに解 して も、descentと い う言葉 の意味を逸

脱することにもな らず、特段の不都合が生 じることもない。

より一般的にいえば、人種差別撤廃条約第1条1項 が定めるdescentと い う文言は、出

生によってその地位が決定 され る、法上又は事実上の身分階層制を含む。他の人権条約が

定める差別禁止事 由 との関係でいえば、descentと い う文言は、「社会的出身(socialorigin)」

や 「出生(birth)」 な どに相当す る意味を ももつ。

従 って、条約起草過程 を根拠 として、 「過去の世代 における人種若 しくは皮膚 の色又 は

過去の世代にお ける民族 的若 しくは種族的出身 に着 目した概念 を表す ものであ り、社会的

出身に着 目した概念 を表す ものとは解 されない」 とする 日本の解釈 は、妥当ではない。そ

れ故、 日本 は、部落差別 を人種差別撤廃条約 の適用対象 と認 め、部落差別 の解消に向けて

条約 の規定及び精神に従 った施策 を積極的に とらなけれ ばな らない。

2。 私人間の人種差別の規制義務

(1)条約第2条1項(d)に ついては、その主要な解釈問題 を検討 した。その結果 、次のよ う

な結論 を得た。 ①第2条1項(d)は 、禁止義務 と終了義務の2つ の義務 を課 している。②

終了義務は、教育 ・啓発 などの方法を含むあ らゆる手段 によって、人種差別 の終了に向け

た努力を行 うべき義務で ある。③禁止義務 は、私的人種差別の実行者に対 して、少な くと

も民事上の制裁 を科す ことを内容 とす るものであ り、これ は即時に実施 され るべき義務で

ある。④禁止義務の履行のために立法措置 をとることが求 められるか否かを決す る主たる

基準は、締約 国内に継 続的かつ相当の規模で私的人種差別が存在す るか否かである。⑤私

的人種差別 の規制にあたっては、問題 となる権利 の性質や内容、国家 における私的人種差

別 の規模、取扱いの差異 の社会的影響 などに応 じて、一定範囲の例外 を設けることがで き

る。

このよ うな解釈か らみれば、条約 の禁止義務 と立法措置 とを連動させ、また、立法措置

を とる条件 として、かか る措置をとる必要性 と適 当性の2段 階に及ぶ締約 国の裁量を認 め

る 日本の解釈 は、妥当ではないとい うことになる。

(2)次 いで、 日本 における私的人種差別 の禁止 をめぐる現状を検討 し、その結果、次のよ

うな結論を得た。① 日本 の現行法令においては、包括的な私的人種差別禁止法 といった立

法は存在せず、特 に、入居や雇用、婚姻 とい った私的差別 が生 じやすい分野では啓発 ・指
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導措置や裁判所による個別救済な どに委ね られている。②裁判所 による救済は、一定 の有

効性をもち得 るものの、過去の裁判例は必ず しも条約の要請に従 った判断を行 ってきてい

る とはい えず、また、将来的にそれが行 われる保障もない。③ 日本には、私的人種差別が

継続的に相当規模 で発 生 していると推定でき、この状況に鑑みれば、裁判所に よる個別救

済 には限界がある。④そのよ うな状況は、条約上、立法措置が必要な揚合 にあたる。

従 って、前記の 日本 の解釈 が条約解釈 として問題 があるとともに、 「人種差別禁止法等

の立法措置が必要 であるとは考 えてない」 とす る 目本の現状認識 は説得力がない。

3.人 種主義的表現 ・団体の規制義務

(1)第4条 にっいては、第4条(a)及 び(b)と 、第4条(c)と がその趣 旨 ・目的を異にす るこ

とを指摘 した後、それぞれ について個別に検討を加 えた。まず、第4条(a)及 び(b)の 解釈

問題については、次 のよ うな結論 を得た。①締約国は、第4条(a)及 び(b)を カ ヴァーする

法令をすでに有 してい る揚合を除き、第4条 を実施す るた めの刑事 法令 の制定又 はその改

正 を、即時に行 うことが求められ る。②処罰 と禁止の範 囲は第4条(a)及 び(b)が 明記する

通 りであって、国内の人種差別 に関す る客観的状況又は表現 ・結社の 自由(「 十分 な考慮

条項」)を 援用す ることによって、その実施の範 囲を自由に決定す ることはで きない。③

しか し、第4条(a)及 び(b)の 処罰 と禁止の対象を確定す るに際 して、国内の状況や 表現 ・

結社 の 自由(「 十分な考慮条項」)を 援用す るこ とによって、その対象 に一定 の限定 を加

えることはできる。

また、第4条(c)に ついては、次の結論を得た。①第4条(c)は 、公権力 の行為をできる

だけ広範に規制す ることをその趣 旨とす る。②incite及 びpromoteは 、それ ぞれ 日本の公

定訳の通 り、「扇動」及 び 「助長」 と訳 出す ることが妥当であ り、 とりわけ 「助長」 は、

行為者 の側 に人種差別 を誘発 させ ようとす る意図が存在 しない場合であっても、その発言

の客観的な性格上、 これ を誘発 させ る可能性があるときには、条約の規制の対象 となる。

③ 「認めない」義務 とは、関係公務員 に対す る教育 ・訓練措置 を通 じて第4条(c)が 規制

す る行為を生 じさせないよ う防止す る義務 と、そのような行為が生 じた場合には、その 旨

を公式に宣言 し、かか る行為 の結果 として生ずる偏見や敵意な どを積極 的に払拭す るた め

の措置をとる義務が含 まれ る。

(2)次 いで、第4条(a)及 び(b)に ついて 日本の留保を検討 し、その結果、次の結論を得た。

① 日本の現行法体制 と、条約及び委員会の立場は基本的 レヴェルにおいて対立す るか ら、

日本の留保は当然 に付すべきものである。② 日本 の留保は条約の趣 旨 ・目的 と両立 し、法

的に有効であるか ら、日本 の留保には問題はない。③ しか し、留保 を付 した 日本 としては、

それ故に同条 の精神 を体現 した措置を積極的に とり、また、留保 の対象外である義務 につ

いては条約 上の義務の履行 として当然 に積極的にこれを実施 しなければな らない。

第4条(c)に ついては、「石原発言」 との関連 で、特 に、人種差別撤廃委員会の 「最終所

見」 に対す る日本 の反論 について検討 を加 え、その結果、① 日本 の反論 には理 由がない こ

と、② 「石原発言」 は条約第4条(c)の 規制対象 とな る行為であ り、 日本は これ を 「認 め

ない」義務を負 うにもかかわ らず、 これを履行 していないことを指摘 した。
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4.今 後の課題

(1)人 種差別撤廃委員会の 「最終所見」は、 日本 におけ る人種差別撤廃条約の実施をめぐ

って多数 の問題点を指摘 し、 日本における人種差別の撤廃に向けた多 くの課題 を提起 して

いる。 これ らは、すべて重要である。その若干の問題 について第5章 で簡 単に検討 した限

りにおいて も、委員会の指摘 は傾聴に値する。

しか し、現在の 日本において、条約 を実現する制度、及びその実際の運用のそれ ぞれに

っいて、早急 に実現 され る課題 を1つ ずっあげるな らば、それは、包括的 な私的人種差別

の禁止法の制定 と、関係公務員 に対す る積極 的な条約周知 の努力であると考える。

(2)まず 、前者 にっいてい えば、公権力による直接的な人種差別 行為の規制は、憲法第14

条を頂点 とした各種法令によって法制度的には確保 され ている と考えることができる。 し

か し、現在 の 日本 の法令 における最大の問題 は、私的人種差別を包括的 に規制する法的枠

組み、特に、最 も基本的な人種差別禁止法を欠いている ことである。条約の規定 と、.現行

法制度上の乖離が最も著 しい分野である。 このことは、 しば しば指摘 した私的人種差別の

発生状況が現在なお深刻な問題を生 じさせてい ることか らみれば、なお さらそ うである。

この点で、政府が国会に提 出した 「人権擁護法案」第3条 の規定は注 目に値す る。 同条

は、 「何人 も、他人 に対 し、次に掲げる行為その他の人権侵 害を してはな らない」 とし、

そ の1項1号(ロ)に おいて、 「業 として対価 を得て、物品 、不動産、権利又 は役務を提供

す る物 としての立場 において人種等を理 由としてす る不 当な差別的取扱い」 を、同号(ハ)

において、 「事業主 としての立場において労働者 の採用又 は労働条件 その他 の労働関係に

関す る事項 について人種等 を理 由としてす る不当な差別 的取扱い」 をそれぞれ規定する。

この規定の法的性格及びその内容 はなお不分明であるが、仮 にこれが禁止規定 としての意

義 をもっものであれば、入居や入店、雇用 といった分野 にお ける人種差別 の禁止 の点で従

来 の 日本の法制度 にはなかった新 たな展 開とみ ることができる。

しか し、他方で、仮にこれが禁止規定 の意味をもっ としても、この規定 には多 くの疑問

や問題 が含 まれているよ うに思われ る。 とりわけ、 この ような一般的規定 と従来の法体系

との整合性や、その実際の問題解決能力の点では疑問な しとは しない。

す なわち、まず 、この規定が、私的 自治や契約 自由の原則 、私的財産権、営業の自由、

結社 の 自由 といった原理 ・原則 と、私人間の平等権 との慎重 な価値評価や利益衡量を経て

提案 されるに至った ものかど うかについて疑問がある。 この規定は、従来の法務省案には

なかった規定であ り、その最終案の段 階で唐突に出現 したもの とされるか らである。また、

このよ うな一般的規定にっいては、財産権や結社 の自由な どの制約 の点で憲法 との整合性

も問題 とな り得 る。

また、その実際の問題解決能力 については、この規定が一般的 ・包括的にす ぎ、個々の

分野における、原則に対す る例外 をいかなる範囲において認めるかとい う問題 にまった く

回答を与えていないことが危惧 される。例えば、 この規定は、 日本においては、先にみた

オース トラ リアの 「人種差別法」が認 めるよ うな例外を一切認めない とい う趣 旨なのか ど

うか、また、 このような規定を設け、かっ例外 を認 めない ことにっいて 「事業主」 のおお

かたの理解 を得 ているのか どうか。 もしも、 この ような点についての検討や議論が不十分

であるので あれ ば、現場 に混乱を もた らすおそれ がある。
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む しろ、望ま しい方 向は、 日本の実情 に即 して、慎重で広範な議論 を行 いっっ、早期に

包括的な人種差別禁止法 を制定す るとい うことであろ う。

(3)次 に、法制度 の実際の運用の側面において、関係公務員の教育 ・訓練 の措置が不可欠

で ある。人種差別撤廃条約 をはL"め とす る人権条約や、 さらには国e.r.法一般 に関す る関係

公 務員 の理解は不十分 である。特 に、法的問題 に最終的解決をもた らす役割 をもっ裁判官

に対す る条約の周知徹底 が必要で ある。 このことは、私的人種差別事例 における説得力 を

欠 く判決をみれば明 らかであろ う。

逆に、裁判所、特に最高裁判所 レヴェル において、人権条約の趣 旨を熟知 し、国内法の

問題点を人権条約 によって解決す る用意 のある裁 判官が複数存在す るな らば、 日本 にお け

る人権条約 の活用 は活性化す るで あろ う。実際に、カナダやオース トラ リアにおいては、

人権条約の活用が連邦最 高裁の主導によってな され、一定の成果をあげ、また、あげてい

る とい う実例が ある"364。

(4)以 上のよ うに して、今後 の課題 として最優 先で取 り組 まれ るべ きは、包括的 な人種差

別禁止法の制定 と、裁判官を含む 関係公務員の教育 ・訓練である。 もとよ り、それ にあわ

せ て、人種差別撤廃員会が指摘 した諸課題 を着実 に解決す る努力を積 み重ねることが必要

であることはい うまで もない。

*364そ の一端 については、村上 正直 「オース トラ リアに対す る人権条約の影響一同国裁

判所の動向を中心に一」『国際法外交雑誌』第98巻1・2合 併号(1999年)、 同 「カナダの

出入国管理行政 における子 どもの利益の考慮の一端一カナ ダ連邦最高裁判所Baker判 決 を

中心に一」藤 田 久一 ・松井 芳郎 ・坂元 茂樹編 『人権法 と人道法の新世紀』(東信堂、2001

年)を 参照。
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資料1人 種差別撤廃条約公定訳

この条約 の締約国は、

国際連合憲章がすべての人間に固有の尊厳及び平等の原則に基礎 を置いてい ること並び

にすべての加盟国が、人種、性、言語又は宗教による差別 のないすべての者 のための人権

及び基本的 自由の普遍 的な尊重及び遵守を助長 し及び奨励する とい う国際連合の 目的の一

を達成す るために、国際連合 と協力 して共同及び個別 の行動を とることを誓約 した ことを

考慮 し、

世界人権宣言が、すべての人間 は生まれなが らに して 自由であ り、かっ、尊厳及び権利

にっいて平等であること並びにすべての人がいかなる差別 をも、特に人種、皮膚の色又は

国民的出身 による差別 を受 けるこ となく同宣言に掲 げるすべての権利及び 自由を享有す る

こ とができることを宣明 していることを考慮 し、

すべての人間が法律の前 に平等であ り、いかなる差別 に対 して も、また、いかなる差別

の扇 動に対 して も法律に よる平等 の保護 を受ける権利を有するこ とを考慮 し、

国際連合が植民地主義並びにこれに伴 う隔離及び差別 のあらゆる慣行(い かなる形態で

あるかいかなる場所 に存在す るか を問わない。)を 非難 してきたこ と並びに1960年12月

14日 の植 民地及びその人民に対す る独立の付与に関す る宣言(国 際連合総会決議第1514

号(第15回 会期))が これ らを速やかにかつ無条件 に終了 させ る必要性 を確認 し及び厳粛

に宣 明した ことを考慮 し、

1963年11月20日 のあらゆる形態 の人種 差別の撤廃 に関す る国際連合宣言(国 際連合

総会決議第1904号(第18回 会期))が 、あ らゆる形態及び表現に よる人種差別 を全世界

か ら速や かに撤廃 し並び に人間の尊厳 に対す る理解及び尊重を確保す る必要性 を厳粛に確

認 していることを考慮 し、

人種的相違に基づく優越性 のいかなる理論 も科学的に誤 りであ り、道徳的に非難 され る

べ きであ り及び社会的に不正かっ危険であること並びに理論上又は実際上、いかなる場所

において も、人種差別 を正 当化す るこ とはできないことを確信 し、

人種、皮膚の色又は種族的出身を理由とす る人間の差別が諸国間の友好的かつ平和的な

関係 に対する障害となること並びに諸国民の問の平和及び安全並びに同一の国家内に共存

している人々の調和をも害するおそれがあることを再確認 し、

人種に基づ く障壁の存在がいかなる人間社 会の理想 にも反す ることを確信 し、
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世界のい くつかの地域 において雁 潮1」が依然 として存在 していること及び人種的靆

又は憎悪 に基づ く政府の政策(ア パル トヘイ ト、隔離又 は分離の政策等)が とられてい る

ことを危険 な事態 として受 けとめ、

あらゆる形態及び表現に よる人種差別 を速やかに撤廃す るために必要なすべての措置 を

とること並びに人種 間の理解を促進 し、いかなる形態の人種隔離及び人種差別 もない国際

社会 を建設す るた め、人種主義に基づ く理論及び慣行を防止 し並び にこれ らと戦 うことを

決意 し、

1958年 に国際労働機 関が採択 した雇服 び鰈 についての差別 に関する条約及び196・

年 に国際連合教育科 学文化機 関が採択 した教 育にお ける差別 の防止 に関す る条約 に留意

し、

あ らゆる形態の人種差別の撤廃 に関する国際連合宣言 に具現 された原則 を実現す ること

及び このための実際的な措置を最 も早い時期に とることを確保す ることを希望 して、

次の とお り協定 した。

第1部

第1条

1こ の条約 において、「人種差別」 とは、人種、皮膚の色、世 系又 は民族的若 しくは種

族的出身 に基づ くあらゆる区別 、排除、制限又 は優先であって、政治的、経済的、社会的、

文化的その他のあらゆる公 的生活 の分野における平等の立揚での人権及び基本的 自由を認

識 し、享有 し又は行使す ることを妨げ又 は害す る目的又は効果 を有す るものをい う。

2こ の条約 は、締約国が市民 と市民でない者 との間に設ける区別、排除、制限又は優先

について は、適用 しない。

3こ の条約のいかなる規定も、国籍 、市民権又 は帰化 に関す る締約国の法規 に何 ら影響

を及ぼす ものと解 してはならない。ただ し、これ らに関す る法規 は、いかなる特定 の民族

に対 して も差別を設 けていないことを条件 とする。

4人 権及び基本 的 自由の平等 な享有又は行使を確保す るため、保護 を必要 としている特

定の人種若 しくは種族 の集 団又 は個人の適切な進歩を確保す るこ とのみを 目的 として、必

要 に応 じて とられ る特別措置は、人種差別 とみなさない。ただ し、この特別措置は、そ の

結果 として、異なる人種 の集団に対 して別個の権利を維持す ることとなってはな らず 、ま
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た、その 目的が達成 された後は継続 してはな らない。

第2条

1締 約国 は、人種差別 を非難 し、また、あ らゆる形態 の人種差別 を撤廃す る政策及びあ

らゆる人種間の理解 を促進す る政策をすべての適 当な方法によ り遅滞な くとることを約束

す る。 このため、

(a)各 締約国は、個人、集 団又は団体に対す る人権差別の行為又 は慣行に従事 しないこ

と並び に国及び地方 のすべての公 の当局及び機 関がこの義務に従 って行動す るよう確保す

ることを約束す る。

(b)各 締約国は、いかな る個人又 は団体 による人種差別 も後援せず、擁護せず又は支持

しない ことを約束す る。

(c)各 締約 国は、政府(国 及び地方)の 政策 を再検討 し及 び人種差別 を生 じさせ又 は永

続化 させ る効果を有す るいかなる法令 も改正 し、廃止 し又は無効 にす るために効果的な措

置を とる。

(d)各 締約 国は、すべての適 当な方法(状 況に より必要 とされ る ときは、立法を含む。)

によ り、いかなる個人、集 団又 は団体 による人種差別 も禁止 し、終了 させ る。

(e)各 締約 国は、適当な ときは、人種 間の融和 を 目的 とし、かっ、複数の人種で構成 さ

れ る団体及 び運動 を支援 し並びに人種間の障壁を撤廃す る他の方法を奨励 すること並びに

人種間の分 断を強化す るよ うないかなる動き も抑制することを約束す る。

2締 約国は、状況 により正当とされ る場合 には、特定の人種 の集 団又 はこれ に属する個

人に対 し人権及 び基本的 自由の十分かつ平等な享有を保障するため、社会的、経済的、文

化的その他 の分 野において、当該人種の集団又は個人の適切な発展及び保護を確保するた

めの特別 かつ具体 的な措置をとる。この措置は、いかなる揚合 においても、その 目的が達

成 された後、その結果 として、異なる人種の集団に対 して不平等な又は別個 の権利を維持

す ることとなってはな らない。

第3条

締約国は、特 に、人種隔離及びアパル トヘイ トを非難 し、また、 自国の管轄の下にある

領域 におけるこの種のすべての慣行を防止 し、禁止 し及び根絶することを約束する。
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第4条

締約国は、一の人種の優越性若 しくは一の皮膚 の色若 しくは種族的出身の人の集 団の優

越性 の思想若 しくは理論 に基づ くあらゆる宣伝及び団体又は人種 的憎悪及び人種差別(形

態 のいかんを問わない。)を 正 当化 し若 しくは助長す ることを企 てるあ らゆる宣伝及び団

体を非難 し、また、このよ うな差別 のあ らゆる扇動又は行為を根絶するこ とを 目的 とす る

迅速 かっ積極的な措置を とることを約束する。 このため、締約国は、世界人権 宣言に具現

され た原則及び次条 に明示的 に定 める権利 に十分 な考慮を払って、特に次 のことを行 う。

(a)人 種 的優越又は憎悪 に基づ く思想の あらゆる流布、人種差別 の扇動 、いかなる人種

若 しくは皮膚の色若 しくは種族的出身を異にす る人の集団に対す るものであるかを問わず

すべての暴力行為又はその行為の扇動及び人種主義に基づ く活動 に対す る資金援助 を含む

いかな る援助の提供 も、法律で処罰すべき犯罪で あるこ とを宣言すること。

(b)人 種差別 を助長 し及び扇動す る団体及び組織 的宣伝活動その他 のすべての宣伝 活動

を違法で ある として禁止す るもの とし、 このような団体又は活動への参加 が法律で処罰す

べ き犯罪であることを認 めること。

(c)国 又は地方の公 の当局又は機 関が人種差別 を助長 し又は扇動す るこ とを認 めない こ

と。

第5条

第2条 に定める基本的義務 に従い、締約 国は、特に次の権利 の享有に当た り、あらゆる

形態の人種差別を禁止 し及び撤廃すること並びに人種 、皮膚の色又は民族的若 しくは種族

的 出身による差別 なしに、すべての者が法律の前 に平等であるとい う権利 を保障す るこ と

を約束す る。

(a)裁 判所その他 のすべ ての裁 判及び審判 を行 う機 関の前での平等 な取扱 いにっいての

権利

(b)暴 力又 は傷害(公 務 員に よって加 え られ るものであるかいかなる個人、集 団又は団

体 によって加 えられ るものであるかを問わない。)に 対する身体 の安全及び国家 による保

護 についての権利

(c)政 治的権利 、特 に普通かつ平等の選挙権に基づ く選挙 に投票及び立候 補によって参

加 し、国政及びすべての段階にお ける政治 に参与 し並びに公務 に平等に携わる権利

(d)他 の市民的権利 、特 に、

(i)国 境 内にお ける移動及び居住の 自由についての権利

(ii)い ずれの国(自 国 を含む。)か らも離れ及び 自国に戻 る権利

(iii)国 籍についての権利

(iv)婚 姻及び配偶者の選択 についての権利
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(v)単 独で及び他 の者 と共同 して財産 を所有する権利

(vi)相 続す る権利

(vii)思 想 、良心及び宗教の 自由についての権利

(viii)意 見及び表現の自由についての権利

(ix)平 和 的な集会及び結社の 自由にっいての権利

(e)経 済的、社会的及び文化 的権利 、特に、

(1)労 働 、職 業の 自由な選択、公正 かつ良好な労働条件、失業に対す る保護、同一の労

働についての同一報酬及び公正かっ良好 な報酬にっいての権利

(ii)労 働組合 を結成 し及び これ に加入す る権利

(iii)住 居についての権利

(iv)公 衆 の健康、医療、社会保 障及び社会的サー ビスについての権利

(v)教 育及び訓練についての権利

(vi)文 化的な活動への平等な参加 についての権利

(f)輸 送機関、ホテル、飲食店、喫茶店、劇場、公園等一般公 衆の使 用を 目的 とす るあ

らゆる場所又はサー ビスを利用す る権利

第6条

締約国は、自国の管轄の下にあるすべての者に対し、権限のある自国の裁判所及び他の

国家機関を通 じて、この条約に反して人権及び基本的自由を侵害するあらゆる人種差別の

行為に対する効果的な保護及び救済措置を確保し、並びにその差別の結果として被ったあ

らゆる損害に対 し、公正かつ適正な賠償又は救済を当該裁判所に求める権利を確保する。

第7条

締約 国は、人種差別につながる偏見 と戦い、諸国民の問及び人種又は種族の集団の間の

理解、寛容及び友好を促進 し並びに国際連合憲章、世界人権宣言、あらゆる形態 の人種差

別 の撤廃 に関す る国際連合宣言及びこの条約の 目的及び原則 を普及 させ るため、特 に教授、

教育、文化及び情報の分野において、迅速かつ効果的な措置 をとることを約束す る。

第2部

第8条

1締 約国によ り締約 国の国民の中か ら選出 され る徳望が高 く、かつ、公平 と認 め られ る

18人 の専門家で構成す る人種差別 の撤廃に関す る委員会(以 下 「委員会」 とい う。)を 設

置す る。委員会の委員は、個人の資格で職務 を遂行す る。その選 出に当たっては、委員 の

配分 が地理的に衡 平に行われ るこ と並びに異なる文明形態及び主要な法体系が代表 され る

ことを考慮に入れ る。
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2委 員会の委員は、締綱 により指名 された者の名簿の中から鞭 投票によ腿 出され

る。各締約国は、自国民の中から一人を指名することができる。

3委 員会の委員の最初の選挙は、この条約の効 発生の日の後6餬 を経過 した時に行

う.国 髄 合輜 総長は、委員会の委員の選挙の日の遅くとも3餬 前までに・繖 副 こ

対 し、自国が撚 する者の氏名をF_9以 内}・攤 するよう書簡で鸚 する・同事灘 芒

は、指名 され瀦 のアルファベ ッ トII頂による構(こ れ らの者を指名 し瀦 約国名 をT

した名簿 とする。)を 作成 し、締約 国に送付す る。

4委 員会の委員の選挙 は、国腱 合輜 総長によ り鴎 連合本部に招集 され る締約国の

会合において行 う.こ の会合は、締綱 の3分 の2を もって齪 数 とす る・この会創 こお

いては、出席 しかつ投票す る締約国の代表 によって投 じられた票 の最多数で、かっ、過 半

数の票 を得た指名 された者をもって委員会 に選 出された委員 とす る。

5(、)委 員会 の委員は、 ・年 の任期で選 出され る.た だ し・最初 の選挙 において選出 さ

れた委員の うち9人 の委員 の任期は、2年 で終了す るものとし・これ らの9人 の委員は・

最初の選挙 の後直 ちに、委員会の委員長 によりくじ引きで選ばれ る。

(b)締 綱 は、 自国の専門家が委員会 の委員 としての黼 を遂行す るこ とができな く

なった駘 には、その空席 を補充す るた め、委員会の承認 を条件 として 魍 民の中から他

の専門家 を任命す る。

6締 約国は、委員会の委員が委員会の任務を遂行 してい る間、当該委員 に係 る経費にっ

いて責任を負 う。

第9条

1締 約国は、次の場合 に、この条約の諸規定の実現のためにとった立法上、司法上、行

政上その他の措置 に関す る報告 を、委員会による検討のため・国際齢 事灘 長に黜 す

ることを約束す る。

(a)当 該締約 国について この条約が効力 を生ず る時か ら1年 以 内

(b)そ の後は2年 ごとに、更には委員会が要請す るとき。

委員会は、追加の情報を締約国に要請す ることができる。

2委 員会 は、そ唖 動 につ き国驩 合輜 総長 を通 じて毎年国際連舗 会に黠 す るも

の とし、また、締綱 か ら得た報告及び情報の検討に基づ く提案及び搬 的な性格 を有す

る勧告を行 うことができる.こ れ らの提案及び一般的な性格を有す る勧告は・締繩 力ち

意見がある揚合 にはその意見 と共に、総会 に報告する。
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第10条

1委 員会 は、手続規則 を採択す る。

2委 員会は、役員を2年 の任期で選出する。

3委 員会の事務局は、国際連合事務総長が提供す る。

4委 員会 の会合は、原則 として、国際連合本部において開催す る。

第ll条

1締 約国は、他 の締約国が この条約の諸規定を実現 していない と認める場合には、その

事案 にっき委員会 の注意 を喚起す ることができる。委員会は、その通知 を関係締約国に送

付す る。 当該通知 を受領す る国は、3箇 月以内に、当該事案について及び、当該国が とっ

た救済措置がある場合には、当該救済措置 についての書 面による説明又 は声明を委員会 に

提出す る。

2最 初の通知の受領の後6箇 月 以内に当該事案が二国間交渉又 は当事国に とって可能 な

他のいかな る手続によって も当事 国の双方の満足するよ うに調整 されない場合 には、いず

れ の一方の締約 国も、委員会及び他方の締約国に通告す ることによ り当該事案 を再び委員

会 に付託す る権利 を有す る。

3委 員会 は、2の 規定 によ り委員会に付託 された事案 について利用 し得るすべての国内

的な救済措置が とられかっ尽 くされたことを確認 した後 に、一般的に認 められた国際法の

原則に従って、当該事案 を取 り扱 う。ただ し、救済措置 の実施が不当に遅延す る場合は、

この限 りでない。

4委 員会 は、付託 されたいずれの事案 についても、関係締約国に対 し、他 のあらゆる関

連情報を提 供するよ う要請することができる。

5こ の条の規定か ら生ず るいずれかの事案 が委員会に より検討 されている場合には、関

係 締約国は、当該事案 が検討 されている問、投票権 なしで委員会の議事に参加す る代表 を

派遣す る権利を有す る。

第12条

1(a)委 員長 は、委員会 が必要 と認 めるすべての情報を入手 し、かつ、取 りま とめた後 、

5人 の者(委 員会の委員 であるか否 かを問わない。)か ら成る特別調停委員会(以 下 「調

停 委員会」 とい う。)を 設置す る。調停委員会の委員は、すべての紛争当事 国の同意を得
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て任命す るもの とし、調停委員会 は、 この条約の尊重を基礎 として事案 を友好的 に解決す

るため、関係国に対 してあっせんを行 う。

(b)調 停委員会の構成について3箇 月以 内に紛争当事 国が合意に達 しない場合には、

合意が得 られない調停委員会 の委員については、委員会の秘密投票 によ り、3分 の2以 上

の多数 による議決で、委員会 の委員の中か ら選 出す る。

2調 停委員会 の委員は、個人の資格で、職務を遂行す る。委員は、紛争 当事国の国民又

はこの条約 の締約国でない国の国民であってはな らない。

3調 停委員会は、委員長を選出 し、及び手続規則 を採択す る。

4調 停委員会の会合は、原則 として、国際連合本部又は調停委員会が決定する他 の適 当

な場所において開催す る。

5第10条3の 規定 により提供 され る事務局は、締約国間の紛争のために調停委員会が

設 け られた揚合 には、調停委員会 に対 して も役務 を提供す る。

6紛 争当事国は、国際連合事務総長が作成す る見積 りに従って、調停委員会 の委員 に係

るすべての経費を平等に分担す る。

7国 際連合事務総長は、必要な ときは、6の 規定による紛争当事国の経費の分担に先 立

って調停委員会 の委員の経費 を支払 う権 限を有す る。

8委 員会が入手 し、かっ、取 りま とめる情報は、調停委員会の利用に供 しなけれ ばな ら

ず 、また、調停委員会は、関係国に対 し、他のあらゆる関連情報を提供す るよう要請す る

ことができる。

第13条

1調 停委員会は、事案 を十分に検討 した後、当事国間の係争問題 に係 るすべての事実 関

係 にっいて の調査結果を記載 し、かっ、紛争の友好的な解決のために適 当と認 める勧告 を

付 した報告 を作成 し、委員会 の委員長 に提 出す る。

2委 員会 の委員長は、調停委員会の報告を各紛争当事 国に通知す る。 これ らの紛争当事

国 は、3箇 月以内に、委員会の委員長 に対 し、調停委員会 の報告に付 されている勧告を受

諾す るか否 かを通知する。

3委 員会の委員長は、2に 定 める期間の後、調停委員会の報告及び関係締約国の意図 の

表明を、他 の締約国に通知する。
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第14条

1締 約国は、 この条約 に定 めるいずれかの権利 の当該締約 国に よる侵 害の被害者である

と主張す る当該締約国の管轄 の下にある個人又は集団か らの通報を、委員会が受理 しかつ

検討す る権 限を有す ることを認 める旨を、いつで も宣言す ることができる。委員会は、宣

言 を行っていない締約国についての通報 を受理 してはな らない。

21に 規定す る宣言 を行 う締約 国は、その管轄の下にある個人又は集 団であって、 この

条約 に定めるいずれかの権利 の侵害 の被害者 であると主張 し、かつ、他 の利用 し得 る国内

的な救済措置 を尽 くした ものか らの請願 を受理 しかつ検討す る権 限を有す る機関を、国内

の法制度の枠内に設置 し又 は指定す ることができる。

31の 規定に基づいて行われた宣言及び2の 規定に基づいて設置 され又は指定 され る機

関の名称は、関係締約国が国際連合事務総長 に寄託す るもの とし、同事務総長は、その写

しを他 の締約国に送付す る。宣言 は、同事務総長に対す る通告に よりいつでも撤回す るこ

とができる。ただ し、その撤 回は、委員会で検討 中め通報 に影響を及ぼす ものではない。

42の 規定に基づいて設置 され又は指定 され る機 関は、請願 の登録簿を保管す るもの と

し、登録簿の証明 された謄本は、その内容が公 開されない との了解 の下に、適 当な経路を

通 じて毎年国際連合事務総長に提出す る。

5請 願者は、2の 規定に基づいて設置 され又は指定される機 関か ら満足な結果が得 られ

ない場合 には、そ の事案を6箇 月以内に委員会に通報す る権利 を有す る。

6(a)委 員会 は、付託 されたいずれの通報 にっいても、 この条約 のいずれかの規定に違

反 している と申し立て られている締約 国の注意を内密 に喚起す る。ただ し、関係のある個

人又は集団の身元関係事項は、当該個人又は集団の明示 の同意な しに明 らかに してはな ら

ない。委員会 は、匿名の通報 を受領 してはな らない。

(b)注 意 を喚起 された国は、3箇 月以 内に、当該事案 について及び、当該国が とった

救 済措置がある場合 には、当該救済措置 についての書面 による説明又は声明を委員会 に提

出す る。

7(a)委 員会 は、関係締約国及び請願者 によ り委員会の利用に供 されたすべての情報 に

照 らして通報を検討する。委員会は、請願者が利用 し得 るすべての国内的な救済措置 を尽

くしたことを確認 しない限 り、請願者 か らのいかなる通報 も検討 してはな らない。ただ し、

救済措置の実施 が不 当に遅延する場合は、 この限 りでない。

(b)委 員会 は、提案及び勧告をす る揚合には、 これ らを関係締約国及び請願者に送付

す る。

8委 員会は、通報 の概要並びに、適 当な ときは、関係締約国の書面による説明及び声 明
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の概要並び に当該委員会の提案及び勧告の概要を、その年次報告 に記載す る。

9委 員会は、少なくとも10の 締約国が1の 規定に基づいて行 った宣言に拘束 される場

合 にのみ、 この条に規定す る任務を遂行す る権 限を有す る。

第15条

1こ の条約の規定は、1960年12月14日 の植 民地及びその人民に対す る独立の付与に

関す る宣言(鴎 齢 総会決諜1514号(第15回 会期))の 目的が達成 され るまでの間・

他 の国際文書又は国髄 合及びその軒 弓機 関に より当該人民に付与 された請願の権利 を何

ら制 限するものではない。

2(a)国 際連合 の諸機 関が、信託統治地域及び非 自治地域並びに国際連合総会決議 第1514

号(第15回 会期)が 適用 され る他のすべての地域の住民か らの請願であって、この条約

の対象 とす る事項 に関連す るものを検討す るに当たって、この条約 の原則及び 目的 に直接

関連す る事項を取 り扱 ってい る場合には、第8条1の 規定に基づいて設置 され る委員会は、

当該請願の写 しを受領 し、 これ らの機 関に対 し、当該請願に関す る意見の表 明及び勧告を

提 出す る。

(b)委 員会 は、(a)に 規定す る地域 内において施政国により適用 され るこの条約 の原

則及び 目的 に直接 関連す る立法上、司法上、行政上その他 の措置についての報告の写 しを

国際連合の権限のある機 関から受領 し、 これ らの機関に対 し、意見を表明 し及び勧告を行

う。

3委 員会は、国際連合 の諸機関か ら受領 した請願及び報告の概要並び に当該請願及び報

告 に関連す る委員会 の意見の表明及び勧告 を、国際連合総会 に対す る報告に記載す る。

4委 員会は、国際連合事務総長 に対 し、2(a)に 規定す る地域 にっいて、 この条約の

目的 に関連 しかつ 同事務総長が入手 し得 るすべての情報 を要求する。

第16条

紛争又は苦情 の解決 に関す るこの条約 の規定は、国際連合及びその専 門機 関の基本文書

又 は国際連合及びその専門機関によ り採択 され た条約 に定める差別の分野にお ける紛争又

は苦情の解決のための他 の手続を妨げることな く適用す るもの とし、締約国の問で効力 を

有す る一般 的な又狽へ特別 の国際取極 による紛争 の解決のため、締約国が他の手続 を利 用

す ることを妨げるものではない。
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第3部

第17条

1こ の条約は、国際連合又はいず れかの専門機 関の加盟国、国際司法裁判所規程の当事

国及び この条約 の締約国 となるよ う国際連合総会が招請す るその他の国による署名のため

に開放 してお く。

2こ の条約 は、批准され なけれ ばな らない。批准書は、国際連合事務総長に寄託する。

第18条

1こ の条約は、前条1に 規定す る国による加入のために開放 してお く。

2加 入は、加入書を国際連合事務総長 に寄託す ることによって行 う。

第i9条

1こ の条約 は、27番 目の批准書又は加入書が国際連合事務総長 に寄託 された 日の後30

日目の 日に効力を生ずる。

227番 目の批准書又 は加入書が寄託 された後に この条約 を批准 し又はこれに加入す る

国については、この条約 は、その批准書又は加入書の寄託 の 日の後30日 目の 日に効力 を

生ず る。

第20条

1国 際連合事務総長は、批准又 は加入の際に行われた留保 を受領 し、かつ、この条約 の

締約 国であるか又 は将来締約国 となる可能性のあるすべての国に当該留保 を送付する。留

保に異議 を有す る国は、その送付の 日か ら90日 の期間内に、その留保を承認 しない旨を

同事務総長 に通告する。

2こ の条約 の趣 旨及び 目的と両立 しない留保は、認 め られ ない。また、この条約 により

設置す る機 関の活動を抑制す るよ うな効果を有す る留保 は、認め られない。留保は、締約

国の少 なくとも3分 の2が 異議を 申し立てる場合 には、両立 しないもの又は抑制的なもの

とみな され る。

3留 保 は、国際連合事務総長 にあてた通告によりいつで も撤回す ることができる。通告
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は、その受領の 日に効力 を生ず る。

第21条

締約国は、国際連合事灘 長 に対 して書面による酷 を行 うことによ り・この条糸勺を廃

棄することができる.麟 は洞YLが その酷 を受領 した 日の後 ・年で効力 を生ず

る。

第22条

この条約 の角鞦 又は適用 に関す る2以 上の締約国の間の紛争で あって・交淑 はこの条

約 に明示的に定め られている手b・ よって鰍 されない ものは・紛 争当事国が他 の鰍 方

法について合意 しない限 り、いずれかの紛争 当Qの 要請により・決定のため国際司法裁

判所に付託 され る。

第23条

1い ずれ の締約国 も、国際連合事務総長にあてた書面 による通告 によ り、いっでもこの

条約の改正を要請す ることができる。

2国 際連合総会は、1の 要請 について とるべ き措置がある ときは、その措置を決定する。

第24条

国際連合事務総長 は、第17条1に 規定す るすべての国に対 し、次の事項 を通報する。

(a)第17条 及び第18条 の規定による署名、批准及び加入

(b)第19条 の規定によ りこの条約が効力を生ず る日

(c)第14条 、第20条 及び前条の規定 により受領 した通告及び宣言

(d)第21条 の規定に よる廃棄

第25条

1こ の条約は、 中国語 、英語、 フランス語、ロシア語及びスペイ ン語 をひ としく正文 と

し、国際連合に寄託 され る。

2国 際連合事務総長 は、 この条約 の認証謄本を第17条1に 定める種類のいずれかに属

す るすべての国に送付す る。

以上の証拠 として、下名は、各 自の政府か ら正当に委任 を受 けて、1966年3月7日 に

ニュー ・ヨー クで署名のために開放 された この条約に署名 した。
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資料2日 本 に関す る人種差別撤廃委員会の 「最終所見」

(外務省仮訳)

匸出典:http:〃R'VVVV.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/saishu.html。外務省 仮訳 は、未 編集版で あ

るCERDIC158/CRP.(CERDIC/58/Misc.17!Rev.3)を テキス トとす るもので ある。なお、こ

こでは、同文書 のパ ラグラフ番号の後の[]の なかで、「最 終所 見」が収録 されている

委員会の報告書(2001C飢ORε ρoが(A/56/18))に 収録 されたもののパ ラグラフ番号を付

した。]

1[para.159]委 員会は、 日本の第1回 及び第2回 定期報告(そ れぞれ の提 出期限は1997

年1月14日 、1999年1月14日)を 、2001年3月8日 及び9日 に開催 された第1443回 及

び第1444回 会合において審査 し、以下の最終見解 を採択 した。

A.序 論

2[para.160]締 約 国との建設的な対話 を開始す る機会 を特に歓 迎す る。 委員会は広範な

政府省庁 を代表す る大規模 な代表団が出席 したこ とに意 を強 くした。また、締約国が認 め

てい るよ うに、そ の最初 の報告 の準備に際 し、NGOコ ミュニテ ィが関わ ったことにも意

を強 くした0

3[para.161]委 員会 は、締約 国が、報告作成のためのガイ ドライ ンに従 って作成 し提 出

した詳細かっ包括的な報告及び委員会の委員 によ り行われた広範 な質問事項に対 し代表団

が提供 した 口頭 による追加的な情報 を歓迎す る。 また、委員会は報告の審査の後提出され

た書面による追加的な回答 を歓迎す る。

B.肯 定的要素

4[para.162]委 員会は、い くっかの種族的及び 民族的マイ ノ リティの人権並びに経済的

・社会的及び文化 的発展 を促進す るために締約国が行 った立法及び行政面での努力、特に、

(i)1997年 の人権擁護施策推進法、(ii)1997年 のアイヌ文化 の振興並びにアイヌの伝統

等に関す る知識 の普及 及び啓発 に関す る法律、(iii)部 落民 に対す る差別撤廃 のための一

連の同和対策事業特別措置法 を歓迎す る。

5[para.163]委 員会 は、アイ ヌの人々を、その独特の文化 を享受する権利 を有す る少数

民族 として認 めてい る最近 の判例 に関心をもって留意する。

6[para,164]委 員会は、既存 の人権基準の啓発 に向けての取組 み、特に、外務省の ウエ
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ブサイ トにあらゆる形態 の人種差別の撤廃 に関す る国際条約を含む基本的な人権 に関す る

条約 のテキス ト全文を掲載 し広報 していることを歓迎する。 委員会は、また、諸条約の実

施状況 に関す る締約 国の報告及びそれぞれの国連 のモニタ リング機 関に よる最終見解につ

いて も同様 の配布がな されていることを歓迎する。

C.懸 念事項及 び勧告

7[para.165]委 員会 は、人 口の民族的搆成比を決定する ことに伴 う問題 に関す る締約 国

の意見に留意す る一方、報告 の中にこの点に関す る情報が欠 けているこ とを見い出 してい

る。委員会の報告 ガイ ドライ ンにおいて要請 されているように、人 口の民族的構成比にっ

いての完全な詳細 、特に、韓国 ・朝鮮人マイ ノリテ ィ、部落民及び沖縄のコ ミュニテ ィを

含む本条約 の適用範囲に よってカバー されているすべてのマイ ノリテ ィの状況 を反映 した

経済的及び社会的指標に関す る情報を次回報告の中で提供す るよ う、締約国に勧告する。

沖縄の住民は、特定の民族的集 団 として認識 され ることを求めてお り、また、現在 の島の

状況が沖縄 の住民に対す る差別的行為につながってい ると主張 してい る。

8[para.166]本 条約第1条 に定める人種差別 の定義の解釈 については、委員会は、締約

国 とは反対に、「世系(descent)」 の語はそれ独 自の意味を持ってお り、人種や種族 的又は

民族的出身 と混 同され るべきではない と考 えてい る。 したがって、委員会は、締約 国に対

し、部落民を含む全ての集 団について、差別か ら保護 されること、本条約第5条 に定める

市民的、政治的、経 済的、社会的及び文化的権利が、完全 に享受 され ることを確保するよ

う勧告する。

9[para.167]委 員会は、憲法第98条 が、締約国 によって批准 された条約が国内法の一部

である と定 めてい るにもかか わらず、あらゆる形態の人種差別 の撤廃に関す る国際条約の

規定が、国の裁判所 において ほとんど言及 されていないことにっ き、懸念をもって留意す

る。条約 の規定の直接適用 は、その規定の 目的、意味及び文言 を考慮 して、個別 のケース

毎に判断されるとの締約 国か らの情報に照 らし、委員会は、国内法 にお ける本条約及 びそ

の規定の地位 につ き、締約国か ら明確な情報を求 める。

10[para.168]委 員会は、本条約に関連す る締約国の法律の規定が、憲法第14条 のみ であ

るこ とを懸念する。本条約が 自動執行力 を持 っていない とい う事実を考慮すれば、委員会

は、特に本条約第4条 及び第5条 に適合するような、人種差別 を非合法化する特定 の法律

を制定す ることが必要である と信 じる。

ll[para.169]委 員会は、本条約第4条(a)及 び(b)に 関 し、「日本国憲法の下での集会、

結社及び表現の 自由その他 の権利 の保障 と整合す る範囲において 日本 はこれ らの規定 に基

づ く義務を履行す る」 旨述べ て締約国が維持 している留保に留意す る。委員会 は、かか る

解釈が、本条約第4条 に基づ く締約国の義務 と抵触す ることに懸念 を表明す る。委員会は、

その一般的勧告7(第32会 期)及 び15(第42会 期)に 締約国の注意 を喚起す る。 同勧告

一192一



によれば、本条約のすべての規定が 自動執行力のある性格 のものではない ことにかんがみ

れ ば、第4条 は義務的性格を有 してお り、また人種的優越や憎悪に基づ くあ らゆる思想 の

流布 を禁止することは、意見や表現の 自由の権利 と整合す るもので ある。

12[para,170]人 種差別 の禁止全般 にっいて 、委員会は、人種差別それ のみでは刑法上 明

示的かっ十分 に処罰 されないことを更に懸念す る。委員会 は、締約 国に対 し、人種差別の

処罰化 と、権限のある国の裁判所及び他の国家機 関による、人種差別的行為か らの効果的

な保護 と救済へ のアクセスを確保すべ く、本条約 の規定 を国内法秩序において完全に実施

す ることを考慮す るよ う勧告す る。

13[para.171]委 員会は、高官による差別的発言及 び、特 に、本条約第4条(c)に 違反す

る結果 として当局がとる行政的又 は法的措置 の欠如や、またそのような行為が人種差別 を

助長 し扇動す る意 図を有 している場合にのみ処罰 可能であるとす る解釈 に、懸念を持って

留意す る。締約 国に対 し、将来かかる事態を防止す るために適切な措置 をと り、また本条

約第7条 に従い、人種差別 につながる偏見 と戦 うとの観点か ら、特に公務員、法執行官、

及び行政官 に対 し、適切 な訓練 を施す よ う要求す る。

14[para.172]委 員会 は、韓国 ・朝鮮人、主 に児童、学生を対象 とした暴力行為 に係 る報

告及び この点に関する当局の不十分な対応 に対 し懸念を有す るものであ り、政府 に対 し、

当該行為を防止 し、これに対処す るためのよ り毅然た る措置 をとることを勧告す る。

15[para.173]在 日の外 国国籍の児 童に関 し、委員会は小学及び中学教育が義務 的でない

ことに留意す る。委員会は、更 に、「日本 におけ る初等教 育の 目的は、 日本人を コミュニ

ティのメンバーたるべ く教育する ことにあるため、外国の児童 に対 し当該教育 を受けるこ

とを強制す ることは不適切で ある。」 との締約 国の立場に留意す る。委員会 は、強制が、

統合 の 目的を達成するために全 く不適切であるとの主張に同意す る。 しか しなが ら、本条

約第3条 及び第5条(e)(v)と の関連で、委員会 は、本件 に関 し異なった取扱いの基準

が人種隔離並びに教育、訓練及び雇用についての権利 の享受が不平等な もの となることに

繋が り得るものであることを懸念す る。締約 国に対 し、本条約第5条(e)に 定める諸権

利が、人種 、皮膚 の色、民族的又 は種族的出身について区別 なく保障 されることを確保す

るよ う勧告す る。

16[para.174]委 員会は、韓国 ・朝鮮人マイ ノリテ ィに対す る差別 にr<f念を有す る。韓国
・朝鮮人学校を含 む外国人学校 のマイ ノ リテ ィの学生が 日本の大学へ入学す るに際 しての

制度上の障害の幾っかを除去す るための努力 は払われているが、委員会は、特に、韓国語

での学習が認 められていないこと及び在 日韓国 ・朝鮮人学生が高等教育へのアクセスにつ

いて不平等な取扱いを受けていることにr.f念を有 している。締約国に対 し、韓 国 ・朝鮮人

を含むマイ ノリテ ィに対す る差別的取扱いを撤廃す るために適切な措置 をとることを勧告

する。また、 日本の公立学校においてマイノ リテ ィの言語での教育へのアクセスを確保す

るよう勧告す る。
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17[para.175]委 員会は、締約 国に対 し、先住民 としてのアイヌの権利 を更に促進す るた

めの措置 を講ず ることを勧告する。 この点に関 し、委員会は、特 に、土地に係 わる権利 の

認知及び保護並びに土地の滅失に対す る賠償及び補償を呼びかけている先住民の権利に関

する一般 的勧告23(第51会 期)に 締約国の注意を喚起す る。また、締約国 に対 し、原住

民及び種族 民に関す るILO第169号 条約 を批准す ること及び(又 は)こ れを指針 として

使用す ることを慫慂す る。

18[para.176]日 本国籍 を申請 しようとす る韓 国 ・朝鮮人が 自分の氏名 を 日本語名 に変更

す ることを求め られ るいかな る行政的又 は法 的要件 ももはや存在 しないこ とに留意す る

が、委員会 は、伝 え られ るところによれば、当局が引き続 き申請者 に氏名 を変更す るよ う

求 めてお り、また、韓国 ・朝鮮人は差別を恐れそのよ うにせ ざるを得ないと感 じているこ

とに懸念を表明す る。個人の氏名 は文化的 ・民族的アイデンティティの基本的な要素で あ

ることを考慮 しっっ、委員会は、締約 国に対 し、このよ うな慣行を防止す るために必要な

措置を とるよう勧告す る。

19[para.177]委 員会は、締約 国に受 け入れ られた難 民の数 が最近増加 してい ることを留

意 しっっ、待遇に関す る異 なった基 準が、一方でイン ドシナ難民に、他方で限 られた数の

他 の国民的 出身の難民に適用 されていることを懸念す る。イン ドシナ難民は住居、財政的

支援及び政府 の援助による 日本語語学コースへのアクセスがあるのに対 し、 これ らの援助

は概 して他の難民 には適用 されていない。委員会は、締約国に対 し、これ らのサー ビスに

っいてすべての難民に対 して等 しい給付資格を確保す るための必要な措置 をとることを勧

告す る。 また、この観点か ら、締約 国に対 し、すべての避難民が有する権利 、特に、相 当

な生活水準 と医療 についての権利 を確保するよう勧告す る。

20[paral78]委 員会 は、国家賠償法が杢条約第6条 に反 し、相互主義 に基づいてのみ救

済を提供す ることに懸念を有す る。

21[para.179]委 員会は、締約 国に対 し、今後の報告書の中で、特に、裁判所 による適切

な補償の提供を含 めた本条約の違反に特 に関係 している判例にっいて報告す ることを要請

す る。

22[para.180]委 員会 は、次回の締約 国の報告が、 ジェンダー並びに国民的及び民族的集

団に分類 した社会 ・経済的データ、並び に性的搾取 と暴力 を含むジェンダー に関連 した人

種差別 を防止するために とられた措置に関す る情報を提供することを勧 告す る。

23[para.181]締 約 国に対 し、次回の報告 に、(i)1997年 の人権擁護施策推進法及び人権

擁護推進審議会の任務及 び権限、(ii)1997年 のアイヌ文化の振興並び にアイヌの伝統等

に関す る知識 の普及及 び啓発 に関す る法律、(iii)地 域改善対策特定事業に係 る国の財政

上の特別措置に関する法律及び同法律が2002年 に終了 した後に、部落民に対す る差別 を

撤廃するた めに考え られている戦略、の影響 に関する更なる情報を提供するよ う求 める。
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24[para.182]締 約 国が本条約第14条 に規定す る宣言を行 っていないことに留意 し、委員

会 はこのよ うな宣言 の可能性につ き検討するよ う勧告す る。

25[para.183]委 員会は、締約国に対 し、1992年1月15日 に第14回 締約国会合において

採択 された本条約第8条6の 改正を批准するよ う勧告す る。

26[para.184]委 員会は、締約 国に対 し、報告を提 出した時点か ら直ちにこれ を一般 に公

開 し、また、報告書に関す る委員会の最終見解 にっいて も同様に公 開す るよう勧告す る。

27[para.185]委 員会は、締約 国に対 し、第3回 定期報告を、第4回 定期報告 と併せて、2003

年1月14日 までに提 出 し、また、同報告にはこの最終見解 の中で取 り上げられたすべて

の点を含む ことを勧告す る。
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資料3「 人種差別撤廃委員会の日本政府報告審査に関する

最終見解に対する日本政府の意見の提出」(外務省仮訳)

[出典:http:!VVWW.l--・fa.go.jp/m・faj/gaik・伽shu1齢 曲 恤1]

1.パ ラ7の 人 口の民族的構成比について、韓国 ・朝鮮マイ ノ リテ ィ、部落民及び沖縄 の

コミュニテ ィを含 む本条約の適用範囲の全てのマイ ノリティの経済的及び社会的指標に関

す る情報を提供すべ し、 との勧告 に関 し、

(1)ま ず 、アイヌの経済的社会的指標 については、第1回 ・第2回 報告 と同様に次回も

報告す る。 また、在 日韓国 ・朝鮮 人の経済的社会的指標 について どのよ うな情報の提供が

可能か、検討 したい。

(2)他 方、本条約 の適用範 囲にっいては、次の通 り考 えている。

(イ)そ もそも本条約の適用対象 となる 「人種差別」とは、本条約第1条1に おいて、「人

種、皮膚の色、世系又は民族 的若 しくは種族的出身に基づくあらゆる区別 … 」 と規定

してい る。 この ことか ら、本条約 は、社会通念上、生物学的諸特徴を共有す るとされてい

る人 々の集 団、及 び社会通念上、文化 的諸特徴を共有す るとされている人々の集団並び に

これ らの集 団に属す る個人につ き、 これ らの諸特徴を有 していることに基づ く差別 を対象

とす るものであると解 され る。沖縄 県に居住する人あるいは沖縄県の出身者は 日本 民族で

あ り、一般に、他 県出身者 と同様 、社会通念上、生物学的又は文化的諸特徴を共有 してい

る人々の集 団であ ると考えられてお らず、 したがって、本条約 の対象 とはな らないものと

考 えている。

(ロ)更 に、本条約第1条1に 規定する"descent"については、本条約の審議経緯 におい

て、"nationalorigin(民 族的 出身)"と い う語が 「国籍」 とい う法的地位 に基づく概念 も含

み得 るかのような誤解を招 くとの問題 があ り、その問題 を解決す るため、"nationalorigin'°

に代 わる語 として"placeoforigin"と ともに提案 されたもので ある。 しか し、その後 、文言

の整理 が十分にな されず、そのまま本規定中に残 つた ものであると承知 している。

この よ うな審議経緯を踏ま えれ ば、本条約の適用上、'ldescent"とは、過去 の世代 におけ

る人種若 しくは皮膚の色又は過去の世代 における民族的若 しくは種族的出身 に着 目した概

念 を表す ものであ り、社会的出身 に着 目した概念 を表す もの とは解 され ない。

他方 、同和問題 については、 日本政府 としては、同和対策審議会答 申(1965年8月11

日)の 通 り、 「同和地 区の住民は異人種で も異民族 でもなく、疑 いもな く日本民族 、 日本

国民である」 と考 えている。

(3)な お、我 が国の国勢調査 は、国内に居住す るすべての人に申告義務 を課 して行 う

統計調査であることから、調査事項は、記入者負担等を考慮 しつつ、国の基本的政策遂行

上、必要最小限に限定 して実施 している。
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2.パ ラ7の 「沖縄の住民は、特定の民族的集 団 として認識 されることを求めてお り、ま

た、現在 の島の状況が沖縄の住民に対す る差別的行為につながっている と主張 してい る。」

について、

(1)沖 縄の住民が 日本 民族 とは別の民族である と主張す る人々がい ることは承知 してい

るが、それが沖縄 の人々の多数意志を代表 した ものであるとは承知 していない。 また、上

記1.(2)(イ)の とお り、沖縄県に居住す る人 あるいは沖縄県の出身者 は 日本民族 であ

り、社会通念上、 日本民族 と異なる生物学的または文化 的諸特徴 を共有 している人々で あ

るとは考え られ ていない。

(2)な お、委員会が指摘する 「現在 の島の状況が沖縄 の住 民に対する差別的行為 につな

がっている」 とい うことが具体的に何 を意味 しているのか必ず しも明確ではないが、沖縄

の米軍施設 ・区域については、在 日米軍施設 ・区域の75%が 集 中することによる沖縄県

民への負担 の負担 の軽減のため、 日本政府は米国政府 とも協力 しつっ、米軍施設 ・区域の

整理 ・統合 ・縮小 を図ったSACO(沖 縄 に関す る特別行動委員会)最 終報告の着実な実施

に全力で取 り組んでい るところである。

(3)ま た、米兵 による事件 ・事故の防止 については、 日本政府 としては、これ までも閣

僚 レベルを含 め、累次の機会 に米側 に綱紀粛正 と再発防止 を申し入れ てきてお り、今後 と

も事件 ・事故の未然防止 に努めるよう米側に働きかけていく所存である。これに関連 して、

2000年 秋 よ り、米軍、国、地方 自治体、地元警察、商工会議所等関係者 により構成 され

る ワーキング ・チームにおいて、特に飲酒に絡む事件 ・事故の再発防止のために とりうる

具体策にっき検討 ・決定す るとい う協力体制が実施 されている。

3.パ ラ8に ついて

(1)パ ラ8の 本条約 第1条 の1に い う"descent"の意味にっいては、 日本政府 としては上

記1,(2)(ロ)の よ うに理解 してお り、 したがって委員会の"descent"の 解釈 を共有す る

ものではない。

(2)い ずれにせ よ、本条約の前文 に謳 われた精神を踏 まえれば、同和問題の ような差別

も含 めいかなる差別 も行われることがあってはな らないことは当然のことと考えてお り、

同和関係者 にっいては、 日本国憲法の規定により、 日本国民 として法の下に平等であるこ

とが保障 されているとともに、 日本国民 として しての権利 をすべて等 しく保障 されている

こ とから、市民的、政治的、経済的及び文化的権利 における法制度上の差別は一切存在 し

ない。

(3)ま た、政府 としては、同和地区の経済的低位性や生活環境等の改善を通 じて同和問

題 の解決を図るこ とを目的 として、同和対策事業特別措置法、地域改善対策特別措置法、

地域改善対策特定事業 に係 る国の財政上の特別措置に関す る法律の3っ の特別措置法 を制
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定 し、30年 余 にわたって各種 の諸施策 を積極的に推進 してきた。

これ までの国、地方公 共団体の長年にわたる同和問題 の解決に向けた取 り組み によ り、

同和地 区の生活環境の改善をは じめとす る物的な基盤 整備が概ね完了す るな ど、様 々な面

で存在 していた格差は大 き く改善 され、また、差別意識 の解消に向けた教育 ・啓発 も様 々

な工夫 の下に推進 され、国民の間の差別意識 も確実 に解 消 されて きているもの と考 える。

4.「 最終見解」パ ラ9に ついて

(1)裁 判所 にお ける個別具体的事件 に関す る条約の規定の適用 の在 り方については、政

府 として コメン トすべき立場 にはないが、一般論 として考えた場合に、(a)裁 判所 が判決

にお いていかなる法規 を適用す るかについては、当事者が主張 した事実や提 出した証拠 に

基 づいて裁判所 が認定す る事実 を前提 とする とい う制約が あること、(b)条 約 の規定の

趣 旨がすでに国内法の規定 に反映 されていることなどか ら、条約 の規定そのものを適用 し

な くても判決の結論に影響 しない場合 も少なくない こと、な どの点にかんがみれ ば、裁判

例 の中に本条約の規定に言及 してい る事案が少 ないか らといって、直ちに裁判所が本条約

の適用 に消極的であるとの結論 にはな らない と考 えられ る。

(2)国 内法 における本条約及びそ の規定の地位 について は、我が国の憲法第98条 第2

項 は、「日本 国が締結 した条約及び確立 した国際法規 は、 これ を誠実 に遵守す るこ とを必

要 とす る」 と規定 してお り、我が国が締結 し、公布 された条約等は国内法 としての効力 を

持 っ。我が国の憲法には、我が国が締結 した条約 と法律 との関係 にっいての明文の規定 は

・ ないが、一般的に条約が法律に優位す るもの と考 えられている。

ただ し、本条約 の実体規定(第2条 ～第7条)が 、「締約国は、....約 束す る。」等 と

規 定 していることか らも明 らかな とお り、そ もそ も直接個人の権利義務 を創設する もので

はな く、締約 国に対 して人種差別の撤廃 の義務 を課 しているもの と考 えられ る。我が国は、

第1回 ・第2回 政府報告で報告 した とお り、本条約が締約国に課 している義務を誠 実に履

行 している。

5.「 最終見解」パラ10に ついて

(1)第4条 及び第5条 に関して、まず、第4条 の(a)及 び(b)に ついては、処罰立法す る

ことを義務づ けてい るが、以下6.で 述べる ように、わが国は憲法 と抵触 しない限度にお

いて第4条 の義務を履行す る旨留保 を付 している。第4条(c)に っいては、締約国が とる

べ き具体的 な措置 について何 ら規定 されていないことか ら、各締約 国の合理的な裁 量に委

ね られているもの と解 され る。また、第5条 においてはその柱書に 「条約第2条 に定める

基本 的義務 に従い...」 とあ り、第2条 の定める義務 の範 囲を超 えるものではない と解 さ

れ るが、一方、第2条1で は、すべての適当な方法に よりと規定 されていることか ら明 ら

かなよ うに、立法措置は、状況によ り必要 とされ、かつ立法することが適当と締約 国が判

断 した場合 に講 じることが求 められていると解 される。我が国の現状が、既存 の法制度 で

は差別行為 を効果的に抑制す るこ とができず、かつ、立法以外の措置によってもそれを行
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うこ とができないほ ど明 白な人種差別行為が行われ ている状況 にあ るとは認識 してお ら

ず、人種差別禁止法等の立法措置が必要 であるとは考えていない。

(2)な お、人種差別 思想の流布や表現 に関 しては、それが特定の個人や 団体の名誉や信

用 を害す る内容を有すれ ば、刑法の名誉毀損罪、侮辱罪又は信用毀損 ・業務妨害罪で処罰

可能であるほか、特定の個人に対する脅迫的内容を有すれ ば、刑 法の脅迫罪等 により処罰

可能である。また、人種差別的思想 を動機、背景 とす る暴力行為 については、刑 法の傷害

罪、暴行罪等によ り、処罰可能 となっている。

(3)ま た、私人による差別にっいて、不法行為が成立す る場合 には、そのよ うな行為 を

行った者 に損害賠償責任 が発生するほか(民 法709条 等)、 公序 良俗違反 の法1行 為であ

る場合には、民法90条 によ り無効 とされ る。

(4)法 務省 に設置 され た人権擁護推進審議会 においては、1999年9月 か ら 「人権が侵

害 された揚合 にお ける被害者の救済に関す る施策の充実に関す る基本的事項」 にっいて本

格的な調査審議 が行われ、2001年5Aに 人権救済制度の在 り方にっいて の答 申がなされ

た。

答 申では、政府か らの独立性を有する人権委員会(仮 称)を 中心 とす る新たな人権救済

制度 を創設、整備 し、同委員会は、一定 の人権侵害に関 して、よ り実効性の高い調査手続

と救済手法を整備 した積極的救済を図るべきであるとしてお り、その積極 的救済を図るべ

き人権侵害について、人種差別撤廃条約 の趣 旨も踏まえ、人種 ・皮膚 の色 ・民族的又は種

族的 出身等 を理由 とす る社会生活 にお ける差別的取扱いや人種等にかかわる嫌が らせを含

む形で、その範囲を明確 にす る必要がある と提言 している。

政府 としては、 同審議会の答 申を最大限尊重 し、提言 された新たな人権救済制度の確 立

に向けて、全力 を尽 くしていく考えである。

6.パ ラllの 第4条(a)及 び(b)の 留保に対す る委員会の懸念表明について

人種差別撤廃委員会の一般的勧告7及 同15に ついては我が方 も十分承知 しているとこ

ろであるが、第4条 の定 める概念は、様 々な場面における様 々な態様 の行為 を含む非常に

広い ものが含まれ る可能性があ り、それ らのすべてにつき現行法制を越 える刑罰法規 をも

って規制す ることは、そ の制約 の必要性、合理性 が厳 しく要求 され る表現の自由や、処罰

範囲の具体性、明確性が要請 され る罪刑法定主義 といった憲法の規定す る保障 と抵触す る

恐れがある と考えたこ とか ら、我が国 としては、第4条(a)及 び(b)に ついて留保を付す る

こととした ものである。

また、右 留保を撤回 し、人種差別思想の流布等 に対 し、正当な言論までも不 当に萎縮 さ

せ る危険を冒してまで処罰立法措置を とるこ とを検討 しなければならないほど、現在の 日

本 が人種差別思想 の流布や人種差別の扇動 が行われている状況にある とは考えていない。

7。 パラ12の 、人種差別の処罰化及び人種差別的行為か らの効果 的な保護 と救済 を確保
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すべきとの勧告にっいて

上記6.の とお り、我が国 は、憲法の保障す る表現の自由等の重要性 にかんがみ、本条

約 の締結に際 し、右保障 と抵触 しない限度で第4条(a)及 び(b)の 義務 を履行す る旨の

留保 を行 っているが、かかる範囲での処罰立法義務 については、上記5.の とお り、名誉

毀損等既存の刑罰 法規で十分 に担保 され てお り、また民事上の手続によ り損害賠償 請求が

可能であるな ど、上記留保 の下、本条約 上の義務の履行 を確保す る国内法は整っている。

この他、法務省の人権擁護機 関においては、人権尊重 の普及高揚を図る立場か ら、人種

差別 の問題 も含 めあらゆる差別の問題 について積極的に啓発活動を行い、また、人権相談

所 を設けて差別 を受けた方か らの相談に応 じているほか、具体的に基本的人権の侵 害の疑

いのある事案 を認知 した場合 には、人権侵犯事件 として速やかに調査 し、侵犯事実の有無

を確 かめ、その結果に基づき、事案に応 じた適切な処置を講 じるよ う努 めている ところで

ある。

法務省 に設置 された人権擁護推進審議会においては、人種差別 についても、人種差別撤

廃条約の趣 旨も踏 まえて、救済施策が検討 され、2001年5月 に出された人権救済制度 の

在 り方についての答 申においては、政府か らの独立性 を有す る人権委員会(仮 称)を 中心

とす る新たな人権救済制度を創設、整備 し、同委員会 は、人種 ・皮膚 の色 ・民族的又は種

族的出身等 を理 由 とす る社会生活にお ける差別的取扱いを含む一定の人権侵害に関 して、

よ り実効性 の高い調査手続 と救済手法 を整備 した積極的救済を図るべきであると提言 して

いる。

政府 としては、同審議会の答 申を最大 限尊重 し、人種等を理 由 とする差別的取扱い等 に

よる被害者 についても実効的な救済を図ることができるよう、提言 された新たな人権救済

制度 の確立に向けて、全力 を尽 くしてい く考えである。

8.パ ラ13の 「委員会は、高官による差別的発言及び、特 に本条約 第4条(o)に 違反する

結果 として当局が とる行政的又は法的措置の欠如や、またそのような行為が人種差別を助

長 し扇動す る意図 を有 してい る場合にのみ処罰可能であるとする解釈に、懸念をもって留

意する。」に関し、

(1)第4条 柱書は、締約国が非難す べき対象を、ある人種の優越性等の思想若 しくは理

論 に基づ く宣伝等又は人種的憎悪及び人種差別を正当化 し若 しくは助長す ることを企てる

宣伝等に限定 してい るこ とか らも明らかなよ うに、同条は、人種差別の助長等の意図を有

す る行為を対象 として締約国に一定の措置 を講ず る義務 を課 してお り、そのよ うな意図を

有 していない行為 は、同条の対象 とはな らない と考えてい る。

.(2)か か る解釈 を とってい る国は我が 国のみではな く、例 えば英 国の1986年 の公共秩

序法第18条 第5項 には、「人種的 憎悪 を扇動する意志があった ことが証明 されなか った者

は、その言葉、行動 、筆記物 が脅迫的、虐待的、侮辱的であるとの意識がなくかつそれ に

気づかなかった場合 には、本条 の下の犯罪 として有罪 にはな らない。」 と規定 している。

(3)ま た、「人種主義 とメデ ィア」 に関す る共同声 明(意 見 と表現の 自由に関す る国連

一200一



特別報告者 、メデ ィアの 自由に関す るOSCE(欧 州安保協力機構)代 表及び表現の自由に

関す るOAS(米 州機構)特 別報告者 による共同声 明)の 中で も、差別的な発言 に関す る

法律 は、 「何人 も、差別 、敵意ない し暴力 を扇動す る意図をもって行 った ことが証明 され

なければ、差別 的発言(hatespeech)の ために罰す るべ きではない。」 とされている。

9.パ ラ13の 「公務員、法執行官、及び行政官に対 し適切 な訓練 を施す よう要求す る。」

について、

従来よ り国家公務員に対 して各種研修 においても人権に関す る科 目をカ リキュラムに積

極 的に取 り入れ、その中で人権諸条約及び人権尊重 を謳 っている我が国憲法め理念を徹底

して教育 している。

警察官にっいては、新た に採用 された警察官や昇任 した警察官 に対 して各級警察学校で

行 う研修において、人権 の基本法である憲法又は職務 倫理、社会等の授業 の中で、人権の

尊重や人権 関係諸条約等人権の擁護 に関す る授業を行っている。

また、警察業務が人権 に深 く関わ りを持つ職務であるこ とから、職場 における研修等 あ

らゆる機会 をとらえ、人権関係諸条約及び憲法の趣 旨を踏まえ、人権に配慮 した職務執行

が行われる よう教育 を行 っている。

裁判官にっいても、検察官及び弁護士 とともに、司法研修所において修習を受 けた後、

法曹資格を取得す るが、修習中の講義において、国際人権規約や外国人の人権に関す る諸

問題が取 り上げ られている。 また、裁判官に任官 した後 も、司法研修所での各種研究会 に

お いて、国際人権規約等人権問題 に関す るカ リキュラムが設 けられている。

このよ うに我 が国では、公務員や法執行官及び行政官 に対 し、人種差別撤廃 を含む人権

教育を行ってお り、今後 とも更に右教育の充実に努 めてい く所存 である。

10.パ ラ14の 「委員会は、韓国 ・朝鮮人、主に児童、学生 を対象 とした暴力行為に係 る

報告及びこの点 に関す る当局の不十分 な対応 に対 し懸念 を有す るものであ り、政府に対 し、

当該行為 を防止 し、 これ に対処す るためのよ り毅然たる措置を とることを勧告する。」 に

関 し、

(1)我 が国においては、 こうした暴力行為 については、刑法に定める殺人罪、傷害罪、

暴行罪、暴力行為等処罰 に関する法律違反等 により、処罰 の対象 とされ てお り、人種差別

的動機 に基づ く暴力行為 にっいては、法 と証拠に基づき厳正に処分 を行 うよう努 めている。

(2)警 察では、過去 この種の事案 については、被害が予想 され る揚所 における警戒強化、

登下校の時間帯 における警戒強化、関係機 関 との連携及び学校側 との協力などにより、新

た な事案 の未然防止を図っている。

また、刑事訴訟法第189条 第2項 において 、司法警察職員は、犯罪がある と思料す ると

きは捜査す るもの とす ることが規定 され てお り、 日本国憲法第14条 第1項 に定める法の

下の平等 を遵守 して、当該事件 の被害者 が 日本人であると外 国人であるとを問わず、事件

解決のため、積極的に捜査を行ってきている ところであ り、最終見解 における 「不十分 な
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対応」 との指摘は当た らない。

(3)ま た、法務省の人権擁護機関は、 この種 の事案 に対 し、速やか に情報を収集す る と

ともに、在 日韓国 ・朝鮮 人児童 ・生徒が多数利用す る通学路、利 用交通機 関等 において、

差別の防止を呼びかける街頭啓発 啓発冊子等の配布及び醗 ポスターの掲示等を行 うな

ど、かかる事態 を防止す るための積極的 な啓発活動 を行っている。今後 とも、人権侵犯の

疑いのある事案 については、積極的に調査を行 って事案に応 じた翻 な措置 を講 じる とと

、もに、関係者に対 して人権尊重思想 を啓発するこ ととしている。

11.パ ラ15に ついて

(1)外 国籍の児童 が 日本の教育を受けることを選択 しなかった場合 、 日本の学校教育を

受 けた児童 と、その後 の教育及び訓練、雇用において何 らかの差異が生 じる可能性 がある

こ とは否定で きない。

(2)そ うした差異が、条約 第5条(e)の 経済的、社会的及び文化的権利 の侵害にっなが

るものであってはな らないことは当然であ り、我が国の制度において、右権利 は、人種 、

皮膚の色または民族的若 しくは種族的出身に よる差別 なく保障されてい る。

12.パ ラ16の 「在 日韓国 ・朝鮮人学生が高等教育へのアクセスについて不平等な取扱い

を受 けてい ることに懸念 を有 してい る。」について、

(1)我 が国では、1999年9月 に規程 を改正 し、韓 国 ・朝鮮人学校等の外国人学校等 の

卒業者 にっいて、大学入学資格検定の受検 による大学入学資格 の取得 を可能 とした ところ

である。また、1979年 以降、インターナシ ョナル ・スクール等の卒業者が、スイスの非

営利教育団体が実施す る国際バカロレア資格を取得 した揚合にも、大学入学資格が認 め ら

れている。

(2)公 教育のスタンダー ドを満た さない外 国人学校 の卒業者 にっいて、上記(1)の よ

うに個々人が勃 面で淀 の要件 を満たす ことによ り大学入学資格を取得できる との取扱

いは、世界各国において も同様であると理解 してお り、不平等な取扱い との指摘は適 当で

はない。

(3)な お、'主として韓国 ・朝鮮人学生が在籍す る学校で も、一定 の公教育 のスタンダー

ドを満たせば、正規 の学校 として認可を受 けることが可能であって、現に認可 を受 けてい

る学校の卒業生には当然 に大学入学資格が認 め られてお り、当該 学校が このよ うな認可 を

受 けるか否かは、その選択に任 されてい る。

(参考)

諸外国における外国人学校の位置づけや大学入学資格 の扱い等 について、米、加、英 、
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仏、独、スイス、伊、豪、印、シンガポール 、タイ、韓 国、中国等23力 国 ・地域を対象

に調査 を実施 した(1999年7月 公表)。 その結果 、外国人学校卒業者の高等教育機 関への

進学について、各大学の判断に任せてい る国等 も一部にあるが、制度上外国人学校 の卒業

のみによ り所在国の大学入学資格 を認 めている国はないに等 しく、当該校 の卒業 に加え、

国際バカ ロレア資格等 の一定の資格あるいは所在 国の全国統一試験の成績等 を要件 として

所在 国の大学入学資格 を取得できる場合が多い。

13.パ ラ16の 「日本 の公 の学校 においてマイ ノ リテ ィの言語 による教育が確保 され るべ

きと勧告す る。」 について、

(1)勧 告 に言 う 「マイ ノ リティ言語 による教育」が具体的にどのような教育を指すのか

明確 ではない。本条約 の各締約国 にはそれ ぞれ言語的マイノ リテ ィが存在す ると思われ る

が、 日本国政府 としては、多 くの国において、マイ ノリティ言語のみを用いた公教育が行

われ てい るとは承知 していない。 したがって、 日本においてマイ ノリテ ィ言語によってす

べての公教育が行 われているわけではない とい うことをもって、 日本の公教育が人種差別

的であるとす るのは適 当ではない と思われ る。

(2)第2に 、本条約 にお いて定 められた教育についての権利 が人種、皮膚の色、民族的

または種族 的出身について区別な く保障 され ることを確保す るとい う点 に関 しては、マイ

ノ リティ言語を使用す る子 どもに対 して、希望す る場合には公 立の小 ・中学校 に受け入れ 、

日本人 と同一の教育 を受 ける機会 を提供 してお り、その際、子 どもたちが円滑に日本の教

育を受 けられ るようにす るとの観点か ら、 日本語指導、教師に よる支援、更には彼 らの母 ←

語(マ イ ノ リテ ィ言語)を 話せ る者による支援等 、マイ ノリテ ィ言語 を使用す る子 どもた

ちに最大限の配慮 を している。例 えば、 日本語の不 自由な韓国 ・朝鮮人の児童生徒に対 し

て韓 国 ・朝鮮語を話せ る者 と教師が協力 して、 日本語指導も含 め円滑に教育が受けられ る

よ う支援 してい る。

(3)こ うした取 り組み により、既に我が国では、本条約 に定め られた教育にっいての権

利は確保 されている と認識 してい る。

14.パ ラ17の 「委員会は締約国 に対 し、先住民 としてのアイヌの権利 を更に促進す るた

めの措置を講 じることを勧告す る」に関 し、

(1)ア イ ヌ文化 の振興並びにアイヌの伝統等に関す る国民に対す る知識の普及及び啓発

を図るための施策 に関す る基本方針(平 成9年9月18日 総理府告示第25号)に 盛 り込ん

でいる とお り、我が国 としては、アイヌの人々は、少な くとも中世末期以降の歴史の中で

は、当時の 「和人」 との関係において北海道 に先住 していた と考えられてお り、独 自の伝

統を有 し、 日本語 とは異なる言語系統のアイヌ語や独 自の風俗習慣をは じめとする固有 の

文化 を発展 させ てきた民族であると認識 している。
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(2)し か しなが ら、「先住民」 とい う言葉 の定義については、国z.r.的な定義がな く、上

で述べた よ うな意味においてアイヌが 「先住民」 であるか どうかについては、国際的な議

論 との関係 において慎重に検討す る必要があるもの と考 えてい る。

(3)い ずれにせ よ、政府 としては、アイヌの人々の社会的、経済的な地位 の向上を図 る

た め北海道 が実施 しているウタ リ福祉対策 を円滑に推進す るため、昭和49年5月 に、北

海道 ウタ リ対策関係省庁連絡会議 を設置 し、関係行政機 関相互間の連絡 を図 りつつ諸般 の

施策の充実に努めてい るところであ り、また、アイヌの人々の民族 としての誇 りが尊重 さ

れ る社会の実現 を図 り、あわせて我が国の多様 な文化の発展に寄与す る ことを 目的 として

制 定された、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等 に関す る知識の普及及び啓発に関す

る法律(平 成9年5月14日 法律第52号)に 基づき、アイヌ文化 の振興並び にアイヌの伝

統等に関す る国民に対す る知識 の普及及び啓発を図るための施策 を推進 してい るな ど、ア

イヌの人々に関す る様 々な施策に取 り組 んでいるところである。

15.パ ラ17の 「原 住民及び種族民に関す るILO第169号 条約 を批准す るこ と及び(又 は)

これ を指針 として使用す ることを慫慂す る。」 に関 し、

本条約 にっいて は、ILOが 本来取 り上げるべ き労働者保護以外の事項 が多 く含まれてお

り、また我 が国の法制度 に整合 しない規定が残 されているとい う問題 もあるため、ILO総

会での採択 のための票決 において我が国政府は棄権 した ところであ り、直ちに批准するに

は問題 が多い と考 えている。

16.パ ラ18の 「当局が引き続 き申請者に氏名を変更するよ う求めてお り、又、韓 国 ・朝

鮮人は差別 をお それ、そのよ うにせ ざるを得ないことに懸念を表明す る。」 について、

(1)在 日韓国 ・朝鮮 人に対する差別が存在す るとの指摘のあることは承知 しているが、

政府 としては学校教育や各種 の啓発活動 を通 じて、差別のない社会を作 るべ く努力 を続 け

てきてお り、徐々にではあるが改善 してきていると考えている。

(2)他 方、当局が帰化によ り日本 国籍 を取得 しようとす る者に氏名 を変更す るよ う求め

ている事実はな く、申請者 に対 しては、帰化後の氏名は 自由に定めることができる旨の周

知 を図っているところである。

17.パ ラ20の 「委員会は、国家賠償法が本条約第6条 に反 し、相 互主義に基づいてのみ

救済 を提供す ることに懸念を有す る。」について、

(1)我 が国の国家賠償法が相互主義を採用 している(第6一 条)の は、国際社会 における

国家間の主権平等 の原則 を基礎 とす るものであ り、この法理は、国際的 にも認 められた法

理 である。

また被害者であ る外国人の本国において、 日本人に対 して国家賠償 が全 く認 められない
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場合 に、我が国においてその外国人のために国家賠償が認 め られ ることとなると、 日本国

民が不当な差別を受ける結果 にもなることか ら、現行 の相互主義は、む しろ内外国人の実

質的平等を図っているとい うこともできると考え られ る。

(2)し たがって、国籍 に基づ く差別は本条約の対象 とはな らない ことから、国家賠償法

第6条 の相互主義の下で、我が国の国民に国家賠償を認 めない国を本国 とす る外国人が国

家賠償法の適用を受 けない場合があ り得 るとしても、人種差別撤廃条約 との関係で問題 は

生 じないものと解 している。

18。 パ ラ23の 「次回報告 に、(i)1997年 の人権擁護施策推進 法及び人権擁護推進審議会 の

任務及び権 限に関する更なる情報を提供す るよう求める。」について、

(1)人 権擁護施策推進法 は、人権の擁護 に資す るため、人権の尊重の理念に関す る国民

相互の理解 を深 めるための教育及び啓発 に関する施策並びに人権 が侵害 された場合 におけ

る被 害者の救済に関す る施策を推進す る国の責務 を定め るとともに、法務省に、これ らの

施策に関す る基本的事項を調査審議す るための人権擁護推進審議会 を設置することを定め

るものである。

(2)同 審議会は第一回会議 において、法務大臣、文部科学大臣及び総務大臣か ら、 「人

権尊重に関す る国民相互の理解 を深めるための教育及び啓発 に関す る施策の総合的な推進

に関する基本的事項」(諮 問第1号)、 法務大 臣か ら 「人権 が侵害 された場合における被害

者 の救済に関す る施策の充実に関す る基本的事項」(諮 問第2号)に ついて、それ ぞれ諮

問を受けた。 同審議会 は、諮問第1号 について、1999年7月 に答 申し、諮問第2号 につ

いては、2001年5月 に人権救済制度 の在 り方について答 申した。 同審議会では、今後、

引き続き、人権擁護委員制度 の在 り方について調査審議 を行 う予 定 となっている。

(3)政 府 としては、同審議会の答 申を最大限尊重 して、提言 された人権救済制度 の確 立

に向けて全力を尽 くしてい く考えであ り、次回の報告 には講 じた施策等 について情報を提

供す る予定である。

19.パ ラ23の 「次回報告 に、(iii)地域改善対策特定事業 に係 る国に財政上の特別措置に

関す る法律及び 同法律が2002年 に終了 した後 に、部落民に対す る差別 を撤廃するために

考え られ ている戦略、の影響 に関す る更なる情報 を提供するよ う求める。」について、

そもそ も社会的出身に基づ く差別 は本条約 の対象ではないが、更 に、2002年3月 末 に

同和地 区に限定 した特別対策は終了 し、2002年4月 以降、施策 ニーズに対 しては、他 の

地域 と同様、所要の一般対策 を講 じることに よって対応 していくことになる。

20。 パ ラ24の 「本条約第14条 に規定す る宣言 ・… の可能性 につき検討す るよ う勧告

す る。」に関 し、
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(1)同 条繚14条 が定める臥 通鞴 唖度については・条約 の実施の蘇 的な担保を図

る との趣 旨か ら注 目すべき制度で ある と考えてv・るが・司灘 の独 立を侵す恐れがなv'か

との点 も含 め、我が国司法制度 との関係で問題が生 じる恐れがある との指摘があ り・これ

らの点について、真剣かつ慎重に検言寸しているところである・従 って・宣言をす るか否か

にっいては、こ うした点も踏まえ、慎重に判断 したい と考えてい る。

(2)な お、司法制度 との関係での問題}・関しては・我が国の裁判は三審制度を採肌 て

慎重な離 が行 われてい る上識 判確定後 において も酪 制度が設 けられてお り・通常の

裁判手続 きにおける不服 申立制度 の他、非鰍 滞 続 きも完備 され+分 に機育旨している と

ころ、この ような国内救済手続きの体系を混乱 させ る恐れもないわけで はない と考 えられ

る。

21.パ ラ25の 「本条約 第8条6の 改正を批准す るよ う勧告す る。」 に関 し、

我が国は、条約上の鏃 は繖 国のみ を鰊 す るのが原則で あ り・従 って条約の費鵬

締約国瀬 担すべ きであ り、未締綱 を含む国々か らの分担金 を主たる財源 とす る国連通

常予算で賄 うべきではない と考えてお り、現時点で右改正を受諾す る予定はない。
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